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（午前１０時００分 開会） 

１．委員長（岡田伴昌）  おはようございます。 

        本日は、総務文教常任委員会を招集したところ、ご参集いただきありがとうございます。 

        ただいまから総務文教常任委員会を開きます。 

        まず、本日の委員の出席状況の報告及び配付資料の説明を事務局から受けることとしま

す。 

１．事務局長（中村健一）  おはようございます。本日の委員の出席状況を報告申し上げます。本日の

会議出席委員は８名で全員出席でございます。 

        次に、配付資料について説明します。 

        まず、議案書・参考資料及び追加で請求した資料は、本会議フォルダー内の令和８年第

１回議会（３月定例会）フォルダーにあります議案書・参考資料フォルダーに格納してい

ます。また、その他の資料は、総務文教常任委員会フォルダー内のＲ０８０３１０－１６

フォルダーに格納しておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

        出席状況の報告及び配付資料の説明は以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  あらかじめ申し上げます。 

        本委員会に付託されている議案第９号、議案第２３号及び議案第２４号については、事

前に事務局まで資料請求希望がなかったため、案件２．資料請求については行いません。 

        なお、案件審査は本日行いますので、よろしくお願いします。 

        理事者から挨拶がありましたら、どうぞ。 

１．市長（山本 景）  皆さん、改めましておはようございます。 

        本日は、大変お忙しい中であるにもかかわらず、総務文教常任委員会を開催してくださ

いまして本当にありがとうございます。 

        去る２月２４日と追加で３月６日に本会議に提案をいたしまして、うち委員会、この当

該委員会に付託をされました案件について、皆様にまずはご審議をお願いをするところで

ございます。 

        案件の具体といたしましては、令和７年度一般会計補正予算に関する専決処分報告が１

件、条例の一部改正に関する議案が４件、令和７年度一般会計の補正予算に関する議案が

２件、訴訟の和解及び損害賠償の額の決定に関する議案が１件、令和８年度一般会計と予

算に関する議案が２件、以上１０件のご審議を皆様にお願いをいたします。 

        簡単ではございますが、以上をもちまして開会に当たりましての挨拶といたします。よ

ろしくお願いいたします。 

１．委員長（岡田伴昌）  これより議事に入ります。 

        本日の案件は、先日ご通知したとおりです。 

        まず、案件１の付託案件審査についてを議題とします。 

        本委員会に付された各議案については、議事整理の都合上、お手元に配付の順序にて審

査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認め、そのように議事を進めます。 

        質疑に際し、理事者からの議案説明は省略したいと思います。また、質疑及び答弁は、

挙手の後、発言の許可を受け、できるだけ簡潔明瞭に行っていただき、委員の皆さんは、
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初めに資料のページ数等をお示しくださいますようお願いします。 

        それでは、本委員会に付託されております議案第１０号 令和７年度交野市一般会計補

正予算（第８号）についてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（岡田智里）  おはようございます。 

        参考資料７７ページ、障がい者自立支援給付事業予算の増額について、質問をさせてい

ただきます。 

        一般質問でも取り上げさせていただきましたが、まず改めて確認なんですが、その一般

質問の場では、どの程度の利用者数等の増加が生じるのかという質問に対して、自立訓練、

就労継続支援Ａ型、そして行動援護というふうにご答弁いただきましたが、まずこの認識

でよろしいでしょうか。 

１．障がい福祉課長（猿橋 峻）  お答えいたします。 

        委員ご指摘のとおりでございます。 

１．委員（岡田智里）  それでは、一般質問では、今後の－－－や福祉サービスのニーズ把握やモニタ

リングの在り方をどのように改善するのかと質問させていただきました。そのご答弁で、

相談支援専門医との連携や基幹相談支援センター事業及び障がい者相談支援事業における

相談窓口との連携、自立支援協議会における地域課題への取組等通して、潜在的なニーズ

把握に努めるとご答弁いただきました。この中でとりわけ、相談支援専門医との連携につ

いて、今後どのようにしていくのか、お考えがありましたら教えてください。 

１．障がい福祉課長（猿橋 峻）  お答えいたします。 

        相談支援専門医につきましては、地域の相談支援事業所で職務をされている方になりま

す。その方との連携につきましては、交野市の自立支援協議会、障がい福祉に関する課題

等についてを検討する協議会になりますが、こちらのほうで相談支援部会というものがご

ざいます。こういった部会でのやり取りというところを活用させていただきまして、地域

のニーズ把握というところに努めたいと考えております。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  引き続き、正確なニーズ把握あるいはモニタリング体制の強化に向けて推進す

べきであると改めて意見を申し上げます。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  よろしくお願いいたします。 

        参考資料の７３ページでちょっと確認させてください。 

        基金ごとの内訳という表の中で、７年度の寄附金のところで、例えば財政調整基金とか

公債費管理基金とかにも入っているんですけれども、寄附金が。教育とかだと、ふるさと

寄附で入っているんだろうなと思うんですけれども、財政調整基金とか公債費管理基金と、

このあたりの寄附金というのはどのようなものなのかということで教えてください。 

１．財務課長（厚主敏治）  お答えします。 

        まず、寄附頂く中で、使途なしと書かれて寄附頂いているものがあります。こちらは財

政調整基金に一旦積み立てさせていただいています。あとそれ以外に、今年度、事業に対

する車両であったりの寄附頂いたクラウドファンディング等あります。その中で、緊防債
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なりに残りの部分に活用するという形で借り入れたものに対する償還に充てる形で頂いて

いるものがありますので、こちらは公債費管理基金に積まさせていただいております。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        それから、参考資料の８３ページの二中のグラウンドの拡張のところなんですけれども、

これもちょっと使い方の確認なんですが、新しく整備されるテニスコート、バスケットコ

ート等というのは、地域開放とか学校開放とかされるのか、学校専用なのかというところ

で教えてください。 

１．まなび舎整備課長（草野将明）  お答えさせていただきます。 

        今回のこの工事に関しましては、あくまで第二中学校の運動場の拡張工事ということに

なりますので、今現在、この部分の地域への開放というところまではまだ考えてはおりま

せん。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        その隣の駐車場２９台というところは、これ、くらやま関係なのか、駐車場の使い方に

ついて教えてください。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  今、参考資料の８３ページのところで、現況図のところに、テニスコ

ートの反対側に駐車場の位置があると思います。これが今現在、くらやま認定こども園の

送迎用の駐車場として利用している部分です。池の北側のところの利用として、第二中学

校のグラウンド用地として活用させていただいて、くらやま認定こども園の駐車場の送迎

のところは、改修後のところで縦に表示をさせてもらっている、今、委員おっしゃった２

０数台の分を想定できるかなというところなんですけれども、こちらのほうに、くらやま

の送迎の駐車場を持ってこようという計画になっています。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        では続いて、参考資料の８９ページ、郡津５丁目の防災拠点の備蓄倉庫新築工事設計を

繰越明許するという件なんですけれども、繰越しの理由として、下のところに、地域防災

拠点の造成工事の実施設計業務が想定より時間を要しているのでということで書いてある

んですけれども、これは、造成工事の実施設計がある程度できないと、備蓄倉庫の設計も

できないので待っているという状況なんでしょうか。ちょっとここの意味、もう少し詳し

く教えてください。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        今、委員おっしゃっていただきましたように、造成工事のほうの実施設計、こちらのほ

うがある程度固まってこないと、おっしゃっていただきましたように、備蓄倉庫の下地と

いうところも当然関連してきまして、こちら、浸水認定区域にも入っておるというところ

もあって、かさ上げの関係とか、そのあたりについての造成の設計というのが、どうして

もやっぱり水の関係で調整がなかなか難しいという状況もございまして、こっちのほうが

ある程度固まってこないと、おっしゃっていただきましたように、備蓄倉庫の設計のほう

も、ちょっと順次どうしても遅れてしまうというところがありますので、今回、繰越しと

いうところでお願いしているところでございます。 

１．市長（山本 景）  このエリアに関しましては、下に川が１本通っていまして、下のサルタガワに

流れ込む川がございます。令和７年度に浸水の被害が起きておりまして、タウンミーティ

ングでも浸水対策できないかという強い要望を受けました。ただ、この当該場所は、川、
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サルタガワよりもちょっと高いところにあるので、ポンプアップというのはなかなかしん

どいところなので、今のところ考えておりますのは、当該水路の水を一時的にためられる

ようなものを併せて整備できないかという検討もしておりますので、そういったこともあ

りまして、繰り越しせざるを得ないという状況でございますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  ちょっと確認なんですけれども、そうしますと、備蓄倉庫の工事の設計業務は、

まだ着手していないという状況でしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        着手できていないわけではないんですが、建物の中身の部分であるとか、そういった部

分的なところというのは進める範囲で進めておりますが、基礎となる部分とか、そういっ

たところについての調整というのがまだなので、一定今年度中の終了が難しいということ

で、繰越明許というところでお願いしているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  それと、この造成工事の実施設計の業務というのは、いつ入札はされて、いつ

完了予定なんでしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        こちら、造成工事のほうは一昨年から業者のほうを選びまして、その業者が基本設計を

させていただいておりましたので、今年に関しては随意契約で、今やっている業者が実施

設計やっておるという状況でございます。 

        設計の時期といたしましては、今月末で一定の成果を頂戴するというところで、今月末

での終了ということでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  随意契約でということで。 

        ちょっとお聞きした限りでは、そもそも実施設計のめどがついてから、この備蓄倉庫の

設計の業者選定しないと、業者さんとしても受注はしたものの、市の他の業務の関係で、

ここは業務に入れないというような状況なのかなと、分からないですけれども、と思いま

すので、７年度、緊防債の関係で急いでいたとかもあるのかもしれないですけれども、こ

の業務の工程として、ちょっとどうだったのかなと。詳細設計のめどがついてから備蓄倉

庫という進め方すべきだったんじゃないかなということで、工程の管理というんですか、

しっかりしていただきたいなということ、指摘しておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

１．委員（黒田 実）  おはようございます。 

        それでは、私のほうから、ちょっと追加で請求させていただきました資料の１１ページ、

障がい者自立支援給付の状況、これはもう状況ということで、お示しいただきました。額

としては、当然、前年度を踏まえた見込みからいくと、今年度はやっぱり伸びていると。

これはもう明らかなんですけれども、この伸びている要因というものをどのように、例え

ばそういった給付を実施する事業者さんがやっぱり市内でも増えてきたと、一般的に結構

そういうのというのはあると思うんですけれども、これは今回、数字として出していただ

いていることなので、これを踏まえてどのように分析しておられるのかをお聞かせくださ

い。 

１．障がい福祉課長（猿橋 峻）  お答えいたします。 

        こちらの要因につきましては、複合的な要因があるかと考えておるところでございます
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が、やはり、そもそもサービスを利用される利用者数というものについては、本市におき

ましても数が増えておるというところがございます。また、先ほどの中でもございました

が、一部サービスによりましては、サービスの給付額そのものが、やはり、想定していた

ものよりも伸び幅が大きいというものがございます。また、委員のほうもおっしゃってい

ただきましたように、本市における新規開設の事業所というところも増えてきているとい

う背景がございまして、複合的な要因ではございますが、結果的に伸び率が高まったとい

うところかなと考えておるところでございます。 

１．委員（黒田 実）  追加で資料を出していただいているので、ちょっと確認も含めて質問しますが、

退職者の増加に係る退職手当の増額ということで、これは当初の参考資料は７４ページで、

追加資料も出していただいています。 

        これはもう数字だけなので、一概にこれがどういうことを示しているのかというのはあ

れなんですけれども、やはり気になるのは、若い世代の退職がもうコンスタントにここ数

年出てきていると。あるいは、一定、脂が乗り切ってきたなと、こういった方々も退職さ

れていると。それぞれの個々の方々の退職の理由、それはもうここでは確認もできません

し、我々としてもそこまでを詮索するわけにもいかないんですけれども、結局これはもう

明らかに、人材がしっかりと根づいていない、あるいは、ひょっとしたら人材の流出とい

うことも懸念されるわけでして、この状況について、今、市としてはどのように捉えてい

るのかと。 

        もう一つは、これからの時代はやっぱり人材をいかに確保するかということは、もう官

民問わず大きな課題なんですけれども、やはりせっかく入職いただいて、例えば１０年た

って退職されると、これはなかなか痛いことです、ようやくこれから仕事ができるという

ような年代に入ってきて。当然、個々のいろいろな生活の事情等はあるにしても、やはり

それは組織としてはお金よりも大きい話です。なので、この状況をどのように捉えている

のか、それともう一つは、このような事態を今後も放置するということはないにしても、

どのような対策を講じようとなさっているのか、お聞かせください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        退職者は、確かに近年増加傾向にございます。一番大きな理由といたしましては、令和

５年度以降、勧奨退職の要件を、それまでは運用上５７歳以上に限っておったのですが、

それを条例どおり５０歳以上に拡大したことに伴う増加が一番、要因としては大きいと考

えています。また、自己都合退職者も増えており、その中には、かつてに比べまして自治

体間での転職といいますか、公務員試験が昔よりも受けやすくなっていると。他市のほう

を受験されたり、あるいは逆に、他市からこちらのほうに流入されてくる方もいらっしゃ

います。そういった中で、結果としては、そういったものが相まって退職者が増加傾向に

あるのかなと現状捉えております。 

        人材改革、離職防止に関しましては、やはり、まずは入ってきていただいた方々のフォ

ローアップが大切かなと思っております。条件付採用期間を明けた頃には、極力、産業医

面談等で何か悩みを抱えていないかですとか、そういったところは産業医もそうですし、

人事課職員のほうが面談のほう、フォローアップを行っております。また、試験が昔に比

べて専門性が問われなくなっておる分、法務系の研修であるとか、若手向けの研修のとこ

ろを実施しているところでございます。 
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１．委員（黒田 実）  複合的な要因ということ、当然それはそうかもしれないんですけれども、いず

れにしてもやはり、勧奨退職の条件を下げてきたというのはあっても、それも含めてやっ

ぱり人材の流出であることはもう間違いないということで、これはちょっと今後も注視し

ていかなければならない。ここ数年、特に増えてきているというのは、これはもう事実だ

ということは指摘せざるを得ません。 

        次に、参考資料の８０ページ、当初出していただいた８０ページ、避難所環境改善事業

ということで、避難所で生活されると想定されるのは１千人程度というような、まずその

ベースがある中で、今回、間仕切りテント、それからベッド、それぞれ８００、８００と。

既に間仕切り、簡易ベッド、４００、４００とあって。ちょっと確認させて。この間仕切

りテントというのは、これは１人１張りというサイズなのか、どういう使い方をなさろう

としているのかということです。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        間仕切りテントについては、２ｍ掛ける２ｍで、大人２人、子供２人というところを想

定してございます。 

１．委員（黒田 実）  これ、大は小を兼ねるというか、やっぱり備えあれば憂いなしということもあ

るんですけれども、これ、１千人というのはあくまで人数の話、単純に。既に４００の人

があれやって、１世帯、今のご説明ですと、大体標準的な１家族みたいなということじゃ

ないですか。これだけ要るんですかという素朴な疑問なんです。もう既に４００あって、

これが単純に１人１張りの１千２００というんやったら分かるんですけれども、ここまで

要るんでしょうかというのが素朴な疑問なんですが。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        まず、南海トラフというところの避難者数が９８６人を想定しておりまして、今後、大

阪府というところの見直しも想定されることや、避難者数が増えた場合も考慮して、合計

数を１千２００個というところで、今回、８００の購入としております。 

        また、避難所におきましては、２人２人という４人で想定しておりますけれども、プラ

イバシーの確保というところもありまして、間仕切りテントと同数にさせていただいてお

ります。 

１．委員（黒田 実）  当然、備えあれば憂いなしなんですよ。 

        それともう一つ、実際これどうなんでしょうか。これだけの避難所に全部、間仕切りテ

ント張ったとしましょう。それだけのスペースってあるんですか。本当にこれだけ要らな

い、こんなん買い過ぎだと言うわけじゃないですけれども、どの程度備蓄するのかという

のは、それはもういろいろと考え方あると思うんですけれども。今おっしゃられたように

想定数をまた増やすとかいうことですけれども、ちょっと気になるのは、ここまで、もう

１人１張りレベルまで要るのかなというのと、仮に１人１張りを想定する、張れる場所が

あるんですか。そうなると、大は小を兼ねるですけれども、ちょっと今の現状で過剰備蓄

ということにもなりはしないのか。この言葉はちょっと、過剰というのは有事の際には何

が起こるか分からないということは、そこは理解するんですけれども。だから、この数の

算出の仕方がどうなのかというのは、単純な避難者人数のベースにして１人１張りという

のは、ちょっといかがなものかと思うんです。 

        もう一度、質問としては、場所はあるんですかということ。 
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１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        今、避難所につきましては、小・中学校含めて全部避難所を開設した場合、１３校ござ

います。そちらのほうの体育館のプライバシーの保護だとか、感染症防止というところで

想定しております。また、体育館等に入り切らない場合というところでは、教室等もそう

いった避難所になる可能性もございますので、一定、その数については、プライバシーの

保護、感染防止というところで必要と考えております。 

１．市長（山本 景）  当該テントに関しましては、２ｍ掛ける２ｍ、４㎡でございます。どれだけ小

さい体育館であったとしても、６００㎡ありますので、１つの体育館で１００個は設置は

可能でございます。１３校ありますので、したがいまして、１千以上に関しましては、十

分に設置はできるのかなというふうに考えております。 

        なお、この１千人というのはあくまで南海トラフ巨大地震の場合でございます。本市に

おきましては、委員だったらご承知だと思っておりますけれども、生駒断層帯の地震も可

能性があり、生駒断層に関しましては本市の地下を通っており、その際、その発災時にお

きましては数千人以上の避難者が生じ得るので、１千２００でもそのときに足りるんかと

言ったら、むしろ足らないのではないかなというふうには思っているところでございまし

て、今後の課題というふうには考えているところでございます。 

１．委員（黒田 実）  いろんな考え方があって、生駒断層のこともおっしゃられるんですけれども。

ちょっとこれ、本当にこれだけの数を備蓄するのは駄目だと言うわけじゃないですけれど

も、果たしてこれは数的にどうなんだろうというのは少し気になりますので、しっかりと

やはり、今の避難所で間仕切りテントを張れるスペースがあるとおっしゃいましたけれど

も、当然、通路もありの、あるいは共用スペースもありの、目いっぱい、そんな全部びし

びしに張って、張れますというレベルなのか、一定これぐらいのことならばそうなのか、

ちょっとそこは一度確認していただいて。今日のところ、それを示せということではない

ですけれども、果たして、今の現状、交野市における備蓄として妥当な数字なのかという

ことを、もう一度改めてしっかりと、私としては確認を今後も引き続きしていきたいとい

うふうに思います。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  先ほどの黒田委員のご質問で、交野市内の避難所の面積なんで

すが、今、２万１千９４４㎡ございまして、例えば、１千個のテントを広げたとしても４

千㎡ですので、間違いなく包含できると考えてございます。 

        市長の山本が先ほど申し上げましたが、まず南海トラフ地震が来ると、私ども想定して

ございますので、まず１千人分からそろえていこうというのが考え方でございます。もち

ろん、生駒断層に備えてもう少し備蓄というのは必要だと考えてございますので、そこは

来年度、防災指針の整備計画と備蓄計画も併せて、コンサルタントを導入いたしまして検

討していきたいと考えてございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 
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        これより議案第１０号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者については

退席いただいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは次に、議案第２号 専決処分事項報告について（令和７年度交野市

一般会計補正予算（第７号））を議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（松村紘子）  議案第２号のところで質問させていただきます。 

        まず選挙が、国政選挙と知事選挙と両方あったわけですけれども、選挙管理委員会が事

務局を務めています行政委員会事務局の体制について、ちょっと教えていただきたいなと

思っておるんですけれども、このたびのこの国政選挙と知事選挙が行われたことによって、

通常業務への支障程度というのはどの程度あったのかをお聞かせください。 

１．行政委員会事務局次長（野村昌司）  お答えを申し上げます。 

        今回の選挙につきましては、急遽、衆議院が解散したことにより、発生したものであり

まして、また、大阪府知事選挙につきましても、知事が辞職して発生したものでございま

すが、行政委員会事務局としましては、４委員会を持っておりまして、選挙管理委員会事

務局や監査委員事務局、固定資産評価委員事務局、公平委員会事務局という４部門を持っ

ておりますが、そこへの影響になりますが、現状、今回の選挙に関しましては、監査委員

事務局について、ちょっと監査の日程をずらしていただいたりというところで日程調整を

行っていただいたということがありまして、あとの固定資産であったり、公平委員会事務

局に関しては、特段ちょっと影響はなかったように思っております。 

        以上でございます。 

１．委員（松村紘子）  監査以外のところでは、特に影響がなかったということでよかったです。 

        次に、応援体制で入られた職員さんの数を教えてください。 

１．行政委員会事務局次長（野村昌司）  お答え申し上げます。 

        応援職員としまして、事務局外から応援に来ていただいた職員は、延べ１０名程度と思

っております。 

        以上でございます。 

１．委員（松村紘子）  本当に急遽なところで、応援についてもいろんな部署の方が応援に入られたと

いうことで、お聞きをしております。次年度に向けての行政委員会事務局の人員体制につ

いて、決まっている範囲、分かる範囲で教えてください。 

１．総務部長（阿佐正和）  お答えします。 

        人事異動がまだ決まっておりませんので、明確にお答えできることはございませんけれ

ども、そのような状況も踏まえまして検討してまいりたいというふうに考えております。 

１．委員（松村紘子）  今回の国政また知事選挙で、日数が本当にタイトな中で、大変、現場、ご苦労

されていたというふうに考えております。また来年度におきましては、市長選挙もござい
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ます。そして、どのような形で急遽、選挙が入った場合も、問題なく、支障来すことなく、

しっかり行政委員会事務局が機能できるように、正規職員数の十分な確保していただくこ

とを要望いたしまして、質問を終わります。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  急な選挙の対応準備、本当にお疲れさまでした。 

        期日前投票なんですけれども、フレンドマートでの期日前投票が、今回、５、６、７で

３日間だったかなと思うんですけれども、前回、参議院選挙のときですか、４日間、フレ

ンドマートでされたように思うんですけれども、なるべく開催日数、かなり利用が多いの

で増やしていただきたいなという思いから、今回３日だったり、４日のときもあったりと

いうのは、どのような基準で決められているのかお聞かせください。 

１．行政委員会事務局次長（野村昌司）  お答え申し上げます。 

        もともと期日前投票期間に応じて、フレンドマートを開ける期間を当初から設定してお

りまして、最初にフレンドマートが開店したのが衆議院選挙やったかと思うんですが、衆

議院選挙の際には３日間開けております。その後、参議院選挙につきましては４日間、お

っしゃるとおり開けておるんですが、今回選挙につきましては、当初、衆議院選挙が先行

して発生しておりましたので、３日間という形で設定させておりまして、後で後追いとい

う形で府知事選挙が発生しておりましたので、これはちょっと変えることができなかった

ので、３日間という形で開催させていただいておりました。 

        以上でございます。 

１．委員（皿海ふみ）  状況分かりました。 

        フレンドマートへ行かれた方が、かなり行列で、投票にも時間がかかったというふうに

お聞きしましたので、今後、会場を増やすだとか、日数増やすだとかできないかというこ

とで、引き続き検討お願いできればと思います。よろしくお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第２号を採決します。 

        本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり承認すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者については

退席いただいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第９号 訴訟の和解及び損害賠償の額の決定についてを議題とし

ます。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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１．委員（皿海ふみ）  参考資料の２ページなんですけれども、和解案の内容のところで、より一層の

教員の研修と設備の充実の措置を講ずるように努めることという文言が入っているんです

けれども、和解すれば実践しなければならないというところでは、設備の充実って、不十

分なところと言うんですか、改善すべき点があったのかどうか、また今後、改善できると

ころがどのようなことがあるのか、お聞きします。 

１．学校教育課長（佐野敏明）  お答えいたします。 

        設備に問題があったかどうかというところは、現状、その時点では、ガスコンロが基本

的な設備であったかと認識しています。 

        今後についてですが、学校の大規模改修等で、例えばですけれども、ガスコンロかＩＨ

等も含めて、今後検討をしてまいりたいと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第９号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者については

退席いただいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第２３号 交野市星田３丁目防災公園条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の７ページなんですけれども、大阪府の指摘で重力式擁壁にしなけれ

ばならないということで指摘を受けて、この擁壁が工事が完了したというのは、いつ頃に

なるんでしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        擁壁のほうは、ちょうど２月末、３月入る頃に完了というところで、現在のほうはもう

できておる状況でございます。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の８ページのところで、提案に至るまでの経緯の中で、１１月１１日

に大阪府から指摘が入るということがありますけれども、１２月議会で、４月１日供用開

始の議案が提案される直前と言えば直前とは思うんですけれども、この時点で、今から提

案する議案で４月にというのが難しいんじゃないかと、指摘を受けて判断というのはでき

なかったんでしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 
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        今おっしゃっていただきましたところでございますが、どうしても、もともと想定して

いなかった指摘というのもあって、それを見越してというところの、やはり工事するにし

ても一定、設計組んで、さらにもう一度、時間も一定程度かかるというところもありまし

たので、その段階でという判断が難しかったというところにつきましては、なかなか条例

制定の段階では判断が難しかったというところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  いろいろ設計もしたり、やり直さなあかんということであれば、もともと想定

していた４月１日では難しいことも考えられるということで、まだ上程していない議案で

したので、その段階では。なので、提案するときに少し余裕見てするという判断が、ちょ

っと後からの意見になりますけれども、必要だったんじゃないかなという気はいたします。 

        それと、１２月のこの委員会で、私のほうから、造成工事があまり進んでいないように

思われたので、今からで４月１日の施行で間に合うんですかということで質問させてもら

っています。そのときの答弁が、「造成工事も行って、併せて建築のほうも鋭意進めてい

ますので、３月末には完了する見込みです」というふうにおっしゃいました。 

        今考えますと、建築のほうも鋭意進めていますというその答弁で合っていたんですか。

ちょっと確認させてください。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  契約の内容ですが、昨年１０月１日に、１月３０日期限でこの

契約を行ってございます。１月３０日でしたので、１２月に上程させていただいたと。１

１月の段階で、大阪府から指摘がございまして、業者と調整したところ、業者は、今度１

月２０日に３月２０日までで再契約を行ってございます。調整の中では年度内に終わると

いうところでしたので、１２月上程させていただいたところでございます。 

        そのうち、また経過で、最終的には２月３日になって、３月２０日に完了することがで

きないというふうに業者から連絡を受けたところで、庁内で調整いたしましたところ、や

はり予算も繰り越す必要性もございましたので、急遽、この３月議会で上程させていただ

いたところです。 

        当初で上げる予定に、本来ではするべきでしたが、業者が３月２０日までにできないと

言ってきたところが、もう当初の期限を越えておりましたので、現在、この３月の追加議

案というところで、ご提案させていただいているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  ３月２０日で再契約したので、ぎりぎり間に合うんじゃないかという見立てだ

ったということ自体は分かりましたけれども、ちょっと先ほど質問させてもらったのは、

１２月の委員会で、建築のほうも進めておりますという答弁があって、私もそのときはそ

うだったんかなと思って、ちょっと流してしまったんですけれども、その答弁は合ってい

たんですか、それで。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        建築のほうと言いますと、隣接地に星田分団庫の建築もしておりまして、その契約の中

に備蓄倉庫２棟の建築もございます。その擁壁を変更することによって、近接していたた

め、備蓄倉庫の２棟の建築も遅れる可能性があったため、擁壁の整備を早急に進めて、建

築のほうも早急に進められるよう、鋭意進めているというふうに答弁させていただいたと

ころです。 

１．委員（皿海ふみ）  消防団車庫のほうは、この施設と別施設ですよね。何かもう、揚げ足取るよう

なことではないんですけれども、じゃ、建築を進めていますという答弁、そのときされた



 

－１６－ 

のは、建物、備蓄倉庫をもう建て始めているということではなく、建築に向けての準備も

進めているという意味でおっしゃったということですか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えします。 

        建築に当たり、基礎を打ったりいたしますので。そうです。建築に向けて鋭意進めてお

りますというふうな答弁したところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  非常に紛らわしいというか、建築も進めている、建て始めているので間に合う

といった答弁だったのかなというふうに、そのとき受け止めましたので。それ以上申し上

げませんけれども、何せ、議案提案される時点での判断も、少し慎重さも要ったのかなと

いうことと、市としての事業ですので、工程の確認、全体としてきちんとしていただきた

いということ、申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（黒田 実）  私からも、この星田３丁目、これ要するに工事が遅れていると。そもそもは設

計変更、大阪府の指摘によってやと。今の説明で、あるいは資料からも、一応業者さんと

は変更契約で、やっぱり期日も入っている話です、工期延長で。これだけではよく分から

ないです。ここ最近、特に、例えばいきいきランドでいくと、設備の調達が、なかなかこ

れはもう現実問題、無理なんですと、そういう明確な理由があれですけれども、これ工事

の話ですし、工事が遅れる理由というのは何なんですか。雨が続いてとか、それでも一定、

こういう土木工事というのは、そんな言い訳はなかなかできないんですよ、本当に。なの

で、工事ができない、できないと、ここでは説明なされますけれども、これやっぱり本当

に信頼性の話に関わる話。誰がどうとかいう批判はしませんが、一般論で言うても、その

業者大丈夫かというような疑念も湧くし、あるいは、どんな調整をしていたんだという疑

念も湧くし。なので、工事が遅れる理由って何か、分かりやすく説明していただけません

か。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        建築確認申請時に大阪府の指摘ということが、当初であれば、そこに隣接地にブロック

積みの擁壁があったのですが、その擁壁が２段積み以上であるということでは、もう体力

的にもたないという指摘がございまして、それを急遽、重力式擁壁に改修する工事が必要

になったため、工期が延びたものでございます。 

１．委員（黒田 実）  ごめんなさい。もうそれ、何回も聞いているんですよ。 

        それを踏まえて契約変更しているじゃないですか。３月２０日ですか、最終は。だから、

それも業者も説明しての話ですから、私言うているのは、もう設計変更はいいですと、ど

ういう事情で、３月２０日は間に合いませんと、また言い出してきたんだと、こういうこ

とですよね。だから、さっきも言いましたように、いろいろ何か重要な設備というか物品、

それの調達がもうどうしても、これ、例えば戦争で船が止まってしまいましてとか、ある

程度納得できるような理由ならあれなんですけれども、これ、工事というのは工事ですか

ら、この工期というのは極めて重要な、契約書の中では、要素ですよ。なので、今の説明

は、ちょっとごめんなさい。３月２０日まで工期延長もしてできないという理由は何だと

いうふうに聞いて、それは妥当だと判断したのかいうことです。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        今までお話しさせていただいた擁壁の話というのは、当然、今からが３月２０日が難し
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いというところの理由の一つというところでお話しさせていただいておりまして、委員も

それは何回ももう聞いておるということでございます。 

        先ほど副市長のほうからありましたように、もともと１月３０であったところを３月２

０日に延長したというところの部分につきましては、黒田委員おっしゃっていただきます

ように、こちらには複合施設を設置するというところで予定してございました。そちらが、

１月末ではどうしても納品が間に合わないというところがございましたので、まず３月２

０日に工期延長したという部分もございまして、そちらがまず一つの要因であるというと

ころでございます。 

１．委員（黒田 実）  うん。やけど、その３月２０日ももう無理やいうことじゃないですか。それ何

でって言うているんですよ。 

        だから、３月２０日で、工期はそうやって契約書で縛っていて、それが駄目だというそ

の理由を分かりやすく説明してください。それならば仕方ないなというふうに担当も理解

したんかもしれませんが、果たしてそれがどうなのかということなんです。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  すみません。３月２０日に工期延長したというのは、複合遊具が

入らないというところで１月２０日では難しいということで、３月２０日にまず延ばさせ

ていただいて、今回につきましては、先ほどから答弁させていただいておりますように、

擁壁の工事の関係もあって、工事完了が見込めないというところで、そのまま繰越しでさ

せていただくというところで上げさせていただいておるというところでございます。 

１．委員（黒田 実）  分かりました。遊具の話はいいですよ。 

        そしたら、重力式擁壁、これは設計変更してそうなったわけじゃないですか。それが１

月の何ぼかで、でも、１月が３月にいったのは遊具の関係やと言っているんですけれども、

重力擁壁は当初も１月、それでいけると。当然、遊具もちゃんと予定どおりいったら。で

も、重力擁壁はできへんと、３月２０日に、ということを言い出しているんじゃないです

か、業者さんは。それが妥当なのかどうか分からないですよ。それは何でですかという話

ですよ。そんなものはもう大分前から分かっている話、大分前いうか、大阪府から指摘さ

れて。少なくとも、大きくそういう設計変更するというのは、そこじゃないですか。だか

ら、これ、遊具とは関係ない話ですよ。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        変更契約ですけれども、大阪府から指摘を受けて、現状４段積みでしたので、それを撤

去して、新たに重力式擁壁を造らせていただいたと。そこの期間が、業者の見立てよりも

かなり時間を要してしまいました。ここにも書いていますけれども、１月１３日なんです

が、もうそのあたりから遅れる可能性を業者さんはちょっと言ってきたんですが、私ども

としては、２回、一度変更契約していますので、その事業自体も繰り越せないというお話

はさせていただいて、業者のほうも鋭意頑張ってみるとは言ってきたんですが、やはり２

月３日になって、どうしてもできないというところでございます。ですから、原因といい

ますのは、やはり、私どももちろん悪いですけれども、業者の見立てもかなり甘かったの

かなというふうには感じてございます。もちろん、私どもも新たな重力式擁壁の設計も行

っている中で、工事期間というのがなかなか読めなくて、業者に確認したというところで

事業を進めてまいったところは、確かに事業自体が遅れてしまった原因にはなっているの

かなとは思いますが、原因としましては、やはり業者の見立てが思っていたより工事期間
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を要したというふうに認識してございます。 

１．委員（黒田 実）  ならば、業者の見立てが甘かったということであれば、じゃ、その契約変更に

対して何かペナルティーを課すとか、そういったことも可能性としては出てくるわけです

よ。やっぱり契約って、それぐらい重いものですから。要するに、これは不可抗力がある

とかいうことであれば、それは分かりますけれども、今の話ですと、ちょっとやっぱり業

者との対応、そこは、じゃ今後どうなさるのかなと、それで契約変更にまた応じるなんて

いうこと、それはどうなんですかというふうに疑問を感じてしまいますけれども、それは、

さらなるまた契約変更に応じられたんですか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        工事の進捗につきましては、工事管理委託業者もございまして、思いのほか擁壁の改修

というところが、私どもが思っていたよりもボリュームがあったというふうには聞いてご

ざいます。業者の瑕疵につきましては、工事管理の方ともお話はしたんですが、やはり思

っていたよりもボリュームがあったというところで、現在のところ、私どもはそこについ

ての追求というところは、現在考えていないところでございます。 

１．委員（黒田 実）  今回の条例の部分、これはもう、いずれにしても公園の開園時期が遅れる、そ

のこと自体はどっちにしてももうできない以上、あれなんですけれども。 

        ちょっと、今後、今の業者さんとのやり取りなり、果たしてそれが本当に妥当なのかと

いうのは、引き続きちょっと私としてはやはり疑問が残りますので注視をすることと、今

日の段階では、そこはやっぱり指摘をしておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑は、皆さん、ありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第２３号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        次に、議案第２４号 令和７年度交野市一般会計補正予算（第９号）についてを議題と

します。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  今の話の続きで、今回、この第９号では繰越しの設定ということですけれども、

重力式擁壁への設計変更とか工事の追加等もありますので、増額補正みたいなことが考え

られるのか、お聞かせください。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        委員おっしゃるように、当初の契約額から、今おっしゃっていただきました擁壁の分で

あるとか、その他、工事を行っていく上での増額分というところが入ってございまして、

委託料のほうにつきましても、こちら工事管理のほうの時期が増えるというところでの増
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額が見込まれております。 

（発言する者あり） 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  ちょっと今確認させてもらって、後ほどお答えさせていただく形

でも大丈夫でしょうか。 

１．財務課長（厚主敏治）  少し、ちょっと詳細お答えできないんですけれども、全体として内容を答

えさせていただきます。 

        ７年度の当初予算で、造成工事であったり、分団車庫であったり、備蓄倉庫の工事であ

ったり、全体の予算、取らせていただいています。この個別の部分に関しては、この５千

７００万より少し少ない額だったんですけれども、全体として予算の範囲内で対応できる

ということで、今お話いただいている増額しないといけない部分も含めて、この５千７０

０万という形で繰越明許をさせていただいているという形になります。 

１．委員長（岡田伴昌）  中野室長代理のことがもうなしで、さっきので終わりということですね。 

１．財務課長（厚主敏治）  はい。 

１．委員（黒田 実）  ちなみに、そしたら今のは予算の話ですけれども、契約変更ということになる

と、今ちょっと確認して分かったのは、今の質問で、工期延長だけじゃなくて、契約金額

も変更しているということですね。じゃ、もし変更しているとすれば、どれぐらい増額し

ているんですか。変更額、これは議決はないけれども、どれぐらい増額されているんです

か。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        工期がまだ２０日までですので、変更契約したわけではないんですが、２０日以降に、

もちろん変更契約という形。 

（「ちゃんと答えてください」と呼ぶ者あり） 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  はい、すみません。 

        おおむね、今現在の契約額から１千５００万円増額ということでございます。 

１．委員（黒田 実）  そこは議決の対象じゃないという、範囲内でいくとなんですけれども。 

        ますます、本当にそれが今回の変更契約、もう既にその重力式擁壁というのは、先ほど

からるる、撤去で当初の見込みよりも手間暇がかかるということは、もう致し方ないです

ということかもしれませんが、工期の延長と増額、それをされたということについては、

ちょっと引き続き、私としては確認をしなければならないということを指摘しておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第２４号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者については

退席いただいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第５号 交野市公債費管理基金条例等の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（黒田 実）  今回の基金条例の改正、これは私ども、特にこれまでの不備を指摘していたと

ころであります。この改正自体は特におかしいとかいうことではないんですけれども、監

査の意見を踏まえて云々という以前に、こういう体制が取れていなかったということは非

常に残念であるということで、強くその部分は、これまでの基金の運用についてもやはり

どうなのかという大きな疑問を持っておるということを意見として申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第５号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        次に、議案第１８号 令和８年度交野市公共用地先行取得事業特別会計予算についてを

議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  質疑なしと認めます。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第１８号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者については

退席いただいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第３号 交野市行政手続条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。 
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        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の７ページ、８ページの辺りで、不利益処分を行う際の聴聞、弁明の

機会の付与等が住所が分からない方についてはホームページで公表して伝えるということ

なんですけれども、どのような不利益処分が対象になるのかというところで、例えば、税

の滞納で不動産差押えとか、そういったことも入ってくるのか、ちょっと具体的に中身教

えてください。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  お答えいたします。 

        今回の行政手続の改正につきましては、地方税法による滞納処分というのとは別に、行

政手続条例にのっとった不利益処分というところに関する公示送達の方法について規定さ

せていただいておるものでございます。 

        滞納処分については、令和７年６月議会で市税条例の改正、ご可決いただいておりまし

て、既に同様のインターネット等でこのような対応ができるようになっているところと理

解しております。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        ホームページで公表というか、掲示される場合の内容、何を載せるかというところなん

ですけれども、名前と、どのような不利益処分が予定されているのかということが全て載

ってしまうと、個人情報の面から少し心配があるんですけれども、参考資料の１０ページ

の新旧対照表の第１５条４のところでは、氏名と第１項第３号、第４号に掲げる事項を掲

載するみたいなこと書いているんですけれども、具体的にどのような内容がホームページ

に載ることになるのか、確認させてください。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  委員ご指摘のところでございます名宛人とな

る者の氏名に加えまして、条例第１５条の第１項第３号に聴聞の期日及び場所というとこ

ろを規定させていただいております。あと、第４号においては、聴聞に関する事務の所掌

する組織及び所在地というところが規定されております。最後に、改正文にございます

「当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する」とい

うところ、その旨を公表することとなっております。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第３号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        次に、議案第４号 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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１．委員（皿海ふみ）  参考資料の１３ページで、自動車等で通勤されている職員の方の駐車場代が月

５千円まで支給されるようになるということで、助かると思うんですけれども、例えば最

寄りの駅まで車で行って、あと電車に乗って交野市駅までとか、駅の近くで駐輪場借りる

とか、そういった駐車場・駐輪場も対象になるのか、どのような対象なのか、教えてくだ

さい。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        委員おっしゃるとおり、通勤経路上の駅ですとか、あるいはバスの停留所、そういった

ところの付近にあるような駐車場も対象となってまいります。 

１．委員（松村紘子）  すみません、ちょっと軽微な質問なんですが、このマイカー通勤されている方

というのは、対象となる方、何人ぐらいいらっしゃるのか教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        ４輪自動車で通勤している常勤職員の数になりますが、およそ１５０から６０名程度と

なります。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第４号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        それでは、本日の委員会はこの程度にとどめることとします。 

        なお、明日１１日の予定ですが、午前中は星の里浄水場、寺１丁目防災公園予定地、旧

第一中学校跡地及び旧交野みらい小学校を視察するため、午前９時３０分に本庁東側駐車

場にお集まりいただき、公用車にて現地へ移動いたします。 

        また、午後１時からは委員会を開き、引き続き付託案件審査を行います。 

        以上で総務文教常任委員会を散会します。どうもお疲れさまでした。 

（午前１１時１８分 散会） 
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（午後 １時００分 開議） 

１．委員長（岡田伴昌）  本日は、昨日に引き続き総務文教常任委員会を招集したところ、ご参集いた

だきありがとうございます。また、午前中の視察につきまして、お疲れさまでございまし

た。 

        ただいまから総務文教常任委員会を開きます。 

        まず、本日の委員の出席状況の報告を事務局から受けることとします。 

１．事務局長（中村健一）  こんにちは。本日の委員の出席状況を報告申し上げます。本日の会議出席

委員は８名で全員出席でございます。 

        以上、報告を終わります。 

１．委員長（岡田伴昌）  議事に入る前に、私から一つ皆様にご連絡があります。ご承知のとおり、本

日は東日本大震災が発生した日です。午後２時４６分に黙祷のアナウンスが流れます。審

査途中の場合、中断して暫時休憩としますのでご協力のほどお願いいたします。 

        それでは、これより議事に入ります。 

        本日の案件は、先日ご通知したとおりです。 

        それでは、引き続き、案件１の付託案件審査についてを議題とします。 

        本委員会に付託されております議案第１５号 令和８年度交野市一般会計予算について

を議題とします。 

        なお、審査は資料共有システムに格納している審査日程のとおり進めたいと思いますの

で、ご協力をお願いします。 

        質疑に際しては、初めに資料のページ数等をお示しください。各ブロックでは、そのブ

ロックに関する質疑を、総括では全庁的あるいは複数のブロックにまたがる質疑をお願い

します。 

        また、質疑及び答弁は、挙手の後、発言の許可を受け、できるだけ簡潔明瞭に行ってい

ただきますようお願いします。 

        なお、本日はＡブロックの質疑を行います。 

        これより、議案第１５号のＡブロックの質疑を行います。 

        質疑はありませんか。 

１．委員（岡田智里）  よろしくお願いいたします。 

        実施計画書の２０ページ、地域子育て支援センター芝生広場兼テニスコート整備事業に

ついてお伺いいたします。 

        ２０ページの令和８年度の取組内容には、パビリオン部材再利用と明記されております

が、地域子育て支援センターの事業内容について具体的に教えてください。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        地域子育て支援支援センターにつきましては、法で定められております地域子育て支援

拠点事業に基づきまして、おおむねゼロから３歳のお子さんをお持ちになる保護者の方が、

地域で遊び場であったりとか相談の場所というところで、子育て支援の場として実施して

おる事業でございます。 

１．委員（岡田智里）  いまだルクセンブルクパビリオンがそのまま移設してくると思っていらっしゃ

る市民の方々がおられることはお伝えしておきます。その上で、市民の皆さんへの周知な

んですが、どの部材をどのように再利用するのか。また、これまでどのような方法で周知
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を行ってきたのかご説明ください。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        まず、どの部材を再利用するのかというのが最終的に固まったのは、昨年１１月のルク

センブルク側との協定締結のときだと思います。ですので、その際にまず、議員の皆様の

ほうには全員協議会等々ではお示しのほうはさせてもらっておるところだと思います。 

        私ども、それ以外にも、そもそも従来から協議のほうを続けている中で、そもそも部材

の一部になるということがある程度見通せていたところがございますので、いろんな形で

皆様のほうにはお伝えしてきたのかなと思います。 

        最終的には、私ども先日行いました市民説明会の中で、どのような形で使うのかという

ことを整理した上で資料のほうを作成して、ご案内のほうをさせていただいたというとこ

ろになります。 

１．委員（岡田智里）  いろんな形でご説明してきたというご答弁がありましたが、市民説明会につい

ても今お示しいただきましたけれども、そのほかはいかがでしょうか。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        部材のほうをルクセンブルク側から一定頂くというお話につきましては、先ほども申し

上げましたが、一定鉄骨、それからプラスアルファ、設備等につきましても一部頂いてい

るところでございます。 

        一方では、その部材を使ってどのような機能を持たせて、どのような構造の施設にして

いくのか、配置はどうするのかといったことを、今現在基本計画の中でもんでいるところ

でございます。 

        その中で、当然ちょっと部材の中でもどのように使うのかといったところで、場合によ

っては使えないものも出てくる可能性もありますので、そういったところが全部整理され

てから、また改めて基本計画、最終的に出来上がったタイミングで皆様のほうにお知らせ

していきたいと考えております。 

１．委員（岡田智里）  次に、今後もこの事業の説明会を含めた周知を行う予定があるのか、教えてい

ただけますでしょうか。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答え申し上げます。 

        今現在、基本計画のほう、策定施設の基本計画というところを策定しております。 

        今後、基本計画が策定できましたら、別途議会の皆様にご説明、ご報告させていただく

とともに、市民の方にも周知しっかり図っていく必要があると思っておりますし、その中

で市民の方からご意見等をいただき、今後の基本設計、実施設計に反映していきたいと考

えております。 

１．委員（岡田智里）  次に、芝生広場兼テニスコート整備事業の事業内容について、具体的に教えて

ください。 

１．地域振興部次長兼地域振興課長（山埜勝哉）  お答えします。 

        芝生広場兼テニスコートですけれども、こちらのほうは、テニスコート６面の広さを確

保しようと考えております。そこにつきましては、テニス以外のスポーツであったりも併

せてできるような多目的化を考えておるところです。 

１．委員（岡田智里）  当初は寺作業所跡地での整備を計画していたテニスコートだと認識しておりま

すが、旧一中跡地において整備を検討する妥当性についてご説明いただけますでしょうか。 
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１．市長（山本 景）  私から答えます。 

        本日午前中、寺作業所の跡地、議員の皆様には拝見はしてもらいました、あちらで公園

を整備をするだけでも緊自債の対象になりますが、８億円かかります。非常に高低差のあ

る地形でございます。もしあれをテニスコートであったり、アーチェリーみたいな平たん

な土地でないといけないとなりますと、想定される整備費用としては１５億円にも上り、

かつスポーツ施設として使う部分に関しましては、緊自債の適用を受けることができない

ということが起債協議の中で明らかになりましたので、寺作業所で整備をするよりも、再

生的にも、そういう起債の条件とかを考慮いたしましても、寺作業所ではなくて他の場所

に整備をしたほうがはるかに合理性は高いと考えます。 

        そもそもテニスコートというのは、過去の市政におきまして、市役所をこちらの場所を

いきいきランドに移転をする際に駐車場足らないので、テニスコートにのいてほしいとい

うことを持ちかけて、その中で、寺作業所の跡地にテニスコートを整備等を整備をすると

いう話になりました。寺作業所でのテニスコート整備が経済合理性が非常に厳しいと分か

ったからといって、そういう約束をほごにはできないことから、やむを得ず今回、ちょう

ど第一中学校にて取り壊し、跡地活用の話もありましたことから、そちらの敷地内での芝

生広場兼テニスコートという形にてルクセンブルグパビリオンと一体での具材を再利用と

一体とすることで、より地域未来交付金の活用可能性を高めるという意味では、極めて合

理性がある。また、寺作業所跡地の利活用での効果、また、第一中学校跡地での整備によ

りまして、逆に地域未来交付金の採択の可能性が高くなる。両方での合理性を考えての判

断というふうには考えているとこでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

１．委員（岡田智里）  先ほどの質問と少し重複する部分がありますが、これまでの旧一中跡地活用に

係る市民説明会の実施回数及び各会場の参加者数について、具体的に教えてください。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答えいたします。 

        一中跡地活用の市民説明会につきましては、今年の１月下旬から２月の上旬に実施計４

回いたしまして、平日の夜と土曜日、日曜日に分けて、私部会館、いきいきランドかたの、

青年の家、ゆうゆうセンターの４か所で実施した次第でございます。 

        参加者数につきましては、私部会館で９名、いきいきランドかたので１３名、青年の家

で４名、ゆうゆうセンター２３名の計４９名でございます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  参加者数が少ないことについてどのように考えているのか、見解を教えてくだ

さい。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  市民説明会の参加者数につきましては、まず市民説明会の周知につき

ましては、市の広報紙をはじめホームページ、ＳＮＳ、また区長会で周知をさせていただ

くなど、一定しっかり周知は図れているものかなというふうに考えております。 

        今回のこの説明会の人数等につきまして、市民説明会の中でも、今後、市民や利用者に

とって利用者が使いやすいようになるように、今後もちょっと意見を反映する場を設けて

もらいたいというようなご意見もいただきましたので、今後の基本計画策定後のそういっ

た場で、改めて意見等をいただく場を設けていきたいなというふうに考えております。 

１．市長（山本 景）  追加で申しますと、一言で言いましたら、市民さんは一定この件に関しまして
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納得はされているから、このような参加者数になったと思っております。 

        また、４９名の参加者ですが、もうちょっと詳しい話を言うと、利害関係、市民説明会

ですよ、幅広く市民と申しましたけれども、半分は実は利害関係のある方。具体に言うと

あれなんで言いませんけれども、跡地の活用に利害が実際に相当ある方が約半分程度の参

加であったというふうな状況です。 

        私、半年に１回自動音声の電話世論調査をかけております。何に関心がありますかとい

うのを市民に聞いています。同時に実施をした市役所の耐震工事と一中の跡地活用、この

二つのテーマで実施をいたしましたが、市役所の耐震工事に関心がある方がたった１％し

かいないというのが交野市の今の実情であり、学校の跡地活用等公共施設の今後というテ

ーマで関心がある方が大体８％ぐらいです。それは一中の跡地活用、また、みらい小の跡

地活用、他の全公共施設の今後を含めて８パーなので、私の考えといたしましては、第一

中学校の跡地に関心がある方というのは、実はもう市民全体ではもう一部に限られるので

はないかなと考えております。 

        過去交野市におきましては、みらい学園の整備の際の市民説明会が開かれております。

もう反対と強く考えていらっしゃる方に関しましては多数お越しくださいましたし、説明

をしてもやはり納得してくださらないので、説明会が２時間、３時間もうかかりますが、

今回の説明会だと、これはもう今まで市側から言ってはいなかったんですけれども、質問

がもうすごい少なくて、全体の開催時間がもう３、４０分、１時間もかからないという状

況なので、いや、もし本当にそのような市民の方が反対をされているのであれば、ずっと

手を上げ続けて意見述べて、１時間を大幅に超えるようなこともあったかと思いますけれ

ども、そういったことはなく、逆に質問が少なくて、いやこれで逆に大丈夫かなというふ

うには思ったところです。 

        ただし、本市といたしましては、市民の声はしっかりと聞きたいとは思っておりますの

で、当然より精緻な全体の計画等明らかになったら、当然マナーといたしまして議会の皆

様に全協で説明はいたしますが、そのうち改めて市民の皆様に説明はする機会は設けたい

と思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（岡田智里）  参加者数が少ないこと、あるいは質問が少なかったことを市民が納得している、

理解を得ていると解釈するのは論理の飛躍だと思いますので、意見としてお伝えしておき

ます。 

        続いて質問させていただきますが、これらの説明会ではどのようなご意見があったのか

教えてください。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  一般質問での答弁とちょっと重複するところはあるんですが、参加者

からはテニスコート整備や子育て支援施設、これを待ち望んでいるという声をいただいて

おります。 

        あと、楽しみである一方、他のスポーツ施設は検討されなかったという声や、解体工事、

道路拡幅に係る安全対策、消防団の訓練場所等についてご意見、ご質問をいただいたとこ

ろでございます。 

        以上でございます。 

１．委員（岡田智里）  様々ご意見があったとのことなんですが、説明会以外で、例えば情報交換など

で意見集約等をされたのか教えてください。 
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１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答えいたします。 

        こちらの市民説明会以外で、意見フォームによって市民の方からお声というのはいただ

いております。その中で、テニスコートを長年待ち望んでいるという声、そういった声を

フォームではいただいております。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  続いて、１月１４日に開催された全員協議会で、認定こども園の移転候補地と

して検討中であり、関係機関等と調整中である旨のご説明がありましたが、その進捗状況

について教えてください。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  お答えいたします。 

        認定こども園は、具体的には市役所の東側のわかばこども園でございます。 

        若葉子供園には、全協でもご説明したかと思いますけれども、老朽化対策という課題が

園側の課題としてございます。施設が狭隘しているというところの課題があります。 

        一方、我々市役所側にも、本庁舎を現地で耐震化をするということになったときに、従

来からの課題やった防災機能の強化というところをどのように達成するのかというのが

我々の課題だと認識しています。 

        このため、防災機能の強化のために防災指令センターの設置を検討を始めたいというと

ころで、具体的には予算、８年度予算の中で検討費用を上げさせていただいていますけれ

ども、それが市役所に隣接するわかばこども園の地が適地であるというふうに考えており

ますので、わかばこども園さんと我々の防災に対する考え方と、当該地のところがそれに

ふさわしい地であることというお話をさせていただいて、仮に移転をお願いするんであれ

ば、我々今回第一中学校の跡地の中で子育て防災をベースにした施設というところをイメ

ージしておるので、そちらへの移転の可能性というのを検討できないかというやり取りは

進めております。 

        ただ、今、今日時点において、何か合意ができているとかというところではなく、当然

我々行政側として防災支援センターというところをお示しさせていただいた後の話かなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

１．委員（岡田智里）  まだ合意ができていないとのことなんですが、市民説明会では移転、認定こど

も園の移転候補地として検討していることについてご説明はされたんでしょうか。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        １月１４日の全員協議会でお示しさせてもらった資料とほぼ同じ資料をもちまして市民

説明会のほうを行っておりますので、そちらの認定こども園用地として活用していきたい

ということにつきましても、漏れなくご説明をさせていただいております。 

１．委員（岡田智里）  いずれにせよ、旧一中跡地活用については様々な事業が市民の皆様への説明が

十分でないと考えますので、意見として申し上げます。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

１．委員（松村紘子）  続きまして、今日午前中に旧第一中学校のほうの跡地の前、私部森南線道路拡

幅整備工事をしますというところで、整備のお話をちょっと現地でお聞かせいただきまし

た。 

        そこで、追加資料の６ページになります。 
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        私部森南線道路拡幅整備工事で教えていただきたいのですが、この道路の北側のほうに

向かいますと、五差路になっている部分がございます。その辺りまで道路の拡幅というこ

とで行っていくと思うんですが、道路が全体で１２メートルの幅で広げて、その先の北側

のところの五差路でまた狭まっていくと、狭まってしまうというようなところで、車の行

き交う部分での事故等がちょっと懸念されるかなというふうに思うんですが、そのあたり

の安全面について、警察とのご協議等されているのか教えてください。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        警察のほうとは協議をさせていただきまして、一定現在の図面、提示させていただいて

おります図面に基づきまして協議のほうさせていただきまして、一定現状では問題ないと

いいますか、意見というところはつかずに、合意といいますか、確認は取れておるという

状況でございます。 

１．委員（松村紘子）  つまり、警察側のほうでは、特に安全面では問題ないというような見解をいた

だいているということでよろしいですか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  そのとおりでございます。 

１．委員（松村紘子）  分かりました。 

        住民の方が、やはりこの辺りたくさん車も通られるのでということで心配のお声もあり

ますので、注視していきたいというふうに思っております。 

        また、この道路の拡幅整備に当たりまして、近隣の住民の皆様に説明をされるような機

会というのはあるのでしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        工事に当たりまして、現状、第一中学校解体工事やっているという状況ではございまし

て、当然そちらのほうが一定落ち着いてからでないとできないというところもございます

ので、タイミングを見て、当然ながら地域住民の方には周知をして、安全確保のほう努め

てまいりたいというふうに考えております。 

１．市長（山本 景）  お答え申し上げます。 

        ルクセンブルクパビリオンの部材再利用移設につきまして、基本計画が策定したらば、

説明会を開催したいとは思ってはいるんですけれども、その際、当然道路に関しましては、

より精緻な物がもう出来上がっていることから、併せて市民の皆様には説明する機会は設

けたいというふうには思っておりますので、ご容赦、ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

        あわせて、少なくとも今の第一中学校周辺より悪くなることはこれは絶対にないという

ことは自信を持って言えるというふうには考えておりますし、多くの市民は賛成のほうが

圧倒的に多いというのもこれはもう間違いないというふうには思っております。 

１．委員（松村紘子）  分かりました。 

        住民の方がご理解をされた上で、納得された上でこの工事を進めていただけるように要

望をしておきます。 

        続きまして、次のページめくっていただきまして、追加資料の８ページ、旧交野みらい

小学校解体工事、すみません、これ追加資料ですね。もう１個の資料で、北側の道路の拡

張もあったかなと思うんですけど。参考資料の１２７ページのほうですね、申し訳ござい

ません。 
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        そちらのほうに事業名称ということで、旧交野みらい小学校解体工事防災公園及び周辺

路整備設計ということで、こちらも午前中に見せていただきましてありがとうございまし

た。こちらの周辺路整備設計におきまして、道路が、こちらも１２メートルの幅拡幅され

る点について、住民の方からは、通学路であるというところから、スピード制限であった

り、多くやはり車が通ることで事故が起きるんじゃないかといったことも懸念をされてお

るところです。 

        そういう部分におきまして、スピード制限ですとか車の時間的な制限とか、そういった

こと、何か対策というのは考えられているのか教えてください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えします。 

        スピード制限だとか車の時間制限だとかにつきましては、今後設計のほうで入っていき

ますので、その中で検討させていただくと考えております。 

１．委員（松村紘子）  近くの１００円ローソンのところには通学路の標識の明示があったと思うんで

すけれども、その曲がってその実際に拡幅する部分にもそういった通学路であるようなこ

とをお知らせするような物をつけていただいたりしまして、ちょっとスピードのほうの制

限をできる限り通られる車の方に周知できるような配慮をお願いできればなということで、

要望等を１点させていただきたいと思います。 

        また、あわせまして、こちらの住民の方にも、道路の工事される際には説明会というの

は行われる予定でしょうか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  住民への方にお知らせについては、設計も進んでいって、状況がも

うちょっと詳細に分かるようになってから何らかの形で説明をしたいと考えております。 

１．委員（松村紘子）  工事前の説明よりも、早めに設計できた段階で住民の方にしっかりお教えをし

ていただくというような場を設けていただきまして、こちらも住民の方ご理解いただき、

また納得いただく形で進めていただければということを要望させていただきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質問ございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  よろしくお願いします。 

        参考資料の１２５ページと１２６ページの辺り、私部南３丁目の一中跡地の防災拠点に

ついてお聞きしたいと思うんですけれども、１２６ページの工事のスケジュールのところ

なんですけれども、まず、私部南３丁目の避難所の工事の設計がこの１月入札で２月が契

約で、今設計の契約が始まったばかりというところですよね。 

        今回、債務負担でこの避難所の新築工事ということで、４億２千万円上がっているんで

すけれども、設計がこれからという段階で、新築工事の費用の積算というのはどのように

されているのかお聞かせください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えします。 

        私部南３丁目避難所施設と私部分団車庫棟の新築、設計等につきましては、８年度中に

設計終わりまして、９年度に工事を実施するということで、見積りのほうは工事の概算見

積りで取っております。 

１．委員（皿海ふみ）  当時の概算見積りというのはどのように出したのか、委託業務なのかとかその

あたりもう少し詳しく教えてください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  委託業務には出してはいないんですが、業者のほうに実施業務のほ

うのあらかたの状況も伝えていまして、その内容で概算での整備工事の見積りを頂いてお
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ります。 

１．市長（山本 景）  延べ床面積が、現在青年の家にある体育館をモデルとして考えておりまして、

床面積が６００平米。また、どうしても地域の要望でありましたり、関係する方からの要

望でトイレでありましたりとか、あと更衣室、シャワーというのを加えると約１００平米

程度かかることから、延床面積といたしましては７００平米かかると。この７００平米か

ら単純に平米単価６０万、これでもかなり高いですけれども、それを計算したら大体４億

数千万という程度での積算なので、一定合理性はあるかなと思っております。 

        今後、詳細設計、より詳細な設計は実施はいたしまして、細かいレイアウトとかそうい

ったところは決まりますけれども、結果的にそれによりまして大幅に金額ぶれるとかそう

いったものというのは、床面積が大幅に変わったりとかせえへん限りはないというふうに

は考えているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  防災公園のほうは、さらにままだ設計にも入っていなくて、防災公園、８年度

に設計の入札契約に入っていく。けれども、もう整備工事の債務負担で上がっているんで

すけれども、これも業者への見積りで出した概算ということでいいんでしょうか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        私部南３丁目の防災公園につきましても、業者のほうに委託は出していないんですけれ

ども、防災公園整備の状況を公園の状況でということで概算の見積りを頂いております。 

１．委員（皿海ふみ）  先ほど市長、それほど大きなぶれがないと思われるというふうにお答えはくだ

さったんですけれども、それにしましても、委託にも出していない、見積りをもらった程

度の工事の見積りをそのまま債務負担の上限限度額として今回提案されているというのは、

ちょっとあまりにも積算の根拠が薄いなというふうに思うんですけれども、これは設計、

来年度入ってしていくわけですから、その設計の中での積算がある程度出てからその次年

度、９年度であったり、今どうしても急ぐなら補正予算であったりとかで出していただく

というふうにはできないんでしょうか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        一中の整備につきましては、緊急防災減災事業債、それから緊急自然災害防止対策事業

債の期限が迫っていましたことから、概算見積りを数社の業者から頂きまして、工事費を

算出させていただいて事業申請させていただいておりますので、ちょっとご指摘の順番が

というところはご理解いただきたいと思います。 

        私どももそのずれがないように数社の見積りを頂いて積算の根拠とさせていただいてご

ざいますので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。 

１．委員（皿海ふみ）  なかなか業者の見積りで、それを整備・設計の積算を飛ばして、工事の費用と

して妥当なのかという判断、非常に難しく、判断、困っております。 

        その同じ話でいきますと、寺１丁目の防災公園、今日見せていただきました寺作業所の

１２６ページかな、このスケジュールの表でいいますと、防災公園の基本設計はもう終わ

っていて、去年８月の全員協議会でご報告もいただいているところなんですけれども、今

月ですかね、この３月に詳細設計の入札に入って、これから詳細設計になる、１２月まで

かけてやって、その後が工事の入札なんですけれども、これもう整備の工事費が上がって

きているということで、この工事は８億７千万ぐらいかな。これは昨年の基本設計の積算

ということになるんでしょうか。 
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１．副市長 危機管理監（山添 学）  寺１丁目の防災公園につきましても、これこちらは緊急自然災

害防止対策事業債を活用しての事業となり、令和７年度中に概算の工事費が必要でござい

ました。ですから、基本設計が終わった際に概算見積りを頂き、整備費として計上させて

いただいてございます。 

１．市長（山本 景）  誤解がないように申しますと、我々急いでやっているというよりも、制度上、

緊急防災減災事業債、緊急自然災害対策事業債というのは、そもそも過去に２度延長にな

っていて、期限が令和の７年度末までというのは総務省に明言されており、私も度々いろ

んな機会もありましたので、総務省の官僚の方には、いやこれ延長されるんですかって何

度も何度も聞いても、教えてくださらなかったんですね。教えてくださらなくて、もうこ

ちらとしてどうするかといったら、もうできるだけ令和７年度にもう前に進めるしかない

というふうに判断せざるを得なかったところがあります。で、この延長を正式に我々役所

として知ったのって、もうつい最近なんですよ。今だからこそ延長になるんだって私も言

えますし、職員も自信を持って言えますけれども、それまでもう言えない状態で、当然事

業は進めており、予算編成を進めておりましたので、今の時点において、私は委員ご指摘

のとおり、いやこれ別に何で今このタイミングで債務負担出す必要あるのかとおっしゃる

のは、確かに一定理解はするところではございますけれども、役所側、市側としては、や

はりもう国にいつ打ち切られるか分からないという状況まで追い込まれて、この予算編成

をせざるを得なかったという事情がありますことについては、どうかご理解、ご容赦賜り

ますようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  昨年度、確かに緊防債がもう打切りになるんじゃないかという中で、できる限

りの事業を充てていきたいということで急がれていたというところは分かるんですけれど

も、今回この予算を提案されて、債務負担まで上げてこられるという段階では、もう緊防

債延長というのはおおむね公表されていたのではなかったでしょうか。どうですかね。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  緊防債の延長が分かったのは本年１月でございます。事業債の

申請がその前年度に、令和７年中に行っておりますので、行った申請は変更できないとい

う認識でございましたので、そのようにしてございます。 

        私ども、やはり令和７年度末が期限の事業債で事業を行っていて、延長が分かったとい

うところで、旧みらい小学校からは、今解体の工事費は計上してございますが、公園の整

備費であるとかそういうところはまだ計上していなくて、やはりそれはしっかりと実施設

計を行ってからの、予算がしっかりと確定してから、これからは上げていきたいなという

ふうに考えてございます。 

        ですから、この一中跡地につきましては、申し訳ございませんが、先ほども吉永からも

ご答弁申し上げていますが、どうしても事業債の性質上、令和７年度中に概算費用の計上

が必要であったことから、業者の相見積りを基本に予算額を確定してご提案させていただ

いているということをご理解くださいますようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  事業債の申請したときの条件にもまだ縛られているんだということは少し分か

りました。 

        ただ、今回、債務負担の限度額としてどれぐらいの額を上げてこられるのかというとき

に、例えば、先ほどの寺作業所のところでしたら、去年やった基本設計で、去年の８月で

すかね、全協のときに聞いた概算事業費そのまま今回債務負担で上がってきているんです
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けれども、次、実際に整備始まる入札ってもう１年、そこから考えると１年半ぐらい後に

なりますよね、基本設計の額が出てから。その間にも労務単価の値上がりだとか資材の砂

とかセメントとか、何かそういう資材の値上がりとかもずっと続く傾向にあると思うんで

すけれども、そのあたりはどのように影響を考えておられるんでしょうか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        概算費用の算出の際にも、そこも加味していただいて計上していただいてございます。

上がり幅がなかなか大分上振れしたという結果になってしまったときは、さすがに整備が

ない場合は補正予算をご提案する可能性はございますが、今のところは上昇分も加味して

概算費用を上げていただいてございますので、その範囲内で可能であると考えてございま

す。 

１．委員（皿海ふみ）  今の時点で、今後あまりにも増えた場合には補正予算、債務負担以上に組んで

いく可能性もあるというようなことにも言及されるぐらいこの間、もうどんどんいろんな

物が値上がりしているという中で、今回債務負担組まれている分も、今後もっと膨らんで

いくこともあり得るんじゃないかなというふうに非常に懸念を持ちました。 

        一旦、以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑。 

１．委員（黒田 実）  それでは、私のほうからもちょっと確認したいと思います。 

        まず、先ほど話が出ていました第一中学校跡地のパビリオンとか部材を利用する云々の、

参考資料でいくと１１７ページの予算になるんですかね。これに関連して、いよいよこれ

をもう設計に入っていくということなんですけれども、これもうこれまでにもちょっと一

般質問で聞いているんですけどね。その前段に、我々としては全協資料として全体の活用

というものを、ある程度費用と広さも面積も入れて説明はいただいているんですが、この

地域子育て支援センター、これは大体今のところ６００平米というような説明を受けてい

ます。 

        ところが、これ防災エリアと子育てスポーツエリアと、ちょっと担当が分かれているん

であれなんですけれども、これはページ数書いていないんですが、危機管理室が追加とい

うことで、私部南３丁目防災公園整備工事設計業務ということで出していただいている資

料がある。で、ここを見ると、防災公園は２，２００平米。で、もうこれ今までの議論の

中で、緊防債ありきというそこが出発点なんだという説明なんですけれども、私はやっぱ

りパターン、Ａパターン、Ｂパターンということで、費用としてはもう緊防債をフルに活

用したほうがいいけれども、配置としてはこうなる。ただし、緊防債をフルに活用できな

いが、当然これ防災公園としては２，２００平米ができるということなんで、子育て支援

センターですか、６００平米。これちょっと形状が、ちょっとそんな真四角じゃないので、

どう当て込めるかはともかく、物理的に数字の部分からいくと、そういうパターンという

ものも考えられなくはない。なので、そういったまずやはり検討されたのかどうかという

のをまずお聞きします。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        まず、地域子育て支援センター部分ですが、委員ご指摘の６００平米というのは延べ床

面積になりますので、こちら敷地面積でいいますと、恐らくすみません、ちょっと２千平

米程度はあったかと思っております。 
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        その上で、配置につきましては、先ほど市長の山本からもご説明しておりましたが、地

域の課題解決、これまでのテニスコート集約配置といったところもございますので、そち

らを広い部分に取った上で、今回、子育て支援センターにつきましては、当然インフラ等

の接続等々もありますので、建物の避難所の部分に近しい部分への配置、あと建築関連法

令等々の関係もございますので、このような配置がこのプロジェクトを実現にするに当た

りまして望ましい配置だというふうに考えて、このような提案をさせていただいたところ

でございます。 

        防災公園につきましても、繰り返しになりますが、緊急防災減災事業債、緊急自然災害

防止対策債、こちらを最大限活用するといったところを第一に考えて配置したものでござ

います。 

１．委員（黒田 実）  平米数の話ね、これも建物の延べ床面積ということなんですけれども、延べ床

面積ですよ。うん。だから、いや、私は単純に防災公園としては２，２００平米あると。

これ単純に考えれば、延べ床面積プラスそのエリアの敷地も必要かもしれません、恐らく。

だとしたら、数字的には収まらなくもない。ただ、さっき私も言いました。形状も含めて、

ちょっとこれはもう三角形の形状であるとかいうことで、幾ら小さなパビリオンの集合体

というか建物の集合体としても、配置はなかなか難しいかもしれない。だけど、周辺に配

置すれば、収まりとしてはですよ、収まりとしてはいい形なんです、全体計画からすると。 

        ただし、そういう一方で財源確保の関係もありますので、解体費も含めて、防災関係以

外であれば、それは緊防債等が活用できないと。それは分かります。でも、それも言葉だ

けの話なので、具体的にこういう配置にしたら収まるけれども、例えば財源でいうたら、

これだけ億単位で変わっていきます。いやそりゃそうなんでしょう。そうなんですけれど

も、それを選択するのはやっぱりしっかりとそれを見た上で、その費用対効果ですか、と

いうものをしっかりと判断する機会が私は必要だと思うので、これはもう今日これ以上質

問したところであれなんですけれども、ぜひもうそういうパターンをしっかりと出してい

ただきたいと。緊防債としてはうまみがないけれども、こういう当て込みもできるパター

ンもあると。これはもうやっぱり提示していただいて、比較検討を積み上げた上で、この

ような全体配置になったという説明ならば納得できますけれども、それがない今の段階で

この配置、この利用計画で、少なくとももう既にこの設計に入る、その予算を計上すると

いうことは、ちょっと私は極めて拙速だということを申し上げておきます。 

        それともう一つ、テニスコートの件、これも以前からちょっと本会議で質問しています

が、要するにテニスコートを新しくする、リニューアルするんだというその課題があった

として、じゃ、なぜこの場所なのかということなんですけれども、先ほどちょっと駐車場

云々とか庁舎整備の関係で駐車場云々とあるんです。ちょっとそれも先走っている話です

よ。少なくとも私これまで言いましたけれども、今現在私部公園にあります。スペース的

に今４面ですけれども、ただし、あそこ場合によっては５面取れなくもない。当然、奥に

ゲートボール場とかもありますから、その配置をどうするのかとかありますけれども、要

はほかにもどこかテニスコートを造れるかなという検討をなさったのかどうか、もう一度

確認をさせていただきたいと思います。 

１．市長（山本 景）  私の中ではもう検討は間違いなくしております。ただ、どんだけ探しても、今、

交野市におきまして、これ６面となりますと、４千平米は必要でございます。また、先ほ
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どの黒田委員の言い方でしたら、横にゲートボールの方が利用している、それをのかせる

って、それはあまりにも暴論ではないかなというふうに思っております。 

        私といたしましては、そうした事情を考慮いたしますと、４千平米かつ長方形の土地で、

現時点で交野市見て、もうもともと持っている土地で置ける場所というのは、もうこちら

の第一中学校の跡地の中の運動場部分しかないというふうに判断をいたしたところなんで、

しっかりそこは他にあるかないか私、委員もご存じだと思いますけれども、議員時代に交

野市が持っているほぼ全ての土地、公社の土地も含めて全部調べ上げましたんで、当然、

頭の中に今でも入っていますけれども、そんな４千平米のだだっ広い、しかも平たんな土

地というのはないということはもう断言できます。 

１．委員（黒田 実）  まず、ちょっと訂正をいただきたい。私、何もゲートボール場のけとは言って

いない。まだ検討の段階ですから。しかもそれはもう課題だとありますけれどもというふ

うに申し上げているので、ゲートボール場をのけなんて一言も言っていませんのでよろし

くお願いします。 

        それで、６面、６面といいますか４面、２面。で、倉治のコート、あれ２面、ただその

稼働率も含めて考えると、これ当然６面をそのままリニューアルするという考え方もある

けれども、しかし果たして全体の稼働率を考えて、じゃ、６面を絶対的にリニューアルし

ないかんのかとか、そこはですよ、当然テニスやっている愛好家の方のご意見もあるでし

ょうけれども、そういったことも含めて検討したのかどうか。当然それはもう限られた場

所ですよ、公共用地というのは。だから、そういったこともない中で、今回テニスコート

もここに６面持っていくというのは、これもう拙速だと。もうこれ以上言ったところで、

検討しましたと言うんですよ。多分、実質的に検討はしていません。実際、こういうパタ

ーンだけれども、５面しか取れない。じゃ、６面は取れないから、やっぱりこれはもう無

理ですとか、そういったことはきっちりと聞いていませんので、市としていろいろどのレ

ベルで検討されたのかともかく、やはりしっかりと組織としてそういう形をしっかり示し

たものがない以上、幾ら検討してきたと言われても、検討していないと言わざるを得ませ

んので、その２点からいきましても、今回のこの設計業務、支援センターと芝生広場兼テ

ニスコートに係る設計業務、これは極めて拙速であるというふうに申し上げておきます。 

１．委員（岡田智里）  ほかの委員さんで質疑ありませんか。 

１．委員（三浦美代子）  私はちょっと簡単な質問を何点かさせていただきたいと思います。 

        実施計画書の中から確認というかしたいんですけれども、まず総務さんにお聞きしたい

んですけれども、１４２ページなんですが、市民相談事業というふうにわざわざ書かれて

いるこの事業なんですが、４５件、去年は苦情や要望があったと。これ全庁的に様々な要

望や苦情があると思うんですけれども、これは総務部総務課に入った要望や苦情を市民相

談事業として受け取っておられるのか、このあたりの説明をお願いしたいと思います。 

１．総務課長代理（平井良太）  お答えいたします。 

        市民相談事業なんですけれども、総務部総務課の職員が市民から直接相談をお聞きする

という形なんですけれども、様々な相談がある中で、庁内で関係部署がある場合はその関

係部署につなぐという形を取っておりまして、庁内でも担当部署がない場合とかでしたら、

ほかの窓口、法律相談であるとか、専門家の先生の方に来ていただく相談窓口を持ってお

りますので、そういったところにつないで解決の方向に持っていくというような事業をし
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ております。 

１．委員（三浦美代子）  ということは、案内業務と言ったら言い過ぎですけれども、直接苦情なり相

談の方もあろうかと思いますが、これがちょっと市民相談事業というにはちょっとしんど

いなというふうにちょっと感じましたので、今後この事業の充実にももう少しご検討いた

だければというふうに感じましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

        それと、次に、１６５ページの七夕のふるさと振興事業、いわゆるにぎわいフェスタの

ことについて少し確認というか教えていただきたいと思うんですけれども、にぎわいフェ

スタ、大勢の人が来られているということももちろん承知していますし、七夕まつりや

様々な団体さん、地域での夏祭りとかもありまして、今後、令和８年度も予算的には、計

画では来場者２万人、去年は３万人、市民の約半分の方を来場目標として書かれていると。

そのような事業です。 

        もう一度このにぎわいフェスタの立ち位置というかスタンスと、ここには地域振興部地

域振興課というふうに書かれておりますが、どのようなスタンスで今後、次年度されてい

こうとしているのか、改めてお聞きしたいと思います。 

１．地域振興部次長兼地域振興課長（山埜勝哉）  お答えします。 

        にぎわいフェスタなんですけれども、例年、いきいきランドを会場にして、実行委員会

形式で、特に中心になっていただいているのが青年会議所、ＪＣさんが主となってやって

いただいています。 

        交野の産業であったり、それからスポーツ、文化であったりということを盛り上げてい

こうという趣旨で舞台ステージであったり、それから環境を含めて様々な形で各種団体さ

んが参加してお店や展示をしていただいて、市民の皆さんに来ていただくというような形

で実施しているところでございます。 

１．委員（三浦美代子）  交野の産業等を振興の目的にということで今説明いただきましたが、市との

関わり、そのあたり再度説明お願いします。 

１．地域振興部次長兼地域振興課長（山埜勝哉）  お答えいたします。 

        市のほうは後方支援するというところで、実行委員会のバックアップをメインにやって

いるところです。会場の調整であったり周知であったり、そのような後方支援に努めてい

るところでございます。 

１．委員（三浦美代子）  この事業に対して反対したいから意見を言っているわけではなく、この計画

自体が非常に、実行委員会形式というのは前々から存じ上げているんですけれども、市の

関わり方がどの程度なのか分からないんですけれども、目標が３万人とか２万人。そのよ

うな計画の中で実行委員会でやろうと思ったら、市のバックアップがなくてはできないの

ではないかと。しかも、様々な祭りやそういうフェスティバル等があれば、地域の負担も

かなり考えられるところで、そのあたりもう少し整理整頓していただいて、このにぎわい

フェスタにもっともっと力を市としても入れていくのか、あるいはどんどん実行委員会の

ほうに任せた一つのイベントとして持っていかれようとしているのか、そのあたりを再度

確認したいと思います。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  そもそもにぎわいフェスタというのが冠名になります。発端はイベン

ト連携からスタートしたんですね。だから、市民まつり、文化祭、環境部が行うリサイク

ルフェアですかね、そういったものを同じ場所で集約してやることで相乗効果があるので
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はないかという形でもともとスタートしたことになります。 

        それが今、にぎわいフェスタという名称になってしまっているんですけれども、にぎわ

いフェスタの中に文化祭があったり、市民まつりがあったり、環境のイベントがあったり

と、いろんなイベントがそこで様々体験交流できるよという形から動いているところがあ

ります。 

        ただ、そういう一緒にすることで、当然それぞれのイベントに対しては、当然市が、

様々市が絡んでおりますので、当然そういったところも効率化が図れるであろうというと

ころも狙いとして一つありました。 

        ただ、そのにぎわいフェスタの中でも特にやっぱり安全面、特に警備のほうですよね、

というところにおいては、当然深く市として関わっているところでございます。 

１．委員（三浦美代子）  この予算はほとんど警備面というふうに理解したらよろしいですか。 

１．地域振興部次長兼地域振興課長（山埜勝哉）  お答えします。 

        大体、にぎわいフェスタ開催するに当たっては、大体市の補助は３５０万なんですけれ

ども、全体の事業費としては、その倍の７００万円程度で実施していただいておるところ

でございます。 

        その中で、警備費用ですけれども、一番多いのは多分、舞台、ステージとかその辺の費

用であったりかかるんですけれども、警備員については各種団体さん、スポーツ団体さん

であったり青少年関係であったりという方々もボランティアでお手伝いいただいておりま

す。とあわせて、実際、警備会社に周辺道路、あと出入りのところを見ていただいておる

というような状況でございます。 

１．委員（三浦美代子）  にぎやかな場所をつくるという西岡部長のお話、よく分かりますが、何かテ

ーマでもあればいいのかなとかそういうことも少し日頃から感じておりましたので、ちょ

っと質問のほうさせていただきました。 

        じゃ、次の質問に行きたいと思います。 

        人事評価制度について少し確認をしたいと思います。予算的にはないので、予算書等に

はなかなか出てこないんですけれども、今、庁内における人事評価制度についてはどのよ

うな状況があるのか、教えていただけますでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        庁内の人事評価制度ですが、目標管理型評価制度といいまして、職員それぞれが目標を

立て、その達成度合いによって能力をはかる業績評価という部分と、職員の様々な能力か

らなる能力評価という大きく二つの評価を軸に、平成２７年度に試験的に運用開始、平成

２８年度に本格導入、現在は管理職の勤勉手当のほうにその評価結果が賃金リンクしてい

るというふうな状況でございます。 

１．委員（三浦美代子）  ありがとうございます。 

        それはどのような、点数ですか。それともどういう形で評価をされるのか具体的に教え

ていただけますか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        基本的には点数でございます。そういった中で、管理職につきましては、一部相対化と

いいますか、順番でもって最終的な評価ランクのほうを決定しているところでございます。 

１．委員（三浦美代子）  ここでは具体的には教えていただけないかも分かりませんけれども、満点評



 

－４０－ 

価とかはあるんでしょうか。大体どういう、何ていうんですか、人が人を評価するわけで、

その当時、私たち議員としても難しい制度導入されたなというふうには感じていたんです

が、上司と部下の関係が良好であればいい点数がつくんじゃないかとか、良好な関係じゃ

なければ厳しい点数がつくんじゃないかとか、そのようなことを危惧していましたが、担

当部としてはどのような注意点、あるいは感じ方、あるいはどのような感想をお持ちかお

聞かせください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        評価者、被評価者の関係に応じてそういう点数が決まるということは基本的にはないの

ですが、あくまで目標、設定したその目標の難易度ですとか、そういったものに比例して

点数がつく形になります。 

        上司・部下の関係という点でいきますと、人材育成を目的とした制度ですので、あくま

で評価者、被評価者両方の納得がまず第一というところには制度的に重視しております。 

        確かに、評価結果、人間が見る評価ですので、どうしても評価目線に偏りというのはど

うしても必然的に出てきます。そういったところを目線合わせするために、部内ですとか、

あるいは全庁的に評価者が集まって、目線合わせをする調整会議を設けたりですとか、あ

るいは評価目線というところを一定統一するために、定期的に人事評価研修を行っている

ところでございます。 

１．委員（三浦美代子）  最近、市長のほうからも、上司が部下を見るだけではかわいそうだと。部下

も上司を採点すべきじゃないかみたいなことを、非公式だったかちょっと忘れましたけれ

ども、発言されたこともありまして、そのときは私も少し感じたんですけれども、例えば、

部下の点数が評価が悪いのは上司の責任とか、そういうふうな考え方は採用されるのかさ

れないのか、まずちょっとお聞きしたいと思います。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        ケース・バイ・ケースですので、一概に言うことは難しいとは思うのですが、一般的に

は目標連鎖と申しまして、部下の目標というのは基本的に上司のより大きな目標を達成す

る手段がその部下の目的になっているというふうな形で、目標と手段が連鎖していってい

く。それで一定、上司から部下との対策というのをいって、一定施策目的に向かって、そ

れぞれ次元は違いますけれども、それに関連した目標を立てていく。そういった意味では、

何らかの事業の進捗がそのままダイレクトに下にまで影響するということはあり得るとは

思います。 

１．市長（山本 景）  付け加えて申しますと、先ほど議員もおっしゃいました、下の部下が上司を評

価をするというところに関しまして、どちらかというと、能力評価と業績評価で申しまし

たら、能力評価に特に関わる話なのかなというふうには思っております。 

        やはり、特に管理職に関しましては、職員の一定上に立つ存在だと思っておりますので、

業績だけ上げて、管理職としての人格、もしくは行為に値しないような方というのは、や

はり管理職としていかがなものかなと私は強く思いますし、また、昨年の報道を受けまし

て、やはり強く思ったところでございます。 

        その点を考えますと、当然まずは部下の方がやはり上司の方を適正に評価をいたしまし

て、能力評価に反映をすべきですし、ただ、当然上司が部下を評価をする際、その能力に

関しましては、業績のみでの評価というのは私はそれはおかしいと思っております。やは
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り結果は出している。結果は出していること自体は評価はすべきだと私は思います。 

        しかし、他方で、その業績を上げるのに際しまして、あまりにも強引な手法、人として

あってはならないような手法を用いるというのは、これは絶対に組織としてはあってはな

らないことだと思っておりますし、ひいては組織全体の職員のモチベーションにも大きく

関わる話だと思っておりますから、やはり今回の報道も受けまして、評価の際には業績の

みならず、その人の能力、特に人格面をしっかりと評価をいたしまして、そこも含めた評

価制度に改めて変えていかなければならないいうふうには考えておりますので、どうかご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（三浦美代子）  市長ありがとうございます。 

        その前にも、先ほどのご答弁で、ボーナス等にも影響がある評価になっているとなれば、

本当に人が人を評価することほど難しいことはないと思っているんですが、そのことでや

る気がなくす職員も出てくるのではないかという危惧も一面あると思います。そういう意

味でも、今、山本市長が説明をいただいたようなこともくみしていただきまして、私たち

議会にはその中身は一切伝えられないので、どのようなことが起こっているのか分かりま

せんが、そういうことが、人事評価があるということはもちろん分かっているんですけれ

ども、そのあたりもう少し職員の中で切磋琢磨できるような、プラスになるような人事評

価をしていただきますようご期待をいたしまして、質問は終わりたいと思います。 

１．委員（黒田 実）  それでは、私から引き続き、先ほどの私部南第一中跡地に関連する予算、参考

資料としては、１２４、１２５ページと。これあたりについては、追加ということも資料

として出していただいていますので、これを踏まえて確認をしたいと思いますが、私部南

３丁目、これは追加のほうで私部南３丁目避難所新築工事、避難所の建物、どんな物かと

いうものを、費用等も含めて資料として出していただきました。 

        見ますと、一応体育館のようなものなんでしょう。サイズが２０メートル、３０メート

ル。この規模ですね。当然、有事の際は避難所としての機能をしっかり確保するというこ

となんですが、当然、平時の際には、より市民の皆様にいろんな形で活用していただくと

いうのが望ましい。このサイズで大体どのような体育館を想定してるのかということです

ね。体育館とこれ資料に書いているんで、どんな物ができるんだろうかということで、ち

ょっとふだんの活用についてお聞かせください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        この私部南３丁目避難所施設につきましては、平時については体育館というような同等

のような活用ができるように、球技であったり、畳を引いて柔道等ができるような、今既

存である青年の家のような使い方ができればと平時は考えております。 

１．委員（黒田 実）  できると思うんですけれども、ただ、これ例えばいろんな検討して、これやっ

たら例えばバスケットやったら２面ぐらいはできますとか、バドミントンでも何面ぐらい

できますとか、畳引いてそこで空手練習、柔道練習、それはできるでしょう。せやけれど

も、もうちょっとそれやったらもうちょっとこれぐらい取っておいたら、これもできたな

とか、何もあれもこれもということを言っているわけじゃないですし、従来の中学校の体

育館の規模を備えようと言っているわけでもないんですけれども、このサイズ感は、今の

ご説明言うたらいろいろできますということなんですけど。それとこういうのは対応でき

るとかね。やっぱりそういう何かもう明確なやっぱり意図を持ってサイズを決めていかな
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いと、当然避難所であれば、避難所はもうそれは別にこれが何メートル要るとかいうこと

ではないにしても、ふだん使いのときに、よりこれやったらこれもできる、これこの広さ

やったらこれもできるなとかいうようなことがあったほうが私はいいと思うんですよ。な

ので、ちょっと今の説明だと、あまりにもざっくりした説明なので、もう少し具体的に、

こういうような対応はこの体育館で可能ですよというような想定があればお聞かせくださ

い。 

１．市長（山本 景）  こちらの施設は、繰り返しとなりますけれども、現在ございます青年の家の体

育館の代替施設というイメージだと考えてほしいです。と申しますのも、青年の家体育館

につきましては、耐震性ないです。耐震性ないのに耐震工事もせずにそのままになってい

て、エアコンもついていないという状況、またシャワーとかもないという状況でございま

す。 

        ただ、青年の家に関しましては、他の会派の方からもご指摘を賜っております。駐車場

が足りないというご指摘も賜っております。そのため、今の場所に耐震工事をしてエアコ

ンをつけても、駐車場が足らないという問題に関しましては、解消はされないというとこ

ろでございますので、また一方で、第一中学校跡地に関しましては、地区から強く避難所

としても使わせてほしいというお声も繰り返し、もうパトロールやるたびに必ずというこ

とで要望も受けておりますので、それらの点を踏まえましたら、現地に建て替えるよりも

避難所として第一中学校跡地に整備をする。整備をする中で、じゃどういう利用者がいる

のかといったら、基本的には今使っている合気道だったり空手であったり、あともしくは

踊りとかでお使いになっていますけれども、その方々が横滑りになると。横滑りになって

も、結局は少なくとも今より悪くなるということは絶対にないというふうには確信はして

おることであり、今も、そしてまた今後、改めて利用している団体の方に対しましては、

体育協会も含めまして、ご意見をしっかり踏まえまして、設計の詳細については詰めて、

もう入札も終わっておりますので、詳細を詰めていけたらなというふうには思っていると

ころでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  青年の家にある体育施設の代替施設というようなお話がありました。当然それ

も大事でしょう。当然、そういう機能を備えたね。私申し上げたいのは、青年の家と同じ

ようなものをそっくりそのまま造ったらそれで十分かというと、せっかく、言っても新し

いものを造るんですから、やっぱりより幅広く使える物というものを検討すべきだという

こと、今日はもうこれ指摘しておきます。 

        青年の家にある団体さんが使える物をそっくりそのまま持ってくる。これではちょっと、

新たにやっぱり、幾ら何でも新築するんですから、そのような横滑りの感じでの検討とい

うのはちょっとやっぱり将来性を感じない。将来に向けていろんな方々に使っていただく。

当然、青年の家の今使っている方々が少なくとも使っていただく。これはマストとしても

ですよ、より幅広く使っていただくために、これ２０メートル、３０メートルでどうなの

かということについては、今日の段階ではちょっと説明として理解できる説明ではなかっ

たというふうに申し上げておきます。 

        引き続き、委員長、すみません。この防災エリアで、ちょっと施設でいきますと、これ

追加資料で防災車両倉庫新築工事ということなんですね。これはでも、参考資料でいうと、

私部分団車庫等新築工事ということでまとめていただいていますけれども、追加でいくと、
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防災車両倉庫というものを、要は全部で６，２００万ですか、いう費用で説明いただいて

います。ここに止める車両は何ですか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        ここに止める車両といたしましては、現在防災車両で、市で保有しておりますトイレト

ラック、トイレカー２台、シャワートラック、今後３月末に導入されますランドリートラ

ックを止める予定としております。 

１．委員（黒田 実）  トイレトラック、それからシャワートラック、ランドリートラック。トイレト

ラックは大きなやつと軽車両タイプのやつということですね。第三給食センター、あそこ

も車庫を造っているはずなんです。今ここでそれだけ止めれたら、あそこ、どっちがどっ

ちに止めるというのは私分かんないんですけれども、ちょっと今の説明聞くと、そんだけ

止めれるんやったらそんな車庫必要ないでしょうということになるんですけれども、もう

少し具体的に説明いただけませんか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えします。 

        第三給食センター跡地のほうにも車庫がございまして、こちらの一中跡地の車庫につき

ましても防災備蓄倉庫ともいたします。兼車両倉庫となっておりまして、第三給食センタ

ーのほうは、前面道路がちょっと出入りがしにくいこともありまして、トイレトラックが

寸法がシャワートラックよりもランドリートラックよりも若干小さめで、右折左折進入も

退出もできること。トイレカー２台は小さいので、どちらかというとこの３台を給食セン

ター跡地のほうに駐車いたしまして、大型、大型というかシャワートラック、ランドリー

トラックにつきましては、シャワートラック長さが８．６、ランドマーク長さ８ｍ、幅が

両車両とも２ｍ５０弱ありますので、こちらのほうを重きに一中跡地の車両倉庫に止める

予定としております。 

        で、空間につきましては。 

（「もう一度あの、５台あるので、５台のうち何台を一中跡で、どの何台を旭小と言わん

と、誤解を招くので」と呼ぶ者あり） 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  分かりました。車両は５台ございまして、中型・小型車両について

は給食センター跡地のほうで、残りの２台は一中跡地のほうへ駐車いたします。 

１．委員（黒田 実）  すみません、ちょっと確認ですけれども、要するに、一中跡地のほうはシャワ

ートラック、ランドリートラック、この２台。で、後のトイレトラック、トイレ軽トラッ

ク、都合３台、これは第三給食センター。今の話聞いて、ちょっと車庫スペースとして、

ちょっと過剰じゃないかというふうに強い印象を受けました。 

        ただ、余白のスペースはまたそこも倉庫にしていきますみたいな話なんですけれども、

ちょっとこれ本当にもう車庫として過剰じゃないのかなというような印象を受けます。 

        続きまして、ちょっとこの跡地関連で引き続きなんですけれども、今度あの私部森南線

道路拡幅整備工事６，７００万円と。これ参考資料の１２５ページですね。今年度の当初

としては、歳出でその予算は組んでいると。ところが、実際これは参考資料を見ると、１

億８千万の工事なんですよ。今日視察で午前中見させていただきました。で、１億８千万

のうち６，７００万は歳出。後は恐らく債務負担でいっているんでしょうね、残り１億２

千万ぐらいが。これについてちょっと説明をいただきたいと。部分的に整備するんだろう

か、どういう予算組みをしているんだろうかいうことなんです。 
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１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        私部森南線道路拡幅整備工事につきましては、令和８年、９年と債務負担で１億８千万

上げておるんですが、工事の前払いの金といたしまして、６，７１７万円という額を上げ

させていただいております。 

１．委員（黒田 実）  これはもう部分的な整備じゃなくて、その支払い方法による予算組みをしてい

るというご説明でした。 

        今度は、この私部南３丁目防災公園整備工事設計業務、これが９００万というふうにあ

るんですけれども、これが恐らく先ほどの防災倉庫と、それから２，２００平米の、この

防災公園というのはこの２，２００平米の防災公園の設計という理解でよろしいんでしょ

うか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えします。 

        その理解でよろしいです。失礼しました。いいです。 

１．委員（黒田 実）  それでは、この設計業務につきましては、先ほどの子育て支援センター、ある

いはテニスコートですか、の話を述べましたけれども、この防災公園の設計に着手すると

いうことは、もうここでも改めて申し上げておきます。時期早尚というか、しっかりとし

た比較検討ができていないうちにこのような設計予算をつけるというのは、私としてはも

ういかがなものかというふうに意見を申し上げておきます。 

１．委員（皿海ふみ）  私もこの一中跡地のところで、追加の参考資料の６ページ目と７ページ目の前

面道路の拡幅と中、敷地内の専用通路のところなんですけれども、まず、森南線のほうが

１億８千万で、敷地内の専用通路が１億９００万とかなっていますけれども、これ１月の

全員協議会とか市民説明会のとき、これ二つ合わせて１億５千万ぐらいで概算があってい

たと思うんですけれども、今回合わせるともう２億９千万ぐらいになるんですけれども、

ここは違ってきていると思うんですけれども、理由についてお聞かせください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        議員ご指摘のとおり、全員協議会のときでは１億５千万で、前面の拡幅道路と敷地内の

専用通路というところで、概算で見積りを出してお示しさせていただいたのですが、基本

設計、実施設計をしている中で概算を上げていって、こちらの要望等も伝えていく中で、

前面の拡幅整備と敷地内通路というところでそれぞれ分けて金額が出てきたところで１億

８千万と１億９００万という額。 

（「ガス工事や。うち５千万出してんや」と呼ぶ者あり） 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  と合わせて、前面の拡幅道路工事のところに中圧ガスの整備工事と

いうところを追加で入れさせていただいて、この金額となってございます。 

        ですので、全協のときのお示しさせていただいた金額と大分変わっておるんでございま

すが、ご理解いただければ、よろしくお願いいたします。 

１．委員（皿海ふみ）  １月の全員協議会の説明から、既にそこだけで２倍近くになっているというこ

とで、ちょっと驚きました。 

        それと、７ページ、追加同じ資料の７ページのところで、敷地内の専用通路の工事が１

億ちょっとですけれども、この整備の工事に含まれる内容につきまして、この専用通路と、

あとガス管入れたりとか水道とか、敷地全体の造成工事とか雨水排水とか、そういったも

のも入ってくる整備工事の専用通路の等って書いてあるので、どこまで含まれるのかを教
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えてください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        私部南３丁目防災拠点専用通路等整備工事につきましては、等とございますが、あくま

でもこの専用通路でありまして、１２メーター掛けるこの図面にお示ししているピンクの

奥のところまでの整備でありまして、それの道路２．５ｍの２．５掛ける２．５の歩道が

両サイドできまして、３ｍ３ｍの通路を通す予定にしております。 

        あわせて、この中で下水の整備と水道とはございますが、付近の雨水等につきましては、

その周辺の整備のときにやっていくということで、整備内容につきましては、専用通路内

の整備。 

（「道路の下のインフラは入っているって言わないと」と呼ぶ者あり） 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  道路の下のインフラは入ってございます。そのほかは入ってござい

ません。道路の整備と道路下のインフラ整備をこの事業で実施いたします。 

１．委員（皿海ふみ）  道路と下のインフラだけということで、そのほか広い敷地がある中で、まずそ

こだけを整備していくというので、例えば敷地全体の土地の高さ、テニスコートとか結構

高さすごく大事なのかなと思うんですけれども、グラウンドの部分とか校舎とかプールだ

とか歩道に出る部分だとか、どの部分に高さを合わせてくるかというのはもう決まってい

るんでしょうか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        全体の敷地の高さにつきましては、私部グラウンド側東から各道路側に若干傾いており

まして、雨水排水につきましては、今回整備する専用通路のほうにルクセンパビリオンだ

とか避難所施設とか、防災公園はそちらに雨水が流れるように設けまして、テニスコート

につきましては、テニスコートの整備の際に前面のほうに雨水排水が流れるように、また、

分団車庫、備蓄倉庫、防災車両倉庫の雨水排水とかもそちらのテニスコート側から通じて、

前面の道路に流れるように計画はしております。 

１．市長（山本 景）  追加で申しますと、非常にこの第一中学校跡地って非常に良い場所でして、寺

作業所跡地でしたらもうぼこぼこというか、かなり高低差ありますし、フラットで、かと

いって傾斜が道路側にあるというので、逆に言うと、造成自体はほぼほぼ不要に近いとい

う状況でございます。 

        ただし、かつ今回先にインフラ、道路とともにインフラを通すことによりまして、結果

的に、例えば避難所等の前までインフラは来ているので、そこから引き込んだら終わりと

いう状況。また、ルクセンブルクパビリオンの部材改良移築で建物建てたとしても、その

隣接をいたします道路からインフラを引き込んだら終わりと。雨水排水に関しましては、

基本的には今回新設をする道路のほうに流せばいいということで、非常にコンパクトで、

かつ造成しやすい、造成というか非常にインフラとか排水とかが機能しやすいような形状

もともとなっているので、だからそこまで全体また造成し直して工事とか、もしくは道路

通すとかそういったことに関しましては不要な土地にもともとなっているという状況でご

ざいますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  請求させてもらった資料の１７ページ、１８ページの辺り見ますと、１８ペー

ジ、道路の拡幅工事、また敷地内の専用道路の工事が今年の８月に審査会、入札の審査会

して、９月にも工事の入札を行っていくというスケジュール表になっていて、その周辺な
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んですけれども、避難所とか分団車庫というのは１１月まで設計されているわけですよね。

で、子育て支援センター、テニスコートなども４月から設計できれば入っていってって、

これもうちょっと時間かかるんちゃうかなと、この表よりもと思うんですけれども、この

敷地内の専用道路等の工事に入っていく段階では、まだどの施設も設計が上がってきてい

ないという時期になってしまうので、これもう少しずらして、周りの避難所とか分団車庫

とかの配置が、子育て支援センターも設計して、ある程度その中で課題とかも出てくる可

能性もありますので、もう少し全体がある程度見えてきてから専用道路の工事に敷地内入

っていったほうが融通が利くのではないかなというふうに思うんですけれども、そのあた

りの進め方はいかがでしょうか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        ちょっと遡って、またちょっとご説明したいんですが、道路拡幅の件なんですが、全員

協議会でご説明させていった金額よりもかなり増えているというところは、まず、中圧ガ

スの引込みで５千万増えてしまっています。敷地内道路を見ていただいたら、１億幾らに

はなっているんですが、その半分が５千万円。ガス工事、中圧ガスの引込みの工事でその

価格になっていると。 

        整備の内容なんですが、まず前面道路、私部森南線の拡幅を一番に行って、そこのレベ

ルに全て合わせていきたいと考えてございます。そこが既存の道路、そこは高いも低いも

できないので、そこに合わせていって専用通路を造ると。道ができてから、そこはあと、

私部分団車庫等備蓄倉庫と車両車庫が棟になっていて、三つ一緒に発注する予定でござい

ます。その３施設を一緒に整備する際に、レベルを合わせながら雨水排水を取っていくよ

うなイメージで考えてございます。 

        請求していただいた資料の中で、まず道路整備を行った後に各施設を造っていくと。残

念ながら校舎解体が今年度の１０月末日までの契約となってございますので、そこがクリ

アできないと何も進めない。ですが、道路部分は整備が可能ですので、まず道路部分を整

備しながら、校舎の解体が全て終わったところで、道路が完成して、設備が整備できれば

なと今考えてございます。 

１．委員（皿海ふみ）  なので、質問したことに答えていただいていないんですけれども、専用道路を

造り始める段階では、まだ避難所分団車庫等の設計が上がっていないと、１１月までとい

う設計の期間になっていますよね。なので、子育て支援センターの設計もこれから、来年

度入っていくと。そのあたりの周りの施設の設計が一定めどがついて、いろんな課題、位

置の変更だとかあり得るかもしれません。そういったこともあり得るので、一定周りが見

えてきた段階で、敷地内専用道路、専用通路の工事に発注していくというほうが、先走っ

て先に道路だけ造ってしまったら、後から変更がしにくくなりますよねというところをど

う考えるかということで質問させてもらいました。 

１．市長（山本 景）  考え方逆でして、今、森北とか浅間堂でも工事、開発は民間されていますけれ

ども、まず一旦、道路の線形を決めて、区画どうするかを決めて、その後、まず道路通し

てインフラを造って、造り終わってから、実際に建て売りとかの場合でしたら売却とか、

もしくは設計とかを始めるというものでございますし、まず道路とインフラがないと、次

のところがまずできないというところがございますので、先行いたしまして前面道路とあ

と中に通る道路、プラスインフラのところと工事を先行してやるというものでございます
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ので、一般的には開発に今回、今回の事業に関しましても当たるんですけれども、先に道

路を造って、先というか先行して道路を造ってインフラを通すというのはむしろ普通で、

逆にそれを後からとか、もしくは他の設計に合わせていうこと自体がむしろイレギュラー

なのかなというふうには考えてはおります。 

１．委員（皿海ふみ）  民間の開発なんかで、まず線形造って、後は敷地内で家のコンセプトとかはあ

ると思うんですけれども、今回のように子育て支援センターとかも本当にどれぐらいの規

模で入るのか、動線はどうなのかとか、まだまだちょっと見えないところがある中で、先

に専用通路の工事だけ入っていくというのは、後々かえってというか融通が利かなくなっ

て、計画を縛る面も出てくるんじゃないかなというふうに私は危惧するということで。 

１．市長（山本 景）  ですので、今回はルクセンのパビリオンのところも体育館のところもインフラ

が吟味していない状況なんで、先に道路を整備をいたしまして、その下に雨水排水管であ

ったりとか、もしくは上水・下水を通さないと、そちらのルクセンとかの建設工事等に着

手ができないという状況なので、そういった順番になるということはご理解、ご容赦賜り

ますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  ちょっと今の質疑、答弁聞いていて、ちょっと全くそれは現象面として道路整

備をする、それはそうなんですよ。そやけれども、どこの宅地化でも大きな大規模開発で

も全現堂池でも、図面は全部出来上がっているんです。区画は全部出来上がって、道路は

道路で先行着手しないと、そら区画の工事はできないですよね。ということであって、私

も、今皿海委員がご指摘しているのは、要は道路だけを先行して着手することなんですけ

れども、もっと言えば、全体の絵づらができてからでも道路整備は遅くないということな

わけですよ。道路整備しないと、ほかの建物は建てられませんから、それこそ接道の話で

すよ、建築でいったら。だから、そこの部分を切り取って言われても、今の質問の趣旨は、

そうじゃなくて、全体がこうなるんだというところから、初めて道路整備という言葉にな

るんでしょうというふうに思いますし、というご質問趣旨だったと思うんです。私もそう

思うので。 

        そのことでいくと、ちょっと今の答弁は、いや、最終的に行為として工事として道路工

事は先に着手しますけれども、その時点には全体の絵づらが出来上がっての着手であると

いうことは、これは民間であろうが官の工事であろうが一緒なんですよ。ちょっと今の認

識は、ちょっと今の質問の意図に対しても答えにはなっていないのと、認識そのものがい

かがなものかというふうに私は思うんですけど。 

１．委員長（岡田伴昌）  質疑よろしいですか。 

１．市長（山本 景）  議会全員協議会でお示しをいたしますとおり、おおよその敷地の面積でありま

したり形状については、もう議会の皆様に全体計画としてお示しをし、一定の納得は得た

上で市民説明会を開催をいたしまして、市民の皆様のおおよその理解は得ていると思って

います。 

        しかしながら、今後より詳細な設計等を市といたしまして実施はいたしまして、ロボフ

ォームでもご意見は賜っております。それらのご意見を踏まえまして、また改めて、特に

今、ポイントになるのはルクセンのパビリオンのところの基本計画のところが出来上がり

ますので、それぐらいをめどにまた改めて説明、市民の皆様に説明をいたしまして、ご意

見を聴取をして、また今後の本市の全体計画をブラッシュアップしていったらなというふ
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うに思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

        市民の皆様は非常に期待をしている事業だということはもう十分ご認識、議員の方々は

されているとは思っております。 

１．委員長（岡田伴昌）  付託案件審査の途中ですが、間もなく東日本大震災の発災時刻となります。

午後２時４６分に１分間の黙祷を呼びかけるための庁内放送が予定されていますので、た

だいまより暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４４分 休憩） 

（午後 ２時５５分 再開） 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは、再開します。 

        引き続き議案第１５号のＡブロックの質疑を行います。質疑はございませんか。 

１．副委員長（山下千穂）  よろしくお願いします。 

        議案第１５号、追加で頂いている資料の中の郡津５丁目の防災拠点造成工事についてお

尋ねいたします。 

        直接工事費の中に雨水排水整備工事を含むとございますけれども、この雨水排水整備工

事について、雨水を適切に処理するためにどのような工事が行われる予定なのか、もう少

しここを詳しく教えていただいて大丈夫でしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答えいたします。 

        こちらの雨水排水設備でございますが、こちら現在、敷地内に通路、この地図にござい

ますようにあります。その通路のところに一定その端っこの、ちょっと表現が難しいんで

すが、道路の縁の部分に側溝を設けておりますが、その下に水路の大きいものを備え付け

るような形で、普通よりも、一般よりも大きい水を収容できるような形で、一旦水をため

る形で、そこで水を落ち着かせて下のほうに流していくというところでの整備というふう

なところを考えてございます。 

１．副委員長（山下千穂） どのような形で、流すというのは。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  すみません、表現がちょっとよくなかったかも分かりませんが、

一定この部分に降った雨の部分を、流量を一旦そこで落ち着かせて、時間をかけて流れる

ような形を取ることで、一遍に流れるのを防ぐというところの対策というところをまず考

えております。 

        今現在、設計、おおむねもう完了するところではあるんですが、そのあたりも含めた最

終調整というところを今行っているというところでございます。 

１．副委員長（山下千穂）  引き続きここを、関心も皆、住んでおられる方の関心も高いと思いますの

で、ぜひしっかり排水対策を行っていただけるようによろしくお願いいたします。 

        続きまして、そのまま計画書の、すみません、事務事業概要の、実施計画書の１３８ペ

ージ、防犯対策事業について、すみません、そのままお尋ねさせていただきます。 

        特殊詐欺のことについてお尋ねしたいんですけれども、これ特殊詐欺防止対策機器を今

回こうやって少し増やしていかれるということですけれども、近年、詐欺の状況が非常に

変わってきておりまして、これ固定電話でしか対応できない機器だと思うんですけれども、

今、割とスマホの詐欺がすごく増えてきているということを聞きます。このスマホに対す

る対策とか何か講じておられるようなことはあるんでしょうか。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 
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        特殊詐欺被害防止の機器の貸出しについては、今、固定電話のみで対応しております。 

        今言うように、これ以外の機器につきましては、また警察との詐欺の状況とか対策につ

いて共有しながら、対応の検討を行っていきたいと思います。 

１．副委員長（山下千穂）  新聞とかでも、読売新聞だったんですけれども、携帯電話の詐欺というの

は、２０２３年度４％から２４年度には３４％まで急増に増えてきていて、詐欺の形も物

すごく変わってきていると思います。この特殊対策機器をこうやって予算を増やして、重

要なことなので増やしていただくことは大切なことだと思うんですけれども、一方で、今

大きく詐欺の形が変わってくる中で、スマホに対する詐欺対策というのも必要だと思いま

す。 

        また、この機器が、特殊詐欺防止機器というのが６５歳以上対象になっているかと思う

んですけれども、今犯罪の形もすごく変わってきていて、６５歳以上というよりかは、詐

欺がスマホにシフトしてくる中で、やはり若年層とか中年層に対する詐欺の手口もすごく

広がってきていると思いますので、ここに対する何か呼びかけであったりとか、防犯アプ

リの呼びかけであったりとか、また、その教育であったりとかもこれからしっかり考えて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

        そのまま続きまして、１９７ページ、職員研修事業についてお尋ねさせていただきたい

と思います。 

        職員研修、こちらのほうに、その時々の課題に対応した研修を実施されると書いておら

れますけれども、ここに、この研修というのについては、具体的にはどのような職員研修

の内容を行っておられるのか、お答えいただけますか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        令和７年度を例に取りますと、いわゆるコミュニケーション能力を養う研修ですとか、

あるいは職階別といいますと、新任課長級研修、新しく課長となった職員について、他市

と合同で研修を実施したりですとか、あと本日とそれから昨日、全庁職員を対象にハラス

メント防止研修等を行っておるところでございます。 

１．副委員長（山下千穂）  以前にもお聞きしたかと思うんですけれども、このパワハラ研修について、

ずっと毎年パワハラ防止研修を行っていただいているということをおっしゃっておられた、

その認識で間違いないですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        毎年というか、継続的に職階別の研修、例えば課長級とか、係長級とか、特定の職層を

ターゲットとしたような研修としてハラスメント研修は一定行ってきたものですが、今回

のように全職員を対象としたような研修は、令和２年度にパワハラ法制ができまして、全

庁的に研修を行ったとき以来となります。 

１．副委員長（山下千穂）  やはりパワハラという問題が本当に起こってしまったということで、今ま

での研修が形式的なもので、効果的な対策が取られていなかったのかなということを感じ

ました。 

        本当に職員の方々のしっかり意識、パワハラに対して抱くなれ合い感であったりとか、

あとやっぱりそういう意識の薄さというのが、根本的な問題に大きかったのかなと思いま

すので、このパワハラ研修というのはしっかり、今回この中で予算をしっかり入れていた

だいていると思うんですけれども、具体的に効果、改善できるような感じで行っていただ
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きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

１．委員（松村紘子）  そうしましたら、その続きで質問させていただきたいなと思います。 

        全職員対象で今年はハラスメント防止研修を行われているということなんですけれども、

ここに対しての特別職も対象にはなってくるんでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        基本的には特別職の方も含め、ご都合がもし合えば、特別職、一般職問わず…… 

（発言する者あり） 

１．人事課長（植垣和貴）  そうですか、一応全庁通知のほうはしておるんですけれども、一応対象と

しては、主には一般職員を想定はしておるんですけれども、昨日、松村委員もご参加いた

だきましたように、もしもご都合が合えばぜひぜひというところで、ちょっと今回に関し

ましては、昨日、今日と２日間に限っておりますので、実施は限られるんですが、また次

年度以降も実施したいとは思っております。 

１．委員（松村紘子）  次年度に向けてというところではございますが、全職員対象ということですの

で、ぜひ、今回のこのパワハラのことは全国のニュースにもなりましたので、やはり市長

自らハラスメントを根絶していくというところの旗はしっかり上げていただくという意味

も込めて、特別職の皆様にもご参加いただけるようにというふうに私からも要望させてい

ただきまして、また、次年度に向けてのハラスメント研修に関しましては、どういうよう

な形で進めていくのか、教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        基本的には、今回のような対面での実施で参加していただく形のものを想定しておりま

す。あと、ただなかなか業務の都合で参加できない等ということもありますので、もしも

予算であったりだとか、あるいは事業所が許せば、例えば以前のようにＤＶＤを配布する

であるとか、何らかフォローアップできるような体制は組んでいきたいなと考えていると

ころでございます。 

        内容といたしましても、今回、時間が１回につき１時間半と、やや短めではありますの

で、特にパワハラをメインで研修のほうは実施したんですが、それ以外にも当然セクハラ

であったりですとか、育児、介護をめぐるハラスメント、重要な分野がございますので、

そういったところも漏れなく対応できるような研修にしてまいりたいと考えております。 

１．委員（松村紘子）  さらに広くハラスメントというところを網羅していくというような形であると

いうふうに思います。 

        今回の、今年度のハラスメントの研修を踏まえて、さらに研修を受けられた皆さんから

も声をお聞きしながら、もっと皆さんが関心を持っているところはどこなのかというとこ

ろも探っていただいて、深めていただく研修を次年度に向けて行っていただければという

ふうに要望させていただきます。 

        すみません、続きまして、１９６ページの職員の能力開発・人材育成の推進に関する事

務というところで、先ほど他の委員のほうからもご意見ありました目標管理型評価制度、

こちらを行うということで、令和８年度も行っていくのかなというふうに思うんですが、

以前、市長のほうからもお話ありました、部下からの評価も入れていきたいというような

ところだと思うんですが、こちらに関しまして、反映されるのはいつ頃からになるでしょ

うか、教えてください。 
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１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        今回、施政方針のほうで、部下から上司に対する評価というところをやっていく必要も

あるというふうにあったんですけれども、まず他の自治体ですとか、国なんかの事例収集、

それから十分な調査研究のほうから始めていきたいと思っておりまして、そういった評価

につきましても、現在の人事評価のように、例えば賃金リンクしたりですとか、そういっ

た形のものになっていくのかどうかというところに関しましても、今後調査検討してまい

りたいと考えております。 

１．委員（松村紘子）  ありがとうございます。 

        近隣市含め、他市事例など調査されるということですので、今回退職されるという方が、

定年退職ではなく、また別途退職される方というのは年々増えているという数字も出てき

ておりますので、本腰入れてこのあたりしっかり調査を進めていただいて、よりよい人事

評価制度をつくっていただきたいなというふうに思います。 

        あわせまして、昨日かな、追加請求された資料の中で、先ほど申し上げました退職者数

が年々増加している、特に退職勧奨を行っている年齢層とはまた変わって、３０代の方の

離職率というところが上がってきているという面におきまして、他の委員さんからご質問

があったときに、若い方に向けての研修なども含めて離職防止に向けての取組を行ってい

くと、このようにおっしゃっておりましたが、具体的な内容ですとか、お決まりでしたら

教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        若手向けの研修としましては、まずは一般的な職員として必要となってくる基本的なコ

ミュニケーションであったり、接遇であったり、そういったところは当然、新人職員研修

の中でもやっていきますし、あとは近年の採用試験のほうは、いわゆる専門試験と化して

いないような試験ですので、中に入ってからの知識のスキルアップが必要というところで、

基礎的な法務研修であったりですとか、そういったところを研修内容としては一定想定し

ているところです。 

１．委員（松村紘子）  離職されたのはなぜかなというところの分析であったり、今後、今いらっしゃ

る職員の方が継続して仕事を続けていける環境というのを整えていくことがすごく大事だ

と思います。 

        おっしゃっていただいているように、コミュニケーションであったり、専門職のスキル

という、本当に技術面ですよね、であったり、対人関係というようなところも非常に大事

だとは思うんですが、働き方ですね、若い、特に若い世代の方が退職するまでのビジョン

をしっかりと交野市役所の中で描けるように、例えば今どのようにそれぞれの方が思って

いるのか、満足度、今この仕事をしていて満足である点はどういったところなのか、不満

を持っているところはどういうところなのか、キャリアプランはどういうふうに描いてい

るのかですとか、そういった部分についてもしっかり寄り添えるように、まずニーズ調査、

アンケート調査といったものを行っていくことが大事かなというふうに思っております。 

        その中で、職員の方がどういうふうに継続して続けていっていただけるかという課題が

きっと見えてくると思うので、そこに対してどういうアプローチを人事課としてしていく

かということもご検討いただきながら、今本当に人数が、離職が増えているということは、

ある意味ピンチでありますけれども、しっかりそれをチャンスに変えて、次年度またその
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先において離職率が減る、そして交野市役所で働きたいという方が増えてくれるような、

そんな魅力的な市役所づくりを継続してお願いできればと思います。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

１．委員（黒田 実）  それでは、私のほうから、防災、特に防災関連で質問をしたいと思います。 

        参考資料の１２８ページ、郡津５丁目防災拠点造成工事と、これも造成工事の予算とい

うことなんですけれども、あそこは進入路対策が必要だと、市としても進入路対策をする

ということですけれども、あの進入路、造成はなさるんですけれども、進入路対策はどう

なっているんでしょうか。 

１．危機管理室長代理（中野貴雄）  お答え申し上げます。 

        進入路対策というところでは、恐らく想定しておる防災拠点の入り口の橋の部分のかと、

おっしゃっていただいているのかと思いますが、こちらのほうも現在設計のほうを行って

おりまして、可能性調査という、すみません、設計ではなくて可能性調査というところで、

この橋を拡幅するためにはどういったところの、その下の部分にどのような管が通ってお

るかとか、ボックスカルバートを添えた場合、どういった対応が必要になってくるかと、

それから電柱、配線、そのあたりの関係も含めて調査をしているというところでございま

して、一定方向性としては、そちらも最終的にまだ結論は出ておりませんが、ボックスカ

ルバート等で橋の拡幅をできればというところで検討しております。 

１．委員（黒田 実）  造成は先行するんですけれども、最も大事なそこに行くアクセスの部分がまだ、

今の話だと、実はまだ中身を検討中だということですね。なので、ちょっとそこは大きな

不安を抱かざるを得ません。果たしてここが本当に有効な防災拠点になるのかどうかとい

うことについては、ちょっと大きな不安を残しつつの造成工事に入るということはいかが

なものかというふうに指摘をしておきます。 

        続きまして、参考資料１３２ページ、防災指令センター設置検討業務委託、これについ

ては資料を請求いたしまして、併せてそちらも含めながらなんですけれども、要するに業

務委託内容としては、その施設センターの機能、①ですね、機能強化というか、そのセン

ターはどのような機能を有するものである、担うのかというのは分かるんですけれども、

ちなみにそもそも今回新築ですね、土地は実はあれはたしか、もうここに記載、書いてい

ますから、わかばさんの土地ということで、あれは私部、わかばこども園が土地にと書い

てあるやん、書いてあるんですから、目の前でちょっとちゃかすのはやめてください、市

長。 

        これ所有者は恐らく私部の財産区さんなのかなというふうに私は認識しております。そ

もそもあそこ第１種ですよ、第１種住居専用地、そこにこういった機能を有するセンター

を建てられるのかどうかというのは、どうなんですか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        請求いただいた資料の中に記載はいたしておりますが、もちろんここは第１種中高層地

域というところで、事務所という機能はなかなか設置ができにくいというところがござい

ます。 

        ですから、防災指令センターの設置というところが、どういうふうにすれば設置できる

かということも含めまして、そこはコンサルタント業者さんに委託したいと考えてござい
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ます。 

１．委員（黒田 実）  そこも含めてということで、そうすると、やりようによっては建てられるのか、

あるいはどうなんですか、建てられるかどうかも、まだそこは何とも言えないということ

でよろしいんでしょうか。 

１．市長（山本 景）  一定、消防機能を包含すれば可能という回答はもう得ておりますけれども、そ

れと組織的なところでどうなのかというところもしっかり検討する必要があるので、だか

らこその外部の有識者も交えての検討だというふうには考えているところでございますの

で、決してできないとか、そういったものをごり押しするとか、そういったものではない

ということを併せて申し述べます。 

１．委員（黒田 実）  そうすると、どのようなしつらえになるのか、ともかく位置づけなのか、とも

かく防災指令センターはそこで設置ができるという認識でよろしいんですね。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  先ほど市長の山本が申し上げましたように、例えば消防の出先

機関であれば設置が可能であると。ですから、それは消防本部の機能として、私ら、私ど

もが求めていますのは、ここ本庁舎が２０年、３０年とここに耐震化を行って、防災拠点

の機能強化というところで、消防施設としての位置づけでいけるのか、市役所の機能とし

ていけるのかというところの調査を行っていただきたいと今考えてございます。 

１．委員（黒田 実）  ごめんなさい、もう一度確認、今現段階で消防署の附属機関というか、消防署

の流れの機関であれば設置できるというのはもう明言できるけれども、市庁舎としてどう

かというのはちょっとそこは答えられないと、こういう理解でよろしいんですか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  そのとおりでございます。ですからそこを委託調査したいとい

うところでございます。 

１．委員（黒田 実）  引き続きまして、参考資料１３３ページ、これについては追加の資料も出して

いただいています。郡津地域の防災拠点設置検討業務、この追加で出していただいた資料

の中でちょっと内容の確認をします。 

        指定避難場所に隣接する市有地や生産緑地等を活用した防災拠点を整備すると、これま

ず場所はどこなんだということなんですけれども、これもう少し詳しくご説明ください。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        郡津地域の防災拠点の設置検討業務委託ですが、郡津地域にあっては、過去から浸水対

策の要望がずっと上がってきている状態で、昨年８月もゲリラ豪雨がございました。 

        私どもも、まず、郡津５丁目の防災拠点のというところで、現在、先ほども申し上げま

したが、用水路を大きくしてあげて、一時的に水がためられるような施設を整備できない

か、もしくは雨水貯留施設も今検討しているところでございます。 

        それに併せまして、１丁目、４丁目というところが浸水が確認できておりますので、指

定避難場所、旧みらい小学校や郡津小学校、それから郡津公民館などに隣接する場所、市

有地でもし設備設置できればと考えているんですが、市有地がなければ、隣接する場所の

生産緑地などの購入をいたしまして、そこの整備ができるのかというところを調査研究し

ていきたいと考えてございまして、委託業務を来年度委託したいと考えてございます。 

１．委員（黒田 実）  すみません、分かりやすく言えば、郡津小学校、あるいは旧みらい小学校に隣

接する市有地、これちょっと市有地というのがぽっと浮かばないんですけれども、今あれ

ば、でもなければみたいな話ですが、その学校に隣接する市有地は何かそれなりの場所が
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あったのかなということなんですけれども、これ市有地であるということであれば、それ

はもう、どっちの、郡津小学校に隣接するあそこの市有地ですとか、そういう、もう少し

分かりやすくご説明いただければありがたいんですけれども。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        先ほど申し上げましたが、あと郡津公民館も指定避難場所に指定してございますので、

そこはある一定郡津公園もございますので、そういう市有地も活用を含めて今検討してい

るところでございます。 

        もしそこが使用不可能であれば、旧みらい小学校や郡津小学校というところは、市有地

はございませんが、近くに生産緑地もございますので、そこを買収して整備を行っていく

という考え方を業務委託したいと考えてございます。 

１．委員（黒田 実）  分かりました。 

        この業務委託内容で、まず拠点整備ということは場所なんですけれども、その場所とい

うのは大きくは小学校付近、あるいは郡津公民館付近という理解を、今説明で言うてはる

んですが、そういう理解でよろしいですか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 

        そこを中心に検討してまいりたいと考えてございます。 

１．委員（黒田 実）  中心にということで、ほかにもあれば、そういう言い方をされると、ほかにも

何か指定避難場所でというのはあるんですけれども、どうなんですか、大体、別に詮索す

るわけでもないんですけれども、こういうのは大体どのエリア辺りで検討しているのかと

いうのは、もうここまで書いていただいているんですから、分かりやすく説明いただけた

らと思うんですけれども、中心にという言い方がどう解釈したらいいかなんですけれども。 

１．市長（山本 景）  市といたしましては、郡津のエリアの浸水の対策であったり、もしくは消防団

の車庫の移転を希望はなさっておりますので、そこの課題の解決のために郡津のエリアで

土地、市が持っている土地も含めて、民有地も含めて探すというふうに申しているところ

でございます。 

        場所ばかりにこだわって、結局何もできないといったらみっともないので、市といたし

ましたら、結果を出すためにできるだけ柔軟に今後、令和８年度に検討していきたいと思

いますので、なぜそんなに場所にこだわるのかは、逆に言ったら私からは全く理解はでき

ないところでございます。 

１．委員（黒田 実）  地域防災拠点なんですから、これはもう場所が大前提ということで、こだわる

も何も、それはソフトの話ではなくて、ハードの話なんですから、そこを今現段階で市は

どのように考えているのかということを分かりやすく説明してくださいと申し上げている

わけであって、こだわるも何も、今の答弁で何かそういったことをおっしゃいますが、防

災拠点イコールこれはもう場所と、ハード整備なんだということでご理解いただけたらと

思います。よろしくお願いします。 

        防災関係はともかく、Ａブロックとして、これは企画財政、他部署にまたがるのかな、

参考資料１４９ページ、臨時交付金、要するに物価高騰対策ということで、一応新年度８

か月を免除、もうほぼほぼ国からの財源、当然市費も投入してということですけれども、

これはいろいろな考え方がある。国の財源なり、市の費用を効率よく行き渡らすというよ

うな考え方もあるんですけれども、本市は結局、上下水道料金免除ということ、あとは子
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育て支援関係はありました。 

        これ物価高騰対策として、本当にこれはこれで皆さんに広く行き渡るとはいえ、一方で

は、子育て支援はやるんだけれども、ほかの方々の買物支援であるとか、そういう生活支

援ですよね、そこの部分もなかなか今回予算化されなかったということについて、これも

再三、一般質問でも市の考えは聞いていますけれども、いわゆるこの経営比率ですか、そ

ういうのもさることながら、やっぱり地域でしっかりと経済を回してもらう、これ８か月、

都合１０か月で２万という言い方ですけれども、言うても月々２千円ですよ、これは。だ

から、今現時点での経済対策ということでいくと、経営比率はともかく、しっかりと、今

まず買物にしっかり行っていただくような、そんな対策メニューというものをやっぱり検

討すべきではなかったのかなと思うんですが、そこについて改めて市の考えをお聞かせく

ださい。 

１．市長（山本 景）  そこの部分の意思決定は私がやっておりますので、私からの答弁をいたすとこ

ろでございます。 

        過去には、コロナのときにおきまして、国から交付金を交付をいたしまして、その際に

本市におきましては、約４年ほど前、３年半前ですね、商品券の事業を実施をいたしまし

たが、そちらも検証をいたしましたけれども、２割以上の費用がかかっており、委託業者

は市外の事業者で、結果的に２割以上のお金が市外の事業者に流れて、結局、交野市内に

て各配られたお金については８割にとどまるという事実がありましたし、また、この交野

市長選挙がある年に事業を実施すると、市長選挙の直前に商品券を配ることになりますの

で、買収だというような批判も出ていたということを考えますと、やはりこのタイミング、

この令和８年度におきまして、商品券事業をやるのは、経営比率の面からも、そして、あ

る意味それなりのでかい規模の商品券事業を実施をするとなると、市内の事業者でも執行

はちょっと困難という状況もありますし、また時期的なもの、それらを総合的に勘案いた

しますと、商品券の事業というのは実施は難しいなと。 

        ギフトカードということも考えはしたんですけれども、ギフトカードに関しますと、や

はりおこめ券をはじめまして、トータルの経営比率では２割程度かかると、それでもやは

り２割ぐらいはなくなってしまうというのが大変厳しい現状であり、また同じ時期に、他

の自治体におきましても同じようなギフト券の配布もやっている関係上、時間がかかって

しまう。先日、川西市がおこめ券を配りますということで郵送を始めたんですけれども、

ギフト券でやってもやはり時期としては３か月以上かかるというのが実態でございます。 

        また、やり方として、現金の振込というやり方もありますけれども、なかなか市におき

まして、個人さんの口座を把握をするというのは困難なところがあり、把握している口座

に関しましては一部でございます。そうなってくると、全ての、他の市民の方から口座の

確認をして振り込むという、これコロナのときに１人１０万円現金の振込をやっていまし

たけれども、１人当たり大体５００円ぐらいの費用がかかって、確かに経営比率は低いと

いうのは事実ではあるんですが、職員に膨大な手間をかけさせてしまうという問題点があ

ることから、総合的に経営比率が０．５％以下で、かつ迅速に、２月検針分、３月検針分

からもう既にその対策につきましては進んでいるところでございます。 

        １回２千円とのご指摘でございますけれども、トータルで家１軒には２万円の支援にな

り、かつこれを商品券とかでみなしましたら、家１軒にしたら１万６千円、４千円減るん
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ですよ。これ４千円、じゃ減った分どないしてくれるねんという話を言われたら、逆にど

う説明責任を市民の皆様に果たすのかなというふうに考えております。 

        何より今回は物価高騰対策でございます。物価高騰の物価の計算におきましては、消費

者のインデックスがありまして、約６００の指標ごとに計算されており、その６００に含

まれているのは、水道と下水でございまして、商品券は含まれておりませんので、物価を

鎮静化するという意味でも、物価高騰という国の施策の意味から考えましたら、一番ふさ

わしいのは商品券ではなく、水道、下水といった対策ではないかというふうに考え、決断

には至ったところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、繰り返します

が、商品券を配ったところで、物価高騰の対策には指標上にもならないということも併せ

て申し述べます。 

１．委員（黒田 実）  るる説明いただきました。いろんな考え方があるというのは、当然私も認識し

ておりますし、それは当然、いかに効率よく、国やあるいは市費を投入していくのかと、

その視点も大事だと思います。 

        ただ、今のお話で、私としてはやはりこれのみで経済対策というふうに、物価高騰対策

と、いや、なっていますよ、なっていますけれども、明らかに１０か月かけて２万円とい

うような話で、これは無意味じゃないですよ、だけども、これはやはり消費者マインドか

らすると、今指標云々の専門的なご説明もいただきましたけれども、消費者マインドから

すると、分かりやすいものでしっかりと市民の皆様方の暮らしを支える、この視点がどう

も薄いような気がいたしますし、私としてはこれだけの経済対策と上下水道の免除、これ

に特化したということについては大きな疑問を抱かざるを得ないということを意見として

申し上げておきます。 

１．委員（岡田智里）  実施計画書の２０３ページ、行政事務のデジタル化の推進について質問をさせ

ていただきます。 

        例年調査検討が続いていると思うんですが、令和８年度は何を調査するのか、教えてい

ただけますでしょうか。 

１．総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  お答え申し上げます。 

        ここにも書かせていただいていますように、有利な財源等の活用というところを検討さ

せていただきたいなと考えておるところでございます。 

１．委員（岡田智里）  もう少し具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。 

１．総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  デジタル田園都市等もちょっと勘案、検討させてい

ただいたんですけれども、うまいことこういう電子決裁というところにはまってこないの

で、何か記載のようなもので対応できないかというところでまた検討させていただきたい

なと思っておるところでございます。 

１．委員（岡田智里）  では、具体的に何か新しいことを進めるだとか、そういったことは決まってい

ないという理解でよろしいでしょうか。 

１．総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  そうですね、どうしてもコストというところが引っ

かかっているというところが今の現状でございますので、どうしてもデジタル化を進める

に当たっての何か有利な財源であるというところを模索しながら検討させていただきたい

と思っておるところでございます。 

１．市長（山本 景）  これ私の考えを申しますと、私、もともと議員のときは、こんな電子関係はぜ
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ひやるべきや、もともとそちらに詳しい人間はやるべきだという主張はしていましたが、

市長になって事実関係を全部知ったら、正直言ってかなりしんどいなというふうに思って

います。 

        というのも、特に本市というか、役所の業務の特徴といたしましては、みんな市民なん

ですよ。だからデジタル化を進めても、結局デジタル化で対応しない、もちろんされない、

いろんな方もそれはいらっしゃいますので、その部分にかかる費用は従来どおりどうして

も残ってしまいます。 

        一方で、国の財政措置でいいましたら、旧デジタル田園都市の国家構想の交付金、今、

地方創生、地方未来交付金とかありますけれども、といってもこれは当初の費用の約半分

程度しか出ないですし、デジタル活用推進事業債といって、おおよそ４５％地方財政措置

される事業債もあるんですけれども、全額出ないんですよ、残り半分は市が払わないとい

けないのと、当初の費用はいいんですよ、ランニングコストがどうしてもかかっちゃうの

で、その部分はどうしても市としてかかると。どうなるかといったら、今もともとやって

いる事業にかかる費用がかかって、なおかつランニングコストがどうせまた追加でかかっ

ちゃうので、トータルコストとしては、いや、市民さん便利でいいやんと私も当初は思っ

ていたんですけれども、実際のところ、市にとりましてはコスト増になってしまうという

非常に難しいところがあります。 

        隣の四條畷市さんでは、電子投票とかも非常に、実際に－－－もされていますけれども、

実際２回の、もう従来方式の１．５倍お金がかかるとか、デジタルやったら結局市民の方

の負担が減るとか、そういう話はもうぜひやりたいと思っているんですけれども、結果的

にコストの増につながるということが非常にあるので、今現在、交野市におきましては、

もう既にやらざるを得ないデジタル関係の業務で、結果的に本市が、自治体の旧デジ田を

活用したりとか、デジタル活動推進事業債を活用することによって、一方的にコストが下

げられるようなものに限れば、バス事業とか水道事業とか実際に使っているんですけれど

も、そういった事業に限って実施をしたほうが、まだトータルとしての市民負担は減るか

なと思っています。 

        デジタルといったら、いや、いいことだと、普通はそうです。でも実際そうじゃなくて、

おおよその業務に関していったらコスト増になってしまうというのが地方自治の実態であ

りますので、かといって使えない人をもう排除というわけには絶対まいりませんので、そ

ういった苦しい事情があるということはご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（岡田智里）  当然様々な理屈は考えられるでしょうけれども、住民負担の軽減に向けて、調

査だけでなく、しっかりと行政ＤＸの推進に向けて取り組むべきであると意見を申し添え

ます。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  すみません、参考資料１４９ページの先ほどの重点支援交付金のところで、私

もあと少しお聞きしたいんですけれども、水道、下水道基本料金の減免というのは、広く

市民、事業者に行き渡る有効なメニューだというふうには思っております。 

        ただ、世帯の人数が多いところの市民の方からは、基本料金の減免だけだと、１人世帯

でも５人、６人世帯でも同じということでは、生活費が何倍にもなってしまうことを考え

ると、やはり世帯が多いところへの支援であったり、個人単位での給付などもぜひ次の機
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会には検討してほしいというようなご意見も幾つか聞いているんですけれども、今回これ

でいくとしても、今後また物価高騰が続く中で、こうした機会が、交付金なども出てくる

可能性も十分ありますよね。そういったときに、もうこのメニューだけずっと続けるので

はなく、もう少し今まで弱かったところをフォローできるようなものも含めて、もう少し

検討する余地というか、市として考えがあるのかどうかというところでお聞かせください。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  今後また物価高騰という形で、こういった国の支援があって、何か

我々市としても講じるときに、どう考えるかということだと思います。 

        何も、今回は上水と下水等でやらせてもらいましたけれども、これしかしないというつ

もりは全然ございませんので、当然交付される額であったりとか、そのときの国の掲げる

要綱というか、目的のところというところに、どういったところが挙げられるのかという

ところは当然あるかと思いますし、そういったところも踏まえた上で、今こうして議会の

皆様方ともいろんなご意見いただいています。水道下水もええけれども、こういったジャ

ンル、部門でもできないかというところもございますので、そういったところは国のそう

いったルールにも沿う形で、何ができるかというのは当然改めて検討させていただいて、

こういった内容でやらせていただきたいというのは、またそのタイミングが来れば、議会

の方々にもご説明はさせていただきたいなというふうに思っております。 

１．市長（山本 景）  考え方を説明いたしますと、今、交野の家１軒、世帯で何人人がいるのという

話だと思っていまして、今、交野市で、私、１０数年前に交野に戻ってきたときで、家は

大体３万世帯と言っていたんですよ。今もう３万世帯超えているんですよ。人口はちょっ

と減っているんですよ。これ何を意味しているかといったら、もう家１軒に１世帯例えば

２．５人ぐらいになっていて、標準的な家庭は実はもう２から３人というのが今の交野市

の実態であり、多くの、１世帯で多い人数というのは、恐らく子育て、子供が多い世帯と

かのほうが多くを占めているのかなというふうには思っています。 

        今回の国の物価高騰の交付金ついては、おこめ券がかなりクローズアップされていまし

たけれども、実は子供１人に２万円配っているのと、あと府さんは府さんでまたこれは別

にお金をもらっているんですけれども、子育て世帯のところにお米を配ったりとかで、か

なり１世帯に人数が多い世帯、特に子育ての世代のところに関しては、実は国と府におき

まして、別メニューで実は支援をやっていたというのが今回はあります。 

        だから、今回、市といたしましては、そこの、１世帯に人数が多いところにクローズア

ップしなくても、世帯当たりに配ったほうがよいのではないかという今回の判断に至りま

したので、ただ当然国が、今後どうなるかちょっと我々分からないんですけれども、その

ときにいろんなメニューとか、他の補助事業とかも出されると思いますので、そのときの

メニューを見てから、そのときの市政のかじ取りを担う者が、議会の方のご意見も聞いて、

市民のご意見を聞いて、判断はすべきものではないかなというふうには考えておりますが、

一応今回の考え方としてはそういう考えで実施はさせてもらいましたので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  皆さんが納得できると、なかなか無理なことですけれども、これまでちょっと

対象から外れがちだったところなどのフォローなど、引き続き検討いただきたいなという

ふうに思います。 

        続いて、参考資料の１５２ページで、公共施設等総合管理計画・再配置計画の見直しと
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いうことで、令和８年度は公共施設の老朽化調査を実施するということで、老朽化調査を

する建物をどのような範囲で行うのかというのを教えてください。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答えいたします。 

        施設の老朽化調査でございますが、こちらは学校施設を含めた全ての公共施設を一応対

象に、施設の健全性を確認するものでございます。 

        調査につきましては、施設の劣化状況を確認する目視の調査、こちらは全施設やってい

くというところ、その上で劣化状況が著しく劣化しているとか、そういった部分のところ

につきましては、コンクリートや鉄筋の躯体の劣化状況というのを確認する、はつりのコ

ンクリートや鉄筋を確認するための、そういったさらに進んだ調査というのを実施してい

く予定でございます。 

        現在、本庁舎につきましては、耐震工事をこれから進めていくところで、これまでに躯

体の健全の確認等はさせていただいておりますので、本庁舎はする予定はございません。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        これから市民の方が利用される、いろんな施設が改修であったり、もしかしたら移転と

か、いろんなパターンも出てくるかと思うんですけれども、今、公共施設等総合管理計画

の策定委員会でしたか、専門家であったり、市民の方も参加されて、計画策定される検討

委員会というのもあると思うんですけれども、今後、来年度は老朽化調査中心かもしれな

いんですけれども、その後、そういった市民や専門家を交えての計画の検討というのは考

えておられるのか、お聞かせください。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答えいたします。 

        今、皿海委員おっしゃっていただきましたとおり、令和８年度については施設の老朽化

調査を中心にやっていくんですが、令和９年度につきましては、外部の市民の方、有識者

を含めた策定委員会を踏まえて、総合管理計画・再配置計画の策定を進めていく予定でご

ざいます。 

１．委員（皿海ふみ）  そういうことで、有識者、市民の参加で委員会での検討も考えているというこ

とで、いろんな施設の構成についての議論が、どこでどのような議論が行われて決まって

いったのかという透明化をさせていって、市民の意見も取り入れていくということで、そ

こは丁寧に進めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

        続けて、すみません、請求資料の、ごめんなさい、１５ページの私部城の防災公園のと

ころなんですけれども、スロープと防災ベンチ等で、ここちょっとこの間見に行ったら、

奥のほう結構奥行きが広くて、夜は真っ暗になるんかなと思ったんですけれども、電灯、

街灯というんですか、の設置とかは検討されているのか、お聞かせください。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        私部城跡防災公園整備につきましては、委員ご指摘のように、電灯については、周囲が

夜間でも歩行ができるような電灯を設ける予定にしております。現在設計を今後入れてい

くので、その中で設置場所についても検討していきたいと考えます。 

１．委員（皿海ふみ）  あと、前に何かの委員会のときに試掘の範囲について、ベンチの下とか、かな

り限られているというお話あったと思うんですけれども、電灯を立てる下というのは試掘

は必要はないんですか。 
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１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  その辺りも、深さが２メーター以上ありますので、

基本的には影響はないかなと考えておりますが、その辺りもまた電灯の場所を確認した上

で確認、試掘はしていこうと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  試掘の必要性の有無も含めて今後検討していくということですね。 

        あと歴史的な価値を保存しながら整備していくということでは、文化財審査委員会とか、

専門的なご意見もお聞きしながら進めていく必要があるかと思うんですけれども、そのあ

たりはどのようにお考えでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  委員ご指摘のとおり、文化財審査委員会、今度また

３月末に実施をしますので、そのあたりいろんな意見をいただきながら、今後進めていく

予定となっております。 

１．委員（黒田 実）  最後に、私のほうから、今日現場視察もさせていただきました。段取りいただ

きましてありがとうございました。 

        参考資料でいきますと、公共施設等の、参考資料のページ数は１５２ページ、公共施設

等総合管理計画、これを改定する業務の一環として調査をいろいろします。施設の老朽化

を調査すると。特に星の里浄水場利用可能性調査、これ内訳でいくと３００万というふう

になっている。実際そういうスペースがあるのかというか、実際今日見させていただいて、

どのような移転を検討しているのか、それは全く分からないですけれども、少なくとも上

下水が統合されて、その職員数、今、私市２丁目にいる職員さん、あそこを全部星の里浄

水場に、会議室等ありましたよ、若干ありましたけれども、ただ私の感覚でいくと、なか

なか厳しいんじゃないかなというのが１点、それともう一つは場所ですね、場所自体もい

かがなものかということがあって、可能性調査をするんですけれども、これはある程度脈

があるという場合には、さらに詳細をというのは、それは分かりますよ。そもそもこれは

ちょっともう、素人考えでもなかなかどうなんだろうというところを調査するということ

になると、市としてはあれですか、大いに可能性があると、そのような認識なんでしょう

か、私は今日行ったときに厳しいんじゃないかと、こういう感想だったんです。そのあた

り市の今の見立てをお聞かせください。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        星の里浄水場のキャパシティーにつきましては、本日皆様のほうでご覧いただいた状況

でございます。 

        そもそもこの検討業務を進めたいというところの課題の一つには、私市２丁目にありま

すポンプ場の執務室棟の老朽化がかなり進んでいるということが、近年ちょっと分かって

きたところがございまして、建物自体も今後どうしていかないといけないということを検

討を進めなきゃいけないというところがございます。 

        その上で、まずは水道局の、上下水道局の持っている施設の中で、執務室スペースをい

かに確保していくのかというところをまず一定検討を進めたいと考えております。ですの

で、星の里浄水場の執務室スペースが、キャパシティーの関係から上下水道局全ての職員

がいけるものなのか、それから一部にとどまるのか、そういったことも含めて今回の系統

業務の中で明らかにしていきたいと考えているところです。 

１．市長（山本 景）  上下水道の本市の職員合わせても、今下水でも８名程度なので、合わせても３

０名程度でございますので、１人当たりの平均的な執務スペースというのは５平米なので、
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１５０平米あったら足りると、もちろん会議室に関しましても、ご覧くださったと思いま

すけれども、施設見学等の方に限定化、どうしてもされてしまうという事情もありまして、

稼働率も極めて低いという状況でございますので、スペース的には無理ではないとは思っ

ております。 

        しかしながら、国定公園内に含まれるであったりとかの課題もありますし、そもそも浄

水場という制約もありますので、そこら辺につきましては、慎重に今議論はすべきと考え

ております。 

        本市におきましては、開発に関しましても、そしてまた都市計画に関しましても、特定

行政庁は大阪府という状況でありまして、建築主事を置いていない自治体でございますの

で、そういった実は専門的な知識に関しましては、まだまだ大いに勉強していくこともあ

るというふうに思っております自治体であることから、専門家の方のご意見、ご見識もし

っかり取り入れて、その可能性については慎重に議論、検討していけたらなと思っており

ますので、今回必要となる予算を議会の皆様にご提案をしているところでございますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  人数の話も、上下水道の職員さんだけじゃなくて、実はあれ、あそこ、今の私

市２丁目は、窓口サービス等は委託業者でやっていたりとか、そういうトータルで、あの

機能が市の職員さんだけの話なのか、水道局、上下水道局の機能としての話なのか、ちょ

っと私、そこは今の話を聞いて余計分からないんですけれども、いずれにしても、私が言

いたいのは、庁内検討でもう少しこなしてからじゃないと、これほんまに今の段階でそれ

の調査をかけることが本当に有効なのかどうかと。全く厳しいものに対してでも調査をか

けるというのは、それはやっぱりいかがなものかというふうに単純に思います。 

        ということで、再度、これはもう再度ですよ、そういった庁内検討で、ある一定の可能

性があると見込んでの調査費の予算なのかどうか、そこをお聞かせください。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        本市につきましては、これまでも機構改革のタイミングで、同一部局につきましては同

一建物、同一フロア、こちらに集約して事務効率を高めていきたい、そのような考えでこ

れまでも取り組んでまいりました。ですので、上下水道局につきましても、まずは第一優

先としましては職員、これが同一の建物で業務ができて、それで効率が上げられるのであ

れば、それが一番いいのかなと思います。 

        その上で、水道局の事業には民間事業者に手伝っていただいている部分もございますの

で、そこがどの程度いけるのかいけないのかにつきましては、今回の業務の中でより精査

していく。ですので、本市としましては、これまでも同一フロア、同一建物の中で同一部

局を集約させていくという検討のほうは進めておりますし、水道局もその一環として考え

ているというところでございます。 

１．市長（山本 景）  水道に関しましては、公共施設等総合管理計画の再配置計画、過去、私が市長

でない時代につくられたものですけれども、なぜか対象外になっていたんですよ。だから

本来検討されておいてしかるべきものが、なぜか検討すらされていないというところなの

で、慌てて私になってから、それは水道に対してあまりにも失礼な話だし、そんなんまず

いやろうということで検討を再開をいたしたところでございます。 

        なお、水道サービスに関しましての料金のところの徴収業務をやっているところに関し
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ましては、今度ウォーターＰＰＰの中も改めて検討は必要だと思っておりますけれども、

そこを含めて、浄水場に行くとかそういった話ではないということも併せて申し述べます。 

１．委員（黒田 実）  いろいろと丁寧にご答弁いただくのはいいんですけれども、過去において、こ

の公共施設管理計画に入っていたとか入っていないとか、別にそんなん、今この検討を今

後の再配置計画、維持管理計画をするなと言っているわけでも全くないので、ちょっと意

味不明な答弁はやめていただきたいんですけれども、先ほど担当者のほうから答弁をお聞

きした上では、どうも庁内検討はまだ不十分だというふうに思いました。せっかく調査を

出すんであれば、大きな見立て、それはやっぱりしっかりと関係部局も含めて、方向性は

聞きましたよ、課題も聞きましたよ、ただ普通大体いけるかどうかの見立てぐらいは庁内

でしっかりとして、さらにそれを突き詰めていくというその調査は、私、全然否定しませ

んが、今の説明では庁内検討を十分したというような内容にはなっていなかったというこ

とを指摘しておきますし、そういった意味では、この調査費が果たして今妥当なのかどう

かということについても疑問だというふうに申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（三浦美代子）  参考資料の今ちょっと関連なので、１５２ページの公共施設等総合管理計画、

第２期交野市公共施設再配置計画の中に、別館であるとか、青年の家とかの外装があまり

にも少し汚れている部分の計画とかは、この事業の中には入るんでしょうか。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        公共施設総合管理計画につきましては、建物の老朽度合いをしっかり精査した上で、あ

とは財政状況、それから今後の見通し、そういったものを全て含んだ中で、どういう方向

性で公共施設をマネジメントしていくのかという考え方をまとめていく、さらには、今回

は執務室の関係についても、どういうやり方ができるのかということを併せて検討してい

きたいというところでございます。 

        ですので、すみません、建物の意匠、個別の意匠の具体的なところまでが計画の中に盛

り込まれるかというところでは、今のところちょっと未定でございます。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  再配置計画の中に、それぞれの施設でどういったところをこれから手

を入れていくという具体的なところは、多分記載はできないと思っていまして、今回資料

請求、追加資料で公共施設の２０か年設計改修・修繕計画というのをお示ししていると思

うんです。それは施設ごとに屋上防水とか外壁改修をこの年度からスタートさせたいです

という計画表を財産管理室のほうで取りまとめをしてもらっているので、そちらの中で公

共施設を存置させるよと、再配置計画の中で存置させていきますという施設については、

２０か年計画の中でどういったプランニングで何をしていこうかというのは、計画を立て

て実行はしていきたいなというふうに思っています。 

１．市長（山本 景）  お尋ねの施設の考えで申しますと、青年の家の屋上防水、外壁塗装に関しまし

ては、令和８年度当初予算にて設計費を計上しております。ただし、そこからは体育館部

分は除外、移転を考えての除外を設置しております。 

        なお、こちらの別館の屋上防水、外壁塗装に関しましては、現時点におきましては、庁

舎扱いなので、屋上防水、外壁塗装をやったとしても、国から地方交付税交付金が１円も

もらえないですが、こちら、市役所本庁舎の耐震工事が終わった暁に関しましては、これ

は過去の一般質問でも答弁しているとおり、公共施設として扱いたいと思っております。
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公共施設として取扱いをいたしますと、屋上防水と外壁塗装に関しましても、公共施設等

指定管理推進事業債の長寿命化事業ということで、約２７％の地方財政措置が得られるこ

とから、あちらの耐震工事が終わってからのこちらの実施と、スケジュールにはなるのか

なというふうに考えております。 

        市といたしましては、ぜひやりたいなと思っておりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

１．委員（三浦美代子）  よく分かりました。 

        それと、最後にまた少し話が戻っちゃうんですけれども、これは追加議案の私市山手２

丁目防災公園整備、ちょっと確認というかお願いなんですが、この土地開発公社の土地、

２億２千万、買い戻していただいて、本当にびっくりするようなことで、本当に私は評価

したいというふうに思っているんですけれども、ここ、もうご存じのように、住宅街の奥

まったところに備蓄倉庫を置くということを聞いて、初め、そもそもこういうところに置

いて本当に役に立つのか、あるいは公園にしても誰が遊びに行くのかと思ったような場所

だと私は認識しているんですが、ざっくりどのような、公園とは書かれていますが、どの

ようなイメージで業者さんに次年度設計調査委託でしたか、何か調査じゃなくて設計とか

されるのは、どのようなイメージ、ここに公園を本当に造られるのかどうか、そのあたり

をちょっと確認したいと思います。 

１．危機管理室課長（吉永貴俊）  お答えいたします。 

        私市山手２丁目防災公園整備事業につきましては、緊急自然災害防止対策事業債を活用

いたしまして、面積的に５２５平米ぐらいあるんですが、今現在、山側と隣接しておりま

して、擁壁がございますが、この擁壁、箱型構造物というんですが、この辺の経過から証

明ができないということで、一旦そこを壊さずに、中の収容物、土等を全部一回出しまし

て、そこにまた擁壁を建てまして、地面とフラットにしたところで備蓄倉庫を２棟建てる

予定にしてございます。 

１．委員（三浦美代子）  前回視察に行かせていただいたときには、地元とも合意されているというこ

とで、私がとやかく言うことはないんですけれども、あそこ、備蓄倉庫置場にしては、本

来はしんどいなと、はっきり言えば、そういうイメージの、急な坂をぐっと上がったとこ

ろにありますし、大きなトラックが入れるような場所でもないというふうに認識しており

まして、そのあたりはもう要望でとどめておきますが、この緊事債を使うということを逆

算して、様々考えていただいているのはよく理解するんですが、結局使い勝手が悪いとい

うことでは意味がないので、その辺よくご検討いただきますよう要望をしたいと思います。

よろしくお願いします。。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようですので、Ａブロックの質疑はこの程度にとどめます。 

        明日１２日は午前１０時から委員会を開き、議案第１５号のＢブロック及びＣブロック

の質疑を行います。 

        以上で総務文教常任委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後 ４時０４分 散会） 
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（午前１０時００分 開議） 

１．委員長（岡田伴昌）  本日は、昨日に引き続き総務文教常任委員会を招集したところ、ご参集いた

だきありがとうございます。 

        ただいまから総務文教常任委員会を開きます。 

        まず、本日の委員の出席状況の報告を事務局から受けることとします。 

１．事務局長（中村健一）  おはようございます。本日の委員の出席状況をご報告申し上げます。本日

の会議出席委員は８名で全員出席でございます。 

        以上、報告を終わります。 

１．委員長（岡田伴昌）  これより議事に入ります。 

        本日の案件は、先日ご通知したとおりです。 

        それでは引き続き、案件１の付託案件審査についてを議題とします。 

        本委員会に付託されております議案第１５号 令和８年度交野市一般会計予算について

を引き続き議題とします。 

        なお、本日は、午前中にＢブロック、午後からＣブロックの質疑を行います。Ｂブロッ

クの質疑に入る前に、１１日のＡブロックにおける松村委員の職員研修についての質疑に

対し、理事者より再答弁の申出がありましたので答弁を許可します。 

１．総務部長（阿佐正和）  発言の許可をいただきありがとうございます。 

        昨日の令和８年度交野市一般会計予算Ａブロックの審議の中で、松村委員からハラスメ

ント研修には特別職も参加できるのかとの趣旨の質問に対しまして、日程等の都合がつけ

ば参加していただけますとの答弁をいたしましたが、この件につきまして追加で答弁をさ

せていただきます。 

        今回の研修につきましては職員研修の一環として実施しており、特別職の出席は想定し

ておりませんでした。また、ハラスメント研修は３月１０日及び１１日で開催しており、

特別職に関しましては、議長から総務文教常任委員会への出席要求を受けていることから、

その対応や他の公務もございますので、日程として参加できる状況ではございませんでし

た。 

        以上、答弁とさせていただきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  松村委員よろしいですか。 

１．委員（松村紘子）  答弁のほうありがとうございます。 

        特別職の方に関しましては想定はされていなかったということですが、内容としまして

私も少しだけお聞かせいただいたところ、講師の方から、職務遂行に当たって関係のない

言葉ですとかが出たときに、その言葉の言い方によってはハラスメントに当たる可能性が

あるよということを教えていただきました。すごくよい内容であったと思いますので、ぜ

ひ資料だけでも、またご覧いただければいいかなというふうに思って、特別職の皆様にも

また資料をご確認いただければなというふうに思います。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは、これより議案第１５号のＢブロックの質疑を行います。 

        質疑はありませんか。 

１．委員（岡田智里）  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

        実施計画書の２２ページ、発達障がい児等巡回相談事業について質問をさせていただき
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ます。 

        まず、国・府負担額の増額に伴って事業費が増額されておりますが、令和８年度の計画

について具体的に教えていただけますでしょうか。 

１．児童発達支援センター所長（樋掛佳代子）  お答えいたします。 

        こちらのほうの計画の金額が増額になっていますのは、巡回相談を実施します相談員の

人数の人件費のほうを増加になっていることになっています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  人件費の増額とのことなんですが、では、次に当該事業に従事しておられる正

規職員及び会計年度職員の専門職の状況について、具体的に教えてください。 

１．児童発達支援センター所長（樋掛佳代子）  お答えいたします。 

        現在、巡回相談員のほうの内訳なんですけれども、常勤職員は１名になっております。

今のところ週３で会計年度任用職員のほうが３名で、週２の会計年度任用職員が２人で今

対応しておりますけれども、園からの希望も多いということで、来年度週４ですとか５で

すとか、ちょっとその辺で来ていただく回数を増やしての増額の要求をさせていただきま

した。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  どのような専門職の方なのか教えてください。 

１．児童発達支援センター所長（樋掛佳代子）  お答えいたします。 

        公認心理師及び臨床心理士などの資格をお持ちの方に来ていただいて、実施のほうをし

ております。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  それら心理師人材確保の観点から、今後の見通しについて教えてください。 

１．児童発達支援センター所長（樋掛佳代子）  お答えいたします。 

        現在、申請をいただきましても、人材の日程調整などでなかなかちょっとお待ちになっ

ていただいているということもございますので、申請が園のほうからもありましたら、す

ぐに対応できるようにその辺を図っていきたいというふうに考えています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  人材を改めて確保していくという認識でよろしいんでしょうか。 

１．児童発達支援センター所長（樋掛佳代子）  お答えいたします。 

        人材を確保していくということで考えております。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  ページが変わりまして実施計画書の３０ページ、こども誰でも通園制度につい

てお伺いいたします。 

        この制度では、特別な配慮が必要な子供への対応として、医療的ケア児や障がいのある

子供などの外出することが難しい状態にある子供に対応するために、当該子供の居宅へ保

育従事者を派遣することについて運用上可能とされていると認識しております。そのよう

な事例を想定した本市における居宅での支援実施可能性について教えてください。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        令和８年度から実施する事業になりまして、令和８年度からは居宅訪問型というところ

で実施していただける事業者は今現在いないところですが、今後ニーズに応じてそういっ
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た対応も必要かとは考えています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  それでは、そのような事例に対応できる事業者というのは、今現在、交野市内

においてあるのでしょうか。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        認可外のほうで居宅訪問の支援事業をやっておられる事業者さんがいてますので、そう

いった事業者で対応いただくことを考えています。 

１．委員（岡田智里）  では、次に、資料の利用給付延べ人数の欄には、令和８年度の計画として１千

２００人と記載されておりますが、その積算根拠について教えてください。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        令和８年度から２園での実施になります。そちらの定員と実施時間などから、月に１千

時間提供が可能ということで考えています。 

        そこで１人月１０時間利用が可能となっていることから、月に１００人利用と見込んで

おります。１年間で延べ人数が１千２００人ということで積算しています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  では、２園で実施されるとのことなんですが、対応される当該園からのご意見

は、どのようなものをいただいているでしょうか。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        ２園のほうから、事業実施に向けて説明会等を開いております。まだ事業のほうを開始

していないところになりますので、今後、事業開始に当たって市のほうからも訪問等をさ

せていただいて、意見のほうを聴取しようと考えています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  ページが変わりまして５８ページ、重層的支援体制整備事業についてお伺いい

たします。 

        令和７年度と比べて事業費が減額されておりますが、まず詳細について教えてください。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  お答えします。 

        予算額が減少しました要因としましては、重層的支援体制整備事業の中の多機関協働事

業におきまして、今年度までは、重層的支援コーディネーターを市と社協に配置をしてお

ったところでございます。 

        ですが、今般、国のほうから通知がございまして、他機関協働事業におきましては、今

年度については一部の委託は認めるものの、市が責任を持って実施をすべきというふうな

通知がございましたことから、来年度からは社協に配置をしていた重層支援コーディネー

ターの配置をやめまして、市のほうで責任を持って実施をするというところで、予算の減

額をしているところでございます。 

１．委員（岡田智里）  では、次に、令和７年度と比べて会議等の参加者数が増えておりますが、その

理由を教えてください。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  会議の参加者数が増えました理由としましては、今年度からまるまど

事業所の拠点となる事業所を募集をいたしまして、中学校区ごとに１か所ずつ拠点事業所

としてお願いをしているところです。 

        そこの拠点事業所として請け負っていただいた方々に会議の参加をお願いしまして、そ
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の分の人数が増えているのが理由です。 

１．委員（岡田智里）  それらの事業所の方に参加をお願いしているとのことなんですが、そのほかに

どのような方が参加されることを想定しているのか教えてください。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  重層的支援体制整備事業ネットワーク会議につきましては、関係機関

の行政内の各課長と、重層事業を始める前から民間の事業所の方々に代表として参加をい

ただいていたところです。 

        ですので、行政の関係機関の職員、課長級と、社会福祉協議会、包括支援センターの課

長も含めた中で会議体としているところです。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．副委員長（山下千穂）  おはようございます。よろしくお願いします。 

        参考資料の１１９ページ、個別市民検診事業についてお尋ねさせていただきます。 

        私は、これまで内視鏡の検査に関しては、その導入することの重要性を上げさせていた

だいておりましたが、このたびこの導入に関して具体的な予算の確保、感謝申し上げます。 

        その上で改めて、内視鏡検査の導入は胃がんの早期発見をどのように促進させるものと

考えられるでしょうか、お願いいたします。 

１．健康増進課長（早野多恵子）  お答えいたします。 

        胃がん検診における胃内視鏡検診は、厚生労働省のがん検診の在り方に関する検討会や、

国立研究センターの研究結果を踏まえて、従来の胃エックス線バリウム検査に加えて市町

村が実施する胃がん検診として位置づけられております。胃内視鏡検診は５０歳以上の市

民を対象に２年に１回受けていただく形であり、従来のバリウムの検診とは対象者年齢が

異なっております。 

        この胃内視鏡検査ですけれども、胃の粘膜を直接観察できることから、自覚症状のない

段階での早期の胃がんの発見につながる検査方法となっております。 

        日本人で約８万人を対象とした研究の中で、胃内視鏡を受けた人と受けていない人を比

較すると、胃がんによる死亡のリスクの低下と関連性があることが報告されており、早期

発見、早期治療につながると期待されております。 

        ですので、国の指針や科学的な知見に基づき、従来の胃エックス線検査に加え、胃内視

鏡検査を選択できる体制を整えることで、胃がん検診の早期発見、早期治療につなげられ

るものと考えております。よろしくお願いします。 

１．副委員長（山下千穂）  詳細にお答えいただきありがとうございます。 

        それでは、内視鏡検査導入に当たり、市民の方にはどのような健康上の利益がもたらさ

れるのか教えていただけますか。 

１．健康増進課長（早野多恵子）  お答えいたします。 

        先ほども言わせていただきましたが、胃がんはバリウム検査と、２年に１回ですけれど

も胃内視鏡の検査とが選択できるようになり、市民のサービスの向上につながると考えて

おります。 

        また、胃内視鏡検査は胃内部を直接観察することができることから、胃がんが疑われる

場合には、その部分で組織を採取して細胞を調べる生検を行うことが可能となっておりま

す。これにより検診と精密検査を同時に実施できる場合がありますので、精密検査の受診

率の向上や、胃がんの早期発見につなげることができると考えております。 
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１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。 

        当然内視鏡検査とエックス線検査、それぞれのメリットとデメリットがあるかと思いま

すが、市民の方に対する周知の際、その検査方法等先ほどご丁寧にお答えいただいたんで

すけれども、メリット、デメリットを明確に示していただき、受診される方が適切に選択

できるように周知のほうをお願い申し上げ、この質問を終わりたいと思います。 

        続きまして、参考資料１６７ページ、ＲＳウイルス予防についてお尋ねさせていただき

たいと思います。 

        小児におけるＲＳウイルス感染症予防についてです。ＲＳウイルス、毎年、小さなお子

様とかが入院されたりとか、そういった大きな原因になっているかと思うんですけれども、

ＲＳワクチン接種の重要性について、市のご見解をお答えいただけますか。 

１．健康増進課長（早野多恵子）  お答えいたします。 

        このＲＳウイルス感染症は、主に乳幼児に感染する呼吸器の疾患であります。特に生後

６か月未満の乳幼児には重症化する場合があるというふうに言われております。 

        予防接種法の予防手段がない場合には、年間で２歳未満の乳幼児が約１２万人から１８

万人、このＲＳウイルスに感染すると診断されており、約３万から５万人が入院するとい

う報告を受けております。ですので、ＲＳウイルス感染症の重症化の予防を目的として、

妊婦への予防接種は必要というふうに考えております。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。 

        ＲＳワクチンの重要性を周知するために、どのような情報をどのように提供していただ

いていけるのか、周知の方法をお願いします。 

１．健康増進課長（早野多恵子）  お答えいたします。 

        周知につきましては、交野市の広報紙、わが家の健康管理、市のホームページ、公式Ｌ

ＩＮＥなどで情報を発信していきたいと思っております。また、ゆうゆうセンターの館内

や実施医療機関でのポスターの掲示、案内の表示ですね。それから、母子手帳の交付時に

窓口で説明を行い、配布していこうと思っております。 

        また、４月１日以前に母子手帳を交付されている方につきましては、対象となる方に個

別案内などを行い、情報が届くように努めております。 

１．副委員長（山下千穂）  妊婦の方々といいますと、特に１０代から４０代の世代に当たるかと思う

んですけれども、非常にこの世代というのはＳＮＳとか活用して様々な情報を集めておら

れる傾向があると思います。今インターネットにはもう多様な情報が飛び交っておりまし

て、信頼性のある情報をしっかりどのように提供していただけるのか、もう本当にここが

大事だなというふうに思っております。中には不正確な内容とかも散見されることが多い

と思います。 

        そういう状況の中で、市としてしっかり信頼できる科学的根拠に基づいた情報源から得

た情報を、予防接種の重要性、そしてその利点を広く周知いただけるような形でしていた

だけたらと思います。 

        私は、ワクチン接種は個人の健康だけではなくて、いわゆる集団免疫の形成という観点

からも非常に重要だと考えております。ワクチンの有効性を正確に伝える中で、さらなる

地域社会の健康確保に寄与する取組を進めていただきますようお願い申し上げます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 
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１．委員（松村紘子）  それでは、実施計画書の５６ページにあります避難行動要支援者支援事業につ

いてお伺いいたします。 

        こちらに関しましては、令和８年度において、これまで過去の要支援者登録数の実績を

見ますと、だんだん人数が減っていっているような状況になっているなというふうなのが、

読み取れます。 

        予算におきましても事業費、これは個別支援計画作成の費用も込みだとは思うんですが、

１５０万円のうち令和７年度においても少し、１５万程度しか使っていないということで、

ここの取組が非常に弱いのかなというふうに思うのですが、令和８年度に向けて、この登

録数ですとか計画作成数を伸ばしていくためにどういった取組を行われるのか、お聞かせ

ください。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  お答えします。 

        まず、要支援者の登録数につきましては、死亡や転出といったところでの減少の結果か

なというふうに分析をしています。各地区の中で要支援者の登録を勧奨などしていただい

ているところでございますが、従来の名簿の登録のやり方ですと、ご家族さんと一緒に住

んでおられる方も登録されていたり、子供さんが小さいからという理由で登録されている

というふうな実態がございます。 

        ですが、災害のときに真に避難誘導が必要というふうな部分におきましては、子供さん

が年齢到達によって、就学前の子供さんがかつて登録をされていたが、年齢到達によって

もうその必要がなくなったりであったりだとか、あるいはご家族さんと同居しているので

もう必要がないであったりだとか、そういった理由をもう一度各地区のほうで精査してい

ただいたりするといった取組の中で、減少というふうな結果になっているのかなと分析し

ています。 

        ですが、一方で要支援者の登録については必要な作業だと思っていますので、広報紙で

の周知であったり、各地区に回っての名簿の更新の作業であったりというところは、当課

もフォローアップをしながら進めていきたいと思っているところです。 

        事業費については、委員ご指摘のとおり１５万程度の予算額とはなっているんですけれ

ども、こちらの内容については、その各地区で取りまとめていただいている名簿更新の支

援の部分で予算化をしているものです。 

        具体的には、名簿更新のために、登録者の方々に状況の変化がないかというふうなチラ

シを各地区で作っていただいて、引き続き名簿登録をするか否かというふうな確認の作業

であるための郵便代とかインク代といったところの予算になっておりまして、こちらにつ

いては、地区ごとの人口の割合の中で上限額というのを決めさせてもらって、補助金とし

て支払いをしています。 

１．委員（松村紘子）  死亡等での減少があるよということなので、今後、新規登録者の方を増やして

いくというところに関しまして、ちょっと工夫もしながら進めていただけたらなというふ

うに思います。よろしく。 

１．市長（山本 景）  避難行動要支援者に関しましては、ちょっと議会の一部の方からもちょっとご

意見をもらっておるので、この実態だけはもう正確にお伝えをしておかないといけないと

思っております。 

        災害対策基本法上、避難行動要支援者名簿の作成に関しましては、これは市町村の義務
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で、これやらないといけないということになっているんですが、多分、実態としてやると、

これ本当にしっかりやると、もう地区に過大な負担がものすごいかかります。私も３年間

自治会長をやっておりましたが、登録をすると、登録した避難行動要支援者に対しまして

支援をする人をしっかり見つけないといけない。でも、そこって誰がやるかと言ったら、

別に市長でもなければ議員でもなければ、自治会の会長であったり地区の区長でございま

す。 

        大規模災害はいつ起きるか分からないところがあります。自分たちの身を自分で守るの

がもう精いっぱいのところで、誰がその方を支援するのかというのを家族でない方、特に

独居老人の方もいらっしゃいますので、それを地区で集めないといけないという非常に大

変重いところがありまして、国はそういう災害対策基本法でそう定めているんですけれど

も、実際それをやろうと思うと、お金の問題とかじゃなくて、やはり自治会、地区にとん

でもない負担がかかってしまうというのが実態でございます。 

        そのため、本市といたしましては、法で定められているので当然市としてやらないとい

けないんですけれども、これを推進をしようとすると、やはりもう今、地域におきまして

は高齢化率の上昇でありましたり、もしくは、地区における自治会の－－－の問題であり

ましたり、もしくは定年延長による自治会の特に役員とか班長さんとか、やり手が不足を

しているという問題があって、さらにそうした中に過大な負担を求めることになることか

ら、幾ら議会の方がご提案くださいましても、実際の地区の現場にお願いを仮にしたとし

ても、もう地区ではもうなかなか対応ができないという非常に厳しい状況であるというこ

とは、どうかご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（松村紘子）  市長のほうからそのようにお聞きをしましたが、その地区の負担というところ

で、市でどの程度のところまでするのかというライン引きというのは必要なのかなとは思

います。それを含めてのこの登録数、作成数なのかなと思うと、んん、というような、ち

ょっとまた戻るなというふうには思うんですけれども、ちょっとそのあたり、負担感もど

ういうふうな形で減らすのかというところもまた考えていく必要があるのかなというふう

には思いました。ありがとうございます。 

        ちょっと次の質問に移らさせていただきます。 

        実施計画書の５８ページをお願いいたします。コミュニティソーシャルワーク活動事業

についてお尋ねをしたいと思います。 

        こちらに関しましては、令和３年度のときから引きこもり居場所づくり事業、かたの×

サードプレイスをされて、ずっと子供の福祉教育及び居場所づくりへの取組というのが令

和８年度においても行っていくというところですが、こちらに関しての取組状況、参加さ

れている方の人数ですとか、どういうことをされているのか教えていただいてよろしいで

すか。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  お答えします。 

        ボランティアセンターで、かたの×サードプレイスという名前で居場所づくりを実施さ

れておりますが、ひきこもりの方で約１５名ほどの潜在的なといいますか、登録されてい

る方がおられるというのは、社会福祉協議会から聞いているところでございます。 

        ですが、常々サードプレイスに出てきて何か作業をしたり、そういった取組みたいなこ

とをなさっているのは、実態の数字が今把握できておりませんが３名程度と聞いていたよ
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うな気がしています。 

１．委員（松村紘子）  まず、３名程度の方がご参加されているということで、ひきこもり、あるいは

不登校という方、なかなかこうすぐに社会復帰というようなとこは難しいかと思いますが、

引き続きの居場所づくりというところを行っていただければなというふうに思います。あ

りがとうございます。 

        次に、５９ページの公共交通機関運賃補助事業、こちら参考資料のほうでも頂いており

ましたが、交通系ＩＣカードによる運賃補助が令和８年度からなくなるということで、駅

近くに住んでいる方々にとっては、電車移動でも使えるＩＣカードのほうがよかったとい

うようなお声を一定お聞きしているところです。 

        ここで、この公共交通機関運賃補助に当たって、電車をご利用されていた方、バスある

いはタクシーを利用されていた方の数の内訳というのは、大体の割合でも結構なんですけ

れども分かりますでしょうか。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  ２月末現在の数字でございますが、償還払い、ＩＣカードを使われて、

後にお金を口座振込させていただくという方が、今年度の２月末現在で２千９１５名いら

っしゃいます。おりひめバスにつきましては、２月末で１千４７３名ございました。 

        このグループの中の公共交通機関運賃補助事業の中に含んでいる現行４千５００円のタ

クシーチケットのご利用者数、申請者数が２千４６９名いらっしゃいます。 

１．委員（松村紘子）  半数まではいかないけれども、半数近くの方が電車をご利用されているという

ところですので、やはりちょっと令和８年度に当たってちょっと不便になってしまうのか

なというふうにも思います。 

        一般質問のほうでも、他会派さんのご質問の中で一定市の考えというのは理解できます

が、利用促進面というところにおいて、やはり令和８年度において伸びにくい可能性があ

るのではないかというふうに考えますが、そのあたりはどのようにお考えですか。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  利用促進につきましては、これまでにも各公民館に申請書を配架して

おります。またフレンドマートのほうにもご協力いただいて申請書の配架をしているとこ

ろです。 

        介護保険料の納入通知書にもチラシを同封しまして周知を図っているところでございま

して、また来月の区長会でもご案内はさせていただく予定でございますが、区の中で説明

会をご希望されるところがございましたらば、区のほうに出向きまして説明会及び即日の

チケット交付、配付というところも検討しているところでございます。 

１．委員（松村紘子）  これまでと同じ部分というところもあると思うんですけれども、ちょっとこの

あたり、これまでの使用されていた方のニーズにちょっとお応えをしっかりしていけるよ

うな形で次年度以降の部分、またご検討いただけたらなというふうには思います。 

１．市長（山本 景）  まず外出支援に関しましては、過去からＩＣに関しましては利用可能と言って

おりましたが、ウエートといたしましては約４割、半分じゃなくて約４割でございます。 

        そもそものこの制度の趣旨を振り返ってほしいんですけれども、過去これはもうほとん

どなかったです。なかったのが、ゆうゆうバスの廃止のときにその代替策の一部といたし

ましてこちらの制度が始まり、当時は２千円でございました。その後２千３００円、私に

なりまして４千６００円で今回６千円となります。 

        ２千円のときのＩＣカードの利用のところで、やはりご意見としてやはり多かったのが
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ゆうゆうセンターに行くのに２００円、２００円で４００円、かなりこれ後払いなので、

２回行かないといけないので８００円ということで、これはもう松村委員自体も、老人会

のアオヤマ会長から言われているように、もう十二分にご存じだと思っております。当時

からかなりの批判が多かった事業だというふうに考えております。 

        その後、もう私になって、もう大分周辺環境が変わったと思っております。というのも、

当時は市として公共交通は直接担わないという状況でございましたけれども、私になりま

して今回おりひめバスも導入されまして、市が直接、委託ではありますが公共交通を担う

というふうに大きくシフトはいたしたところでございます。 

        すると、当然のことながらおりひめバスへの誘導を図るというのは市として何ら問題は

ないよりか、むしろやるべきものだというふうに考えており、むしろ電車に乗りまして東

京へ行ったりとか大阪市内に行くことを、そこの支援をする必要性があるのかという話だ

と私は思っておりますので。 

        今回タクシー、やはり地域の公共交通としてタクシーの占める割合も非常に多く、また

北部路線に関しましてはタクシー業者の方にもご協力を賜っているということから、やは

りタクシーは選べるようにして、またおりひめバスというふうにこの２つにし、かつ後払

いではなく、もう先払い、先に６千円分まとめて渡してしまうということで、事務負担、

事務に係るコストを縮減をいたしまして、また一方で額は増やすという対応はしておると

ころでございます。 

        単にＩＣカードをやめるというものではなく、増額とセットでやって、またこれまでの

ＩＣに関しましてのいろんな苦情とかも踏まえての対応でございますので、どうかご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（松村紘子）  市長のお考えは分かりました。理解はいたしました。 

        ただ、そうしますと、これまで交通系ＩＣカードによる運賃補助をなぜしてきたのとい

うようなところにもなってしまうのかなとは思いますが、やはり市民の方からこういう形

で令和７年から８年度に向けて大きく変更がされるというところで、やっぱりなくなって

しまったことに対して、やはり疑問を持つお声というのはありますので、そういった市民

の皆さんに対して、丁寧に説明をしていただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  すみません、そしたら、請求した資料の２３ページの放課後児童会のことで質

問させていただきます。 

        放課後児童会の入会児童数が毎年増加傾向ということで、活動場所の確保に努めてほし

いということで、この間も要望させていただいているんですけれども、特に星田の児童会

が、この表を見ましても専用スペースが最も狭いという中で、令和８年度また入会児童数

が今年度よりもさらに増えるということで、今年度、共用の隣の教室も高学年が使ってい

て６時間目が使えないということで、非常に子供たちがぎゅうぎゅう詰めになっている状

況があったと思うんですけれども。 

        令和８年度には、せめて隣の共用の教室、低学年が使う教室にするだとか、いろいろご

協議はいただいているのかなと思うんですけれども、状況いかがでしょうか。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        委員おっしゃるとおり、星田児童会については手狭なところはございますが、学校と協
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議しておりまして、できるだけ活用できるように、その時間使えるように、教室とランチ

ルームとを含めて必要な面積は確保できるように協議を進めておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

（「１人当たりの－－－言ってもらえれば－－－」と呼ぶ者あり） 

１．子育て支援課長（今村陽子）  すみません。１人当たりにつきましては、おおむね１人１．６５㎡

とございます。今現在、共用施設の面積を含めて確保しているところで、委員がおっしゃ

るその使えない時間というところは限りなくない形で、学校と調整いたしております。 

１．委員（皿海ふみ）  基準で言えば、１人当たり１．６５㎡以上というところで、今年度でしたら、

隣の共有の教室が使えない時間は、その基準を専用のスペースだけでは満たせないという

状況があったんですけれども、それについては、令和８年度はもう隣の教室、あるいはラ

ンチルームがほぼ必ず児童会のほうで使えるようになるという答弁だったということで、

もう一回確認させてもらっていいですか。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  そのような形で進めております。 

        ただ、学校の行事等やむを得ない場合はございますが、確保する方向で進めております。 

１．委員（皿海ふみ）  どうぞよろしくお願いいたします。 

        それと、令和６年度からですか、統括指導員の配置、午前中からの配置で進めていただ

いていると思うんですけれども、あれは任期は２年でしたか３年でしたか、確認させてく

ださい。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        ２年で、１年延長で合計３年となっております。 

１．委員（皿海ふみ）  そうしますと、６、７、８で、３年延長した方でも、一旦８年度で任期が切れ

てくるということになると思うんですけれども、その方はもう一度この任期付で応募とい

うか、雇用継続することはできるのかどうか教えてください。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        公募して再度継続することは可能です。 

１．委員（皿海ふみ）  公募をされた上でということですね。 

        ちょっとこの統括指導員に応募しようかなと迷っておられる方から、２年とかで打切り

になってしまうのであれば、２年だけの仕事だったらということでためらいもあるという

ふうなお話も聞きましたので、できれば常勤のほうにしていけたらいいんですけれども、

続けて継続で希望される方、ぜひ働いていただきたいということもお知らせしていただけ

ればなと思います。 

        あと、そうですね、参考資料の１０８ページの児童会のおやつの一斉委託のところなん

ですけれども、先月お聞きしたときまだ事業者が決まっていないというふうにお聞きした

んですけれども、さすがにもう決まっているのでしょうか。確認させてください。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        先日選考委員会は終わりまして、今、最後の決定の処理をしているところです。 

１．委員（皿海ふみ）  何とか決まりそうだという感じですね。 

        ４月１日からもうおやつスタートで非常に間がありませんので、ちょっと急いで混乱し

ないように準備をしっかり進めていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

        続いて、参考資料の１２１ページの生活保護のところで少しお聞きしたいと思います。 
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        生活保護の国が基準を大幅に引き下げたのは違法だという最高裁の判決が出て、全額差

額が支給されるのが原告だけだとか不十分な点はあるにせよ、追加の給付が始まるという

ことで、これ、なるべく早く確実に届けるようにしていただきたいなというところで、こ

この対象となる基準と加算というのがあるんですけれども、追加支給になる加算というの

はどのようなものがあるのか教えてください。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  お答えいたします。 

        加算についてはたくさんあるんですが、障がい者加算ですとか母子加算、介護施設入所

者基準生活費等、約１０項目ぐらいあります。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  加算もいろいろな項目があるということで、それぞれ利用者の方が自分がこの

支給の対象になるのかどうかってなかなか分かりにくいかなと思うんですけれども、これ

申請が必要になるのか。対象になる方には通知なりが行くのかというあたり、教えてくだ

さい。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  お答えいたします。 

        生活保護を現在受給されている方については、職員で給付をさせていただきます。当時

受けておられて現在廃止になっておられる方については、申請を頂いての支給になります。 

１．委員（皿海ふみ）  廃止になられる方にも、対象になっていますよという通知は送られるというこ

とでいいですか。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  通知に関しては今のところする予定はないんですけれども、今現在、

例えば他市で受けられておられる方等いらっしゃいましたら、そちらで受けておられるケ

ースワーカーのほうから、支給に関して申請をしなさいよというような助言といいますか、

そういったことをするようにという通知はあります。 

１．委員（皿海ふみ）  今受けておられない方は、そしたらもう自ら気をつけて申請なり問合せをして

いただかないといけないというのは、なかなか行き届かない面が出てくるかなということ

もちょっと心配ですので、今後、体制も組まれていくと思いますので、そのあたりの対応

ももう少し検討いただければと思います。 

        これ、支給の時期はいつ頃になる見通しなのか教えてください。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  お答えいたします。 

        国の示すスケジュール的に言いますと、準備が整い次第令和８年度中にというふうにな

っておるんですけれども、支給するに当たりましては一定システム改修等の対応が必要に

なってきますので、現在はそのシステム業者とちょっと調整中になっておりまして、現段

階ではまだ未定でございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松永隆太）  よろしくお願いします。 

        実施計画書の２４ページの放課後児童会の運営事業についてなんですけれども、事業費

について今年度がっと上がっているんですが、ここの要因を教えていただけますか。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        事業費の増額につきましては、おやつ代と教材費の公会計化を行いましたことと、ＡＥ

Ｄの購入等などが新たに追加されていますので上がっております。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 
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        一つ懸念されているのが、やっぱりおやつの質の低下というところを懸念されています

ので、そこをしっかり考えていただいて。やっていただいていることはすごい額も下がっ

ていますし、保護者としては助かるという声もありながら、子供のほうからは、その質の

低下というのがどうなのかなというので、おやつのところを気にされていますんで、ぜひ

そこんところよろしくお願いします。 

        また、先ほどもスペースの話、他の委員のほうから出ていましたけれども、ちょっと関

連質問なんですけれども、学校と放課後児童会の関わり、部屋を貸したりとか借りたりと

かという立場があると思うんですけれども、このあたりの関わりは、私ら保護者としての

視点から見るとあまりいい関係に見えないんですが、そのあたりどういう関係なのかとい

うのを教えていただけますか。 

１．子育て支援課長代理（岡本太一）  お答えいたします。 

        今、学校との関わりにつきましては、先ほどから説明させていただいております施設関

係等々もございますが、何といっても放課後児童とそれから学校というのは、例えば郡津

児童会の子は郡津小学校ということで、やはり児童の情報交換をさせていただいています。 

        また、学校のほうからも児童会での生活ぶり、また児童会のほうからは学校の授業態度

というか学校の生活ぶりを、問題といいますか気になる情報につきましては情報交換を密

にさせていただいている状況でございます。 

        以上でございます。 

１．市長（山本 景）  ご指摘の点に関しましては、特に放課後児童会の所管が変わりました。教育委

員会だったところを市長部局に変えております。逆にそのことによるメリットもありまし

て、例えばみらい学園に関しましては、開校当初は駐車場に関しましては学校の敷地の外

で、いきいきランドの近くの高架下という話もあったんですけれども、やはりそれだとも

う実際の送迎に関しましてはこれは無理だということで、逆にもう市長がもう直接教育委

員会や学校に対しまして、もう送迎に関しましては学校敷地内でちゃんとできるようにと

いうことで、そこは安全対策も施した上で直接保護者の方が車で送り迎えできるように変

えさせてもらったところでございます。 

        また、先ほどちょっと他の委員から質問があった小学校に関しましては、そこは私のほ

うから教育委員会の部長の髙嵜のほうに話はいたしまして、ようやく前には進んだという

ふうには考えているところでございます。 

        今後もできるだけ市といたしましては、市長部局に教育委員会が担っていた学童のとこ

ろが移管されたメリットはできるだけ発揮はしたいと思っておりますので、施設改修とか

に関しましても必要に応じまして市長部局から、そしてまた市長からも直接教育委員会に

お願いはいたしまして、より円滑でやりやすい、よりよい環境整備になるように取り組み

たいと思っておりますので、どうかご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 

        放課後児童会のほうの遊び場として、私たちみらい学園のほうなんですけれども、非常

に広い、部屋が区切られていないという中で、本当に今までは面積はしっかり足りている

んですけれども、目が行き届かなくてけがをする可能性があるんじゃないかとか、支援員

のほうがかなり不安な状況ですというところで、どんどん外に遊ばしに行きたいんだけれ

ども中学校のクラブがあってとか、あと雨の日は出れない、その中にすし詰めになってし
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まっていると。 

        なので、学校との調整というのはすごい必要だと思うんですけれども、例えば月曜日、

クラブが休みの日であれば体育館を使えるとか、そんな実際難しいと思うんですけれども、

施設をどういうふうに使って子供たちを安全に、あの部屋の中だけではもう元気があり余

っているという状況みたいなので、そのあたりどういうふうに遊ばせるのか、移動させる

だけでも大変と聞いていますんで、考えていただきたいなと思っております。 

        市長部局になったというところで、トップダウンでがっと行ってしまうのは、すみませ

ん、市長はちょっとそこだけ気をつけてほしいんですけれども、本当にそこは相談しなが

ら、学校と協力していただきたいなと思います。 

        続けていいですか。 

１．委員長（岡田伴昌）  はい、どうぞ。 

１．委員（松永隆太）  ページが生活保護のところ、実施計画書の６２ページ、就労支援事業に関して

なんですけれども、内容としては、生活保護受給者のうち稼働能力を有する方に対して就

労支援を実施するということで書いているんですが、就労支援者が計画が１０名というこ

となんですが、この今現在生活保護を受給されている６５０世帯で、就労の可能性がある

のは１０名という認識でこの計画になっているのか、ここの積算根拠を教えていただけま

すでしょうか。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  お答えいたします。 

        就労支援事業なんですけれども、交野市では就労支援員を１名、会計年度任用職員で雇

用しておりまして、その者が対応する人数としまして１０名という形で上げさせていただ

いております。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 

        でしたら、キャパシティーとして市ができることが最大１０名という認識でしょうか。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  稼働能力があると判定されている者はもう少しいるんですけれども、

就労支援員が関わって対応させてもらっているのが１０名という形になりまして、それ以

外の者については、担当のケースワーカーが面接等をしながら対応させていただいており

ます。 

１．市長（山本 景）  松永委員のご指摘もごもっともだと思っております。 

        そもそも日本国憲法における三大義務の中の一つに就労があるわけでございまして、よ

り生活保護の受給者となりますと、当然もうこれ法的にも就労しないといけない。もちろ

ん就労できるかできないかという話はありますけれども、当然就労はしないといけないと

いうふうには考えているところでございます。 

        また、お示しの資料のところにも記載のとおり国と府の負担もありますので、しかし市

といたしましては体制の強化も含めまして、より多くの生活保護を受給される方につきま

して、就労できる方については就労につなげて保護廃止につなげたいというふうには考え

ておりますので、体制の強化も含めてこれから担当部と協議、調整していきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 

        今おっしゃっていただいたとおりだと思っていまして、その上の生活保護者制度の実施

というところで、保護率を下げるような形でしているのにもかかわらず、ここが１０名と
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いうのはなかなかここ整合性合わへんなというところがあって、下げる目標があるという

ことは、個人的なんですけれども就労できる可能性がある方がいてるという認識は市が持

っているということで思いますんで、そのあたりしっかり見定め、必要な人は絶対必要で

すけれども、そこの見定めというかをしっかりしていただいて、この今目標を立てている

減らしていくという割合に対して、しっかりその就労支援をするというところを、ここの

整合性しっかり合わせていただいてやっていただければありがたいなと思います。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ありませんか。 

１．委員（黒田 実）  おはようございます。では、幾つか確認をさせていただきます。 

        参考資料の１１７ページ。これちょっとこの資料としては企画、健やか、地域振興とい

うことで、ただ特にこの中の子育て支援センター、これは健やか部さんの管轄だと思いま

す。 

        参考資料を見ると、基本計画を別途議会へ報告予定ということなんで、ちょっとこれを

踏まえないとなかなかとは思ったんですが、ちょっとその入り口の部分でちょっと確認を

させていただきたいんですけれども。 

        今回、地域子育て支援センター、第一中学校区ですか、もうみらい学園校区。あそこを

移転、新設ですよ。現状の地域子育て支援センターがあまりにもう例えば大きな課題があ

るのかどうか。ちょっとそこはなかなか私も今までの中で、もうキャパがもう狭過ぎるん

ですよとかいうような認識はない、そこまでの切迫感というのはないんですけれども。 

        いずれにしてもトータルでいくと、今回やはり事業費としては６億をかけるということ

です。ただこれは中身を見ると、支援センターに子供屋内遊戯施設を付加するということ

ですから、単純には比較できないんですけれども。 

        これ、参考資料としては財産管理のほうでゆうゆうセンター、これをいろいろと執務室

をあれしますよと。それは分かる。ただ、その中の一つ、ファミサポは場所を変えて、こ

れハードの話なんで、これ資料としては財産管理の担当ですけれども、一応スペースを拡

充すると、こういう書き方をされています。 

        一中校区については、もう本当にもう何かこう大きな予算をかけてということなんです

けれども、ちなみにこのファミサポ、これ結局いろいろとゆうゆうセンターの執務室を有

効に利用しよう、これは組織の兼ね合いもあってということなんですけれども、今回この

拡充ということで、具体的に、これ広さの話なんで昨日聞けよということかもしれません

けれども、スペース的にどれだけ広くなって、定員でどれぐらい増えるんですかという話

なんです。 

（「ファミサポを聞いているのか－－－を聞いているのかどっちか分からん」と呼ぶ者あ

り） 

１．委員（黒田 実）  ファミサポを今聞いている、ファミサポ。 

        委員長、すみません。あのね、今の市長、関係ないって、背景を私説明して、一中校区

で言うても６億はかけていますねと。その背景の中で、じゃ、ちなみに今回ファミサポに

ついてどれだけ拡充してんのかを聞きたいって言ってんですから、そういう茶々を入れる

のはやめてください。 

        委員長、以降本当にできれば注意をしていただきたいと思います。 
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１．委員長（岡田伴昌）  ただいまの質問についてお答えいただけますか。ファミサポの。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        ファミサポの移転なんですけれども、ファミリーサポートセンターと星の子ルーム一時

預かり事業が併設というか一緒にしておりまして、今回、広げる部分につきましては、星

の子ルームの一時預かりのスペースが増えることになります。 

        おおむね８㎡ほど増える予定をしておりますので、現行保育面積としましては１人当た

り３．３㎡ということになりますので、面積が２４．１６㎡増えるというところで７人程

度の定員の確保ができますので、３名程度増員になります。 

        ただ、定員に関しては、この７人の確保ができるというところで、定員についてはまだ

しっかりと定めたところではございませんが、７人程度受入れが可能かなというスペース

の確保ができます。 

１．委員（黒田 実）  現状から比べたら３名程度は定員が増やせるんじゃないかという、それは増員

というか定員増というのは望ましい話です。 

        ただ、いずれにしても一方で一中校区でこの６億をかけているということ。ほかにも他

の校区も含めて拠点というのは、子育て支援、中枢支援センターは、現状の青年の家内の

場所だと思うんですけれども、日々地域で寄り添うこういう子育て支援拠点ということで

いくと、各中学校区にある。 

        今回この基本計画がまだ示されていませんので何とも言えないですけれども、じゃ、他

の校区等も含めて、今日はもう考え方だけちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、

やはり１校区でこれだけの投資をするというんであれば、当然各校区でもしっかりとやっ

ぱり拡充というものが示されているんだろうというふうに思うんですが、それの基本的な

考え方。 

        今回は、ゆうゆうセンターの執務室の入替え云々で定員は３名増というのを聞きました

けれども、そういったことも含めて、他の支援拠点での拡充という考え方はしっかりとこ

の計画で盛り込まれているんでしょうか。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        今回の一中跡地の計画に示すというよりも、子育て支援課として地域子育て支援拠点の

在り方、４拠点ある中でというところでございますと、一番交野支援センターの施設が古

い建物になっております。市民のニーズの中でもやはりきれいな施設という要望もありま

すところもあり、また交野支援センターの利用、委員おっしゃるとおり中核というところ

の施設でもございます。利用もすごく増えてきているところもございますので、そこを充

実するというところは、子育て支援課としても必要だと考えておるところです。 

１．市長（山本 景）  ファミサポ及び一時預かりのところに関しましては、一時預かりともニーズが

非常に高いということもありまして、また市の機構改革の一環に伴いまして、旧の人権絡

みの業務を担っていたところ等につきまして一定スペースが確保をされたことから、一定

拡充をするというものでございます。 

        一方で、地域子育て支援センターに関しましては、過去から各中学校区におおむね１か

所ということでもう整備していたものでございまして、またちょっと違う性質のものとい

うふうには考えているところでございます。 

        一中校区の青年の家の敷地内にある子育て支援センターに関しましては、先ほど今村が
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答弁していたとおり老朽化をしていると。かつ常に住民の皆様に一定のサービスを提供し

ないといけないことから、現地での建て替えであったり、もしくは修繕というのは非常に

困難であるので、また本市といたしましては公共施設等の再配置計画等におきましても、

一定今後の老朽化対策につきましては、学校の統廃合とか跡地活用とかも踏まえて検討す

るということは、もう過去からは規定はされておりましたので、今回第一中学校の跡地活

用の中で取り組むというものでございますが、ただ、これは今回の子育て支援センターの

みを移転をさせるというよりも、むしろ包含をするというものでございます。 

        ルクセンブルクのパビリオンに関しましては、１３ボックスのうち４ボックス、面積に

いたしますと約７割をもらうのですけれども、子育て支援に係る部分に関しましては別途

建物を構築をいたしまして、そちらを中心に担いまして、むしろルクセンブルグのパビリ

オンの部材再利用で使う建物に関しましては、４つのボックスに分かれておりますけれど

も屋内遊戯場みたいな形で考えており、また駐車場に関しましても約８０台併設をするこ

とによりまして、一中校区のみならず他の校区の子供たち、むしろもしくは他市の方も万

博の関係もあるのでお越しになりたい方も多々いらっしゃると思っております。 

        そういった方々も含めて、より広域的な子育て支援の建物になると思っておりますので、

こちらの施設を整備をいたしたからといって、他の３校区におきまして新たな整備が必要

となるということではないというふうに考えております。 

１．委員（黒田 実）  ちょっともう議論がかみ合っていませんので、意見を申し上げます。今基本計

画が出ていないのであれなんですけれども、主に未就園児のいわゆる屋内遊戯場、この話

はちょっと置いといてですよ。私が申し上げたいのは、地域に身近に寄り添ういわゆる子

育て支援、これは大事だと思うんですよ。全市的包含しているといってもですよ。それは

若い世代、車を持っているのか持っていないのか。やっぱりもう自転車で行くとか行かな

いとか、あるいはもう本当に身近に寄り添える、そういう拠点を交野は４か所持っている

わけですよ。そういう身近に寄り添う拠点というのは、やっぱり基本大事だと思うんです

よ。 

        でも屋内遊技場も大事かもしれませんが、やっぱり身近に話を聞いてくれる人、子供を

ちょっとでも見てくれる人、そういう拠点は大事だと私は思うんですよ。だからそこのバ

ランスをちょっと今お聞きしたんですが、ちょっと担当者のほうからも当然そういったリ

ニューアルする考え方を聞きましたけれども、他の拠点について、果たしてこの基本計画

でしっかりと示されているのかどうか。 

        屋内遊戯場を各学校区に造れなんていうことを私は一言も言っていませんし、ちょっと

そこは今日のところは具体的な議論はできませんので、基本計画が出た上で、また引き続

きそういった全市的な子供サポート体制を、バランスよくしっかりと基本計画で掲げてい

るのかは確認していきたいと思います。 

        委員長、すみません、引き続きですが。 

１．委員長（岡田伴昌）  はい、どうぞ。 

１．委員（黒田 実）  それで、次に資料としては、これ追加で請求した資料の３３ページですね。市

税等の推移について資料を提出いただきました。ありがとうございます。 

        いろいろとこの中身、ここ１０年の推移というのを記載いただきました。もうとにかく

もうポイントを絞りまして、やはり顕著に増えている、大きな変化があるのは固定資産税、
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それに伴う都市計画税も連動はしていますけれども、これ大体令和３年までは、大体３０

数億のレベル、３３億、４億。 

        ところが、令和３年から４年にかけてどんと、これ予算ベースと決算とでのあれがあり

ますけれども、４億から５億、令和３年から４年でどんと増えて、その後も堅調に増えて

いっているんですけれども、おおむね決算額でいっても、令和３年からでも８億。今回の

当初予算ベースでいくと令和８年でいくと１０億と、もう明らかに顕著に増えているとい

うのが見て取れます。都市計画税も結局１億以上増えてきているということなんです。 

        それで、これについてのやはり要因、当然固定資産税ですから土地に関わる話なんです

けれども、これについて担当としてまずどのように捉えているのか。もうこれはもう明ら

かな変化なので、まず、この令和３年以降のこの顕著な固定資産税の伸びについてちょっ

とお聞かせいただけますか。 

１．市民部次長兼税務室長（東田和成）  お答えいたします。 

        委員ご質問の令和３年から４年にかけての固定資産税、とりわけ固定資産税の増インに

つきましては、一般質問等でも答弁ありましたように、市街化調整区域、具体的には倉治

８丁目の市街化調整区域での開発が、まずここで大きく増えた要因となっております。 

        また、そのほかにも星田北の開発の倉庫が建った年でありまして、そこで大きく増えて

おります。 

        その建物だけでは、そこまで本来大きく増えることはないんですけれども、星田北の倉

庫につきましては償却資産、いわゆるそういった中に機材等が多く入りましたので、そこ

での増額というようなことになってございます。 

        以上です。 

１．委員（黒田 実）  ありがとうございます。 

        大きくは倉治８丁目の地区計画によるまちづくり、あるいは星田北エリア、そのあたり

が大きく影響していると。特に星田北に関しては個人宅だけじゃなくて、いわゆる企業で

すよね。企業もここに進出することによって、一定そういった税収効果がはっきりと出て

いるというご答弁です。 

        ただ一方で、気になるのが転入超過、これはもう非常に喜ばしいことなんですけれども、

個人市民税、これ見ていますと、一般質問でもいろいろとるる答弁をいただいたんです。

それも本当に複合的なことであったり、税収といっても個人の所得はどうかとか、あるい

は税制そのものにいろいろ変わりますから、この数字そのものを単純に比較することはで

きないんですけれども、ただ、結果として結論として、固定資産税はしっかりと伸びてい

る。ただ、個人市民税、これやっぱり現役世代が確かに入ってきているという事情はある

んですけれども、決算ベースで見ても実はここ１０年で、じゃ、どれだけ伸びているかと

いうとほぼ横ばい。税収的に見ると横ばいなんです。 

        ということについて、これ、だから若い世代が転入をしてきているといえ、税収から見

ると実際これが事実なんですけれども、この状況についてはどのように見立てているのか

お聞かせいただけますか。 

１．市民部次長兼税務室長（東田和成）  お答えいたします。 

        委員ご質問のとおり、個人の市民税につきましては大きくそんなに影響というか、増え

ているということはないんですけれども、令和６年度につきましては定額減税の影響があ
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りまして、ここ本来ですと、あと３億５千万ぐらい入っていたというような形になってご

ざいますので、令和４年を境に右肩上がりに上がっている。こちらにつきましては、大き

な要因としましては賃金の増加というところで増えてきているのかなと思います。 

        あと、年金の所得につきましては、それほど大きくは変わっていないというような実情

もありまして、そこら辺は特に影響しているということではないということで考えており

ます。 

１．市長（山本 景）  議員をやっていれば定額減税があったって、これが減るというのは十分にご理

解はされているのかなというふうに思っております。 

        なお、付け加えて言うと先ほどの答弁にも関わりますけれども、法人市民税に関しまし

ては大して増えていないというのは、実情でございます。また、これは大阪維新の会様の

一般質問にも答弁はしておりますけれども、幾ら固定資産税を増やしたところで、この市

民税もそうなんですけれども、基準財政収入額に７５％を含めないといけないので、結果

的に増えた分の７５％は地方交付税交付金が結果的に減額されるという非常に厳しい地方

自治の実情があります。 

        翻って、星田北に関しまして開発に３０億円近い税を本市が補助で出しているので、元

を取るのに単純に割り算すると１５年から２０年ぐらいかかってしまうという非常に厳し

い状況なんで、単に収入が増えただけというのは、ちょっとフェアな議論ではないのかな

というふうには考えております。そこもきっちり情報発信は市といたしましてはすべきと

いうふうには考えております。 

１．委員（黒田 実）  すみません、丁寧に説明いただいているんですけれども、フェアでないとか何

か、今、市長、じゃ、もうはっきり今ちょっと私が聞きたいのは、ちょっとそれますけれ

ども、市長、じゃ、固定資産税を増やしても交付税でそんなに入ってこないから意味がな

いというお考えなんですか。 

        これ、地方自治からいくと自主財源の確保というのは、基本的に一番大事な根幹に関わ

ることですよ。私の質問の趣旨は何もそのことまで言及しているわけでもないのに、今、

市長が答弁なさったその意味がよく分からないので、明確にお答えください。 

        じゃ、これだけしっかりと固定資産税が堅調に伸びてきているとはいえ、交野市にとっ

ては地方交付税の兼ね合いがあるからあまり意味がないと、もうそのようにおっしゃるん

で、そのようにお考えなのですか。 

１．市長（山本 景）  私の発言をちゃんと理解されているなら、そのような質問は出ないとは思いま

すけれども、私が申しておるのは、まちづくりをする際に市が多額の補助金を投じると、

それの元に取るのにあまりにも長い年数がかかってしまうということを申しております。 

        星田北駅北のまちづくりに関しましては３０億円に近い市の税を投じております。これ

はもう補助とかをもらったはまた別の話、市がもう実際に負担をした額でございます。 

        翻って、税収が増えているのは事実ですが、７５％どうしても固定資産税等が減額され

てしまうので、もともと１５年から２０年かかってしまうというのは、これはもう星田北

一帯のみならず、過去に実施をいたしましたモリタヨウチエンのまちづくりでも同様に見

られた現象でございます。 

        収入を増やすために事業をやるということを私は全部は否定はしていないんです。ただ

し地方自治においては、投じた事業費を回収するのがなかなか厳しいようなスキームにな
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っているということは、ぜひ分かってほしいなと思っております。 

        それで、私といたしましては地区計画を使ったまちづくりのほうが、市が直接投じる事

業費というのはほとんどないことから、より即効性があるというふうには考えており、市

といたしましては推進はしたいと思っておりますし、今回、全権堂池を土砂災害特別警戒

区域の山を削って、全権堂池を埋めるということもやりましたけれども、あれはもうトー

タルの事業費といたしましては、売却代金を含めてプラマイがほぼゼロでございます。 

        一方で、新しい住民誘致を図ることによりまして、仮に７５％減算されたといたしまし

ても、もう初年度から市にとりましてはプラスになると。じゃ、トータルの投資効率を考

えたら、多額の事業費を投じて１５年から２０年かかる事業よりも、即効性がある事業の

ほうがよいのではないかなというふうに考えているところでございます。 

        それぐらいは市長を８年ぐらいやっていれば十分に分かるのかなというふうには思って

いるところでございます。 

（「委員長、市長におかれましては発言には十分注意いただきたいと思います」と呼ぶ者

あり） 

１．委員（黒田 実）  本当に真摯な答弁が全く見受けられない。しかもるる説明いただきましたけれ

ども、その税収だけではかる、地域経済効果も含めてですよ。それは市長としてそういう

お考えというのは答弁いただいたんですが、もうこれ議論がかみ合いませんので、今のお

話について私なりの考えを取りあえず端的に申し上げますけれども、しっかりと官民連携

して地域に投資をして人を流入させる、企業を誘致する、そのことが結果的に税収として

どうかはともかく、まちの活力としては税収だけではかれないものがありますので、そこ

はもう決定的に考え方が違うんだなというふうに思いました。 

        それで、話、元に戻ります。 

        先ほどちょっと令和６年については定額減税というのはあるんですけれども、ただ、そ

こを言っているんじゃない。ただ、ここもうずっと１０年の推移を見ると、大体４３、４、

５、６、もうこのあたりですよ。固定資産税はもう明らかにもう１０億を超えていくぐら

いの勢い、増としてはこれはもう顕著なんです。 

        だから、令和６年ピンポイントで減税のあれがあってとかじゃなくて、それを入れたと

しても４４億、５億ですわね。ということは、ここ１０年推移はほぼ変わっていない。１

億、２億のぶれはありますよ。これもうほとんど変わっていないということなので、ちょ

っと定額減税についてちょっとご説明はいただきましたけれども、やっぱり結果的に見る

と、やはりしっかりと転入超過はあるにしても、税収から見ると、やっぱりもうここの間

やっぱりもう横ばいであるということは、もうこれはもうデータとしてはっきり出ている

わけで、ここについては、やはり市の税収構造として、これは今までにない過去最高とい

うような評価もありますけれども、やはり大きく寄与しているのは固定資産税、このあた

りが非常に税収効果として大きな原動力になっているというふうに私は思うんです。 

        ということについて、担当としてどのように捉えているのかお聞かせください。 

（「－－－言わない－－－」と呼ぶ者あり） 

１．市民部次長兼税務室長（東田和成）  はい、お答えいたします。 

        今、特に個人住民税の横ばいというところのお話でございますけれども、近年ふるさと

納税、いわゆる本市の住民の方が他市にふるさと納税された場合に出ていく金額につきま
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して、これ右肩上がりに上がっているというのが実情でございます。 

        例えば、そういう制度がなかった場合に、ある程度本市のほうもちょっとその住民税の

確保というのはできたのかなと思うんですけれども、やっぱり他市に比べてかなり流出し

ているというところが多いので、一定少しは上がっていますけれども、横ばいというとこ

ろについては、そういったところもかなり影響しているのかなというところで。 

        あと、納税義務者数についてはほぼ横ばいで、やや右肩微増というところはございます

けれども、先ほど申し上げたように近年の上昇分につきましては、先ほども言いましたよ

うに賃金の上昇というところだけで増加しているのかなというところでございます。 

１．市長（山本 景）  ふるさと納税の影響額に関して申し述べますと、直近で言いましたら年間３億

あります。年間３億、これが結果といたしまして個人市民税の減収になるというのは、こ

れは市長をやっていれば十分分かっているのかなというふうに思ってはおりますけれども。 

１．委員長（岡田伴昌）  発言にはご注意ください。 

１．市長（山本 景）  ３億円のうち７５％、２億２千５００万は、これは個人市民税ではなくて地方

交付税交付金で補塡されております。もしそれがなかったのであれば、また定額減税のと

ころの影響額も考慮いたしました４３億ですけれども、そこにプラスして、まず定額減税

分で４６億、また、ふるさと納税によって減額された部分の２億２千５００万に関しまし

ては、地方交付税交付金で賄われておりますから、それらを足し込むと４８億を超えてお

るところでございます。 

        ４８億という数字に関しましては、この一番古い資料で申しましたら、平成２９年度４

３億から見ますと３億は増加はしているという状況でございまして、人口減少、少子高齢

化の中にありまして、本市におきましては個人の市民税に関しましては十分に増加傾向に

あり、今後も人口ができるだけ減らないまちづくりをいたしますとともに、また、近年の

物価上昇、また賃金の上昇もありまして、これを見て、もう説明したらもう十分に個人市

民税は横ばいというふうな言葉、判断には至らないというふうには思ってはおるところで

ございます。 

        なお、固定資産税に関しましても、当然のことながら伸びていることは分かっており、

当然のことながら建築物価の高騰による上昇とかいろんな要素もありまして、増加はして

いるところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  丁寧にご説明、たらればの話をしているわけではないので。 

        当然ふるさと納税の影響もあるにしても、私が聞いているのは、今、交野市は過去最高

の市税収入になった。でもその大きな要因はやっぱりもう固定資産税でしょう、じゃない

んですかということをこのデータで見て言っているだけなんですよ。 

        ふるさと納税に流出されたやつを入れたら市民税はこうなりますとか言うてもですよ、

それはもうたらればの話ですから、私何もそこを聞いているわけではありません。結果と

してはどうあれ横ばいであることはもう明白なので、市税収入が増えてきた原動力はやは

りもう固定資産税じゃないんですかということを、担当のほうはちょっと詳細にいろいろ

と分析というか、個人市民税の推移の分析はお答えいただいたんですが、ただ、もうたら

ればはいいです。明白に今の交野市の税収構造でいくと、この固定資産税、これがやっぱ

り一定大きな原動力になっていると思いますが、もう一度だけお考えをお聞かせいただけ

ますか。 
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（「－－－理事者はこちらで決めてもらってもいいです。答弁者はこちらが決めれます。」

と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  発言のほうは慎重にお願いします。 

１．市長（山本 景）  何度も繰り返しになって、同じ答弁にはなるということはご容赦くださいます

ようお願い申し上げます。 

        先ほど申しましたとおり、個人市民税に関しましては、合計、実質的には増えてはおり

ます。うち、しかもこれ３億円というのは、これ国の制度によって結果的に見た目が一時

的に３億円減っているだけにしかすぎないというふうに考えておりますので、私といたし

ましては、今期の税収構造で申しました個人市民税は増えている。残念ながら法人市民税

に関してはあまり増えていないで、固定資産税が増えている。また都市計画税に関しまし

ても増えていると。 

        これは、うち、市街化調整区域にも課税をしたという要因も、約３千万ぐらいあります

けれども、複合的な要因で、本市におきましては税収、市民税のところに関しましては増

えているというふうには考えてはおります。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑は。 

１．委員（岡田智里）  実施計画書の５９ページ、公共交通機関運賃補助事業についてお伺いいたしま

す。 

        先日行った私の一般質問では、令和７年度予算編成時の見込額に対する伸びが大きい障

がい福祉サービスとして、行動援護などの利用が想定を上回ったとご答弁をいただきまし

た。行動援護の需要が伸びているということは、交野市内において１人で外出することが

困難な当事者などが増えてきていると推察されますが、今般の障がい者や高齢者等を対象

とする乗車チケット増額とどのように整合性を取るのか見解を教えてください。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  お答えします。 

        障がいをお持ちの方の中のサービスの中で、同行援護、行動援護、移動支援の支給決定

を受けている方につきましては、当該おりひめバスをご利用される場合も、その介助され

る方、支援者の方々にもチケットを配付させていただいておりまして、現行もさせていた

だいておりまして、次年度についても同様の取扱いをさせていただく予定にしております。 

１．委員（岡田智里）  続いて同じページの重度障がい者外出支援サービス事業についてお伺いいたし

ます。 

        取組内容には５００円券を年間３６枚支給すると記載されておりますが、どのような根

拠に基づいて年３枚増やすのか教えてください。 

１．福祉総務課長（畠山悦子）  補助額の増額というふうなところを、まず来年度の施策の中で考えて

いるところでございます。現行５００円券を３３枚のつづりにしました１万６千５００円

分を支給しているところでございますが、補助額自体を増額するというところでの枚数編

成になっております。 

１．市長（山本 景）  高齢者の外出支援のところを今回４千６００円から６千円ベースにしています。

タクシー、これが４千５００円だったので４千５００円と４千６００円で、整合性がこれ

で６千円取れました。 

        こちらの１万８千円は何かといったら、この６千円のところの３倍ということで、切り

がいいというか、先渡しするときに非常に渡しやすいということもありまして、今回、６
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千円の３倍に意図的にしたというものでございますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

１．委員（岡田智里）  では、ページが変わりまして実施計画書の６９ページ、介護予防日常生活支援

総合事業（給付事業）についてお伺いいたします。 

        令和７年度と比べて訪問型サービスＣと通所型サービスＣのいずれにおいても事業参加

者数の計画が増える予定となっておりますが、令和７年度の具体的な実施状況とその評価

をもって、令和８年度でどのように生かすのか教えてください。 

１．高齢介護課長（福田美樹）  お答えいたします。 

        すみません、このページ特会でございまして、一般会計ではございません。 

１．委員（岡田智里）  では、項目が変わりまして、介護人材確保支援事業についてお伺いいたします。 

        令和７年度の申請者実績は５０人となっておりますが、令和８年度の申請者数を１００

人に見込んでいる妥当性について教えてください。 

１．高齢介護課長（福田美樹）  お答えさせていただきます。 

        昨今新聞報道等でも申し上げられております介護人材の不足に関しまして、大阪府等の

高齢者計画を見ますと、２０２６年で交野市では１５０人の不足が予想されております。

この制度、令和５年度から始まったところでございまして、今現在１４５名の方の申請が

ございまして、決定通知を出させていただいているところでございますが、２０４０年に

は３７８人とまだ不足が継続する形になっております。継続的にやはり介護人材を補って

いく上では計画的に確保していくところで、おおむね１００人程度を見込んでいるところ

でございます。 

１．委員（岡田智里）  では、ページが変わりまして実施計画書の７６ページ、高齢者ＩＣＴリテラシ

ー向上事業についてお伺いいたします。 

        令和４年度より毎年実施しておられますが、効果がどのくらい出ているのか教えてくだ

さい。 

１．高齢介護課長（福田美樹）  当初、初年度につきましては初級コースのみをしておったんですけれ

ども、次年度以降、初級、中級という形で進めさせていただいております。今年度につき

ましてもほぼ定員満員で皆さん受講していただいておりまして、初級も中級もともに皆さ

ん喜んでいただいているかなというふうに思います。 

        アンケートの結果を見ましても、とても分かりやすい、そしてもう少し学んでいきたい

というようなお声もございますので、もう少し難しい講習や、あるいは媒体というか、ス

マホだけじゃなくて例えばタブレット、そういったところも使えるような形も検討してい

きたいなというふうには考えております。 

１．委員（岡田智里）  じゃ、年間の開催頻度について教えてください。 

１．高齢介護課長（福田美樹）  お答えいたします。 

        年間４回を１つのクールとしまして、それを年６回開催させていただいております。 

１．委員（岡田智里）  じゃ、年間通して開催されている中で、各回ごとに新規の参加者はどの程度い

らっしゃるのか教えてください。 

１．高齢介護課長（福田美樹）  すみません。そこの集計はできておりませんでして、初級を終えた方

が中級に移行するというところもございますので、なかなかちょっとそこの集計はできて

おらないところでございます。 
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１．委員（岡田智里）  では、ページが変わりまして実施計画書の８２ページ、基幹相談支援センター

事業についてお伺いいたします。 

        事業委託に係る進捗状況について具体的に教えてください。 

１．障がい福祉課長（猿橋 峻）  お答えいたします。 

        こちらの基幹相談支援センター事業でございますが、令和７年度、今年度中にサウンデ

ィングや仕様等に係る公募内容の見直しを図りました上で、改めて公募を実施をいたしま

した。その結果、事業者選定を行いまして、令和８年度より委託実施とする予定にしてお

ります。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  では、最後にページが変わりまして実施計画書の８６ページ、重度障がい者施

設整備事業についてお伺いいたします。 

        取組内容には、地域事業者の動向確認を行い再公募を実施すると記載されておりますが、

この内容について具体的に教えてください。 

１．障がい福祉課長（猿橋 峻）  お答えいたします。 

        今年度につきましては、令和６年度の実施をいたしました公募結果、こちらは事業者手

挙げなしでございました。この結果を踏まえまして、事業所等へのサウンディングや地域

における資源状況、具体的におきましては同種事業の開設の動き等について把握をさせて

いただくことを中心に動かせていただきました。 

        その結果について審議会において方向性の検討を行いまして、令和８年度におきまして

はそういった開設の状況、地域における資源の整備状況であったりとか、あと実際のサー

ビスの充足状況、こちらの把握を行いながら適切な公募のタイミングを含めまして、丁寧

に進めていくという考えでございます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  再公募して、事業者が見つかる見込みはありそうでしょうか。 

１．障がい福祉課長（猿橋 峻）  公募でございますので、そこは何とも言えないところなんですが、

なかなか難しいところではあるかと思うんですが、再公募をするという予定でございます。 

        以上です。 

１．委員（三浦美代子）  実施計画書の１５ページと参考資料の１０７ページでちょっと確認したいこ

とがあるんですけれども、一時預かり事業、いわゆる星の子ルームの件、そして来年度か

ら実施されます乳児等通園支援事業、この星の子ルームと乳児等通園支援事業、新たに始

まりますが、その違いというか、同じように育児不安や様々な子育て支援というイメージ

では一緒なのかなと思うんですけれども、何か違いがあるのかどうか教えてください。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        一時預かり事業とこども誰でも通園の違いになりますが、一時的にお子さんを預かると

いうことでは２つの事業は同じ形にはなっています。ただ、一時預かり事業は保護者のニ

ーズが生じた際に預けるというような考えを基本としている事業です。一方、こども誰で

も通園制度は、子供の成長のために通うという考えを基本としております。ここが違いに

なっております。 

        以上です。 

１．委員（三浦美代子）  そういう感覚なんだろうなと思うんですけれども、星の子ルームはどちらか
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といえば親御さんのためのイメージという今ご答弁であったと思うんですけれども、でも

乳児等通園支援事業もその意味合いも当然あると思いまして、その辺事業をもう少し明確

に分けるのか。というのは、それなりに予算もついていますし、どっちかというと私は分

かりにくいなというふうに感じました。 

        そのあたり、今西田課長にそのように答えていただきましたが、私の考えに対していか

がお考えでしょうか。 

（「どこまで職員が答えるのか－－－そういう問題－－－」と呼ぶ者あり） 

１．こども園課長（西田賢之）  すみません。お答えします。 

        ゆうゆうセンターにある星の子ルームのほうでは、こども誰でも通園制度は実施しませ

んので、もし星の子ルームをご利用する場合は、一時預かり事業として保護者が保護者の

ニーズとして預ける必要があります。 

        ただ、こども誰でも通園制度も保護者のためにという視点はございますので、委員がお

っしゃるとおり事業内容としては同じような事業になっておりますので、保護者のニーズ

に応じて事業を使い分けていただくような形で考えております。 

        以上です。 

１．委員（三浦美代子）  これを縮小しろとかそういうことを言いたいわけじゃないんですけれども、

今後、どのような方向に持っていかれるのかも含めて、こども誰でも通園制度自体が新た

に始まる事業ですので、これは国でも肝煎りの子育て支援事業だというふうに認識してお

りまして、そこら辺のメリットも当然あるかと思います。今後、精査していただきたいな

というふうに思います。よろしくお願いします。 

        それともう一つ質問がありますのは、先ほどから出ています放課後児童会におけるおや

つなんですけれども、新たに事業所が次年度から決まるということなんですが、平均すれ

ば１日１００円のおやつ。イメージが全く私分からないので、それで質問させていただく

んですけれども、１年生の子も６年生の子も同じ金額で、どういう、こう昔だったらバナ

ナ１本とかミカン１個とか、それを１か月トータルで予算するので平均２千５００円にな

るのか。 

        小学校１年生の子でもたくさん食べる子もいるでしょうし、あるので平均とされるのか、

何かこうそういう事業者さんからのプロポーザルというか、そういうおやつに関する提供

の仕方の提案とかいうことはあったのか。あるいは市のほうからそれを委託される場合に

おいて、何か要望というか条件は言われたのか、そのあたりを教えていただけますでしょ

うか。 

１．子育て支援課長（今村陽子）  お答えいたします。 

        放課後児童会のおやつ、２千５００円としております。２千円が通常のおやつに充てま

して、５００円が行事、お誕生日会とかそういう行事食に充てるような形でご提案いただ

くように、仕様書とかに定めております。 

        年齢別というところにはなりますが、一定、小学校の児童が補食として食べるおやつの

カロリーというところで定めておりまして、おやつの内容につきましても、現行の児童会

で提供しているおやつの品数に近いもの、後はカロリーと季節のおやつを提供するように

ということで仕様書に定めて公募をいたしました。 

１．市長（山本 景）  放課後児童会の構成の小学生というのは１年から６年にはなってはいますけれ
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ども、実態でいうとやはり放課後児童会が学校よりも楽しいと言っている子供たちであっ

ても、４年、５年、６年とかになっていきますと、やはり友達と遊びたいとか、家でゲー

ムしたいとか言ってもうやめちゃうのが実態です。ほぼ１年、２年、３年というのが実態

でございます。 

        おやつに関しましては、交野市は過去、議会からのご指摘もありまして、給食は公会計

にしたんですけれども、ちょっと私もちょっとうかつだったとは思っておりますけれども、

この放課後児童会のおやつ等に関しましては公会計になっていなかったということなので、

この際市長部局に移りましたので公会計にして、かつ、やはりものの管理って非常に大変

です。過去には、賞味期限切れのものを出してちょっとお叱りも、議会からもちょっとご

指摘も賜ったという過去がありますので、そうしたこともトータルで考えて、また指導員

さんの負担の軽減という意味もありまして、今回外部に委託をすると。 

        少なくとも質はしっかり担保はいたしました。私も実際、学童に行ったときに出てきた

おやつは食べてはいないですけれども、拝見はしたんですけれど、それなりの量はありま

したので、この金額でも十分に子供たちは満足はしてもらえるのかなと。かつ、それは今

後も変わらないかなというふうには思っておりますので、どうかご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

１．委員（三浦美代子）  ありがとうございます。 

        実際、確かに高学年の方、放課後児童会に参加される方は少ないということは、数字を

見ても重々承知しているんですけれども、１年生と５年生、６年生とが同じ金額、そこら

辺は、学年あるいは高学年、低学年でおやつ代の金額を変えてもいいのかなというふうに

少し感じた次第です。 

        実際、小さな子供さん、カロリー等もいろいろということで考えていただいているんで

すけれども、おやつの食べ過ぎも、あれば誰でもいっぱい食べたいし、晩ご飯にも影響あ

るという保護者からのご意見もかつて聞いたこともありました。 

        そういうことで、低学年には少し低めのカロリーなのかな、あるいは高学年には多めの

カロリーなのかなとか、そういうことも考えましたら、徴収する金額も少し下がってもい

いのかなということを感じたので、意見として今回は少し感じたことを言わせていただき

ました。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．副委員長（山下千穂）  実施計画書の６４ページ、行旅病人及び行旅死亡人取扱い事務についてお

尋ねさせていただきます。 

        この墓地埋葬等に基づく葬祭について前年度から計画増になっているんですけれども、

これはやっぱり近年増加傾向にある孤独死やったり、そういうことを鑑みて、こうやって

計画、増加されているという認識でよろしいでしょうか。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  お答えいたします。 

        委員のおっしゃるとおりで、令和６年度に４件で、令和７年度現在で３件対応させてい

ただいております。 

        以上です。 

１．副委員長（山下千穂）  ちなみにお伺いしたいんですけれども、６年度の４件、７年度の３件、７
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件なんですけれども、これは年齢層といいますと、どういった年齢層がありますか。 

１．生活福祉課長（中野陽子）  お答えいたします。 

        合計７名の内訳といたしましては、６名が高齢者で１名が高齢者以外という形になって

おります。 

        以上です。 

１．副委員長（山下千穂）  この身元不明の方、また身寄りのない方に関してのサポートを充実させる

ということは、非常に重要なことだと思います。亡くなられる前の段階なので、もう本当

にサポートをしっかり充実させていただいて、孤独で亡くなる方をまず減らしていくとい

う観点で、何か市のほうで施策のほうの充実をお願い申し上げて、この質問を終わります。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の１８３ページで、もう確認だけなんですけれども、戸籍の保管の年

数が１５０年というのは知らなかったんですけれども、キャビネットを耐久性のあるもの

に７台買い換えるということで、これ今後市民部が別館に移ってこられるときに、こうし

た戸籍とかほかの書類もたくさんあるかと思うんですけれども、全部こっちに一緒に持っ

てくることになるのか、別の場所に置いておくのかとか、そんなスペースもあるのかとか

いうあたり教えてください。 

１．市民部次長兼市民課長（菅 和美）  お答えさせていただきます。 

        今回、戸籍書類保管状況整備事業としてお願いをしておりますこちらの耐火のキャビネ

ットに関しましては、別館のほうには持ってくることではなくて、本館の耐震化工事の影

響の受けないところで設置をするというところで調整のほうを図っているところです。 

１．委員（皿海ふみ）  こちらの執務室を離れてというところで、特に戸籍とかセキュリティーの高い

書類ですので、もちろん鍵とかはかかっていると思うんですけれども、そこの外部の工事

の方もたくさん入ってこられる中ですので、そこの安全確保というのはどのように考えて

おられるのか、もう少しお聞かせください。 

１．市民部次長兼市民課長（菅 和美）  お答えさせていただきます。 

        こちらのキャビネットに関しましては、施錠があるということと耐火性があるというと

ころで、戸籍法の施行規則のほうにもうたっているところでございますので、もちろん書

庫みたいなところでは保管になるんですが、そこの中で外部の方からの何か不安というと

ころは排除するような形での保管というところで考えているところです。 

１．委員（皿海ふみ）  なかなかないかなとは思うんですけれども、外部の方が立ち入れないような対

策とかもしっかり取っていただきたいなと思います。 

        市民部の方、こちら別館に、この部屋になるんですか、移ってこられるというのはいつ

頃になる想定なんでしょうか。 

１．市民部次長兼市民課長（菅 和美）  想定といたしましては、５月の末から６月にかけてというと

ころで調整を図りたいなと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  もうすぐですね。通常業務も忙しい中大変だと思いますけれども、混乱が起き

ないようによろしくお願いします。 

        また、市民の方が来られる際に案内、１回本庁に行かれる方とか、こちらに来られても

迷う方とかもたくさん出てくるかなと思いますので、そのあたりの案内対応等も着実に配

置していただきますようによろしくお願いいたします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。どれぐらいボリュームありますか。 
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        ほかの方で、この後質疑。 

１．委員（松村紘子）  すみません、ちょっと確認なんですが、実施計画書９４ページの健康相談事業

において、令和８年度の活動指標、骨密度測定件数が令和７年度は２千件以上あったんで

すが、この計画では２００件と１０分の１になっているんですが、こちらに関して何か理

由があるのか教えてください。 

１．健康増進課長（早野多恵子）  お答えいたします。 

        今まで骨密度測定におきましては、集団検診の際に希望される方を実施しておりました。

そこを、骨密度検診は健康増進法に基づき骨密度の低下リスクの高まる女性を対象に実施

するというふうな厚労省の考えに基づき、４０歳から７０歳までの女性、５歳刻みの節目

で実施する形を考えております。 

        女性は閉経直後から骨密度が急激に低下することがありますので、骨折や介護状態の予

防のために取り組んでいくというふうになりましたので、実施人数のほうが変更となって

おります。よろしくお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。ほかに質疑はよろしかったですか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようですので、よろしいですか、Ｂブロックの質疑はこの程度に

とどめます。 

        なお、午後１時からＣブロックの質疑を行います。 

        ただいまから午後１時まで休憩とします。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

１．委員長（岡田伴昌）  再開します。 

        これより議案第１５号のＣブロックの質疑を行います。 

        質疑はありませんか。 

１．委員（岡田智里）  実施計画書の１２２ページ、がけ地近接等危険住宅移転・補強に係る補助事業

について、お伺いさせていただきます。土砂災害特別警戒区域に居住する方に対する支援

であると認識しておりますが、資料に記載されている令和３年度からは、住宅補強等の実

績としては毎年ゼロ件であることに対する見解を、まずお伺いいたします。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  当案件につきましては、周知もさせていただいているところで

はございますが、対象件数も少ないところもございますので、今のところ案件がないとい

った状況でございます。 

１．委員（岡田智里）  対象件数について、詳しくお伺いいたします。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  約、というところではございますが、約２００件程度というふ

うに認識しているところでございます。 

１．委員（岡田智里）  先ほど周知も行っておられるとご答弁がありましたが、どのような周知の方法

なのか教えてください。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  広報及びホームページで周知しているところでございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松村絋子）  実施計画書の２２４ページ、都市まちづくり部の組織目標のところにおきまし

て、「天の川盤船線について、市が事業主体となり整備を進められるよう大阪府と協議・
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調整を行います。」ということで、重点取組のうちの１つに記載がございますが、大阪府

との覚書で４つの条件をクリアすることがなかなか困難である中、今後どういった協議を

行うのか、またどこまでを来年度の目標としているのか、具体的なところ教えていただけ

ますでしょうか。 

１．理事兼都市まちづくり部長（竹内一生）  お答えさせていただきます。 

        現在大阪府のほうと、大阪府が行われていました予備設計だとか測量成果のデータを受

け取るような協議をさせていただいております。その上で、交野市としても確認をした上

で、交野市として必要な設計なり調査なりを進めていく必要があるかなと思っております

ので、まずはそのデータを引き継いだうえで照査をする必要があるかなと認識をしており

ます。その上で、交野市としての必要な取組を続けてまいりたいと考えております。 

１．委員（松村絋子）  すみません、大阪府のほうから、この整備に当たってのデータをもう既に受け

取っておられてというところですか。 

１．理事兼都市まちづくり部長（竹内一生）  現在受け取ってはおりません。大阪府から譲与していた

だくのに、条件等の協議を今させていただいて、大阪府からの回答待ちという形になって

ございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（黒田 実）  それでは、私から参考資料１３９ページで地域公共交通の確保に関する事業と

いうことで、歳出の内訳も記載、これちょっと中身の確認なんですけれども、内訳として

バス運行、それから利便性向上ということなんですけれども、バス運行の委託料、それか

ら負担金補助金及び交付金、これはもう年間の計上、経費というかということなんですけ

れども、この利便性向上で委託料として２千２００万、これはいわゆる利便性向上に関わ

るいろいろバス停の標柱作成とか、利用促進事業バスロケーションシステム構築、交通系

システム導入等といろいろあるんですけれども、いわゆるイニシャルで済むやつと、例え

ば今後も、交通系システム導入等と、導入のイニシャルだけで済むものなのか、システム

云々も含めて一応費用がかかるものなのかという、２千２００万のうちイニシャルで済む

部分もあるんでしょうけれども、今後も利便性向上に向けて毎年かかる費用という、その

大きく２つで分けてほしい。分けるような内容であれば、参考までにお聞きかせいただき

たいんですけれども。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  お答えいたします。 

        交通系ＩＣシステムの導入につきましては、導入は昨年度させていただいたところがあ

るので、そこの変更部分と、あとサーバー使用料や保守点検料というところでイニシャル

コストがかかってくる部分がございます。あと、バスロケーションシステムについては、

入れるシステムによって外部のサーバーを使うケースについては、ランニングコストがか

かってくるケースは考えられるというところで、こちらについては今後事業者によって内

容が変わってくる部分があるんではないかなというふうに考えているところでございます。 

１．委員（黒田 実）  一応説明いただいたんですけれども、要は２千２００万のうち来年度でイニシ

ャルとして済むというのと、ただちょっと今年度も負担を要するよというその分け方で大

体どんな、概算でいいんですけれども、分かる範囲で結構なんですが。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  申し上げます。 

        まず、確実にかかってくるというところで交通系ＩＣのランニングコストでございます
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が、７６万５千円程度というところでございます。あと、バスロケーションシステムにつ

いては、現状こちらの積算したシステムについては、ランニングコストかからない形での

お話を伺っているところでございますので、ランニングコストとしては今申し上げた部分

というところが想定されております。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  すみません、私も今のところで。 

        おりひめバスにつきましては、切れ目のない運行に合わせて毎年少しでも利用しやすい

バスにということで、大変努力していただいているなというふうに思っております。この

バスの委託料のところなんですけれども、委託料１億８千７００万ほどで、令和７年度の

予算を見たら１億８千２００万ぐらいだったかな、それほど変化がないようなんですけれ

ども、８年度バスの朝夕の増便だとか、南部ルートのほうも夜間１本増やしたりとか、結

構拡充されるんですけれども、委託料については大幅に増やさずともいけそうな見込みな

のでしょうか、そのあたり少し状況教えてください。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  お答えいたします。 

        基本的には、拡充をする中で協議をさせていただいて、できるだけ大幅にコストが上が

らない中で、利便性の向上というところで調整をさせていただいているところでございま

す。ちょっと昨年度から若干金額についてなんですけれども、上がる部分はあるかなとい

うふうには認識しているところでございます。 

１．市長（山本 景）  具体的なところを答弁申し上げますと、一言で言ってしまったら、お金を使う

よりも頭を使ったというのが正直なところで、例えば土日祝で南部路線に関しましては、

コモンに行くところと南星台に行くところ、星田駅に行くところに関しましては、よくよ

く調べてみたら、一旦コモンシティ行って星田駅戻って、また星田駅戻ってから南星台行

って、また星田駅戻るというのでも、１時間に１本でいけるということが分かりましたの

で、これは別にお金がかかるとかそういうんじゃなくて、運用上の工夫をやることにより

まして、改善はしたというところでございます。 

        ただ、日中におきましてコモンのルートに関しましては、原則３０分に１本に増便した

ように見えるんですけれども、これもよくよく調べてみると、過去京阪バスの時代から４

０分に１本だったので、令和７年度につきましては４０分に１本と。よくよくルートを考

えてみたら、行って帰ってくるというのが実は３０分でできるということが分かりました

ので、だったらそんなにお金かからないんだったら、そこの運用を変えたほうがいいとい

うことで、どちらかといいますとお金を使ったというよりは、今回切れ目ない運行をする

中におきまして、運用の改善ができるということが判明をいたしましたのでそちらに重点

を置いたと。 

        また、止まる場所、ルート変わらずにバス停を増やしたからといって、バス停に係る初

期費用はかかるんですけれども、ランニングコストは特段変わるとかそういったものでは

ないことから、結果といたしまして年間にかかるコストはあまり変わっていないんだけれ

ども、大幅に市民の皆様の利便性につきましては、令和８年７月から改善はするというこ

ととなったところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  いろいろと工夫もしながらというところで、ありがとうございます。それと、

運転手さんの確保なんですけれども、当初、自家用有償旅客運送という形であってもやは
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り運転手の確保というのはなかなか簡単ではないということであったり、大型一種の免許

しかない方、バスの対応大丈夫かなとかいろんな声もあったかと思うんですけれども、そ

の運転手の確保とか利用者への対応とか、そのあたりの状況はいかがでしょうか。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  運転手の確保につきましては、事業者と協力をしながらという

部分で行っているところでございます。ドライバーにつきましては、二種免許のドライバ

ーを基本的に雇っていただいている部分あるんですけれども、一種免許のドライバーもも

ちろん間に入りながらというところ、ただ、市民の皆様からもいろいろご意見いただく中

では、ご好評というか安全運転でかつ丁寧な対応をしていただいたというところもお声い

ただいたと。直近ではメールでもそういう形でいただいた中では、ドライバーさんの名前

確認をしてそちらのお話を聞くと、そのドライバーさん二種免許ではなくて一種免許で運

行を開始されたというところで、しっかり人を選んでというか、研修を行いながら運行し

ているということで、ドライバーの確保等も努めているといった状況でございます。 

１．委員（皿海ふみ）  ありがとうございます。私も南部ルートの方から、結構運転手さん親切な方多

いねということで、助かるなという声もお聞きしております。急に運転手不足とかになら

ないように、引き続き密な連携をお願いいたします。 

        あと、バス停ごとの利用数の把握と公表なんですけれども、定期券の利用者の把握が難

しいとかお聞きしたようにも思いますけれども、バス停ごとの状況がより分かればいろん

な今後の方向性なども考えやすいと思うんですけれども、そのバス停ごとの利用者の把握

と公表というのは、どのような状況、できるのかできないのかというところで教えてくだ

さい。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  今年度運行を開始するという中で、一応センサー等もつけなが

らというふうにはさせてはいただいていたんですけれども、なかなか精度が上がってこな

いというところで苦慮しているところではございます。次年度につきましては、予算上げ

させていただいているバスロケーションシステムと連動するような形で、精度の高い乗降

客数の把握に努めたいと思っておりますので、その内容を確認をしながら、地域公共交通

会議は広く情報等、広めていくというか見せていくというところは進めていきたいなと考

えているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。バスロケーションシステム、バス待ちの方が確認できるという

ので、それも非常に喜ばれるなと思っているんですけれども、運用開始は何月頃になりそ

うでしょうか。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  お答えいたします。 

        ７月の新ルートというか、新しい運行に合わせて導入というところで進めている、考え

ているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。ありがとうございます。 

        続いて、参考資料の１４５ページの星田公園のバスケットコート等の整備というところ

なんですけれども、公園の遊べる場所またバスケットコート等の整備も順次進めていただ

いているというところで、星田公園のこの場所は、下の多目的広場なのかなと思うんです

けれどもその場所と、あわせて、地域の意向を踏まえた公園改修事業を実施する設計とい

うことですので、その改修事業の内容も併せて教えてください。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 
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        星田公園のほう、場所としては一番上のほうで、木製遊具が昔あった、アスレチック等

あったところになるかと思うんですけれども、を検討しております。地元のご意向等も踏

まえてというところではあるんですけれども、あと管理方法、運営方法を含めたやり方と

いうか、バスケットコートですので安全に使っていただくという面でもやはり人の目もい

るかなというところで、その辺の検討も含めて来年度設計のほう入らせていただけたらと

いうふうに考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  公園改修事業を、というのは、例えば階段をもうちょっと改善するとかそうい

うんじゃなくて、運営方法の設計というイメージなんでしょうか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 

        基本は、当然公園のバスケットコートの作り方等がメインにはなるかと思うんですけれ

ども、併せて運営を検討したいというふうに考えております。 

１．市長（山本 景）  まず、本件に関しましては出発点が２つあって、まず１個が、地区様から星田

公園に関しましての改善ができないかというご相談を受けていたというところと、もう１

点といたしましては、先般、北河内の消防の訓練大会が寝屋川公園であった際に、バスケ

コートの利用者から声をかけられて、なんで私のこと知っているのと話を聞いたら交野市

民で。どこから来たのと聞いたら、星田から来たと。倉治にバスケコートあるやんと話は

したんですよ。そしたら、そこ遠いからここまで来てるねんという話でございまして、や

はり交野市民の方でもバスケコートを倉治まで整備はいかせましたけれども、それでは足

らずに寝屋川公園まで行っているという実態がありますので、その地域の状況等も考慮は

いたしまして、やはり適切な場所といたしましてこの星田公園だとは思っているところで

ございます。 

        ただ、この星田公園に関しましては、この地図の北側に関しましては公園とは別に約３

億円ほど交野市がお金をかけて、過去ふれあい広場を整備するとか言って買ったんですけ

れども、今、森になっています。そういったことの利活用とかも含めまして、地区の皆さ

ん等のご意見をしっかり聞きながら、よりよい星田公園を目指して、今回まずは一旦、一

部ではありますけれども予算計上はいたしましたけれども、将来的にはより星田のエリア

の皆さんが使いやすい公園にすべく、また、この前トイレがつぶされたとかそういう話も

あったので、防犯の課題もありますので、あと防犯カメラとかいろんな話も聞いています

ので、複合的な整備を市といたしましては目指していけたらなと。まずは、それのスター

トだというふうには思っているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  これから協議していくということですけれども、上の広場、遊具とかもあった

り一般の利用もあるので、バスケットコートの人しか入れないとかではなくて、譲り合っ

て使うみたいなイメージで考えておいていいでしょうか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 

        先ほどお答えしましたように、地元のご要望というところも聞きながらというとところ

ですので、どういった使い方をされるかというところは当然お伺いしながらという形にな

りますので。ただ、現状今なかなかやはり周辺の目が届かない所ということで、利用の実

態としては、私、昔公園の管理のほうさせていただいているときも怖いということで声は

聞いていましたので、その辺も含めまして、地元のご要望聞きながら設計のほうに反映し
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たいなというふうに考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  よろしくお願いいたします。 

        あと、倉治公園なんですけれども、市長の施政方針で倉治公園のテニスコート、ゆくゆ

く跡地はというお話の中で、南側に避難経路を整備しますというようなことをおっしゃっ

ていて、後々の話にはなってくると思うんですけれども、倉治公園のほう自由に遊べるス

ペースが狭いので、仮にテニスコートがなくなるのであれば、自由に遊べる広場にしてほ

しいというか、場所を増やしてほしいというようなご意見もよくお聞きするんですけれど

も、駐車場を増やすとかいう話もあったかと思うんですけれども、そのあたり今後どのよ

うに検討していかれる予定なのか、現段階での考えをお聞かせください。 

１．市長（山本 景）  実は、地域振興にもまたがるので私から答弁させてもらいたいんですけれども、

かねてから、当該野球場に関しましては駐車場が足りないというご指摘を賜って、ご要望

も頂戴はしていたところでございます。テニスコートにつきましては、議会の皆様にもお

知らせしているとおり、私部公園４面、倉治公園２面の４足す２で６で、第一中学校の横

の芝生広場と兼用で整備をするということはお示しをいたしたところですが、土地のとき

に駐車場を整備をするというと、実はこの場合は市が全額負担をしないといけないところ

でございますが、一方で当該倉治公園のうちの南側に関しましては、道路も非常に狭隘で

かつ倉治公園につきましては緊急避難場所にも指定がされていることから、避難される方

の安全性も考慮いたしますと、避難経路の整備はいずれにしても必要であると。避難経路

の整備をするときに道を拡幅すると、結果として今あるテニスコートの所に簡単に車が止

められるような形での進入路になるので、事実上駐車場の整備を、国の緊急防災・減災事

業債の７割適用を受けて整備ができるというものでございます。 

        また、委員ご指摘の子供たち等が遊べる所に関してましては、実は過去にあります。あ

ったというか、あの野球場というのは過去は平日に子供たちが中に入って遊べたんです。

それが、私が市長の時代ではないですけれども、平日の一般利用に関しましては駄目だと

いうことになったところなので、今後みらい小学校の跡地利用とかもそうですけれども、

結構交野市の社会教育施設で平日のセン、ここでも夕方はすかすかなんです、ほとんど予

約ないんです。だったらそれを社会教育施設かもしくは一般の公園なんか、そこはもうち

ょっと柔軟に考えまして、当該野球場も含めてのことではございますが、平日に関しまし

ては一般開放をすることによりまして、より多くの子供たちも含め、地域の皆さんが利用

できるようにしたほうが、よりいろんな近隣の方も含めて自由に使えて楽しめるのではな

いかなというふうには考えておりますので、どうかご理解、ご容赦賜りますようお願い申

し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  一般開放といいますか、自由に使える広場を広げるというのと、グラウンドを

利用者の環境から見てとかいうご意見もあるかと思いますので、よく協議して進めていた

だければと思います。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松村絋子）  関連してなんですけれども、先ほどの参考資料の１４５ページの星田公園の改

修設計のところで教えていただきたいんですが、バスケットコートの整備に当たって現段

階でフェンス等もつけるのかどうかというのは決まっているのか、そのあたり教えてくだ
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さい。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  現段階では、詳細のところについては何も決

まっておりません。 

１．委員（松村絋子）  分かりました。先ほどもちょっとお話あったように、広場になっているので小

さい子供たちも利用するような場所になってきますので、フェンスで囲うというような形

になるとスペースの問題もあるのかなとは思います。また、使われていないような噴水と

かもあると思うので、そのあたりもどういうふうにするのか含めて議論を、地域の方々と

の議論を進めていただければなというふうに思います。 

１．市長（山本 景）  星田公園の整備に関しましては、噴水も課題の１つだというふうには理解はし

ております。過去の交野市というか具体的には北田さんの時代の話なんですけれども、か

なり噴水がお好きだったようでして、市内各所に噴水いっぱい作ったんです。今どうなっ

ているかというと、もう軒並み全部止まっている状況で、今般ゆうゆうセンターにある部

分は、深井戸整備の際に併せて撤去はいたしたところでございます。 

        ただ噴水撤去ってお金かかるので、今考えているスキームといたしましては、緊急防

災・減災事業債を活用いたしまして防災用のあずまやを整備をすると。整備をする場所に

噴水があるということであれば、噴水の撤去費用も防災用のあずまやの整備費用も、いず

れにしても緊急防災・減災事業債の７割の地方財政措置の適用対象となることから、市と

いたしましては、ここに限らず噴水の撤去とか、もしくは古いあずまやの撤去、再整備も

含めまして、防災用あずまやの整備も含めて、こちらの星田公園に関しましては、しっか

りトータルでバスケコートだけ整備するわけじゃなくて、トータルでのよりよい整備を目

指していけたらなと思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（松村絋子）  分かりました。ありがとうございます。 

        続きまして、１４３ページの仮称私部南２丁目ちびっこ広場整備工事、こちらに関しま

しては、この広場の囲い、フェンスというのは作る予定なのでしょうか。また、管理はど

こが管理されるのか教えてください。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 

        一応高架下ということで、フェンスの設置は検討してございます。管理のほうについて

は、市の管理の公園になるという予定で進めております。 

１．委員（松村絋子）  そうしましたら、常時入り口は開けっ放しというような認識でよろしいですか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  公園ですので、開けっ放しで予定しておりま

す。 

１．副委員長（山下千穂）  すみません、よろしくお願いします。 

        参考資料の１４４ページの倉治１丁目の高架下ボール遊び広場について、ご質問させて

いただきます。バンクというのを設置していただけるということなんですけれども、これ

は大きさ５ｆｔと書いているので高さが１５０ｃｍぐらいの、大きさが幅が大体どれぐら

いのもので、素材は木製なのかコンクリートなのか、また、メンテナンスとかはどんなふ

うに必要なのかということを教えていただいて大丈夫ですか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 

        一応工場生産品になっていまして、鉄骨に木材を貼り付けたものになる予定でございま

す。今回バンクだけではなく、マニュアルパット、フラットレール等も併せて、そういう



 

－１０１－ 

整備を進めていきたいと考えております。 

１．市長（山本 景）  このトンキにつきましては、過去の一般質問で会派公明党様からご要望賜った

ものを基に、庁内で様々検討いたしまして今般令和８年度の予算に盛り込ませてもらった

ものでございまして、どうかご理解のほどお願い申し上げます。 

１．副委員長（山下千穂）  このスケボー広場に関しましては、私たち会派公明党のほうからご要望さ

せていただきまして、すごく若い方々が楽しみにしておられるというご意見も私もお聞き

しております。ですので、どんな形で進められるかということの詳細確認させていただき

たく、ご質問させていただいております。 

        公園整備等改修事業費という形で上げていただいているんですけれども、じゃそのバン

クとか先ほどおっしゃられたマニュアルパットなどを整備していただくに当たって、ここ

の広場に関してどんなふうな整備をしていただけるんでしょうか。例えば、地面整備が要

るとか、スケボーするところなので排水整備が要るとか、また周辺の環境を整えられると

か、何かどんな形でここの広場に対する整備、何かほかにされる予定がありましたら教え

ていただけますか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  当該公園につきましては、既にスケボーパー

クとして開園させていただいているところですので、現在のところ、こういう施設の設置

を念頭に置いて整備をするということで、周辺整備については今のところ予定にございま

せん。 

１．副委員長（山下千穂）  承知しました。よろしくお願いいたします。 

        そうしましたら、続いて参考資料の１７５ページ、橋梁の長寿命化修繕事業についてご

質問させていただきます。この２つの橋なんですけれども、両方とも無名橋ということで、

今回５年に１度の法定点検の結果を踏まえて補修設計していただけるということなんです

けれども、この２つの橋におきましては、いわゆる構造的な安全性に問題があったのか、

それともこれが劣化状態なので設計をされるのか、そしてそれに対する修繕というのは、

どういうようなものが行われるかというのを教えていただけますか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  橋梁長寿命化の点検に基づいて実施するもの

でございまして、基本、経年劣化によるものの補修になります。いろいろあるんですけれ

ども、主だってはコンクリートの劣化等によってクラックが入っているとかというところ

の補修になります。よくやりますのが、セメント材の注入であったりとか、クラックの補

修、また手すり部分の塗装等のやり直しになりますが、今回それを設計するということで、

修繕方法についてはその中で検討するという形でございまして、橋自体の構造が古いもの

で駄目になっているとかいうことではなく、現状のこの橋の健全性をさらに保つというこ

とでの補修になっておりますので、ご理解賜りますようお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松永隆太）  よろしくお願いします。 

        参考資料の１４４ページのスケボー広場なんですが、今回このバンクと障害物設置され

るということで、非常に喜ばしいなというところなんですけれども、ここの開園というか

開いている時間って何時から何時でしょうか。 

１．土木管理課長（土井章央）  お答えします。 

        朝の９時から夕方の５時までとなっております。 
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１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。ここ照明は今ないんですか、すみません。 

１．土木管理課長（土井章央）  お答えします。 

        照明はございません。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。管理されているのが職員さんで、職員さんじゃないか

な、車乗っていってトイレカー乗っていって置いているという状況なんですけれども、結

構早いということでご意見いただいておりまして、学校が終わってから遊ぶ時間が短いと

いうのでちらっと言われております。今現状で照明がないので、暗くなるタイミングでと

いうところなんですけれども、夏場結構明るいんで、ちょっと何か早いなという印象を受

けるというのがあるので、今後お金かかってくることでもありますので、どういうふうに

するかというところは考えていただくところの１つに入れていただきたいなというところ

要望しておきます。 

１．土木管理課長（土井章央）  お答えします。 

        照明の件は、地域からの声もありまして現在検討しております。関西電力のほうにも見

積りをしておるんですけれども、その辺の金額のところが詳細が分かっていない状況でし

て、今後検討していくという状況になっております。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

        続きまして、先ほどちょっと戻るんですが、実施計画書の１７４ページ、バスのところ

なんですが、今現状走っているバスの路線で全路線定期というのはあるんでしょうか。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  お答えいたします。 

        中型バスが走っている南部線、交野発の分と星田発の分については、定期券導入はして

おりますが、それ以外の東部ルート、中部ルート、あと北部巡回ルート、ワンボックスで

走っている分については定期券導入はしていないところでございます。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。定期として要るか要らないかというところなんですけ

れども、今バス停作っていただいてどんどん利便性が上がってきているんで、高齢者の方

が買物とかいろいろ行くときに定期として使えるんかなというところと、乗り継ぎがあっ

たりするところで２回かかるというところがあるので、そこは使える金額、今お渡しして

いるチケットもある中で、どういう使い方というところはあるんですけれども、やっぱり

乗り継ぎになると２枚消費するというのがあるというので、ご意見ちらっといただいてい

るので、定期入れて別に悪くないのであれば定期があってもいいのかなと思っているんで

すが、そのあたりいかがでしょうか。 

１．理事兼都市まちづくり部長（竹内一生）  定期の利用につきましては、当初バスを導入する際に説

明会等でも、－－－から内緒の話ですけれどもこんな得な利用の仕方あるんですよみたい

な形で、ぶっちゃけ話みたいなのをしていただいているので、本来検討しなければならな

いというところは重々認識はしております。ただ、ワンボックスカーにつきましては、あ

りがたい話ではあるんですけれども、積み残しも出ているという形が出ておりまして、定

期を発行しているは積み残しがあるはみたいな話になってくると、なんでやねんと言われ

るというところもあるので、今回何とか１４人乗りのバスに大型化することが目途が立ち

ましたので、それで積み残しがないような状態になれば検討する必要があるかなとは認識

しておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。大いに期待しているところです。バスの、今のワゴン
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タイプのところ、何回か言っているんですけれども、やっぱりバスのイメージが福祉バス

のイメージがついていますので乗りづらいと。積み残しの、今おっしゃっている話があっ

て、足が悪い人が乗ってこられた場合に降りないといけないんじゃないかという懸念もあ

ると。乗りにくいというところがあるので、今回人数が多くなるというところですごい期

待はしているんですけれども、もっと乗りやすくなるといえば大きいバス、なかなか見た

目が今、ワゴン車に「おりひめバス」と貼ってあるだけなんですけれども、そこが見た目

が乗りやすいような形で、もっと乗降者数が増えると収入も上がってくるんかなというと

ころで思いますので、そのあたりはこの先の話ですけれども、また検討の中に入れていた

だけたらなと思います。 

１．理事兼都市まちづくり部長（竹内一生）  そのようなご意見もいただているというふうに認識をし

てございます。新しいバスのほうにつきましては、今もともと福祉バスをやっていたとい

うところもありますので、それが分かりづらいということもありますので、全ラッピング

で今のおりひめバスに近い形での、見た目をそれに近づけた上でという話をして、７月か

ら新しい路線でという形を検討しておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。今ハイエースですよね、あれ。ハイエースもすごく入

手が困難なところで今回入れていただいているというところで、通常であれば買えないよ

うな状態ですので、すごい努力していただいているんだなと思います。本当にありがとう

ございます。そのようによろしくお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（黒田 実）  では私のほうから、追加で資料請求もさせていただいて、倉治１丁目の高架下、

これの利用実態あるいは維持管理に関するコスト、分かりやすく示していただきました。

ちょっとこの資料で確認をしたいんですけれども、年間５００万円、維持管理かかってい

ます。施設の開け閉め、利用者の見守り監視とトイレカーの清掃云々、これトイレカーは

常時置いている状態ですか、それとも１回１回収納しているのかどうか、ちょっと私も常

時見ていないのでなんですけれども、この日々の維持管理の実態について、もう少し確認

したいのでお願いいたします。 

１．土木管理課長（土井章央）  お答えします。 

        平日なんですが、朝の９時の開門までにトイレカーを職員が配備しております。５時の

施設が閉まるとき、そのときにトイレカーを持ち出しして庁舎に持って帰っております。

土日につきましては、金曜日の夕方に車を戻さずに現地に置いたままで、月曜日の夕方に

車を取りに来るということになりますので、土日は置きっぱなしになっております。 

１．委員（黒田 実）  分かりました。ちなみに、この見守り監視は、これは委託というかシルバーさ

んなのか何かそういう方、人材派遣して、見守り監視を月火水木金土日しているという理

解でよろしいですか。 

１．土木管理課長（土井章央）  そのとおりでございます。年末年始を除く平日休日ともに、シルバー

人材センターのほうに委託しております。 

１．委員（黒田 実）  実際目に見えて費用として、この維持管理について特に大きな部分で５００万

という、これはもう分かりました。ただ、今ちょっとお聞きするとこのトイレカーについ

ては、職員さんが平日は朝夕出し入れをしているという、これ金額換算ではないにしても
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職員さんのコストとしてはかかっているということは確認いたしました。ちなみに、５時

までの間ですけれども、今、職員さんは定時は何時になっているんかな。実際、でもこれ

回収に行こうと思うと事実上どうでしょう、５時に閉門して取って帰ってくるわけですけ

れども、行く職員さんはもう４時過ぎとか４時半ぐらいからその段取りに入らなければな

らない、そんなイメージなのかなと思うんですけれども、いかがですか。だから、朝夕で

大体どれぐらいでしょう、１時間半から２時間ぐらいは往復で取られるみたいなそんなイ

メージですか。 

１．土木管理課長（土井章央）  お答えします。 

        主に従事、当たっている職員は、基本的に現場、朝の出勤と夕方含めてほぼ現場のほう

に出ておりまして、朝が８時４５分から始業始まりますので、始業と同時に現場に出るケ

ースが多いです。ほとんどの従事している職員は現場終わってから戻ってきますので、５

時の閉門で５時１５分に間に合わせて帰ってきていますので、基本的には時間の中で収ま

っております。 

１．市長（山本 景）  松永委員への答弁にも一部重複するんですが、こちらに関しましては電気の敷

設を目指しているところでございます。このトイレカーに関しましては、そもそも国の緊

急防災・減災事業債とあと寄附金で賄われておりますので、ゼロコストで実質的に下水を

敷設したのと同じ効果があるというふうに考えております。車の送り迎え、車をこちらに

送ってまた戻すという作業に関しましては、現在職員が当たっているのは事実でございま

すけれども、電気の敷設が完了した暁には、そちらに常時設置にいたしましても特段問題

はないというふうには考えているところでございます。今、電気がないので、給電とかの

関係もありまして行って帰ってというのを繰り返しておりますけれども、こちらに関しま

してはちょっと時間はまだかかっておりますけれども、行って帰っての部分に関しまして

は、将来的には解消させるめどをつけているところであり、あくまで暫定的にこういった

対応となっておりますことはご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  あともう１つ、どうしても今後どうなるかという改善点、それはそれで検討し

ていただいたらいいんですけれども、取りに行くのに職員１人では無理やと思うんです。

２人で行って、１人がトイレカーに乗って帰ってくると。朝夕２名がこの出し入れに関わ

っているというような、それも含めて当然維持管理にかかっている、今回は直接の金額経

費を資料として提示していただいて、それは十分理解しているんですけれども、そのほか

職員さんのそういった労務コストはかかっているというふうに確認をいたしました。 

        それで、倉治の現状はそういった状態なんだと理解したんですけれども、参考資料の１

４３ページで私部南２丁目ちびっこ広場整備工事、先ほど他の委員さんからも質問があっ

て、これも中身の確認をしたいんですけれども、運営は市がやるというようなお話でした。

たしか現在の向井田なんかは開け閉め、地域でやっていただいているような理解をしてい

たんですけれども、そこは今回先ほどの説明ですとフェンスで囲んで、一応もう常時開放

という理解でよろしいんですか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 

        向井田のほうは、ドッジボール広場とボール遊びの公園になっていますので開け閉め、

地域のほうでということになっています。こちらのほう通常の公園で、ただ高架下ですの

で両方道路がついている関係で、飛び出し防止等も含めてフェンスということで考えてお
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ります。開閉については常時開放ですので、特に地域の方が開け閉めするということはな

いと想定しています。 

１．委員（黒田 実）  工事の１千２００万の内訳ですけれども、フェンスで囲います、フェンス設置

というのはそうなんですけれども、そのほか１千２００万というとどのような内容、これ

も大まかで結構です、細かく内訳というわけではないんですけれども、１千２００万とい

うとそこそこの費用だなと、フェンスだけで１千２００万というわけにいかんなと。当然

今の現状の地面をならすとかいろいろあるんですけれども、主にどのような工事内容にな

っていますか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  お答えします。 

        当該公園、今お話ししたフェンスの設置、あと当然造成ありますが、遊具の設置等も予

定しておりまして、現在滑り台、鉄棒、ブランコ、あとベンチ等の設置を予定しておりま

す。 

１．委員（黒田 実）  今フェンスだけじゃなくて遊具の設置、造成等々というお話で、向井田の高架

下はあそこトイレは設置されているんですけれども、この私部南２丁目ちびっこ広場のト

イレ体制というのはどのようにお考えでしょう。今のお話聞くと、トイレの設置というの

は入っていなかったんですが、一方向井田のほうはトイレ設置されています。ここは、ど

のようなトイレ体制になるんでしょうか。 

１．都市まちづくり部次長兼土木整備課長（谷 隆清）  現在の設計の中では、トイレは入っておりま

せん。 

１．委員（黒田 実）  倉治１丁目の高架下もトイレ体制取っている、向井田も取っています。ここも

やっぱりトイレがあったほうが当然便利だと思いますし、特にトイレというのは公園には

付き物だと思うんですけれども、今現在計画はなさっていないということですけれども、

ここは今後もトイレは必要ないというようなお考えなのでしょうか。 

１．市長（山本 景）  お答え申し上げます。 

        交野市内には、ちびっこ広場とかその他都市公園とか、大小様々な公園がいっぱいある

ということでございまして、委員様におかれましてはトイレがついている公園というのは

ごくごく一部だということは、十二分にご承知くださっていると思っておりますし、だっ

たら先に他の公園も設置をしておいたほうがよかったのかなと私は強く思いますが、私と

いたしましては近隣にトイレがある公園もありますし、トイレの体制につきましては十分

足りているという、この周辺に関しましては足りているというふうには考えております。

もとより、こちらの公園に関しましては、前私部区長であるハギワラ様から大変強い要望

を受けまして、また、住吉神社の境内にありました公園に関しましては利用が不可という

ことになり、撤去せざるを得なかったことから代替の意味もありまして、地区からの強い

要望もありまして公園の整備を決意、決断いたしまして、遅いということで大変お叱りも

頂戴はしておりますけれども、ようやく令和８年度におきまして整備に至るところでござ

いますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  地域のいろいろな要望等々もあるんですけれども、そういった背景もある、あ

るいは全公園につける、つけないというのもありますけれども、向井田のほうはついてい

ると、結構やっぱりちょっとしたことというのは私、大事だと思うんです。今回せっかく

整備するんであれば、そこはしっかりとトイレ体制を取る、倉治１丁目の高架下はしかも
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毎日出し入れしてトイレカーを設置していると。そういう考え方ですし、あそこは近隣に

ないじゃないですか。そんなことを言い出したら切りがないですけれども、そうやって維

持管理でそこまでお金をかけてやっている部分もありますので、ここについてはちょっと

今のお話で明確でなかったんですけれども、ということは市としては、ここは設置は不要

であるとそのような考え方なのか、そこは当然改善の余地はあるというか、今後はそうい

った充実というものはそれは検討していかなければならないということなのか、そこがち

ょっと不明確なのでもう一度答弁をお願いいたします。 

１．市長（山本 景）  先ほど答弁したとおりです。以上です。 

１．委員（黒田 実）  委員長すみません。ちょっと聞き漏らしたかもしれません。じゃ不要なのか、

それとも、それも設置するという検討を要するのかもしれないと思うのか、どっちですか。

不要なのか、それともあったほうがいいと考えるのか。 

１．市長（山本 景）  それはあまりにも乱暴な質問だと思っております。２つに項目を絞らせて、無

理やり答弁を強いるというのは、むしろそれは非常に議論としては不適切だというふうに

考えております。先ほど申しましたとおり全ての公園にトイレがついていない、前市長時

代におきましても、公園のトイレの整備はほぼ進めていなかったというのは事実でござい

ます。私になりまして、公園に関しましては一定、倉治の所みたいな形での整備はいたし

たところでございます。 

        向井田のトイレとも非常に近接しており、この地に関しましてはトイレの整備というの

は、必要はないというふうには考えておりますけれども、全てのところに、公園全部整備

となりますとなかなかしんどいのかなというのは、もう委員様も十分にご承知くださって

いると思ってはおります。 

１．委員（黒田 実）  全く答弁の意味が分かりません。それと、二者択一にするのはどうかとか、い

ろいろお考え方をおっしゃるのは結構ですけれども、私が申し上げているのは、当然倉治

でもそういう体制取っているじゃないですか、近所の向井田もそういうような体制取って

いる、そこに至るいきさつ、背景いろいろあったかもしれないですけれども、私ら今回新

規に開設するところも、じゃトイレカーも出動してくるぐらい、しっかりとそういう体制

取れるんじゃないですか、そういったことを踏まえてお聞きしているんですけれども、全

くそういったことについて、今もう市としての、市長としての答弁は不明確であり、この

場においては、この公園について今後やはりトイレの設置というもの十二分に検討する余

地があるというのは、私の考えですので、今の市長としては全くここについてその考えは

なかったということだけは確認いたしましたので、それを踏まえてやはりちょっとしたこ

とであっても、そういったトイレの話、全部全部をつけろと言っているわけではありませ

ん。しかし、やっぱり特にこういうところはいろんな人が集まれる要素があると思います

ので、私としてはトイレの設置も検討すべきだというふうに思います。 

（発言する者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  質問されておりませんので、お控えください。黒田委員、よろしいですか。 

１．委員（黒田 実）  はい、いいです。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松村絋子）  実質計画書の１２８ページで、消防団活動事業というところで、消防団の活動

について教えていただきたいのですが、現在の消防団員全体の合計の数と定員数について
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教えていただきたいです。また、次年度、令和８年度における広報活動の部分でどのよう

にされていく予定なのか教えてください。 

１．消防本部総務課長（今西和義）  お答えさせていただきます。 

        まず、消防団員の現時点での実員に関しましては、２０９名となっております。定数に

関しましては、２２２名となっており、やや少ない、若干少ない状況ではございます。今

年度末におきましても、６名の退団予定者というふうにお伺いしていますし、次年度につ

きましては６名入るということで、プラスマイナスゼロの２０９名のスタートになるかと

考えております。 

        交野市におきましては、団員数に関してましては約９０％以上の充足ははかれていると、

全国的にはまだ充足率は高いかなというふうに考えているところなんですけれども、各分

団さんにはやはり年齢制限というのはほぼない中で高齢化というところもございますし、

消防団さんの入団の在り方、方法に関しましては、これまで各分団さんもしくは地元地域

の方でお願いしていただいている経緯はありましたが、今後なかなか入団というのも少な

い状況の中で、本市消防本部として現在ＳＮＳ、インスタグラム等も開設していますし、

そういった違う在り方の方法で消防団員さんと検討しながら入団の広報をやっていきたい

なというふうに考えているところでございます。 

        以上です。 

１．委員（松村絋子）  ありがとうございます。歳末の夜警とかで回らせていただいている中でも、先

ほどおっしゃられたように、なかなか高齢だけれども後に入って来られる方がいないので

継続しているといったお声もお聞きをしております。先ほどＳＮＳを活用して、さらに募

集を図っていくということでお話をお聞きいたしました。対象年齢がやっぱり比較的若年

層に向いていくというふうに思いますので、若年層の方の目に触れる広報の在り方につい

て、またご工夫をいただければということで要望いたします。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  実施計画書の１５５ページの居住支援等住宅施策事務というところでお聞きし

たいんですけれども、高齢者、障がい者、ひとり親であったり生活保護であったり、住宅

をなかなか契約するのが難しいというような方への支援、これから非常に重要で求められ

ていると思うんですけれども、この居住支援に関する活動の実績であったり、計画が４回

というのは、どのような数字なのか教えてください。 

１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  お答えいたします。 

        基本的には大阪府さんと連動しながら、フォーラムという形で参加させていただいてい

る中での周知活動であったりというところ、実施させていただいております。それ以外に

も、我々福祉部局とも連携をしながらワークショップに参加して、こういったところの意

識というか、今後の進め方については検討を進めていっているといった状況でございます。 

１．委員（皿海ふみ）  福祉部とかとも連携して、困ったときに相談しやすい窓口なども、ぜひ分かり

やすくつくっていっていただきたいなというふうに思います。それから、住宅セーフティ

ネット法でしたか、大家さんへの支援で孤独死された場合への支援とか、援助できること

も増えたと思うんですけれども、そのあたりで何か新しく市として、新しい取組とか考え

ておられることがありましたら教えてください。 
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１．都市まちづくり課長（古澤悠司）  お答えします。 

        今のところ、ちょっとそこについて具体的な取組というのは、検討していないところで

ございます。 

１．委員（皿海ふみ）  引き続き、よろしくお願いいたします。 

        あと、実施計画書の１８５ページで、地球温暖化対策事業というところなんですけれど

も、この中で、市役所の庁内から出される温室効果ガスの排出量というところの数字が入

っていますけれども、令和１２年度までの目標に対して全く近づいていないどころか、７

年度は逆に増えているというような数字が入っていまして、これ数字の出し方もなかなか

難しいんかなとは思うんですけれども、このあたり来年度からの庁舎の耐震化の中で、い

ろいろな施設改修とかに伴って削減見込んでいけるのかとか、そのあたりの試算とかされ

ていましたら教えてください。 

１．環境部長（濱中嘉之）  お答えいたします。 

        係数が年によって変わっていくという中の、外的な要因によるものがちょっと大きいと

いうところでございます。ただ、ご承知のようにＬＥＤ化の整備であるだとか、太陽光パ

ネルの設置というようなところでの電力消費、このあたり踏まえて温室効果排出ガスの削

減というようなものについては、実質的には減っていっているというふうには考えるんで

すが、ただ机上の計算式に当てはまる計数というのが毎年ちょっと変わっていきますので、

そのようなところでの要因というところでご理解いただければなというふうに思います。 

１．委員（皿海ふみ）  今後の施設改修等を含めて削減できる部分について試算とか、今のところされ

ていますかというところでもお願いします。 

１．環境部長（濱中嘉之）  お答えいたします。 

        試算につきましては、交野市環境温暖化対策実行計画事務事業編というものを作ってお

りまして、こちらの中で計画的に減らしていこうという中で、各担当者集めた中での環境

マネジメントシステム、このあたりの各年度の実績をもちまして計画値に近づけていこう

というようなところで、今運営しているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  ちょっとなかなか具体的な目標の接近に向けた取組が見えにくいところありま

すので、進捗について年ごとの総括であったり、今後せっかく多分省エネの施設、庁内設

備も替わっていくところも多いと思いますので、そのあたりの効果なども分かるように示

していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようですので、Ｃブロックの質疑はこの程度にとどめます。 

        明日１３日は午後１時３０分から委員会を開き、議案第１５号のＤブロックの質疑を行

います。 

        以上で総務文教常任委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後 ２時０６分 散会） 
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（午後 １時３０分 開議） 

１．委員長（岡田伴昌）  こんにちは。 

        本日は、昨日に引き続き総務文教常任委員会を招集したところ、ご参集いただきありが

とうございます。 

        この際、傍聴人に申し上げます。 

        委員会においては、交野市議会委員会条例第１６条の規定に基づき、撮影及び録音を禁

止するとともに、傍聴人の守るべき事項等を遵守お願いします。 

        ただいまから総務文教常任委員会を開きます。 

        まず、本日の委員の出席状況の報告を事務局から受けることとします。 

１．事務局長（中村健一）  こんにちは。本日の委員の出席状況を報告申し上げます。 

        本日の会議出席委員は８名で、全員出席でございます。 

        以上、報告を終わります。 

１．委員長（岡田伴昌）  これより議事に入ります。 

        本日の案件は、先日ご通知したとおりです。 

        それでは、引き続き案件１の付託案件審査についてを議題とします。 

        本委員会に付託されています議案第１５号 令和８年度交野市一般会計予算についてを

引き続き議題とします。 

        なお、本日はＤブロックの質疑を行います。 

        これより議案第１５号のＤブロックの質疑を行います。 

        質疑はありませんか。 

１．委員（岡田智里）  こんにちは。よろしくお願いいたします。 

        私からは、まず実施計画書の２７ページ、市立認定こども園の運営事業についてお伺い

いたします。 

        取組内容には、さらなる保育の質の向上に向け、学識者による指導・助言を取り入れる

と記載されておりますが、どのような学識者からどのような指導・助言を想定しているの

か教えてください。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        令和８年度から新たに開始する事業になります国の補助金を活用した事業になりまして、

主に大学の先生で保育士支援アドバイザーをお願いしようと思っています。保育士のスキ

ルアップであったり、保護者への適切な対応方法等に関する助言・指導を行っていただく

予定にしています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  令和７年度の計画と比べて令和８年度は３千万円を超える増額となっておりま

すが、その内訳について教えてください。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        令和７年度の計画の金額に人事院勧告等での引上げによる人件費の増加分があまり含ま

れていないことから、８年度と比べて約３千万ほど増えているような形の数字になってい

ます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  学識者の方々の人件費について、今分かる範囲でよろしいので教えていただけ
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ますでしょうか。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        予算書の９５ページにあります９５ページの一番上、地域活動講師謝礼等の７６万１千

円のうち６５万３千円として予算で上げさせていただいています。具体的に試算していま

す数字が、１時間当たり８千７００円で講師謝礼のほうを計算させてもらっています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  では次に、ページが変わりまして実施計画書の２８ページ、市立認定こども園

等の子育て支援事業についてお伺いをいたします。 

        国府負担額が、令和７年度の計画と比べて令和８年度は半額程度まで引き下げられてお

りますが、その要因について分かる範囲で教えてください。 

１．こども園課長（西田賢之）  お答えします。 

        府の補助金を活用していまして、市全体の金額が決まっていることから割合で計算され

た金額になっていますので、８年度の予定としてはこの６１万６千円という金額で予算を

つけさせていただいています。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  では、またページが変わりまして、実施計画書の３４ページ、支援教育の推進

についてお伺いをいたします。 

        例年、支援教育派遣時数の欄に記載されている計画時間が増えておりますが、その理由

についてまず教えてください。 

１．学校教育課長（佐野俊明）  失礼いたします。 

        派遣時数の増加につきましては、対象児童が実際に増えているということが要因でござ

います。 

１．委員（岡田智里）  事業の目的、概要の欄には、障がいの状況に応じた支援や指導を行う旨が記載

されておりますが、児童生徒はもちろんとして、その対象者についてお伺いをいたします。 

１．学校教育課長（佐野俊明）  お答えいたします。 

        例えばですが、心臓ペースメーカーを入れている児童生徒であったり、注意欠陥多動症

に起因する突発的な行動、また身辺自立の介助が必要等がございます。 

１．委員（岡田智里）  保護者や教員などを対象とした支援や指導についてはいかがでしょうか。 

１．学校教育課長（佐野俊明）  失礼いたします。 

        まず、保護者に対してですけれども、例えばこの支援教育支援員の派遣につきましては、

保護者、生徒の状況を見て、その要望も含めて保護者には説明しながら派遣はしておりま

す。 

        教員に関しては、支援教育に関する研修を年に６回であったり、そういうものも実施し

ております。 

１．委員（岡田智里）  それでは、ページが変わりまして、実施計画書の３７ページ、生徒指導（相談）

体制の充実について伺います。 

        当該事業は、ネットトラブル対策の強化を含むものであると認識しております。まずは、

ネットトラブルの考え方について見解をお伺いします。 

１．学校教育課長代理（佐藤洋一）  お答えいたします。 

        ネットトラブルは多岐にわたりますけれども、特に最近多いものでありますと、ＳＮＳ
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関係でありますとか、また昨今報道でありますけれども、子供同士の関係の動画をアップ

してしまうであるとか、そのあたりのネットトラブルも踏まえてということでございます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  ネットトラブルは、保護者や教員などが認知しづらいところで発生することも

多いと考えます。その上で、どのように問題行動の早期発見、未然防止を図るのか教えて

いただけますでしょうか。 

１．学校教育課長代理（佐藤洋一）  失礼します。 

        委員ご指摘のとおり非常に難しい問題であるかなと思います。ここは、これまで続けて

きております生徒指導の延長として、やはり未然防止の観点で申しますと、各中学校であ

りますとか小学校の生徒指導担当から、機を見て子供たち向けに指導をするであったりと

か、あとは業者のスマホ安全教室であるとかそういうものも活用しながら、事前に子供た

ちにこういうものをアップすると犯罪につながるであるとか、他者を傷つけるとかそうい

うものについては、事前に指導しているというところでございます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  各小中学校の生徒指導から機を見て指導しているとのことなんですが、もう少

し具体的に教えていただくことはできますでしょうか。 

１．学校教育課長代理（佐藤洋一）  具体的に申し上げますと、特に小学校では先ほど申し上げました

とおり、スマホ安全教室であるとかそういうものを企業と連携して実施しております。 

        中学校においては、各学校に生徒指導主事という者がおりますが、例えば夏休みに入る

前の終業式であるとかそういうタイミングを見て、各学年単位でありますとか学校全体に

対して指導しているというところでございます。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．副委員長（山下千穂）  よろしくお願いします。 

        参考資料１２２ページのすみません、学校図書館の、青年の家図書館整備基本計画の策

定についてお尋ねさせていただきます。 

        この基本計画策定において、連なられているこの委員さんが参加されるというのが予定

なんですけれども、この委員さんのメンバーのどのような方で構成されておられるのかと

いうのを教えていただけますか。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        現在、図書館協議会委員は、社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者等で委員さ

んにお願いしておりますが、この計画策定に当たっては、協議委員会委員さんの変更も新

たな方に一般の方に入っていただくようなことも考えていきたいと思っています。 

１．副委員長（山下千穂）  すみません、そうしたら地域の方というのは入っておられたりとかします

か。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        現時点では、子供、家庭文庫の方ですとかも入っていらっしゃいます。あと青少年指導

員さんですとかという方も入ってくださっています。 

１．副委員長（山下千穂）  この策定計画において、この計画というのはどのような進捗を目指すよう

なもので、具体的な何かスケジュールとか何かあれば教えていただきたいんですけれども。
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どのようなことを目的にされているのかみたいなは。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        施政方針でも示されておりますように、青年の家１階スペースについて図書館スペース

の拡充を検討してまいります。拡充に当たり、１階部分でどこまで活用できるのか、活用

するに当たり、デザインを含めどのような図書館、図書空間とか機能が必要なのか、どの

ようなサービス拡充ができるのかということも踏まえて、利用者等多様な方のご意見を聞

きながら、基本計画として取りまとめていきたいと考えております。 

        以上です。 

１．副委員長（山下千穂）  そうしましたら、実施計画の１０５ページ、すみません、日本語教室につ

いてお尋ねさせていただきます。 

        この教室なんですけれども、週１回木曜日に開催されるというふうにお聞きしているん

ですけれども、人数が延べ人数１８０人になっています。現実、ここに来られている方、

実人数にすると大体どれぐらいの方が来られておられるんでしょうか。 

１．文化観光課長代理（絹川 誠）  お答えします。 

        週１回毎週木曜日に開催させていただいておりまして、日によって大きく変動あると思

うんですけれども、少ないときでしたら３名ぐらいのときもありますし、多いときでした

ら７、８名のときもございます。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。これは日本語学習を必要とする人々に対する学習

機会を提供するということなんですけれども、ほとんどの方が外国人なのかなというふう

に思っておりますけれども、これは交野に住んでおられる外国住民なのか、それとも留学

生とかそういった方々なのか、お答えいただいても大丈夫ですか。 

１．文化観光課長代理（絹川 誠）  お答えいたします。 

        基本的には、交野市在住の方が多く参加しておられます。ただ、留学生の方で短期的に

参加される場合もお断りすることではありませんので、参加は可能という形になっており

ます。 

１．副委員長（山下千穂）  すみません、これは年齢層とかは大体どれぐらいの方が来られておられま

すか。 

１．文化観光課長代理（絹川 誠）  お答えいたします。 

        年齢層については非常に広範な方が来ておられまして、３０代、４０代の方もいらっし

ゃいますし５０代の方もいらっしゃいます。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。外国人の方々、まだまだ交野にはそんなに大阪市

内とかに比べると多くはないと思うんですけれども、今後、外国にルーツを持つ子供さん

向けの支援でありますとか、またオンラインで開催していただけるようなことがありまし

たら、またそちらのほうもお考えに入れていただけたらなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  すみません、先ほどの参考資料の１２２ページの青年の家の図書館のところで、

私からもお聞きしたいと思います。 

        １階のスペースを拡充して図書館を広げていきたいということなんですけれども、具体

的に１階のどの辺りまで一応は想定しているのか。ロビーの展示とかもありますし、教育
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委員会のまなび舎整備でしたっけ、とか奥のほうまで広いですけれども、どの辺りまでを

想定しているのかお聞かせください。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  想定しているのは、１階全てを想定しているんですけれども、その中

でどこが使えるのかとか、どこまで活用できるのかいろいろ柱もありますので、そのあた

りも含めてこの計画の中で、そのエリアというのを盛り込んでいきたいなと考えておりま

す。 

１．委員（皿海ふみ）  全てというと奥の展示室とかも含まれるんでしょうか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  そこも含めてでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  今回の計画の策定支援業務ということで、１千万円ということでかなり大きな

予算なんですけれども、どのようなことを検討していただくのかというので、先ほどちょ

っとコンセプトとかいう話もあったんですけれども、スペースを全部使うのかとか、蔵書

数はどれぐらいとか、予算はどこまでかけるのかとか、どこまで何を検討してもらうのか

教えてください。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        計画策定支援業務では、前提条件のまず整理として、利用状況、蔵書数、現在のサービ

ス内容等について、課題の整理・分析を行うほか、既存施設、今の施設の改修に伴う法的

な制約条件の整理、既存インフラが図書館用途に対して適合するかどうかということの確

認、課題抽出ですとか図書館を取り巻く全国的な動向の整理と類似の事例の調査、それに

基づいた今後の方向性や留意点の整理、どのような機能、新しいサービスが導入可能かど

うかといった検討ですとか、あと先ほど申しましたように、どのような規模でどのような

配置が可能かという検討を経て、概算事業費の算定を予定しております。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  思ったより法的なことだとかインフラの関係などもということなので、通常の

図書館協議会、毎年されているようなメンバーさんだけだと、ちょっと図書の推進という

ことで活動されている方、プラスもうちょっといろんな専門的な有識者なども必要なのか

なというふうに思いました。 

        それと、私基本的に１階の図書室数のスペースを広げること自体は、いい方向だなとい

うふうには思っています。ただ、じゃ２階はどうするのかということで、２階も教育委員

会が今出ていって空いていますよね。そこを市民利用を増やすというようなことも言われ

ていると思うんですけれども、既存の会議室も防音がかなり悪くて、声とか歌声とかもか

なり聞こえちゃうというようなのも何とかしてほしいとかあると思うんです。そういった

ことも含めて、１階は図書室で充実させていく、それはそれでいい方向だとは思うんです

けれども、じゃ２階はどうするのというのはどのように検討していくんでしょうか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        まず、この基本計画は１階部分の図書館の拡充というところで予算を提案しているとこ

ろでございまして、２階につきましては、今現在、地域振興部、１階に旧の生涯学習推進

部のところの部分が、２階の教育委員会の執務室のほうに入ります。それ以外の部屋につ

きましては、基本的には貸出し部屋にしていく、現状では貸出し部屋にしていく方向で考

えております。 

        また、２階の自習室につきましては、１階に拡大して持っていきたいなという思いは持
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っております。 

１．委員（皿海ふみ）  会議室などもある分をなるべく貸し部屋を増やしていくということなんですけ

れども、今後、改修工事もしていかれる中で、その２階、３階の既存の会議室を少しでも

防音を効かしていくとか、ほかにもいろんな要望もあるかなと思うんですけれども、この

改修と併せて改善していくということは検討はされないのでしょうか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        もう以前から、特に音楽系の団体さんから防音のことは聞いております。予算との関係

もございますので、並行して検討してまいりたいなと考えております。 

１．市長（山本 景）  私からも答弁いたしますと、まず、状況はちょっと整理はせんと駄目なんです

けれども、今基本的に音楽団体の方が使っているのは３階でございます。２階に関しまし

て音楽団体の方は、基本的にはもう使わないという話にはなっている状況でございます。 

        稼働率をこれも正確にもう数字も取っているので拝見しましたところ、３階の音楽団体

等が使っているところに関しましては極めて高い７０％、８０％の稼働率なんですけれど

も、コロナの関係もありまして、２階に関しましては部屋によってはもう稼働率１０％、

２０％とかそんな状況でございますので、私といたしましては、部屋と部屋とをくっつけ

て稼働率があまりにも低過ぎる部屋につきましては、もうくっつけてなくしてしまったほ

うが、隣とくっつけてより使いやすくしてしまったほうがよいのかなというふうには思っ

ているところでございます。 

        ただ一方で、もう２階も一定音が出る環境でも使えたほうがよいという意見もあります

から、防音の環境の整備はしたほうがよいのかな。これは別に２階、３階問わずにやった

ほうがいいのかなというふうには思っているところでございます。 

        一方で、自習室となると、そもそも自習室で音が聞こえては駄目な場所だと私は思って

おりますので、将来的に図書室が１階に整備をされましたら、もう勉強等は基本的には図

書室のスペースの一部を使ってもらえたらなというふうには思っているところでございま

して、大きくはそのような方向性での整備を予定をしているところでございます。 

        なお、１階の整備に際しましては、私も全部というふうには言いましたけれども、今般

トイレの大規模改修を予定していますから、トイレ部分を除く全部という理解のほうがよ

いかなというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

１．委員（皿海ふみ）  ３階の音楽団体のみならず、２階も詩吟をされていたりの声が響き渡っていた

りとか、会議とかをしているだけでもちょっと声が丸聞こえとかいうことで、市長のほう

も防音は必要かなとおっしゃってはくださったんですけれども、そのあたりを２階、３階

もどこまで改善させていくのかというそのレベルによって、青年の家全体としてどこまで

予算が立てられる、かけられるのかということで、図書館のほうもそれは充実させればさ

せるだけ市民にとってはうれしいことである一方、この２階、３階との関わりでどこまで

予算が使えるのかというのが見えないと、幾らいい計画を出していただいても、そこが予

算の関係で結局できないとか、そこをやっぱり１階だけ進めても駄目なのかなと。 

        ２階、３階の使い方と一緒に並行して検討していただくことが必要だと思いますので、

先ほど部長、併せて検討していきますとおっしゃいましたので、ちょっとそこを１階だけ

先行してもなかなか検討しにくい面あると思いますので、２階、３階の改善のことも考え

ていくということですので、そこも併せて示していっていただきたいというふうに思いま
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すので、よろしくお願いいたします。 

１．委員（松永隆太）  よろしくお願いします。 

        実施計画の３４ページの先ほど他の委員からもありましたけれども、支援教育の推進と

いうところで、今この時間数が増えているというところで、支援が必要な児童生徒が増え

ているというお話なんですけれども、この中で理解の推進をするというところで、一番大

きな要因として僕が考えているのは、障がいを持った児童生徒を持った親ではなく、その

他の親の理解が必要かなというところも考えているんですけれども、そのあたりというの

は学校としてはどういうふうな形で考えているでしょうか。 

１．学校教育課長（佐野俊明）  お答えいたします。 

        今年度の８月１日の教育フォーラムでも、障がい理解教育という視点も含めた教員であ

ったり一般の方も含めて、そういう理解を推進するという研修を持っています。また、学

校でも支援教育というのは、すごく重要な位置づけというのは各校考えていますので、そ

ういうものを学校だより等でも発信されているかと思います。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。今後なんですけれども、本当にこの支援員が増えてい

って理解も深まっていくんだろうなとは思うんですけれども、本当にトラブルが起きた場

合に教員の方々も恐らくその障がいを知らない方に、障がいの方と障がいがない方の親へ

の説明の際に、すごい困っているというところは聞いていますので、そのあたり学校とし

てどうなんだというのは何とも言えないんですけれども、例えば懇談会とか皆さんが集ま

るようなところで、何か理解を深めるような何かお話が、他の健常児をお持ちの方も含め

て一体として説明していっていただきたいというのを要望しておきます。 

        続きまして、実施計画書の４５ページ、学校規模適正化というところなんですけれども、

これまで三中、四中の学校適正配置の方向性を検討するということでずっと続いているん

ですけれども、ここの今現在の進捗と方向性、検討状況というのを教えていただけますか。 

１．教育総務企画課長（坂元智紀）  お答えさせていただきます。 

        現在におきましては、星田北等大規模開発等がございますので、今その辺りの転入者等

の人口トータルを見ながら、今後検討していくかなという今状態になっておられます。 

１．委員（松永隆太）  ということは、まだ方向性としてはまだ定まっていない、調整中というイメー

ジでしょうか。 

１．教育総務企画課長（坂元智紀）  委員ご指摘のとおり、そのとおりでございます。 

１．委員（松永隆太）  分かりました。それでは、また分かり次第教えていただければと思います。 

        続きまして、実施計画の１０４ページ、多様な文化祭の開催事業というところなんです

けれども、今回書かれているのが文化祭、今まで以上に様々な世代が参加できるように企

画実施していきますということで書いているんですけれども、これまでと今までにないと

いうところなので、何を新たに考えていくのかという方向性、分かればお教え願います。 

１．文化観光課長代理（絹川 誠）  お答えさせていただきます。 

        現在、文化連盟さんの中でかなり音楽団体さんと話合いが持たれておりまして、今まで

文化連盟に参加しておられなかった音楽団体さんが文化連盟に参加されようとされていま

す。その中で、新しく若いメンバーが非常に増えていく中で、文化祭自体の新しい取組を

推進していくことによって、今まで以上に若い世代がいかに参加できるかというのを模索

していきたいというところで、この目標にさせていただいております。 



 

－１１９－ 

        また、文化連盟の役員さんの中にも新しいメンバーの方参加していただいていますので、

その方と一緒に新しい文化祭をつくっていきたいと考えております。 

        以上です。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。では、この事業費の増加というのは、そこの新しいこ

とに取り組むというところの増加という認識でよろしいでしょうか。 

１．文化観光課長代理（絹川 誠）  お答えさせていただきます。 

        新しい取組と及び委託料、物品の搬入であるとか展示の部のパネルの委託料等が非常に

値上がりしておりまして、その分の値上がりを見込んでおります。 

        以上です。 

１．委員（三浦美代子）  私から少し確認なんですけれども、参考資料の１２２ページで、先ほど別の

委員からもご質問ありました青年の家と償還整備基本計画の策定ということで、確認をさ

せていただきたいんですけれども、これまで青年の家は図書室という名前だったかと思う

んですけれども、ここは中核機能を持たせたというような趣旨のことが書かれていますが、

それは倉治に今、図書館がございますが、あちらが今中核というイメージがあったんです

けれども、中核図書館が二つできるというふうなイメージでよろしいんでしょうか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  もともと図書のほうで図書館整備構想というのが策定されております。

以前に。その中で中央図書館の位置については、駅に近く利用者が利用しやすい、施設利

用者が利用しやすい市内の中心地ということを記載されておりますので、そうなると中央

図書館という位置がどこなのかというところは、一定その市内の中心になるのかなと。 

        ただ、その呼び名の中央図書館という言い方は、整備構想上には記載しておりますけれ

ども、今回今現時点では、あくまでも中核の図書館を整備拡充していこう、既存の図書館

を中核の図書館に拡充していくという形としております。 

１．委員（三浦美代子）  ありがとうございます。私たち会派としても私個人としても、中核図書館の

建設は非常に切望していたところなんです。となれば、青年の家、これから審議され計画

を立てていかれるというところでお聞きをいたしましたが、もう１階全部が図書館でもい

いんじゃないかなと思うような気持ちでおりまして、本当に駅からも近く使い勝手がよさ

そうな中核の図書館になり得るんじゃないかと、そのような方向でご検討をしていただけ

ればありがたいと要望いたしますので、よろしくお願いいたします。 

１．市長（山本 景）  委員のご意見のところで、私の考え方を申し述べますと、実は青年の家の１階

をここは教育委員会に出ていってもらいましたけれども、面積は１千平米を超えます。寝

屋川の割と話題になっている図書館で実は２千平米なんです。２千平米でかつあれを造る

のに４億かかっているということなんで。 

        約１千４００平米を例えば転用する場合の予算規模は、恐らく２億とか３億とかその程

度で済み、かつもともと財政運営基本方針上、青年の家というのは、トータルの費用とい

たしましては１０億円はかけて整備をするという方向性にはなっておりましたので、かつ

これまたエレベーターをつけたりその他もろもろやってもせいぜい負担はもう数億円程度

で済んでおるので、残余の予算で今委員がおっしゃっている１階全部を図書館にしたりと

かという、中央図書館なのかそこら辺の考え方はあるとは思いますけれども、ちょっと十

分な予算がついた上ですばらしい図書館にはできるというふうには思っておりますし、ま

た駅にも非常に近いので、市といたしましてはそういったすばらしい施設の整備にこれか
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ら全力を挙げていきたいと思っておりますので、今回の議会におきましては、まずはそれ

のための検討することに要する予算を提案をさせてもらっておりますので、どうかご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（三浦美代子）  中央図書館整備、何て言うんですか、方針というのが、私が２０年以上前に

議員になった頃からありまして、市民にとりましたら切望されているのかなと。それにふ

さわしい少しでも近づいた機能のあることを期待しています。 

        では、続きましてもう一つ確認させてください。 

        実施計画の５０ページ、給食のことで、給食の私、残滓、「ざんさい」、「ざんし」、

どちらの読み方が私はざんさいと呼ばせていただきますが、去年度令和７年度、残滓率が

一昨年に比べたら少しというか減っております。この要因を教えていただけますでしょう

か。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        明確なところははっきりとしませんが、栄養教諭による指導のたまものだと給食センタ

ーとしては考えております。 

１．委員（三浦美代子）  栄養教員を褒めたたえていただきまして、それが例えば献立の工夫とか、例

えば牛乳が嫌いなお子様のためにジュースを多くしたとか、そういうこともあったんでし

ょうか。そこら辺のことをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        ３点ほど考えておりまして、まず、お昼の給食の時間に食育指導ということで各教室を

回っているというところもございます。そのほかにも、栄養教諭が教室を回った子供たち

の意見などを調理員に反映しまして、給食の調理に役立てるというところが２点目でござ

います。 

        ３点目としまして、各教科の授業に栄養教諭が入りまして、特に理科ですとか社会です

か社会の授業に入りまして、ごみの減量であるとかそういったことも授業として参加して

おりますので、ＳＤＧｓの観点から子供たちに授業をして、そういった授業を行うことに

よって残滓が減ったと考えております。 

        以上です。 

１．委員（三浦美代子）  様々なご努力改めてお聞きしまして感心をいたしましました。引き続き頑張

っていただきたいと思います。 

        特に、残滓が多いのは、多いというかこれまで多かったのは、小学生ですか、あるいは

中学生ですか、そのあたりは区別として分かりますか。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        こちらの実施計画に上がっているのが、おかずのほうの結果でございまして、こちらの

ほうは中学校のほうがよく食べております。ご飯に関しましては中学校のほうがたくさん

残るという結果が出ております。 

        以上です。 

１．委員（三浦美代子）  なかなか何とコメントしていいか分からないんですけれども、これまで市の

ご努力によりまして給食の無償化が続き、全学年、給食の無料化に向けて計画を立ててい

ただいておりまして、このように残滓率が減るということは、もちろんＳＤＧｓの観点か

らもありがたいことですけれども、税金という見方をすれば、非常に市民としてもありが
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たいなというふうに思っておりますので、引き続き子供たちがご飯やおかずを残さずに食

べられる工夫を続けていただきますよう要望いたします。 

        以上です。 

１．委員（黒田 実）  それでは、私からも幾つか確認をさせていただきます。 

        参考資料、先ほどから他の委員さんからもありました１２２ページの青年の家図書館整

備基本計画の策定、他の委員さんからいろいろと確認していただいたんで、そう考えてい

るのかというのがちょっと確認したいんですが、図書館機能の拡充、これはそうなんです

けれども、その中核となるというか、そういう表現をしたりとか、あるいは整備構想では

中央図書館というのは、その言い方はともかくこれ拡充ということならあれなんですけれ

ども、これを本当にもう中核としていくというような視点でいくとちょっと違和感を覚え

るのは、いわゆるあそこをそれならあと何年使うんだというようなことも含めて、全体の

全市内の中でどのような図書館体制にするかそこも絡んでくると思うんで、今回のこの基

本計画のこの予算は、あくまで青年の家のワンフロアを図書室として拡充するその計画を

つくる、そういう意味合いの予算なんですか。 

１．図書館長（原田麻生）  そのとおりです。 

１．委員（黒田 実）  やっぱり全体計画の中でしっかりとあそこを今後もどう位置づけていくのか等

に関わってくるので、単にワンフロアだけの拡充だけの予算ということであると、ちょっ

とそれはもう私としてはもう率直に拙速だなと。 

        それともう一つ、他の委員さんからもご指摘がありましたけれども、いわゆる執務室で

すか地域振興部、それを２階に上げるんだということなんですけれども、言葉としては分

かります。それは実際具体的にどんなレイアウトになるんだ、今の職員数でどうなるんだ、

もうわかんない。 

        それともう一つ、やっぱりもう気になるのは、あそこはもともと教育委員会さんの特に

指導課さんとか学校教育に直接関わるような部門、これは今、旧みらい学園、みらい小学

校に行きましたが、あれやっぱり聞いてみると暫定だということでございますので、そう

いったことも今まだ中途半端、宙ぶらりんの暫定的な執務室という中で、もうここだけが

先行して１階だけはもう全部図書館でいくとこのような説明になると、ほかの執務室も含

めてどうなるんだという不安がある。 

        これはもう今日ここで議論してどうですか。担当としてこれは図書館の話だと思うので、

やっぱりそこもこればかりが先行してしまっても、本当に大事な市役所の機能、部門もど

うなっていくんだというのが全く今見えない。ここについてやっぱりちょっともう少し明

確に、今後のスケジュールなり考え方というものをしっかりやっぱり示していただかない

と、これだけ先行されるとちょっと後どうなるのか。つじつまが合っていくのかやっぱり

不安になりますので、そのあたりの検討はどうなっていくんですか。 

１．市長（山本 景）  非常に散逸な質問なので、どの部分に答えていいかちょっとなかなか難しいと

ころなんですが、まず地域振興部につきましては、２階のフロアに移る予定ではございま

すけれども、３０名程度の職員なんで、１人当たり大体必要平米数につきましては５平米

でございますので、１５０平米なんで２階のフロアは１千平米はありますが、そこの南側、

旧教育委員会がいたところの部分で十分に収容は可能というふうには計算はしているとこ

ろでございます。 
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        今回、第一中学校の校区の中にある青年の家のところの拡充で、議会の皆様にはご提案

しております。と申しますのも、過去の市政におきまして、中央図書館の話も検討はなさ

ったようですけれども見事に失敗いたしまして、市民の皆様に多大にご迷惑をおかけをい

たしましたことから、まずはここの整備をまず第一に第一優先でやるということで私は考

えており、それは選挙の公約といたしましても、青年の家につきましては、エレベーター

を設置をする。その上で、図書館とかのスペースを拡充するという私の考えの私の公約に

基づきまして、ようやくエレベーターの設置も終わりトイレの改修も始まるという段階に

なりましたので、今回皆様に対しまして、こちらの青年の家の図書館化につきましては、

考えさせて提案をしたところでございます。 

        なお、もう既に第三中学校区にありましては、前市長の時代におきまして図書館につい

ては一定整備がされるよりも充足されておることから、今さら全体を検討する必要はない

とは思っておりますし、第一中学校におきましては倉治図書館もありますので、今後、歴

史民俗資料館の利用のところも含めた検討は、改めてしていきたいと思っております。 

        この主に三つの図書館ないしは図書室の機能で、私といたしましてはもう全体の図書機

能については、かなりの部分で充足はさせられるのかなというふうには考えているところ

でございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

        なお、教育委員会につきましては、また改めて今後の再配置計画等でしっかり検討はい

たしまして、全体計画をお示しはしたいなというふうには考えておりますが、現時点での

方向に整理におきましては、用途地域の制約の緩い岩船小学校の校舎の一部を使いたいと

いうふうには考えております。 

        本来だったら一問一答なんですけれども、それぞれご答弁すべきでございましたが、ま

とめて様々なことご意見おっしゃられましたので、まとめての答弁となりますことはご容

赦、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員長（岡田伴昌）  山本市長におかれましては、発言には十分注意いただくようお願いします。 

１．委員（黒田 実）  るるご答弁いただいたんですけれども、思い、方向性を今語っていただくのは

結構なんですけれども、ただもう私が申し上げたいのは、そういったことは結構やっぱり

しっかりと積み上げていかないと、本当に思いだけで実際どうやって回っていくのかとい

うのは、今の説明を聞いて思いはお聞かせいただいた。ただ今の話で、まずここを今もう

答弁の中でも中央図書館というような位置づけに持っていくのは、これはもう大変なこと

です。これは本当に。これをあと青年の家が何年使えるかという中でいくと、私冒頭言い

ましたけれども、拡充、これは構わない。そうやけれども、位置づけとして中央図書館に

してもあと２０年、３０年は使えないところでして、でもその先どうするんだというよう

なこともあります。 

        それと、もう一つは、やっぱり青年の家、人数と数字で執務室は足りるだろうというよ

うなお話ですが、果たしてデスクだけの話なんですか。やっぱりその部署でいろいろと会

議をしたいとか、そういった応接的なスペースとかも含めていくと、それが果たしてどう

なのか今まだ全くさっぱり見えません。具体性はないという答弁であるというふうに思い

ます。 

        教育委員会のもう一つのいわゆる教育指導課とかいわゆる今、旧みらい小学校にあるあ

そこの職員さんの執務室、岩船小学校というようなお話を聞きましたけれども、それはあ
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くまでそうおっしゃっておりますけれども、具体性がもう全くないので、今日のところは

もう私としてはこの予算については、もうこれだけで先走っているという強い感じを受け

ておりますので、やはり拙速であるというふうに申し上げておきます。 

        拡充について、それは構わない。ただやっぱりもう手狭な限られた行政財産の中でどう

するかということが、今もう全然やっぱり方向性だけを示されても、果たして１階フロア

全部使えるのかどうか、そういったことも今の説明ではやはりまだ納得できる説明ではな

かったというふうに申し上げておきます。 

        引き続き、よろしいですか。 

        話変わりまして、今度参考資料の１１２ページ、学校給食調理等業務委託ということで、

これについては資料請求にも応じていただきました。分かりやすい資料を提出いただきま

してありがとうございます。今後９年度以降、どのような内容になるのかということで、

大きくはこれまでと変わらず、ただ給食回数を増やすということを検討ということなんで

すけれども、大体おおむねどれぐらい、そこも含めてこれから検討ですということなのか

もしれないですが、簡単に今１９１回、要するに１９１日程度給食を出しています。これ

を大体どれぐらいに増やすとかというような目安があれば、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        給食の回数を増やすということなんですけれども、学期の学期末であったり学期の始ま

りのところで、保護者の皆様から増やしてほしいというお声もありますことから、その分

に関して給食を増やすということを検討しております。 

        これを令和８年度に当てはめてみますと、約４回ぐらいになるのかなと考えております。 

１．委員（黒田 実）  そこはこれからまたいろいろと、いわゆる授業としては午前中だけれども給食

を出して帰ってもらうとか、いろんなパターンあるかと思いますが、そこはやっぱり検討

していただきたいんです。 

        １点、この中身については日数をということなんですけれども、これはいわゆるおかず

ですよね、主におかず。今までからもちょっといろんな特に去年あたり、いろいろと保護

者の方からもちょっとお声をいただいたんですが、今の学校給食のカロリーが足りないと

いうわけではないですが、ただちょっと国が推奨しているそういう数字と本市において出

している数字と、その程度なんで、これで今出している給食がカロリーが足りないとそう

いうふうに私は受け止めていないんですけれども、ただやっぱりより安心して保護者の

方々にも、子供たちにもしっかりとやっぱり元気に育っていただくようにするために、今

の現状が足りていないというような指摘ではないですが、今回は５年契約です。そうなる

と、やっぱりもう少しこのおかず、給食の中身を充実していこうとか、そういったことも

今回は含んでの話なのかどうかお聞かせください。 

１．市長（山本 景）  そこは全体の予算に関わる話にはなるので、私から答弁をいたすところでござ

います。 

        どうも過去から交野市におきましては、国の示しているカロリーのところと本市が出し

ているカロリーのところで、差異があるのかなというふうには思っておりますけれども、

検証は改めてはやるべきだと私は思っているところでございます。 

        ただ一方で、先ほど三浦委員からもご指摘賜りましたとおり、これは残滓も出ていると
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ころでございます。子供たちに意見を聞くと、率直に言ってしまったら毎日カレーやった

ら残さんでとか、もしくは毎日炊き込みご飯やったら残さんでとか、もしくは牛乳やった

らミルメークを出してくれるんやったら残さないというご意見も聞いたり、なかなか食育

とのバランスを考えると、単にカロリーだけの問題なのか非常に難しい問題なのかなとい

うふうに思っております。 

        片や、ご利用されている子供たち等にアンケートを取ったところ、かなりの高い満足度

は、これはもう過去からも得ているところでございますので、まずはやはり分かりやすい

給食の提供回数の増加のところはやるべきだと、財政上の議論もあります。やるべきだと

思っておりますけれども、やはりカロリーのところに関しまして、一方残っているという

課題もありますので、ただ食育という考え方もありますので、そこは慎重に考えざるを得

ないのかなというふうには思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  いろんな考え方があって、果たして出し過ぎたら残すんじゃないかとか、カロ

リーの話を出し過ぎとはまたちょっと違うとは思うんですけれども、よりやっぱり中身の

充実ということについて、これは令和９年度からの話で債務負担の話ですからあれなんで

すけれども、今の段階でちょっと具体的にどうするというようなお答え、考え方は聞けな

かったんですが、もうそうなればこの場で申し上げたいのは、やっぱりより充実した給食

と、これは５年間の契約なのでということなので、やはりより子供たちに喜ばれるしかも

栄養価もしっかりとあるそういう中身での調理業務委託というものを、ぜひお願いしたい

というふうに思います。 

１．教育次長（大湾喜久男）  今ご質問なんですけれども、５年間の契約の中でというような充実とい

う話かと思うんですけれども、あくまで給食自体は市が実施をいたします。ですので、メ

ニューでありますとか食材をどうするかとか、そこにつきましては市のほうで全て決めさ

せていただいて、そこの調理の部分だけを業務に充てるものですので、特にこの５年間に

限ってどうこうするとかいうことではございませんでして、常にカロリーも含めまして給

食がよくなっていくように考えていくということを考えております。 

１．委員（黒田 実）  ぜひよろしくお願いいたします。 

        これにちょっと関連しまして、予算書で予算書の１６０、今お答えの中で食材という話

が出てきましたので、食材関連でこれはもう予算書でいうと１６７ページに、目として教

室や給食物資費、目です。これで３億９千万ですか。これが恐らくこの食材費に関わる。 

        今の答弁では、食材費の中でよりしっかりとまた栄養価も含めて考えていくというとこ

ろは、この辺りにも関わってきますのでとおっしゃるとおりだと思うんです。 

        おかずの話はちょっと置いときまして、いわゆる主食といいますかパン、ご飯の話。恐

らくパン、ご飯もこうなんだと思うんです。今もう充実についての今後の検討という話が

出たんですが、分かりやすく米飯の給食、あれは今週３回ですか。去年は米騒動で減らす

とかなんとかありました。ただ私はもう基本的には、安定的に特に今の子供たちにとって、

給食の占める１日の食生活の位置づけというのは非常に大きいもんだ。各ご家庭の事情も

あると思うんです。そうなると、やっぱりこれ米飯給食を今後どうされていくのか。 

        この際ですので、令和８年度予算、これはもう従来並みの３回の米飯を想定した予算と

いうことなのかなと思うんですが、今後の米飯拡充というものについてお聞かせください。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 
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        今年度、令和８年度の予算では、３回を維持するということで予算取りをしております。

その中で米飯拡充という課題もございますが、今現在、先ほどもお話させていただきまし

た給食のご飯の残滓についても対応していかなければならないと考えております。 

        現在、ご飯のほうは多い月ですと約２．６トン、おにぎりにしますと２万７千個残って

まいります。まずこの課題を解決しながら、現在の３回を維持しながら、この残滓を減ら

すというところも取り組んでいかなくてはならないと考えております。 

１．市長（山本 景）  これはもう実際、小学生、中学生に各クラスを回って手を挙げてもらってご意

見は聞いてはいるところでございます。どっちが好きかというのを端的に聞いたら、６対

４、お米が好きな子が６割、パンが好きな子が４割です。でも残っている量だけ見ると、

お米のほうがいっぱい残っちゃう。何でなんですかという話をきっちり子供たちにも聞い

たら、要はお米のほうが残しやすいんです。ちょっとの量だけ減らして食べられる量だけ

残して、食べる量だけ残してそれを食べるから結局いっぱい残りやすいというのがお米で

あるという状況です。パンは残しにくいから、もうパンのほうがあまり好きじゃないんだ

けれども、いっぱい食べるという非常に難しい問題がありまして、じゃこのお米の回数を

増やすとどうなるかといったら、もちろんお米を好きな方が多いというのは十分に分かっ

ております。１食当たり高いという実情もあります。お米の回数を増やすと結果的にどう

なるかといったら、残滓も増えるというなかなか板挟みの非常に難しいところでございま

すので、またお米の相場も最近ちょっとあまりちょっとどう動くのかもよく分からないと

ころがあるので、いろんな状況等も考えて、総合的に判断はしたいとは思っております。 

        予算上につきましては、一定高いお米の状況でありましても３回、週３回は確保すべく

予算は計上はしておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  食べ残しがあって、ちょっと米飯の回数を増やしたものかどうかとか、そうい

ういろいろ検討はなさっているんでしょうけれども、この残滓の話、これはこれで、これ

まで過去からも課題といいますか、食べ残しをどう減らしていこうと、食べ残さないよう

にどのように給食を提供しようと、これはもう調理の内容等にも関わる話だと思うんです。 

        ただ、今のお話で、そのことと私申し上げているのは、米飯回数の話はまた違うと思っ

ています。食べ残しの話と。食べ残しを減らすんだったらこれは難しいです。それはもう

一食一食をどのように調整するのか。もう本当に手間暇かかる話なんで、ただ置いといて、

ただ回数の話と残滓が多い話というのをそこを強調されても、ちょっと今の段階で私も、

それが米飯回数を増やさない理由と言えるのかということだと思うので、いずれにしても

新年度はこれまでどおりだということなんですが、私としては、やはり米飯回数、お米の

回数、これはもう去年のお米騒動以降、しっかりとやっぱりお米の大事さというのもあり

ますしやっぱり栄養価も高い。だからやっぱり米飯回数を拡充していくということについ

て、ぜひぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思っております。 

１．委員（岡田智里）  では、私から実施計画書３７ページ、アウトリーチ型家庭教育支援事業につい

てお伺いをいたします。 

        当該事業は拡充されるとのことですが、まず具体的な内容について教えてください。 

１．学校教育課長代理（佐藤洋一）  失礼いたします。 

        主に書いてあるとおりではございますけれども、小学校においては支援員を学校からの

申請に応じて派遣をさせていただいております。中学校については不登校支援員を配置し
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ているところですけれども、やはり先ほどからありますとおり、学校のニーズであるとか

保護者のニーズが高いため、ここの支援員の配置の回数を拡充しているというところでご

ざいます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  取組内容には、不登校児童生徒への学習サポートと記載されております。個別

ケースによることは承知しておりますが、誰がどのような形でサポートを行うことを想定

されているのか教えていただけますでしょうか。 

１．学校教育課長代理（佐藤洋一）  失礼します。 

        小学校におきましては、ポラリスさんと連携をさせていただきまして、家庭教育支援員

として、例えば登校渋りで相談があった家庭にちょっと朝の時間迎えに行ったりとか、そ

ういう形で支援をしているところでございます。 

        中学校の不登校対策支援員につきましては、校内のいわゆる別室であるとかそういう部

分で、なかなか朝から教室に入るのが難しい生徒の受入れの最初の段階として、教員と連

携して支援員が対応に当たるというような形で、実施をしているところでございます。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  それでは、ページが変わりまして、実施計画書の４０ページ、魅力ある教育活

動についてお伺いいたします。 

        まず、例年の計画と比べて外部指導者派遣回数を大幅に増やす理由について教えてくだ

さい。 

１．学校教育課長代理（的場寛彬）  お答えさせていただきます。 

        まず、小学校のほうにつきましては、出前授業等で来られる先生、講師の方のお支払い

というふうなところを拡充させていただいているところと、中学校におかれましては、部

活動の指導者というふうなところについての謝礼金、そして、小学校と同様に出前授業等

を実施した際の講師の方の謝礼金の拡充というふうなことで、予算取りさせていただいて

おります。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  それでは、ページが変わりまして５１ページ、学校給食費の段階的無償化につ

いてお伺いいたします。 

        令和８年度は給食メニューなどに変化はあるのか教えてください。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        給食メニューについては特に変化はございませんけれども、おりひめ給食センターが１

０周年を迎えますので、揚げパンを出していきたいなというふうには考えております。 

１．委員（岡田智里）  そして最後に、実施計画書の１１２ページ、倉治図書館施設整備事業について

お伺いをいたします。 

        当該事業の内容としては、トイレの改修のみなのか詳細を教えてください。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        令和８年度に関しましては、設計のみとなります。倉治図書館が避難所に指定されるに

当たり、衛生面の強化とユニバーサルデザインに配慮した多機能トイレの更新等を図って

いきたいと考えております。８年度はまずその設計ということになります。 

１．市長（山本 景）  この部分でいきましたらトイレのみの記述、この記述は確かにそうです。昨年
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度、避難所に指定をすることによりまして、避難所だという言い方をすることによって、

緊急防災・減災事業債の適用対象になったことから、トイレも国から７割出るということ

で、今回設計を進めさせていただくわけでございますけれども、一方で、歴史民俗資料館

というまた別の建物がありまして、旧交野町の役場でもございました。もっと遡ったらキ

ンキブシンとかそういった時代まであるので、相当な歴史的価値がある建物で、意外と耐

震性があるんです。渡り廊下でつなぐことによりまして、最終的にはほぼ一体の建物にす

る。 

        ただ、歴史民俗資料館は庁舎で建てられていることから、ちょっと公共施設として利用

するとなると用途変更が伴うことから、一旦はまずは２００平米までという、用途変更で

も２００平米までにつきましては用途変更の手続が要らんというルールがありますので、

ちょっと２００平米に関しましては、できたら私といたしましては、図書館とか公共施設

的利用をすることによりまして、単にトイレをきれいにするというのにとどまらず、また

避難所機能を拡充するのにとどまらず、この地域、非常に歴史と伝統がある建物でありま

すし、よりよい一体利用ができないかというところは、今後しっかりと検討はしていきた

いなと思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（岡田智里）  では、トイレ以外の改修などを望む声は地域からあるのか、教えていただけま

すでしょうか。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        交野市全体での図書館の面積が他市に比べて狭いということで、一体的な歴史民俗資料

館との一体的な活用であったりですとか、あと駐車場の整備等も市民からは要望として寄

せられております。 

１．委員（岡田智里）  その駐車場の整備というのは、今後取り組まれる予定があるのか教えてくださ

い。 

１．図書館長（原田麻生）  現時点では、まずは避難所としてトイレの整備をということで、今後、交

野市全体の図書館を考えていく中で考えていきたいなと思っております。 

１．市長（山本 景）  現在の駐車場の課題といたしましては、図書館がありまして図書館の裏手、西

側に駐車場があって、ちょっとアクセスの面でもちょっと非常におかしな状況になってい

ます。過去に遡りますと、当該敷地におきましてはもともと倉治の分団さんありますけれ

ども、分団の車庫はなかったというふうには聞いております。もちろん地域の方の理解で

あったり協力が大前提だと思っておりますけれども、当該敷地の東側にため池というか池

がありまして、あちらに関して、その周辺におきましては浸水の被害等も生じているエリ

アでございますから、もちろん地域の理解を得るというのは大前提だとは思っております

けれども、ため池に関しましては、一時的な貯水機能を持った池としての再整備もして、

また緊急防災・減災事業債を利用いたしました消防団の車庫のとかも含めてやることによ

りまして、結果として当該車庫に関しましては移転がなされれば除却されることから、駐

車場としても整備も可能になるとは思っています。 

        もちろん今申したことに関しましては、緊急防災・減災事業債、緊急自然災害防止対策

事業債が残っていること、あわせまして地域、そして消防分団の皆様のご理解、ご協力が

必要な事業ではございますけれども、当然市といたしましては、よりよい公共施設等、ま

た図書館の利用のため駐車場も含めた検討は今後、進めていきたいなというふうには思っ
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ているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（松村紘子）  そうしたら、ちょっと他の委員さんからもたくさん出ています参考資料１２２

ページの図書館の、青年の家図書館整備基本計画の策定の部分で、要望と１点質問させて

いただきたいなというふうに思っております。 

        １階スペースの活用ということで、現在、市民の方も使われています展示スペース、こ

れは機能を残していただきたいなというところと、また、先ほど２階にある読書室、自習

室の充実を１階に持って拡大していくということでお聞きいたしましたので、こちらもぜ

ひ充実を図ってほしいなというふうに思っております。 

        また、図書館協議会、この協議を進めていくに当たっての協議会の中で、やはり子育て

世代の声と利用者の声を取り入れていただけるような形でのまた委員会構成をお願いでき

ればなというふうに思っております。 

        最後に、質問ではあるんですが、先ほど図書館整備構想というようなところも出てきて

おりました。また、その下に図書館運営方針というのもあると思うんですけれども、そち

らの改定等も必要になってくるのかなというふうに思いますが、それは令和８年度中に行

われるのか、いつ行われるのかといったところをお聞かせください。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        この基本計画の前提となっている整備構想、運営方針というところにつきましては、今

現時点で改定するということは考えておりません。内容を見ましても、おおむねはその機

能の部分、例えばアナログの部分とデジタルの部分というそういった部分は、多少はやっ

ぱりその時代背景もありますので、ちょっと違うのかなというのがありますが、その位置

的なところというのは今も特に変わっておらず、例えば私部エリアとか星田エリアとかそ

ういった位置、ゾーニングされましてその中の中心地に中央図書館設置すべきであるとい

うことが描かれておりますので、そこを変える必要はないのかなと考えております。 

１．委員（松村紘子）  分かりました。ありがとうございます。 

        次に、実施計画書の４９ページをお願いします。教職員の働き方改革というところで質

問をさせていただきたいというふうに思います。 

        時間外や休日勤務時間、月大体８０時間以上の職員さんというのが、令和６年度大体小

中合わせて約１９０名程度いらっしゃって、この過去３年程度のデータを見ますと、減少

傾向ではあるかなというふうには認識をしております。 

        そこで、教員の方の働き方というところでお尋ねするのですが、現在の小中学校の教員

の方が、４５分以上の休憩というのが取ることができているのか、そのあたりの実態、も

しお調べされていたら教えてください。 

１．学校教育課長代理（佐藤洋一）  お答えいたします。 

        教職員については、仕事の性質上、まとめて例えばこの時間からこの時間４５分取ると

いうのは難しいところではございますけれども、一斉休憩の除外ということで、例えば中

学校であればそれぞれの空き時間でありますとか、小学校であれば同じく空いている時間

であるとか、６時間目終わってからとかというところで工夫して４５分、それぞれ取って

いるというふうな認識でございます。 

        以上です。 

１．委員（松村紘子）  全国的にも教員、教職員の方の残業の問題ですとか、３分の２程度の教員の方
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が休憩時間を取れていないといったような情報もありますので、また交野市としましても

その把握に、教育委員会としても把握に努めていただければというふうに要望をさせてい

ただきます。 

        あと実施計画書１０７ページです。青少年活動支援事業のところで、令和８年度におき

まして、青少年音楽団体、子供プラン、少年少女発明クラブの団体活動を通じて、青少年

の豊かな情操の育成を支援するということで記載がございます。現在、交野市におけるこ

ういった青少年活動は、形としましては直営で取られているのかなというふうに思うんで

すが、この直営の基準について教えてください。 

１．スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  お答え申し上げます。 

        基準というところを設けているところはございません。過去からの経緯で団体の成り立

ち、そういったところに携わってきたところに対しまして、直営というところで運営して

おりました。 

１．委員（松村紘子）  令和７年から令和８年度に変わるに当たって、補助金団体になったというよう

な団体さんもあるというふうにお話をお聞きをしております。この補助金団体のほうに外

された経緯、市の考え方についてお聞きいたします。 

１．スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  お答え申し上げます。 

        うちの直営で運営しておりました少年少女発明クラブの件でございます。当クラブにつ

きましては、歴史的な経緯、また活動に必要な多様な資材の調達や材料の徴収代といった

事業の性質上、市が直接予算を執行するよりも、団体が独自の会計をもって補助金と自主

財源、参加費用などの自主財源を組み合わせて柔軟に運営していくことが、より効果的か

つ透明性の高い事業運営につながるものと考えまして、今回補助金を交付する団体という

ふうに位置づけさせてもらいました。 

１．市長（山本 景）  本事業につきましては、もともと団体でやっておりました。当時の市長がその

代表を務めており、市長が市長に補助金を出すということで、私じゃなくて別の議員がも

ともと問題提起をしたところでございます。 

        その後、私は市議自体に一般質問のときに報道がされたところでございまして、当時の

教育委員会との約束では、この団体につきましてはもう一旦補助は打ち切るという話が出

てきたところでございますが、なぜか補助はせずに当時の教育委員会の判断で直営事業に

したというところでございます。私といたしましては、約束をほごにしてなぜ直営団体に

したのかなというのは大変強く思っているところでございます。 

        その後、そのときの教育長につきましては現在の教育長ではございません。教育長では

なくなったところ、教育委員長の退任時には報償等はもらっていなかったにもかかわらず、

結局当時の直営にするという決めた方がやめられた後に、当該団体から補助金というか報

償費をもらっている事実が発覚をいたしました。ただ、一度一時に事業を打ち切るとなる

と、利用されている方への影響があることから、これまで粘り強く教育委員会、もしくは

当該所管課におきまして粘り強く協議をいたしまして、現在に至っているところでござい

ます。 

        令和８年度におきましては、あくまで補助という形で本来の姿に戻す。本来これはもう

過去からずっとこの姿、補助金で対応していたものを補助金に戻すというものであって、

そもそも他の直営３団体とは全く性質を異にするものだということは、過去から議員をさ
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れている方、松村委員だったら十分にご理解賜ってくださっているものと思っております

し、様々な場でこの件に関しましては、松村委員が何回も何回も水面下でご説明申し上げ

たところでございます。ご説明済みであることを併せて申し述べます。 

１．委員（松村紘子）  過去、補助団体さんであったのが直営になったという経緯もあったということ

で、市長のほうからご説明賜りましてありがとうございます。 

        こっちからは要望というふうになりますが、直営でするか否かというところの先ほど担

当の部署から、明確な基準というところがないというところですので、客観的に見てはっ

きりと分かるような形での直営基準を作成いただけたら、私どもも理解しやすいのかなと

いうふうに思いますので、要望としてお伝えさせていただきます。 

        以上です。 

１．委員（黒田 実）  私も私のほうからも、今の委員からのご指摘があった今回のこの発明クラブの

件です。いろいろと市とこの団体との関わりをご説明いただいたんですけれども、もう一

度私のほうからも確認したいんです。 

        今回、予算書で１５９ページ、１６０ページです。特に青少年発明クラブの補助金は１

６０ページ、教育費の社会教育費、目として青少年対策費、この中に少年少女発明クラブ

補助金７８万円というふうに記載されています。ここを含めてちょっと質問したいんです

けれども、１５９ページには音楽団体指導者報償費としてありこれは４０５万円。 

        これをまず確認したいんですけれども、このまず音楽団体の報償費、この団体名をまず

確認したいと思います。 

１．スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  お答えいたします。 

        まず、少年少女合唱団と吹奏楽、それとチアリーディングの３団体であります。 

１．委員（黒田 実）  これは報償費ということなので、恐らくじゃなくこれはもう直営の楽団という

ことなんですね。他の委員さんからも指摘あったんですけれども、この楽団さんは今後も

直営にするというか、新年度も直営になさるということなんですけれども、これと少年少

女発明クラブとの違いといいますか、先ほどの基準という言い方をされましたけれども、

これについてちょっと明確にちょっと説明をいただきたいんです。 

１．市長（山本 景）  直営３団体におきましては、過去前市長時代においても廃止なり見直しのとこ

ろは検討されたようですが、直営で残ったというふうには聞いてはいるところでございま

す。 

        私といたしましては、こちらについてもやはり検討は必要だとは思っておりますが、や

はり過去の経緯でありましたり、利用されている方のご意見を慎重にそこは聞く必要はあ

るのかなと思っております。しかしながら、一方で、少年少女発明クラブについては、も

ともと団体なんです。もともと団体でやっていたのを当時の教育長等の判断で直営に戻し

たというところがありますので、私といたしましては一旦元に戻したほうがよいという判

断をしたところで、基本的には団体さんというのは、団体さんが自分で運営できるところ

に関しましては、もうその団体でチーム等を見られるということは、過去の補助金のガイ

ドライン、これは私が市長にする前に黒田さんの段階でもう指定をつくられたものでござ

います。こちらにのっとった運営にすべきだと私は考えているところでございます。 

        なお、私は少年少女発明クラブを代表者、前教育長と黒田との関係ももう明確に知って

いるところでございます。あえてこの場で言いませんけれども、やはり私といたしまして
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は公正公平に市政はやるべきだとは思っておりますので、当該少年少女発明クラブに関し

ましては、やはり元の団体に戻すべきだというのと、また併せまして直営３団体について

は、改めて検討が時間をかけてこれまでの非常に長い歴史もあることから、検討は必要だ

なというふうには考えているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

１．委員長（岡田伴昌）  山本市長におかれましては、不用な発言が出ないようによろしくお願いしま

す。 

１．委員（黒田 実）  委員長、ありがとうございます。引き続いてお願いします。 

        市長、本当に委員長から注意をいただいているんであれなんですけれども、私と誰との

関係とか、今の答弁は本当にもうちょっと聞き捨てならないといいますか、仮にそうであ

ろうがなかろうがというか、そういう認識で見ているということ自体が、これはもう不信

感を抱かざるを得ないということをこれまで明確に申し上げておきます。 

        それで、私が申し上げているのは、今回その沿革について、これはちょっと本当にこの

場で短時間でそれを確認しても、過去において団体だったのか直営だったのかどうか、あ

るいは団体のていでも実質直営のような形をしていたのか、これは過去を遡っていくとそ

う単純に位置づけられないです。体裁だけ整えて結局は市が直接関与していたという団体

はほかにもいっぱいありましたから。だから、そういうような紋切り型の捉え方で、過去

団体であったから団体に戻すんだ、この理由はちょっと私はこの場で何とももう言いよう

がないというか、だからといって今回そういった判断をされたという理由については、納

得はしません。 

        それで、再度聞きます。再度聞きますが、この合唱、音楽関係さん、これを今直営をど

うするんだという、要するに今市長も公平公正だというんであれば、そういったこともち

ゃんと検討した上で、しっかりと今回この団体については補助団体にするんだ、そういう

説明だったら分かります。けれども、この音楽団体については全く、前市長の代からです。

それは関係ないです。というか、少なくとも発明クラブに関しては、今回このような対応

をする。これは予算の話じゃなくてこれは人の関わりの話なんですけれども、それを判断

されたというんですから、じゃしっかりと他の団体も含めて検討したのかどうかを示して

ください。 

        検討されたんですか。どうなんですか。検討されていなかったとしたら、その検討をし

ない理由は何なんですか。 

１．市長（山本 景）  極めて失礼な言い方だというふうには考えておりますが、しっかり検討はいた

しました。これは過去からではございますけれども、なかなか合唱とかもしくは吹奏楽と

かになってくると、やはり物がどうしても必要であるとか指導者の問題とかがやはりあり

まして、これはなかなか民間の受け手のところがないという非常に大きな課題があるので、

一足飛びにこれを直営をやめるということは、結局利用されている多くの特にピクシーズ

とかでも非常に今１００名近いお子さんもご利用されているもので、なくすというわけに

もなかなかいかないところであり、かといって受皿があるわけでもない。 

        結果といたしまして、市といたしましては、過去から前市長時代もしっかり検討はして

います。残念ながらこれに関しましては、直営の状況を簡単には変えられないということ

で現在に至っており、今年度もそのような状況であるということはご理解賜りますようお
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願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  市長から直接答弁いただいているんですけれども、すみません、もう担当のほ

うでちょっとお答えいただきたいと思います。 

        というのは、事実関係がよく分からない。それは検討しましたとかいうけれども、いや

それはそういういろいろな課題があるという認識は示されたのかもしれないんですが、こ

れはもう団体名云々と出すとあれなんです。誤解を招かないように、私はあくまでこの決

定プロセスを聞いているだけですので、他の音楽団体をこの際、補助団体にしろとか、あ

るいは直営堅持だとかその価値判断をしているわけではないんですけれども、例えばある

団体にしては民間団体もあります。 

        だから、今の市長答弁でも全く何をおっしゃっているのか分からない。受皿と言います

けれども、いや受皿でも民間団体があるじゃないですか。もしそういった音楽活動をした

いんであれば。でも、あえて市として直営の事業をしているのは何なのかというような説

明は全く聞かされていないんで、もうちょっと担当にお聞きいたしますけれども、本当に

そういったことも含めて検討されたんですか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        市長が言われる公平性という観点は、重要かなとは思っておるんですけれども、実際実

務的なところで言いますと、やはりそのチア、合唱、吹奏楽というのは、やはり地区のイ

ベントであったり市の催し、またその実行委員会の事業なんかのオープニングの盛り上げ

というところで、結構やはり利用ニーズが高いんですよね。それを踏まえると、やはり一

定団体へ移行というまでにはまだ行っていないのかなというのは、内部での検討であって、

今後その直営の４団体の民間団体化というのは、引き続き検討していかなあかんことかと

思うんですが、現時点では今言うその３団体というのは、非常にやはり市、地区、団体の

ニーズが高いというので、一定維持はしとかなあかんのかなとは考えております。 

１．委員（黒田 実）  考え方として、市に関わる行事に出演いただくということなんです。でもそれ

もやり方です。それは別に民間とそういった提携をしっかりとして、市の事業にも協力し

てもらうとか、今のお話、ちょっと直営にするかしないかの話と市の行事に参加いただく

云々の話をされましたけれども、それはちょっともう多分別なんです。じゃ、実際に民間

団体ともどのような市の行事に提携できるかというのは、これはまた別問題。だから、今

の答弁でもちょっとほかの団体さんも含めて検討されたということについて、具体性は全

くない答弁だというふうに思います。 

        いずれにしても、じゃこの発明クラブさんに対しての話でいきますと、せんだって市長

は議長宛てにいろいろとこういう事情だという説明をされているんですけれども、本当に

この中身の意味が分からないんです。機構改革をしました。その趣旨は、地域振興と生涯

学習の連携強化だとここまでは分かります。そうやけれども、そのこと機構改革の趣旨と

当然地域振興と生涯学習の連携強化を図るという話と、それと団体との関わり、これは別

に市がそういう考えを持っているというのはいいんですけれども、だからといって今回こ

の団体を直営から補助団体にするという理由として、いろいろと市内のものづくり企業と

の連携を仕組みに移行して、こういった話もちゃんとできているんですか。 

        これはもう正直にお答えいただきたいんですけれども、その団体さん交えてそういった

移行のコンセンサスは取れているんですか。さらには、そういった説明をその団体にしっ
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かりとなさっているんですか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        大きくは２団体、製造業もうちの２団体に対して協議しているところでございまして、

昨日、１団体の理事会のほうに寄せていただきましてご説明させていただき、関心は高か

ったというのは実情です。今、実際のところその答えはまだいただいておりませんが、協

議している段階でございます。 

１．委員（黒田 実）  いろいろと直営であるということで、これまでの経緯からいって担当がいろい

ろとその団体、ものづくり企業さんその２団体のうち１団体とお話をなさる、それはいい

んですけれども、ただ今の話も、興味は持っていただいていても、じゃ今後本当に今まで

の発明クラブをやっていたものをどのような形でその団体さんが、どこの部分で担ってい

ただけるか、これはまだ具体性も全然欠けている話だと思いますし。 

        もう一つ、先ほども聞きましたけれども、そのことも含めて今も担当部署としてお話は

なさっている。でも、これまでこの発明クラブ指導員であるとかいろいろ携わっている

方々、その方々も交えてそういったイメージの共有というんですか、こういうふうにして

いったらいけるんじゃないか、そのような具体的な話はなさっているんですか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        発明クラブは直営のクラブですので、会長というのはございません。ただリーダーの方

がおられますので、リーダーの方とは一定そういった方向で協議しているところはござい

ます。 

１．市長（山本 景）  あくまでこれは直営事業が補助事業に移行するともいうものでございます。一

定報酬発生はしていたところですが、当然市というのは単年度事業でございますので、そ

の方々に未来永劫お金を払い続けなければならないということはそもそもございませんの

で、その点はご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  すみません、追加で今答弁いただいたけれども、全く意味が分かんない。 

        要は、いいですか、もう一度担当のほうにお聞きさせていただきます。 

        そういった企業さん、ものづくりに関わる企業さんともいろいろ打診はしているという

ようなことはある。そうやけれども、これまで携わっておられた発明クラブの主に指導員

さんの方々とか、あるいは主にその発明クラブ活動に携わっている方々と交えて、今この

段階でしっかりと方向性の共有ができているというふうにはお話はしたけれども、じゃそ

の主任指導員さんですか、代表指導員さんですか、その方からもしっかりと、それならば

いけるねというようなお話になっているんですか、どうか。なっているんですか、お聞か

せいただきたいと思います。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        そのリーダーさんとの協議というのは、もう昨年からずっと継続的には行っているんで

すけれども、やはり数十年という形で直営で継続されているところもございますので、い

きなり団体に移行という反発というのは間違いなくあるのはあります。 

        ただ我々としては、やはり行っている青少年活動の内容が発明というところで、当然

我々地域振興部は、青少年活動の分野と産業分野を持っていますので、ここを両立するこ

とでもうちょっとその相乗効果でいいものができるんじゃないかというものも期待してお

りますので、そのあたりはそのリーダーさんには常に説明をさせていただいておりますが、
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一定、理解は得られているのかなとは思うんですけれども、やはり長年の積み重ねで直営

でやってきたところがやはり強いところがございますので、納得されているのかと言われ

るとなかなか難しいのかなとは思っております。 

１．委員（黒田 実）  担当とその発明クラブさんと具体的にどのような話をなさっているのか、これ

はもう私は当事者じゃないので、ここで根掘り葉掘り聞くわけにはいきませんけれども、

ただ事実関係としては、せんだって議員宛てにもいろいろと要望書といいますかご意見を

頂いています。それを踏まえて、それを見る限りでは、なかなか反発というか、なかなか

まだ理解は得られていないんだろうというように私はもう判断しておりますので、一定担

当としていろいろ協議はなさっているんだろうけれども、今日のこの段階で果たしてこれ

までの直営からの補助団体への移行ということについて、団体さんに理解は得られている

と、あるいはその受皿としてもまだしっかりとこういうような体制でいけるとかいったこ

とまでも、その団体さん交えてまだきっちりと共通認識が持てていないというのは、今の

やり取りをしてそのようにもう判断せざるを得ません。 

        その状態で、今回これは予算の話というか、もう実際これ予算の説明書の部分の話なん

で、これは予算額の話ではなくて市と団体との関わりの話なんですけれども、今日のこの

状況で果たして、いわゆる補助団体への移行というのは到底私は理解できないというふう

に、もうはっきりと申し上げておきます。 

        それで、ちょっと加えて、先ほどから市長も答弁なさっているんですけれども、この団

体さんの文書に関していろいろと、市長は市長としていろいろ思いを語っているんですが、

何せちょっとこの受皿論としてまだきっちりと話ができていないというのは分かりました

けれども、先ほどちょっと発言の中で、いわゆるもう今クラブの指導員さん●●さんです

ね、●●さんが報酬をもらっているとか何とか、そのことの意味をちょっと説明いただけ

ませんか。それはどういう意味でおっしゃったんですか。 

１．市長（山本 景）  一言で申します。当時の教育長でございます、直営にした。かつその方が退任

後、報酬をもらう。要は直営にしてちょっと意思決定をトップ組織としてされた方、その

方が退任後、報酬をもらうというのはいかがなのかなと、市民感情的に我田引水と言われ

ても仕方がないのかなと。また、その方と黒田さんとの関係をよく私存じていますので、

こういうような質疑をするのもどうかなと。これは多分議会のモラルにも問われるかなと

は思っております。 

１．委員（黒田 実）  全く今おっしゃっている意味が分かりません。少なくともその方が直営にする

ような決定課題におられたのかどうか私も知りません。ただ、今の市長の発言からいくと、

あたかもその人は直営にすることに関与しかつ教育長を辞めた後、自らその指導員になっ

て報酬を得ている。これは非常に何かおかしいんじゃないか。これはもう市長、申し訳な

いけれども撤回するんやったら、そういう邪推も含めて今撤回していただいたほうがいい

と思います。 

        何ら、じゃそういったことを仮定があったとしても、指導員としてしっかり子供たちを

指導して報酬を得ることには何ら問題はないというふうに思いますし、ましてや私とその

方との関係も何ら問題ないんで、もう一度お聞きしますけれども、今の認識についてはや

はり撤回すべきだと思いますが、いかがですか。 

１．市長（山本 景）  もし撤回を求めるなら。 
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１．委員長（岡田伴昌）  すみません、現在案件と関係ない方向に話が行っていますんで、質疑を超え

る範囲はやめていただきたいというのと、モラル云々議会に対する発言というのも注意し

ていただきたい。 

        黒田委員、改めて質問のほうでお願いします。 

１．委員（黒田 実）  そうですか。それでは、先ほどの市長のちょっともう話を論点がずれてしまい

ましたので、先ほどの市長のその答弁については、私としてはもう全く意味が分からずか

つその発言はもう撤回に値するということを今ここで強く申し上げておきます。 

        それで、再度お尋ねしますが、今回のこの補助団体への移行ということについて、やは

り時期早尚であるというふうに私は思いますので、やはりこれはしっかりと当該団体も交

えて今後の運営の在り方、しっかりと合意形成を取りながら、より発展的なほうに向かう

んであればいいんです。それは。だけれども、そういったことも含めて、新年度から移行

に移る、補助団体に移行するということは、これはやはり時期尚早だと思いますが、いか

がですか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  お答えします。 

        今回の予算につきましても補助金という形で提案させていただいております。 

        先ほど繰り返しに答弁させていただきましたように、地域振興部としての青少年活動と

産業活動を一緒にして、相乗効果で子供たちに未来の将来の技術者に期待しているところ

もございますので、やはりその団体の補助というところで進めていきたいと考えておりま

す。 

１．委員（黒田 実）  もうこれは考え方の相違といいますかになるんでしょうけれども、少なくとも

現段階ではもう時期尚早過ぎて、この移行の仕方、これはもう根底の考え方からいっても

極めて乱暴であるというふうに申し上げておきます。 

        それともう一つ、他の団体との整合性、それも取れていないということを強く指摘して

おきます。 

１．委員（皿海ふみ）  私のほうからも一言だけ、発明クラブが立ち上げられたときのことについて、

私も古い職員さんに伺いましたら、まさに市の方針として立ち上げられ育成してきた団体

ですよということを私は伺いました。そういうことからすると、市の直営団体であるとい

うことに私自身は違和感はなく、私も１度だけ活動を見学に行かせていただいたことある

んですけれども、今の子供たちが道具を使うという機会も減っている中で、ものづくりで

あったり自分で考える力を培う非常に大事な活動だなというふうに思っておりますので、

今回、直営の団体に市として自立を促す、また他分野との連携を促していくという方向で

あるならば、ほかの直営団体も含めてそういった整理であったり、説明が十分求められる

というふうに思いますので、意見として申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  そうしましたら、ちょっと別のところで、請求させていただきました給食セン

ターの民間委託のヒヤリ・ハット事案、請求資料の３１ページのところでお聞きしたいと

思います。 

        調理業務が民間委託されて以降、この間にそれなりに異物混入であったり配送間違えな

どもあったということで、これは直営でされている頃の件数と比べて増えているとか減っ

ているとか変わらないとか、そのあたりの状況はいかがでしょうか。 
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１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        直営の頃と比べますと減っております。 

１．委員（皿海ふみ）  減っているというのは少し意外でした。 

        それから、民間委託になって以降、加工食品であったり冷凍食品であったりが増えたり

とか、手の込んだ料理がしにくくなっているというようなことなどはあるのかないのか、

お聞かせください。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        民間委託になったからといって手の込んだ料理がしにくくなったということはございま

せん。直営の頃からと変わっていないメニューで続けてきておりますので、そこは関係の

ないところだと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        今後改めてまた委託をかけていくというに当たりまして、調理員を何人置くかというよ

うな条件も仕様書で定められていると思うんですけれども、今の現在の調理員の人数と次

期募集に当たっての調理員の人数、変わりがないかとかそのあたりも教えてください。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        同じ人数で調理のほうへ臨んでいただくような形で、仕様書のほうをつくっていきたい

と考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        それから、前回の委託の条件として、神宮寺のミカンであったり地元の果物等を入れる

ことであったり、学校の授業に調理員さんも出かけて食育を行うことなどの条件も入って

いたかと思うんですけれども、このあたりも変わらず次回の仕様書にも入れ込まれるのか

というところで確認させてください。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  同じように食育については調理員さんと協力しながら、委託

業者と一緒にやっていきたいと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  それと、仮に現在と違う事業者さんが受注した場合というのは、引継ぎがかな

り大変になると思うんですけれども、その場合、引継ぎの期間では何か月ぐらいとか設定

されていましたら教えてください。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        前回の業者を決めたのが９月だったと思いますので、５か月ほど取っていたので、同じ

ような形で長く下見をしていただいて、次の４月からの引継ぎがうまくいくようにしてい

ただけたらと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  民間委託になりますと、次の事業者さんがどのような事業者なのかということ

を、また一からというあたりも民間委託のリスクかなと思いますけれども、混乱が起きな

いように選定を進めていただきたいと思います。 

１．委員（黒田 実）  それでは、あと幾つかなんですけれども、参考資料１６１ページ、倉治小学校

プール改修設計業務委託と、これは単純な質問なんですけれども、改修の設計なんですけ

れども、大体これ改修費用はどれぐらいの見込みになるのかをまずお聞かせいただけます

か。 

１．まなび舎整備課長（草野将明）  お答えいたします。 

        この委託はこれから設計をしていきます。現在プールサイドのシートの下部等は、コン
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クリートの状態がちょっと分からないものですので、これからちょっと詳細に設計してい

くにつれて工事費が出てくると考えておりますので、今現在、金額はちょっと答えられな

い状況にあるということでご理解賜りたいと思います。 

１．委員（黒田 実）  詳細が分からない。大体でもこれもう１千万単位になってくるというような認

識でよろしいですかね。 

１．まなび舎整備課長（草野将明）  委員ご指摘のとおり、数千万の単位になってくると考えておりま

す。 

１．委員（黒田 実）  ありがとうございます。大体の規模感数千万。 

        今、学校については、たしか学校改修の２０か年計画というものを一定つくっておられ

ると思うんですけれども、あの中にはプール改修も入っていたんでしょうか。 

        というのは、学校施設等管理計画、これ実はプール設備はこの管理計画には実は入って

いないんですよね。今別途２０か年計画というのを教育委員会がつくって、いろいろと各

校舎、維持管理をするんだと。これはそういった説明をなさってきているんですけれども、

このプールに関してはどうなんかなと思いまして。 

１．まなび舎整備課長（草野将明）  お答えいたします。 

        委員ご指摘のとおり、学校施設２０か年改修計画にはプールの工事のほうは含んでおり

ません。 

１．委員（黒田 実）  今回この数千万、その額は詳細これから設計に入ってみなきゃ分からん。ただ

規模感で言うたら数千万だということなわけです。この２０か年で学校の校舎とか体育館

とかそういったことについての改修計画はなさっているんですけれども、こういった事態、

今後も十分想定されるんで、やっぱりプールの今後の在り方、これはやっぱりしっかりと

これも見立てを持たないと、これは数千万という大きな話です。当然子供たちにとっては

大事な教育の場でありますし、ただ本当にこれも今後もこのような形で改修、改修でどん

どんやっていって、どうなのかというようなことも含めて、プールについても早急に改修

なり今後の費用の見立て等々をしっかりと、やはり行政として把握する必要があると思う

んですが、いかがでしょうか。 

１．市長（山本 景）  プールについて、なぜか過去から学校管理計画とかそういった計画から除外さ

れていて、私も大変びっくりはしているところでございます。当時の職員には確認はいた

しましたが、当時から修理の予算を市長にも打診はしたんだけれども拒まれたという話も

聞いております。これは間違いない話でございます。 

        私になりまして、さすがにそれはないだろうというふうに思っておりまして、まずは、

修理につきましては問題が大きいところから順次直しているところでございます。子供た

ちの意見を当然聞いてはおります。ただ、今の現状のいきいきランドのプールに関して申

しましたら、休館日が火曜日のみで、その火曜日の５月から１１月にみらい学園の児童生

徒の皆さんがご利用されていて、他の学校が利用するにも本当にもう１２月から３月の限

られた期間。しかも大きい学校だったらその期間に収めることもなかなか困難なので、ど

うした対応がいいのか、全体的な公平性、公正性の考えも必要でございます。 

        プールの在り方につきましては、まず取り急ぎ傷んでいる学校については直す予定には

してはいるところでございましたけれども、在り方も含めて改めて時期を見て検討はして

いきたいとは思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 



 

－１３８－ 

１．委員（黒田 実）  改めてまた時を見て何を検討なさるか、さっぱり今の答弁で分からなかった。 

        いずれにしても、学校プールの話、これはもう全国的にも今後の維持管理については非

常に大きな課題になってきています。今の現状の施設管理計画に入っている、入っていな

いそれの是非なんていうのはいいんです。実際のところでもプールは、これからしっかり

とこの費用負担を見立てていかなければならないので、早急にこのプールに対する維持管

理の見立ては取っていくべきだというふうに申し上げておきます。 

        それと、続きまして、参考資料の１６４ページ、これはもう単純な確認なんですけれど

も、教員業務支援員、これはスクールサポートスタッフということで、いろいろな事務作

業ですとか来客ですとか電話対応、これをしっかりとやっぱりサポートできるスタッフを

各校につけていこうと。これはもう大阪府さんが半分ですか、府費を半分頂いてという予

算で、これはもう非常にいい取組というか、こういった体制を確立どんどんと広げていか

ないといけないと思うんですけれども、これは単純に各学校に１名配置ということなんで

すが、それが足りるかどうかはともかく、これ今学校の先生方の働き方改革とも関わって

くる話だと思うんですが、この事業は府の補助ですよね。実際今後もずっとそれなりに継

続して、府補助として見込めるような財源なんですか。 

１．教育指導部長（髙嵜 育）  お答えします。 

        教育委員会といたしましてもすごく大事な事業だとは考えております。大阪府自体に要

望もしまして、実際大阪府の要望もかなり２億ぐらい増額して予算要望しておったんです

が、実際についたのは昨年度と同様の額であったというふうに、府の資料を見て認識して

おるところです。ですので、さらにやっぱり我々も要望してまいりたいと考えております。 

        実際、半額、２分の１補助だったんですけれども、今年度につきましては２分の１の４

０％しかつかなかったというのが現状でございます。 

１．委員（黒田 実）  この学校の先生の立場云々、これは大阪府が任命するという話なんですけれど

も、ただこれ学校の話は当然、府とも大きく絡んでくるんですけれども、いろいろと少人

数学級であるとかいろいろ先生の加配云々ありますけれども、本当にこれからの学校現場

をどのように限られた人材で回していこうという場合においては、この視点とか、あるい

は単純に生徒数を減らそうじゃなくて、やはりその子供たちの対応においては、スクール

カウンセラーであるとか、いわゆる子供の今の様々な課題に専門的に対応できるそういっ

たスタッフを、しっかりと配置していくという視点が要ると思いますんで、これはもう今

日の段階ではあくまでも要望といいますか、学校体制についてはこれは府費も大事なんで

すけれども、市としてもしっかりとそういった財源を確保して、学校の在り方、より充実

した在り方に持っていっていただければと思います。 

        委員長、すみません。最後に再度もう意見ですけれども、先ほどのちょっと質疑で、少

年少女発明クラブに関していろいろ市長の答弁もありましたが、やはり非常に不可解な発

言があり撤回を求めたけれども撤回をなされなかった。まさにその発想自体が教育基本法

において国にそういった不当な介入をしない、行政であるとか権力が介入しないというよ

うなその法律に対して、まさにそういう何か政治的な判断でいろいろと物をおっしゃるそ

れ自体が、非常に大きな疑問、不安であるということをあえて申し上げておきます。 

        まさにこの教育基本法の不当な介入、それこそがそうなんじゃないですかということを

強く意見として申し上げておきます。 
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１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  続けて、請求した資料の２９ページの就学援助のところで少し質問させていた

だきます。 

        北河内７市の就学援助の認定基準と支給項目の一覧で出していただきましたけれども、

交野市の認定基準というのは、おおむねいつ頃から上がっていないといいますか、変わっ

ていないでしょうか。 

１．まなび支援課長（花田睦美）  お答えいたします。 

        平成２４年から変わっておりません。 

１．委員（皿海ふみ）  私、１０年前ぐらいの委員会で出してもらった資料を見ていたんですけれども、

ほかの市はもう２０万とか３０万とか上がっているんですけれども、交野市だけ同じ基準

だったんです。 

        この間に最低賃金も当時８００円台から１千１００円台まで上がって、物価はどんどん

上がって、実質賃金のほうは物価に追いついていないということで下がっていますけれど

も、そういった社会状況の変化もあるという中で、これちょっと一旦私は引き上げる方向

で見直しをしていただきたいと思いますけれども、この間全く上がっていなかったという

ことやこの持家の基準もちょっと低過ぎるんじゃないかという意見も他会派からも出てい

たかと思うんです。そのあたりも含めて、一度この就学援助の認定基準の見直しぜひ進め

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

１．まなび支援課長（花田睦美）  すみません、お答えいたします。 

        平成２５年に国のほうが生活保護基準のほうの見直しをされましたけれども、一定その

基準から生活保護が受けられなくなる、就学援助を受けられなくなる世帯が出ないように、

平成２４年度の基準で対応をさせていただいているところですが、今現在の生活保護基準

で就学援助の制度にのっとってすると、もう少し基準額のほうが低くなってしまうという

状況になりますので、一定生活保護基準を今言っていますけれども、今現在の生活保護基

準でいくとやっぱり１．０６、１．０７ぐらいの基準では対応を行っている状況です。 

１．委員（皿海ふみ）  以前に国が生活保護基準を引き下げたときに、就学援助などの基準が下がらな

いようにしなさいという国からも通知もあって、交野市も下げずにそのまま維持していた

だいたということは私も記憶しているんですけれども、その基準というのは生活保護の１．

３倍であったり５倍であったり、いろいろ広げてやっておられるところもありますし、こ

の物価高騰の中で非常に求められている施策だと思いますので、その基準のぜひ引上げの

方向で、もう一度ぜひ見直ししていただきたいということで要望しておきます。 

        それから、昨年、文科省のほうからなるべく保護者の負担を減らすために、学用品など、

算数セットであったり彫刻等であったりというのをなるべく学校の備品として、保護者負

担を個別に求めない方向でしていきましょうというふうな通知も出ていたかと思うんです

けれども、そういった方向で何か努力とか始まっていましたら教えてください。 

１．教育総務部長（和久田寿樹）  お答えいたします。 

        特にできる限り保護者負担を減らしていきたいということで、最近では雑巾を負担を減

らしたりというような努力はさせていただいていますので、今後ともできるものがあれば、

検討は一つしていきたいというのは考えているところでございます。 

１．市長（山本 景）  日本国憲法上は、義務教育はそもそも無償だと思っています。ただちょっと国
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の無償の考え方の範囲が、ちょっとあまりにも私としてはせこ過ぎるんかなというふうに

思っておりますので、私がやったところとしては、やはり給食の無償化に関しましては、

だからこそ当然義務教育は無償なんだから、当然給食ぐらい出して当たり前じゃないかな

というふうには思っているところでございます。 

        本市の全体で見たら、例えばこれはどう考えても市が負担すべき、もしくは教育委員会

が負担すべきものを例えば保護者に求めたり、またここでは出ていないですがＰＴＡに求

めたりとかそういうのもありますので、できるだけ私はその部分については可能な限り市

が負担をするように。そのときにはもう学校で抱え込むとちょっと学校側もちょっと非常

に大変なんで、もう教育委員会で一括してまとめて買うとか工夫は凝らしながら、どこか

らどこまで市がやるべきかというところを改めて検討はして、当然そこに市長部局、市長

のほうからしっかり予算配分はしていきまして、見直しを図っていきたいと思っておりま

すので。 

        これは実はもうこの件で先日ＰＴＡの皆さんにちょっと私怒られて、要望書も出された

りとかされていらっしゃいますので、ＰＴＡの件も含めましてご指摘の件も含めまして、

再度、教育委員会と共に検討は進めていきたいと思っておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  どうぞよろしくお願いいたします。 

        あわせて、実施計画書の５１ページの今、市長おっしゃってくださいました学校給食の

無償化のところでは、交野市では中学校も含めての無償化実現ということで大変喜ばしい

ことだというふうに思っております。 

        国のほうの文書Ｑ＆Ａ等を見ますと、給食負担軽減の交付金は、不登校など非喫食者の

分も含めて交付金と請求できるというようなことで聞いていますけれども、交野市として

もやはりこの非喫食児童の分も含めて請求ということになるんでしょうか、確認させてく

ださい。 

１．学校給食センター所長（出村公一）  お答えいたします。 

        今の時点で、まだしっかりと実施計画等が。そちらのほうは請求するということでお願

いして。 

１．委員（皿海ふみ）  交付金としては、交野市としては非喫食者の分も含めて請求をするということ

ですので、今後その分を給食を食べていない児童に何らか現金給付等できるのかどうかと

いうのは、市の判断に委ねますというような国の通知にもありますけれども、そういった

ことも今後ちょっと４月から急にというのは難しいと思いますけれども、引き続き、いろ

んな方法がないかということで検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

１．教育次長（大湾喜久男）  今現在、大阪府のほうから示されております中の一つといたしまして、

そもそも保護者負担となっている学校給食費の負担軽減を通じた子育て支援に取り組む自

治体への支援という位置づけでやっております。ただ、その算定根拠に児童数を使ってい

るということですので、個人への支援ではないということは国も明言しているところです。 

        ただ、今委員がご指摘いただきましたように、非喫食者への支援等につきましては、そ

れは自治体の判断でというふうに言っていますけれども、そこはなかなか公共施設を受け

ないからその分をくれというところが難しいところもあるかなと考えているところです。

ただ、国のほうからは、これからそれに対する考え方であるとか、非喫食者の範囲、ほか
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の市の事例などを示していきたいというふうなことを申しておりますので、その辺も見な

がら、今後どうしていくかを考えていきたいと考えております。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（三浦美代子）  参考資料の１６１ページ、倉治小学校のプール改修の件で、要望を一言だけ。 

        以前にも私も倉治小学校のプールを見にいきましたが、非常にひどい状況で、これから

順次、修理をする可能性のプールがあるというふうに聞いておりますが、今は寒くてぴん

ときませんが、炎天下やけどをするプールサイド、そして一定の温度になればプールに入

れない状況の中で、先ほど市長、わくわくプールはなかなか厳しい状況だということだっ

たんですけれども、子供たちがプール授業を安心してできるように、屋内プールのほうへ

少しでも移行ができるように民間委託を利用しながら、極力頑張っていただきたい。 

        当面ここはもうなしでというわけにいかないので、これから制度設計されるとは思うん

ですけれども、現実、炎天下でのプール授業がどこまでできるのか。その年の気候によっ

ても随分変わってくるかとは思いますが、今後、長期計画を立てていただきましたらあり

がたいということを要望いたします。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  要望ですんで、いいですか。 

１．市長（山本 景）  実はもう先日、倉治小学校に給食を食べるとともに５年生の各クラスと４年生

の各クラスを回って、実際小学生はどう考えているのか手を挙げてもらったんです。プー

ルに関して。正直に申しますと、プールをいきいきランドのプールにバスに乗っていくパ

ターンと、逆にプールを直してそのまま使うパターンとどっちという話を聞きました。も

ちろん条件とかちょっと違ったりもするんですけれども、いきいきランドにバスで利用し

たいという方に関しましては、やっぱり６割、７割ぐらい。逆に、そのままの今のプール

を直してという子は、大体２、３割ぐらいというところなので。 

        ただ、これが事実でございますが、ただ現状のいきいきランドのプールの稼働をしてい

る期間が、みらい学園の子供たちが火曜日休館日に入っていまして、それが５月から１１

月で、空いているタイミングといたしましては、もう冬の１２月から３月で、なかなか３

月は入学、卒業式でなかなかしんどいところなので、倉治小学校で利用するというのは困

難という聞き取りに当時は達したところでございます。 

        じゃ、今いきいきランドをお使いの特にご高齢の方多いんですが、その方々の利用を制

限をして学校に使わせるとなると、それはそれで反発があると思っています。じゃもう１

個、市で建ててはどうかという意見もあるとは思うんですが、現状、空いている土地にプ

ールをぽんと建てるわけにもいかないところで、いきいきランドの敷地内に建てれるんか

という話も多分あるとは思います。遊水地のところも広場にして、今のプールの隣接地に

建てられるかどうかとか、そこら辺の検討もやはり必要だと私は思っているんですが、や

はりその検討も含めまして、今ちょうど今いきいきランドの改修がかなり大詰めに至って

いまして、令和の初め今回皆様にご提案をしているのは外構部分の修理でございます。そ

の後に遊水地の部分の改修のところも提案をする予定でございまして、そこに併せてぐら

い今後のプールの方向性、学校プールの在り方につきましては、当然議会の皆様、当然保

護者の皆様、そしてまた子供たちのご意見もしっかり踏まえて、今後のプールの在り方に

つきましては、方向性及び結論は出していけたらなというふうには思っているところでご
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ざいます。 

        ただ一つ言えることといたしましては、現状、みらい学園の子供たちだけがいきいきラ

ンドのプールを使っていて、ほかの子供たちがかなり傷んだプールを炎天下の中使ってい

るという問題意識は、もうおっしゃるとおり十二分に私も持っておりますので、どうか現

時点においてはご容赦ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようですので、Ｄブロックの質疑はこの程度にとどめます。 

        なお、１６日月曜日は午前１０時から委員会を開き、議案第１５号の総括を、午後から

討論採決及び所管事務調査を行います。 

        以上で、総務文教常任委員会を散会いたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後 ３時４６分 散会） 
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（午前１０時００分 開会） 

１．委員長（岡田伴昌）  おはようございます。 

        本日は、先週に引き続き、総務文教常任委員会を招集したところ、ご参集いただきあり

がとうございます。 

        ただいまから総務文教常任委員会を開きます。 

        まず、本日の委員の出席状況の報告を事務局から受けることとします。 

１．事務局長（中村健一）  おはようございます。 

        本日の委員の出席状況を報告申し上げます。本日の会議出席委員は８名で全員出席でご

ざいます。 

        以上、報告を終わります。 

１．委員長（岡田伴昌）  これより議事に入ります。 

        本日の案件は、先日ご通知したとおりです。 

        それでは引き続き、案件１の付託案件審査についてを議題とします。 

        本委員会に付託されております議案第１５号 令和８年度交野市一般会計予算について

を引き続き議題とします。 

        ここで、１１日に行われたＡブロックの質疑に際し、理事者より追加の答弁がございま

すので、発言を許可します。 

１．総務部長（阿佐正和）  許可をいただきありがとうございます。 

        去る３月１１日の令和８年度交野市一般会計予算、Ａブロックの退職者数の審議の中で、

自己都合退職者が増えているとのご意見を頂戴いたしました。 

        本委員会に提出した資料には、任期付職員が含まれておりますが、任期付職員とは、高

度な専門的知識、経験等を有する者や一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従

事する者を一定期間の任期を定めて任用する職員であり、正規職員と同様に取り扱うこと

で、誤解を招くことも考えられますことから、任期付職員を除いた正規職員の退職者数に

ついて改めて追加資料として提出するとともに、その内容についてご説明させていただき

ます。 

        追加資料をご覧ください。 

        令和７年度の退職者の状況につきましては、全体で２２名、退職事由は大きく３つに分

かれてございます。 

        １つ目が６０歳以降に６２歳の定年を待たずに退職する、いわゆる定年直前の自己都合

退職者は６０代で５名、２つ目の退職年齢５０歳から５９歳の早期退職者は５０代で５名、

３つ目の自己都合退職者は５０代で３名、４０代で２名、３０代で６名、２０代で１名の

計１２名でございます。 

        自己都合退職者だけで比較しますと、令和３年度は９名、令和４年度は１１名、令和５

年度は１０名、令和６年度は９名、令和７年度は１２名で、年度ごとに多少の増減はござ

いますが、令和７年度の自己都合退職者が２０代、３０代を含めて、各年代において特に

多いということではございませんので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

１．委員長（岡田伴昌）  委員の皆様よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ありがとうございます。 
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        本日は、午前中に総括の質疑を、午後から討論、採決及び所管事務調査を行います。 

        これより議案第１５号の総括の質疑を行います。 

        なお、総括では、全庁的あるいは複数のブロックにまたがる質疑をお願いします。 

        質疑はございませんか。 

１．委員（松永隆太）  おはようございます。よろしくお願いします。 

        実施計画の１７４ページの公共交通と１９９ページの財源確保のところについてなんで

すが、おりひめバスの財源確保策と財源確保のための体制についてお伺いします。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  お答えいたします。 

        おりひめバスの財源確保につきましては、料金収入につきましては当然都市まちづくり

部が所管をいたします。国の地域未来交付金の申請窓口として、企画財政部、秘書政策部

を通じて、国とのやり取りをさせていただいて申請、交付決定を受けられたなら交付の申

請という手続は、企画財政部のほうが中心となって進めていくことになります。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 

        今のご答弁の中の地域未来交付金の最新の今の内示の状況についてお伺いいたします。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  お答えいたします。 

        おりひめバスにつきましては、参考資料にも国の未来交付金を獲得を目指すという表現

をさせていただいておりました。並行して内閣府のほうの令和７年度補正分、国のほうで

は令和７年度補正分という形のところに申請をさせていただきまして、ちょうど先週に内

示の通知が参りまして、バスにつきましては９千４３４万９千円という交付決定額が内示

をいただいたところでございます。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。その交付金について、今後予算計上、どういうふうな

形でするか教えてもらえますか。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  ただいま申し上げた交付金の額につきましては、８年度の当初予算で

は組込みをしておりませんので、内示額、決定額を受けまして、６月補正において財源の

組替えという形で提案をさせていただきたいというふうに考えております。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 

        それでは、今後の地域未来交付金の獲得に向けた交野市の取組についてお伺いします。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  地域未来交付金につきましては、分野も横断的になってございますの

で、それぞれ国の内閣府の示す事業要領等を我々企画財政部のほうでしっかり見させてい

ただいて、各関係部局とともに該当するような事例があれば取れるものは取るというスタ

ンスの中で、申請は手広くしていきたいなというふうに考えております。 

１．市長（山本 景）  松永委員の質問のところのウチヤのバスのところを中心にちょっと答弁をいた

しますが、今回、地域未来交付金を交野市で申請をいたしました。トータルで２億の運行

経費がかかっていて、売上げが５千万で差額１億５千万あるというのは、これはもう真摯

に受け止めるべき、もちろん赤字だとは思っておりませんけれども、もし今回９千万円を

超えるお金については内示はもらいますと。これは令和８年度に６月で議会にて補正予算

を提案すると、先ほど苗村から答弁はいたしました。 

        これは令和８年度だけかって言ったら、当然、実証実験の段階なんで、毎年度、今後令

和９年度も令和１０年度も様々な取組を、交野市といたしましては、地域の公共交通に関

しては考えております。その都度、その年の１２月から１月ぐらいに内閣府等に対しまし
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て交付金の申請をいたしまして、おおよそこの３月ぐらいに内示の決定を受けて、６月に

議会の皆様に補正予算で提案をするというのを今後も私といたしましては取り組むべきだ

と思っております。取り組むつもりでございます。 

        そして、それは一方で、市民の皆様にとりまして、毎年徐々にかもしれませんが、交野

市のおりひめバス、ちょっとネーミングをどうするんって話も多分あるとは思いますけれ

ども、改正されるということを意味するというふうに考えております。 

        全てを一度に、最良のものにするということはなかなか難しいかもしれませんが、毎年

徐々に国の交付金を最大限活用する、同じものをやってもお金、国はくれませんので、毎

年改善はしながら、国からお金をもらいつつ、市民の皆様によりよい公共交通を提供しつ

つ、そして結果といたしましては、京阪バス、撤退はしたんだけれども、よりよい公共交

通を市民に提供ができ、また財源確保もできたというふうな評価が得られるように、これ

からも努力、精進はしていきたいと思っておりますのでご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

１．委員（松永隆太）  ありがとうございます。 

        １回で全て変えてしまうとこれずっともらい続けられないということで、徐々に市民さ

んのニーズを聞きながら、そこを改善しながら、この交付金ももらいながらやっていくと

いうことで、非常にいい取組だと思っておりますのでよろしくお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松村紘子）  質問内容というのはちょっと個々なんですが、部署がまたがるというふうに考

えておりますので、環境事業課と子育て支援課のところで質問させていただきたいと思っ

ております。 

        まず、実施計画書の１８６ページにおけます、ごみの発生抑制及びリサイクル推進のと

ころについてお尋ねをしたいなと思っております。こちらフードドライブ事業の実施とい

うふうに記載があるんですけれども、実施に当たり、家庭などで消費できない食品を市役

所や環境事業所で回収していただいた後、どういったところに、何か所程度お届けしてい

るのかお尋ねいたします。 

１．環境部長（濱中嘉之）  交野市で実施しておりますフードドライブ事業の取組につきましては、令

和３年６月１日から開始をしておりまして、その目的としましては食品ロス対策としての

ごみ削減の啓発に加えまして、子供食堂やシングルマザーを支援する福祉施策などを含む

複合的な連携した事業でございます。 

        それで回収させてもらった食品類なんですが、こちら交野市内の現在、子供食堂５か所

であるだとか、あとシングルマザーの各家庭ということで、協定締結をしております事業

者を介しまして、配布させていただいているという状況でございます。 

１．委員（松村紘子）  子供食堂５か所でも配布されているということですけれども、こちらには地域

食堂も含まれているかなと思うんですが、そこでどのような形で使用されているかはご存

じでしょうか。 

１．環境部長（濱中嘉之）  そこに集まってこられる子供さんとかの、調理したものとしての提供の材

料として使われているというふうに理解しております。 

１．委員（松村紘子）  また、こちらに関しましてもご調査いただけたらなと思うんですが、フードパ

ントリーという形で、各月など対応できる食堂では開催日を決めて、子育て世代に配布を
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されています。現在、交野市内で私の知るところでは２か所をされております。 

        では、次に実施計画書の２０ページの放課後等の子供の居場所づくり事業についてお尋

ねをしたいと思います。 

        ここでは子供食堂を開催されている団体に対してのサポートをされていらっしゃると思

いますが、この事業におきましてフードパントリーの開催に対しまして、何か補助等をさ

れていますでしょうか。 

１．健やか部長兼第三者調査委員会事務局長（島田国久）  放課後の子供の居場所づくり事業につきま

しては、市内の民間団体さん等に補助を実施しまして、子供の居場所づくりを推進してい

るところでございます。その中でいろんな食材の寄附でありますとか、今おっしゃいまし

たフードパントリー、そういった情報提供をさせていただいたり、定期的に市と団体さん

との意見交換といいますか、そういう場も設けているところでございます。 

１．委員（松村紘子）  情報提供や意見交換をされているというところで、具体的な補助については今

お聞きはできませんでした。あくまでこちらは居場所づくり事業であるというところから、

パントリーに関しましては支援の限界があるのかなというところも拝察をしております。

現状フードパントリーにおきましては子育て家庭で経済的にしんどい家庭の方が利用され

ることが多いです。食品支援は大変、そういった意味でも喜ばれております。 

        現在、皆さんボランティアでフードパントリーをしていただいていまして、実際開催に

おきましては、場所代とか袋詰め作業とか仕分けといった準備にもお時間がかかっていま

す。 

        窓口としては今お答えいただきましたように、子育て支援課になっておりますが、市と

しては環境事業課で進めているフードドライブから地域団体を経由して生活困窮世帯や孤

立世帯に届けられている単なる食品ロス削減を超えた社会貢献事業にもなっていると思っ

ております。 

        ぜひともちょっと両担当部署でご協議いただきまして、次年度に向けて、居場所づくり

事業に加えてフードパントリー事業についてもご検討いただきたいと要望させていただき

ます。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  まず、予算書の５０ページの公債費について内容を確認させてください。 

        今回、一般職の交際費ということで懇談会等会費ということで、これ新しく設定された

かと思うんですけれども、どのような趣旨で、どのような職員がどのように使用できるの

か、お聞かせください。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        本市では様々な分掌が、行政上非常に関わりの強い団体さん、例えば、医師会さんです

とか、そういった団体さんとの懇親会というような形で、これまで管理職、主に管理職に

なるんですけれども、自費でそういった懇親会の会費を出していたというところがござい

ます。 

        そもそもの交際費の趣旨といたしまして、行政が円滑に進む上での市長もしくは市長の

代わりになるような形で、職員がそういった懇親活動に出る場合の費用につきましては、

公債費の支給が認められるというところでございますので、制度趣旨にのっとりまして、



 

－１５０－ 

現時点では管理職の方の出席を対象に、一旦秘書政策課のほうでルールのほうを取りまと

めまして、こちらに申請いただくような形で交際費を支給していくというようなスキーム

を検討しているところでございます。 

１．市長（山本 景）  実は本件、交際費を計上するように指示したのは私でございます。 

        ちょっと私も市長になって疑問に思ったのが、そういったいろんな場に当然市長である

ことから呼ばれて出席すると。過去におきましては、市長は交際費で払って出席して、職

員は自腹を切らなしゃあない。ちょっと私にはそれは耐えられないので、市長、私に関し

ましては皆様にお示しいたしましておりますとおり、交際費は絶対使わない。就任後、就

任直後に名刺を市長がもう実は事前に使っていて、作っていまして、その分数千円程度支

出はしたんですけど、その他は一切交際費は使っておりませんが、ただやはり、職員の

方々がその職務の一部といたしまして出席した懇親会等におきまして、１人１万５千円と

か、そういう負担はするのはちょっとさすがにこれは公務の一部で出席している以上、自

腹を切らすというのはちょっと違うんじゃないかなと思いまして、今回ちょっと整理、今

ちょっと時間を要したのがありますが、令和８年度からじゃあもう各部で予算計上するよ

りももう市長側、企画財政にて一括して予算、計上はいたしまして、そういう議会にお示

しをして判断を委ねたほうがいいのではないかということで、本日に至ったところでござ

いますので、どうかご理解賜りますよう、これもある意味働き方改革の一環だと私は思っ

ております。 

        名刺も実は過去だったら、みんな自腹で職員が作っていたのを今はもう市が費用全部負

担します。ただし、市で負担をするべきところと、職員が負担はすべきところはちょっと

曖昧だったところもあるかと思っております。改めて、しっかりと整理はいたして、この

ような方針といたしましたのでご理解賜りますようお願いします。 

１．委員（皿海ふみ）  職員の皆さんが仕事で行かれる懇談会等も全て自己負担というのは、やはり負

担が重過ぎるなということでの改善ということでは理解できます。 

        ただ、飲食、お酒とかが出る場合など、税金で飲み食いしているのかみたいな誤解を招

かないようにちょっと慎重な取扱いも必要かなと思うんですけれども、そのあたりの基準

何かありましたらお聞かせください。 

１．企画財政部次長（松浦新太郎）  お答え申し上げます。 

        委員のご指摘、もっともかと思っておりますので、私ども最近他市でも先行事例、いろ

いろございまして、そういったところのルールをこちらのほうで収集しております。 

        市民に誤解を招かないような形の会合であるということがまず大前提になっていると思

いますので、それにつきましては、まず先ほども市長のほうも申し上げましたが、秘書政

策のほうで、ルールのほうをしっかり決めた上で、全庁的にルールのほうを周知して、さ

らにはそのようなどのような形で使うのかというのを事前に一度、企画財政部、秘書政策

課のほうに申請いただいて、そこでしっかりジャッジして、その上で執行を認めるような

形のスキームで考えております。 

        また、この交際費を使って行った実績につきましても、市民さんのほうの目にちゃんと

つくような形で、ホームページであるとか事務事業概要であるとか、そういったところの

中で、しっかり見える化を図っていきたいと考えるところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  他市でも飲食を伴う場合は一部自己負担にするとか、いろいろされているとこ
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もあるようですので、そのあたりちょっと基準つくって、透明な運用というのをお願いし

たいと思います。 

        続いて、予算書の１３ページ、１４ページのあたりの債務負担行為についてなんですけ

れども、今回防災拠点等々ですね、多くの債務負担行為が提案をされておりまして、特に

防災拠点の整備工事につきましては、審議のときの１２６ページでしたか、参考資料を見

ましても８年度末の２月、３月に契約、入札契約になる工事が多く含まれていたと思うん

ですけれども、これ債務負担の制度として８年度に議決した債務負担が８年度中に契約に

までスケジュールが押して、契約にまで至らなかった場合というのは、この債務負担とし

て有効なのかどうかというところを確認させてください。 

１．財務課長（厚主敏治）  お答えいたします。 

        こちら債務負担行為につきましても、同じく８年度の予算の一つの種類となります。で

すので、８年度に契約等を締結するときに、翌年度以降にまたがって契約をできるように

予算の確約をしているというものが債務負担になります。ですので、８年度中にこの行為

が使えない、執行できないとなると、債務負担としては一旦流れる、不執行というような

形になりますので、９年度以降にもし契約しようとする場合は、新たに予算計上、あるい

は債務負担の計上が必要になります。 

１．委員（皿海ふみ）  ９年度までの債務負担であっても８年度、今回提案されている分については、

８年度中に工事等の契約にまで至らなかったら一旦失効するということで分かりました。 

        それから、８年度中に契約がされた場合でも、９年度に行われる工事が長引いて、１０

年度まで少し入ってしまうというような場合は、これは特にもう運用上問題はないのでし

ょうか。 

１．財務課長（厚主敏治）  お答えいたします。 

        こちらが８年度に契約をした場合、９年度に執行するための歳出予算を計上、当然必要

になります。この歳出予算は、当年度の予算となりますので、それ自体では９年度中でし

か執行できません。これがもし何らかの理由で延長が必要になるという場合には、同じく

この歳出予算を繰越明許するなり、あるいは８年度中にそれを見込める場合であれば、こ

の債務負担を９年度ではなく１０年度までとかという形で修正することも８年度中は可能

ですけれども、９年度にもし歳出予算を計上して、それが何らかのアクシデント等ありま

して、繰越しが必要になりましたら、それは別途繰越明許を議決いただいた上で、１０年

度なりまで延長するという形になります。 

１．市長（山本 景）  付け加えて申しましたら、逆に令和８年の債務負担をやめてしまって普通に契

約を結んだと、繰越しを９年度に実施をしたと、さらに令和１０年度まで繰り越すかって

言ったら、それはかなり困難というところでございます。 

        要は繰越しの繰越しでは基本的にはないというふうなところなので、今回、市の判断と

いたしましては、一旦令和８年度は債務負担で手つけのみお支払いはする。令和９年度に

工事を事実上スタートいたしまして、万が一延びてしまったとしても令和１０年度に繰越

しができる。しかし、それを前倒しで令和８年度に契約、本契約をきっちり工事契約結ん

でしまった場合については、繰越しの繰越しが非常に厳しいので、こういった債務負担と

いうのをやっていると。 

        ただ、何もこの令和８年度に債務負担も工事契約をしないとなると、やはり緊防債の制
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度の趣旨からしておかしいということでこのような、ちょっと議員の皆様におかれまして

は過去にはなかなか見なれない形式での予算の提案となっておりますことは、そういった

制度上の制約等がありますことは、どうかご容赦、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

１．委員（皿海ふみ）  今回の予算の提案の仕方として、整備の設計がまだ、設計の中での積算がまだ

出ていない段階で先々の整備の工事を債務負担で提案されているというのは、根拠が不明

瞭になるという点でもいかがなものかなというふうには思いますが、取扱いの実務的な内

容については分かりました。 

        あと１点なんですけれども、今回このような多くの防災拠点の整備、８年度も進めてい

かれるに当たりまして、やはり庁内の職員の体制として、この防災拠点の担当となる危機

管理室の体制強化、特にこれから設計や整備工事に入っていく中で、専門職、土木建築な

どの専門職を危機管理室に配置していくということ、これどうしても必要だと思いますけ

れども、その点についていかがお考えでしょうか。 

１．総務部長（阿佐正和）  お答えいたします。 

        人事異動に関わることですので、ちょっと詳細についてはお答えできませんけれども、

今おっしゃっていただきましたように、危機管理室としては事業がかなりボリュームがあ

りますので、それについては一定配慮をしていきたいと考えております。 

        併せて外部委託についてもこれまでもそうですけれども、活用しながらというところに

なってまいりますので、今おっしゃっていただいたような業務的な負担というのは多分大

きくなってこようかと思いますので、その辺については配慮した中で案件事由については

検討してまいりたいと考えております。 

１．市長（山本 景）  今町内におきましては、内示を出す直前の状態、内々示に近い状態でございま

すが、ちょうど星田エリア事業が財産管理室で今年度、令和７年度で終了する見込みでご

ざいますので、そこに関わった職員も含めまして、専門職の職員を財産管理室に異動をす

べく、内々示の人事案を現在作成をしているところであり、当然委員のご指摘も踏まえて

の取組でございますけれども、それをもちまして、本市といたしましては、とりわけ危機

管理室の体制強化を図る予定でございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（皿海ふみ）  ありがとうございます。 

        危機管理室に専門職の配置に向けた検討で進めているということで受け止めました。 

        外部委託の、ちょっと内容が今は分かりませんけれども、やはり核となる危機管理室の

職員そのものを専門職、配置しなければ、この事業進んでいかないと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（岡田智里）  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

        追加でいただいた参考資料の７ページ、Ａブロックにも係るところなんですが、私部南

３丁目防災拠点専用通路等整備工事について伺います。 

        まず、参考資料で示されているバス工事について市道私部森南線にガス管は既に布設さ

れているのか教えていただけますでしょうか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  お答えいたします。 
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        私部森南線につきましては、現在、設計が完了して設計図書をいただく状態になってご

ざいます。工事に関しましては、まだ入札等を行ってございません。中圧ガス管の検討は

現在しておりまして、府道久御山線から１００ｍぐらいのところまでは現状来ております。

そこから、ここまで約２００ｍ弱の敷設を検討してございます。 

１．市長（山本 景）  もうちょっと分かりやすく答弁追加でいたしますと、久御山線から一中の間に

道が３００ｍぐらいあります。沿道に工場がある関係で、およそ工場部分までは中圧ガス

が引き込まれておりますが、そこよりも第一中学校側には、中圧ガスは現状ありませんの

で、そこに関しましては、延長をする予定でございまして、延長して当然大阪ガス、うち

が工事をするというよりも、大阪ガス様に工事はお願いをいたしまして、当然うちとして

は負担はする、負担をする部分に関しましては、緊急防災減災事業債の対象になるという

ことでございますのでよろしくお願いいたします。 

１．委員（岡田智里）  では次に、私部南３丁目防災拠点専用通路等整備工事に係る見積りの詳細につ

いて教えていただけますでしょうか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  資料でつけさせていただいております専用通路につきましては、

直接工事費として、２千３７万９千円、共通費としまして２千２１５万７千円、消費税が

４９５万４千円で、ここのガス工事につきましては、これは中圧ガスの引込みをこちらに

入れさせていただいてございます。 

        中圧ガスを専用通路、私部森南線から専用通路に入れたところにガバナを設置しまして、

それから各施設に配管していく予定でございますので、中圧ガスの引込みはこちらのほう

に計上させていただいてございます。 

１．委員（岡田智里）  とりわけ見積りの有効期限についてお伺いできますでしょうか。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  見積りの有効期限、詳細に記憶はしておりませんが、おおむね

１か月程度、頂いてから１か月程度になるかなと考えてございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（黒田 実）  それでは総括として、今年度もあるいは来年度もそうですけれども、交野の公

社の土地、これを活用して防災拠点にしていくという、これは国の有利な制度を活用して

ということですけれども、多額な費用になっていますんで、極めて有利な国の制度なんで

すけれども、これ将来、今いろいろと防災拠点の位置とか考えると、果たしてこれ本当に

防災倉庫としてよりいい機能を発揮するのかどうかと。位置的にはなかなかこれ厳しいん

じゃないかというふうに見受けられるとこも含めてですけれども。 

        これ将来、これだけの多額の国の財政支援を受けて、それ以降どのような、こういった

土地は活用ができるのか。要はこれだけ多額に支援を受けてですよ、じゃあ償還が終わり

ました、そこから先はもう自由に使えますわ、これまでの中では一定なんか、それ以降は

活用できるとか、あるいは売却できるみたいな、そんなことをちらっと聞いたんですけれ

ども、果たしてそうなんでしょうかということについて教えていただきたいと思います。 

１．副市長 危機管理監（山添 学）  昨年度から整備しています防災拠点ですが、起債に係る償還が

約２０年から３０年長期にわたるものであると考えてございます。その間は、やはり地域

の皆様にその場所を使っていただき、最近は主に防災公園の整備もしておりますので、や

はりある一定２０年、３０年、その地域においてその場所がどういう使われ方をするのか

というところは、やはりたってみないと分からないところもあるのかなと考えてございま
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すが、やはり引き続き防災の拠点として活用したいと考えてございます。 

        今、黒田委員おっしゃいました、公社の土地を優先して、私ども整備は行ってございま

す。立地条件として、さすがに車両の動線とか悪いところも私どもも十分考えておりまし

て、そこは運用でクリアしていきたいなと考えてございます。 

        まずは、２０年、３０年、起債の償還できるまでの間は運用にて何とか乗り切っていき

まして、あとは償還が終わったとしても、地域の皆様のご意見を反映しながら、その場所

につきましては考えていきたいと言いますか、２０年、３０年たてば私どももういてませ

んので、そこはまた地域の皆様にいろいろとご意見をいただきながら検討してまいりたい

と考えてございます。 

１．委員（黒田 実）  いや、私が申し上げているその間の活用状況というか、地域の方々のご意見、

お声も踏まえて、それはそうなんですけれども、私申し上げたいのは、その制度を活用し

て、やはりもうこれは防災機能としてはなかなかどうだろうといったときに、それ以外の

活用を償還が終わったからといってできるんですかと。これは地域の声とは別ですもん。

国との関係の話なんで。これほどの多額の国からの支援をいただいて、いやもうこれ償還

終わりましたから、もう別の使い方をしますと、これ常識的に考えてなかなか厳しいと私

は思うんです。 

        逆に言うと、ほかの使い方をするんであれば、今までの国の支援をしっかりと清算して

くださいと、このようなことにもなりかねないんじゃないかなというふうな懸念を持って

おりますので、ちょっと今お答えをいただいたんですけれども、これ２０年間でどうなる

のか云々ともこれも制度としての話です。その先、いろいろな活用方法ができるのかとい

うことについての質問でございますんで、もう一度教えていただければと思います。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  お答えいたします。 

        有利な交付税措置を伴った事業債を活用した場合に、それらの措置が終わった後に、用

途を変えれるのかどうかというご質問だとは思います。 

        これまでも答弁の中で、例えば措置期間中に違う用途に変えた場合はどうなるのかとい

うところでもご答弁はさせていただいて、その場合、それまでの部分は措置はされている

けれども、それ以降の分、財政措置がなくなる可能性がありますよというお話もさせてい

ただいたと思います。 

        制度といたしましては、特定の事業目的を持って起債を起こします。それに伴って、交

付税措置をされると。その期間が終えたときに、我々団体側が当初の目的を終えたという

のであれば、国と協議は当然必要になってくるかなと思っています。その協議の中で今回、

仮に防災ということであれば、防災が役割を終えたと。ただ、こちらのほうで代替措置と

してこういう仕組みがあるよという形で国に説明するのかなということになると思うんで

すが、それが国との協議が整えば、これまでの間、措置している分に関して返還するとい

うようなことはないというふうに理解はしておりますし、協議の内容いかんにはよると思

うんですけれども、そのときに、これまで目的として発揮をできたものがどういう形で今

後もできるのか、いやいや、それは本当に役割が終わったのかというようなところの協議

をしっかり国とさせていただいたときの話になるのかなと思うので、一概には言えません

が、制度的に措置期間が終わって、他用途に転用した場合にすぐさま返還というようなこ

とは想定はしておりません。 
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１．市長（山本 景）  様々議会の皆様には、防災公園とか防災倉庫とか、提案はしているところでご

ざいます。当然星田分団さんを建てるところとか、あと寺作業所の跡地のように、下にご

みが埋まっているとか、あともしくは学校、地域の思い入れが強い学校の跡地に関しまし

て、将来的に用途を変更いたしまして売却というのは、もうこれまでの歴史であったり経

緯を考えた場合、それはないというのは思っておりますし、また、浸水対策の関係で、そ

こにボックスカルバート等を埋めているようなところも、売却をするということは基本的

にはないというふうには考えているところでございます。 

        売却することもないので、したがいまして、２０年、３０年がたったからそこの用途を

変えたりということはないと思っておりますので、当然、緊防債とか緊自債の返還の対象

にはそもそもなるわけがないというふうには思っております。 

        ただ、その他の土地、単なる防災公園等に関しましては、仮に１０年経過をいたしまし

て、土地の権力者の意向によりまして、転用したいという希望があって、１０年でももし

くは２０年でも転用したいという希望があって、国等と協議をいたしまして、転用する、

売却をするということ自体は、制度上はこれは可能でございます。不可能ではないです。

そのときには、普通の土地、普通財産に戻して売却をするということは可能ですし、そう

だったからといって、交野市がもらう地方交付税交付金、約７割の地方交付税交付金がも

らえないとかそういったものではないですし、もしもらえないって話になるんだったら、

そもそも訴えだってしないですよ。ですので、それは売る。 

        しかし、したがいまして、今回７割、額でいうと土地代だけで２２億円にも上る額です

が、それがもらえなくなるというのは、到底考えられないというふうには考えております。 

        ただし、私といたしましては、今回の防災公園等の整備に際しましては、今後のことも

しっかり考えて売る可能性がもし生じ得るんだったら、そこに関しましては、公園とか、

軽微な整備にとどめて、将来世代の皆さん、将来の権力者の方々に対して遺恨が残らない

ように、フリーハンドで市政が運営できるように、一定の配慮はさせてもらったところで

ございますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  少なくとも、防災機能の役割が終えるなんてのはなかなか想定できないんです。 

        ただ、私が申し上げているのは、その土地が本当に有効に機能するのかどうかというこ

と、それはもう先ほど担当のほうからは、この１０年、２０年でその活用状況を見ていき

ますということなんですけれども、今の答弁でちょっと市としてそのように言い切ります

が、これだけ多額に国からの支援を受けてて、それ以降、国からの地方交付税がもらえま

せんだけじゃないです。それまでにももうてたやつも含めてどうなのかということは、ち

ょっと今の答弁ではなかなか、そこは安心できるなという答弁にはなっていないなと。も

う理屈から言ってですよ。そういった活用がもう未来永劫できないと。あるいはもう代替

の土地をしっかりと確保することになると、それはそれでもう交野市はまた別の投資をす

ることになるわけですから、そこの不安は、今の答弁をお聞きしましたけれども、ちょっ

とこれだけの多額の国の支援を受けて、その先、様々な活用の展開ができるのかというこ

とについては、やはり不安を持たざるを得ないということを申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（三浦美代子）  今の財政の件で関連というか、確認というか教えていただきたいんですけれ

ども、これまで緊防債、交付税７割措置ということで、有利な財源、非常に私も特に土地
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開発公社に関しては非常にすばらしい着目点だなということで評価をしておりますし、ま

た、近年の災害を防災の観点からも防災公園の建設には賛成をする意向ではあります。 

        それで、前にも財政部長にも確認させていただきましたが、緊防債、例えば７割、例え

ば分かりやすく言えば１億円毎年返します。そのうちの７割、７千万円が交付税として交

野市に入ってくると。そうなればその７千万、仮に具体的に分かりやすく言えば、それは

いわゆる市債返済に全額使われるのか。要は、お金には色がつかないので、国からの交付

税を次の事業に丸々使っちゃったら、非常に市は苦しくなってくると思うんですけれども、

そのあたりは、財政部局としてどのような方向性で緊防債へのいわゆる借金の返済に対し

て、７割なのか、６割なのか、５割なのか、そのあたりどのようなイメージを持っておら

れるのか教えていただけますでしょうか。 

１．企画財政部長（苗村 徹）  お答えいたします。 

        緊防債等の起債を発行したときに、交付税が措置された額を実際の財政運営上どうする

のかというご質問だと思います。 

        我々毎年度、公債費、借金を返すほうの公債費ですね、を積算する中で、８年度の額、

９年度の額というのは、計算はしっかりできています。それに対する財源として、過去に

発行している、そういう交付税がついているような事業債として算定されているものがこ

れぐらい幾ら入ってくると、幾ら計算されているよというのを把握はできています。 

        実際の歳出を組む際には、交付税が増えたから事業ができるということではなくて、ま

ずは借金、公債費の部分はしっかり押さえさせていただいて、それに対してどういった措

置がされてきたかというところを押さえさせていただいた中で、公債費の積算をして、活

用できる一般財源としてはこれぐらいというのをそこで粗い計算ですけれども、まず置か

してもらうことになると思います。 

        だから交付税が増えたから事業ができるということではなくて、交付税増えるに当たっ

ては、それだけの要因がございますので、それが今回のように、交付税措置のついている

事業債を発行したことによるものであれば、当然、我々が返す歳出の公債費、借金のほう

も増えておりますので、そこをまず押さえて、活用できる財源としては残りがこれぐらい

だから、この事業をやりましょうとかという判断につながっていくのかなというふうに考

えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

１．市長（山本 景）  ちょっと具体で申しますと、この２年間で土地開発公社の緊防債、緊自債、約

３１億円買い戻しています。計算上、今後２０年間でそれを返済していくことになります。

３１億円をこれ７割、国から地方交付税交付金で措置されるので、計算上約２２億円です。

約２２億円が２０年で割り算すると、年間１億１千万です。１億１千万は、本来だったら

市が借金返済のときに１億１千円をぽんと払わないと、公債費として払わないといけない

ものでございます。 

        ところが、１億１千万払わなくても、この１億１千万円分を実は地方交付税交付金で国

が多く交野市に今後２０年間はくれることになりますので、地方交付税公費が１億１千万、

国から多くもらえるので、その分、公債費、要は借金返済に充てる金額は１億１千万減り

ます。減った分の１億１千万、どうすんのって言ったら、これは稼いだお金の中の一部の

話なんで、ではありますけれども、バスの運行に係る費用であったり、給食無償化のうち、

市民、市が負担をするものであったり、その他市民の皆様のお声であったり、もしくは議
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会の皆様のご意見もしっかり踏まえて、トータルでもちろん１億１千万だけ稼いでるんじ

ゃなくて、町としては３億以上稼いでいる認識なんですが、市民、皆さんのために使って

いけたらなというふうには思っておりますけれども、緊防債、緊自債のお金の流れといた

しましては、今後２０年間で、市が借金を返済する中で、地方交付税で１億１千万多くも

らえるようになりますんで、約１億１千万多くもらえるようになりますんで、その分、公

債費、借金返済にかかる費用が減り、１億１千万減りまして、市が自由に使えるお金が事

実上１億１千万増えるというイメージを持ってもらって、おおよそ土地に関しては正しい

のかなというふうには思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

１．委員（三浦美代子）  財政は私はあまりというか、全然得意じゃないので、今の話を聞いてざくっ

とですけれども、安心した次第です。そのようなものが何かこう、交野市の借金返済のル

ール的な文章に何か書いて、後世に残れば、例えばですけれども、市長が将来代わろうと、

財政部長が代わろうと、そういう返済のルール、２０年後、３０年後、そういう記述があ

ればいいなって。でもそれは記述がなくても、そういうもんだということなのかなと今の

お話を聞いて感じましたけれども、引き続き着実に市債の返済がいきますように、よろし

くお願いします。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようですので、総括の質疑はこの程度にとどめます。 

        ただいまから午後１時まで休憩とします。 

（午前１０時５０分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

１．委員長（岡田伴昌）  少し早いですが、再開します。 

        これより議案第１５号の討論に入ります。 

        討論はありませんか。 

１．委員（黒田 実）  では、令和８年度の一般会計予算について反対をいたします。 

        その理由ですが、主な理由についてですけれども、令和７年度に続き、２０億を超える

基金を取り崩しての予算編成です。 

        予算上、この２年で基金取崩しは約５０億円、取崩し額を圧縮するよう財政運営を図っ

ていくという市の説明でありますが、多額の基金取崩しの予算計上に対して、現時点で現

金残高の裏づけが今債券運用で７４億５千万しておりますので、裏づけがない予算編成で

あるということで、基金の保有状況も踏まえた予算編成とするべきであるということは昨

年度も述べたとおりであります。この資金の運用についてはそもそも運用額が多額である

ことに加え、１５年以上の超長期運用の額が５６億５千万円であることも大きな問題であ

ります。 

        市は満期保有を原則としておりますが、そしてまた時価評価について公表する必要はな

いと説明しておりますが、市が保有する債券の含み損、これも１０億を超えることがもう

大いに予想されております。基金は今後想定される公共事業への備えだけでなく、災害な

ど不測の事態に備えるものであります。含み損を抱え、損益を恐れることは、事業資金を

縛ることになりかねず、必要な事業を先送りすることにもなりかねません。 

        また、災害はいつ起こるのか、どの程度の規模なのか分からず、迅速に対応するための

資金を確保しておかなければなりません。将来にわたるリスクデメリットを十分に考慮し
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た運用額や期間でなければならないということであります。 

        各事業予算について、今後想定される概算費用や事業の全体像などについて、現在検討

中あるいはこれから検討するとして、審議に必要な具体的な説明が示されないものが散見

されました。極めて拙速かつ場当たり的な予算計上と言わざるを得ません。 

        特にその中でも第一中学校跡地利用について、その考え方やこれまでの検討経過を確認

いたしましたが、校舎などの解体費用５億円の圧縮のための防災整備ありき、ルクセンブ

ルグパビリオン木材再利用ありき、テニスコート整備ありきの計画であります。 

        交野みらい学園整備で大きく市の負担を軽減したにもかかわらず、解体し５億円の圧縮

のみにこだわり、建物の配置を集約し、一体的に例えば多目的広場を確保するなど土地活

用についての比較検討は行われていません。テニスコートについて、他の場所での整備を

検討しておらず、なぜ一中跡地なのか、明確な説明はありませんでした。将来にわたって

より多くの市民の方々に親しまれる跡地利用なのか、まだまだ検討の余地があると考えま

す。 

        このような状況で、防災公園整備の設計や私部森南線道路拡幅の予算、地域子育て支援

センター、ルクセンブルグパビリオン木材再利用及び芝生広場兼テニスコートに係る設計

業務の予算を認めることはできません。 

        なお、防災車両の車庫も整備予定としていますが、既に旧第３給食センター土地にも車

庫を整備しております。車両の大きさや台数からしてこれだけの車庫が必要なのか、疑問

が残るところであります。 

        本庁舎耐震改修工事については、昨年の補正予算で、継続費について、もう既に反対を

いたしているところでございます。防災拠点の整備については、防災倉庫は必要であるも

のの、国の有利な財政措置活用ありきの整備には多くの疑問があり、また進め方としても

極めて拙速であります。 

        仮称青年の家、図書館整備基本計画の策定について、１階フロアを図書館にするとのこ

とでありますが、青年の家全体の今後の活用について、まだまだ不明な点が多いと思いま

す。 

        また、教育委員会の旧みらい小学校執務室は暫定的であり、昨年は別館に集約するとい

った説明がありましたが、今回の審査においては岩船小学校を検討しているかのような説

明があり、方向性としてもぶれており、全体を見据えた計画の説明がありません。 

        このような段階で図書館整備の計画に着手することは理解できない、以上のことから反

対をいたします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに討論は。 

１．委員（岡田智里）  議案第１５号 令和８年度交野市一般会計予算について、会派大阪維新の会を

代表し、反対の立場から討論を行います。 

        まず、国の小学校給食無償化に伴う学校給食費無償化の継続及び拡充、さらには子育て、

教育環境の充実に向けた各種施策が検討されている点については、一定の評価をするもの

であります。 

        その上で小中学校における恒久的な給食費無償化への円滑な移行を進めるとともに、給

食の質向上や非喫食者への対応についても、着実に取り組むべきであると考えます。 

        また、学校における一人一人に合わせた学びの場の取組をはじめ、教育行政については
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保護者から評価の声も聞かれており、効果が確認された取組については、市全体へ横展開

を図り、制度として支援の質を担保していくことが求められます。 

        さらに、かけ橋期の支援においては、全ての子供に学びや生活の基盤を育むことを第一

義とし、取組が形式的なものにとどまることのないよう、十分留意すべきであります。 

        福祉行政におきましては、重層的支援体制整備事業をはじめ、相談支援体制の拡充など

や全庁的な連携による取組を含め、今後の展開に期待するものであります。 

        また、昨年開催された大阪・関西万博の理念には、深く共感しており、そのレガシーの

活用は大変意義のある取組であると考えております。 

        しかしながら、本予算案には、慎重な検討を要する課題も残されております。 

        旧第一中学校跡地の活用につきましては当初からの説明が十分とは言い難く、地域子育

て支援センターや芝生広場兼テニスコートなどの方針は示されているものの、その維持管

理費や具体的な事業内容及び活用する事業債などについて、十分な説明がなされたとは言

い難い状況であります。 

        また、市民説明会の参加人数が少ない理由を市民から納得が得られているからではない

かとする説明は、論理の飛躍と言わざるを得ません。 

        市民の皆様への十分な説明がなされないまま、複数年かかる大型事業に着手し、税を投

じることは時期尚早であり、市民の皆様と丁寧に向き合う姿勢が強く求められます。 

        限られた財源を活用する以上、真に必要な事業であるならば、その妥当性を裏づける具

体的な事業内容や将来的な展望、さらには、財政負担の見通しを明確に示した上で、丁寧

な説明を尽くすことが不可欠であります。 

        加えて、昨年、報道でも取り上げられたハラスメント問題につきましては、現在、特別

委員会及び第三者委員会が設置されているものの、市として現時点で取り得る対応を積極

的に行う姿勢が十分に示されているとは言い難い状況であります。 

        そもそもこのような問題が生じた背景には、組織風土などに看過できない課題があると

考えられ、組織運営の在り方そのものを見直す抜本的な改革が求められます。 

        現にこのような事案が生じていることは重く受け止めるべきであり、また先ほど来申し

上げている慎重な検討を要する課題が残されている現時点においては、本予算案を了とす

ることはできません。 

        以上の理由により、会派大阪維新の会として本議案に対する反対討論といたします。 

１．委員（松村紘子）  議案第１５号 令和８年度交野市一般会計予算について、にじいろ対話の会を

代表し、賛成討論をいたします。 

        まず、子育て世代の支援として、妊婦健診受診費用助成の１４回から１７回への拡充、

見守りおむつ定期便事業における子育て用品額を月額１千５００円から３千円に増額など

が盛り込まれ、さらなる充実が図られること、公園・ちびっこ広場の整備や小・中学校の

屋外トイレ改修、滑り台の設置、少人数学級は、小学生３年生まで拡大、給食費は無償化

を実現するなど、未来を担う子供たちを大切にする姿勢がうかがえる予算編成になってい

ることを評価いたします。 

        次に、高齢者、障がい者に対する公共交通機関運賃補助事業では、これまであった交通

系ＩＣカードを利用した補助が廃止され、おりひめバス、タクシーチケットの補助のみに

限定されました。ゆうゆうバスが廃止された原点に戻り、おりひめバス乗車を促す支援を



 

－１６０－ 

行うという考え方には一定理解をするものの、今回の事業内容転換により駅近くにお住ま

い等でバス利用をしにくい高齢者の方、障がい者の方にとっては使い勝手が悪くなってし

まうことから、対象の皆様には丁寧に説明をしていただきますよう要望をいたします。 

        また、持続可能な地域の公共交通に向けて、地域公共交通計画策定を行うことを評価す

るとともに、さらなるおりひめバスの運行改善と地域のニーズに合わせた公共交通の在り

方について引き続き検討を進めていただくようお願いをいたします。 

        仮称青年の家図書館整備基本計画においては、青年の家利用者の声を聞きながら、子育

て世代、高齢者、障がい者の方に配慮した図書館機能の充実に向けて計画策定を進めるよ

う要望いたします。 

        また、防災拠点整備事業においては私部南３丁目防災拠点整備事業や旧交野みらい小学

校解体工事並びに防災公園及び周辺整備設計をはじめ、周辺道路の整備を行うものは特に

説明会を開いていただきまして、近隣住民への理解を得ながら進めていただきますよう要

望をいたします。 

        全体予算といたしましては、基金運用や地方債の積極的活用など限られた財源をうまく

活用し、年間約１．１億円の運用益を確保し、市民サービス向上に活用していることに関

しまして、大変評価をしております。 

        以上をもちまして、にじいろ対話の会の賛成討論といたします。 

１．副委員長（山下千穂）  令和８年度一般会計予算について、公明党を代表して賛成の立場から討論

をいたします。 

        本予算案は、これまで市民の皆様から実際にいただいた切実な声、小さな声、市民のニ

ーズに応えようとする施策が盛り込まれております。とりわけ、子育て支援、教育環境の

充実、防災・減災対策、そして、高齢者・障がい者の移動支援など、交野市の将来を見据

えた取組が位置づけられていることを評価するものであります。 

        まず、小学校、中学校の給食無償化について申し上げます。物価高騰が続く中、子育て

世代からは、家計の負担になっている、兄弟が多いほど厳しいという声を多く寄せられま

した。小学校、中学校の給食無償化は、そうした家庭の経済的負担を確実に軽減し、保護

者の安心につながる施策であります。 

        また、家庭の経済状況にかかわらず、全ての子供たちが学校給食を通じて必要な栄養を

しっかりと摂取できることは、心身ともに健やかな成長の促進に直結し、教育の機会均等

の観点からも極めて意義深いものと考えます。 

        会派公明党がこれまで一貫して訴えてきた、子育て、教育の負担軽減の流れを交野市と

しても力強く前進する施策であると評価をし、賛成の意を表します。 

        次に、小学校低学年における３０人以下の少人数学級の拡充についてです。 

        少人数学級は、幼稚園、保育所から小学校へのスムーズな接続を図るとともに、一人一

人の子供に寄り添った、きめ細やかな指導を可能にするものです。特に低学年の時期は、

学習習慣の定着や友人関係、その後の学校生活、人生の土台を築く極めて重要な時期であ

ります。実際に現場の先生方から、子供に目が届くようになりました、助かりますといっ

た喜びの声が寄せられております。これは、子供にとっても、教職員にとっても、確かな

プラスの効果があらわれているという証左であります。先生方の負担を軽減し、教育の質

を高めていく上でも、少人数学級は必要不可欠な投資です。子供たちの学びを一層豊かに
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するための施策として高く評価をいたします。 

        続いて、郡津地域の浸水対策について申し上げます。 

        昨年発生したゲリラ豪雨では、短時間に激しい雨が降り、市内各所で道路の冠水が起こ

るなど不安の声が広がりました。住民の方からは、不安の声が数多く寄せられる中、５丁

目の防災公園やみらい小学校跡地を含む地域に対する支援策の強化など具体的な検討を進

めていくことは、市民の命を守るため、重要な取組であります。 

        想定を超える豪雨災害が各地で発生する今、地域のニーズに耳を傾け、ハード面、ソフ

ト両面から総合的な防災・減災対策が進められるよう、本予算に盛り込まれた事業を推進

していきたいと思います。 

        次に、倉治１丁目高架下に整備されたスケートボード広場についてです。 

        この広場は、若者から指示を受けており、練習できる場所がうれしい、友達ができたと

いった前向きな声を聞きました。市民のニーズに応える形で整備されたこの広場は、単な

るスポーツ施設にとどまらず、世代や地域を超えた交流を生み、地域のコミュニティーを

強化する場として役割を果たしています。今後も安全確保やマナーの啓発には十分配慮し

つつ、若者の居場所づくり、にぎわいづくりの拠点としてさらに活用が進むことを期待し

ます。 

        続いて、高齢者や障がい者の皆様から寄せられたお声に応えた、外出支援制度の拡充に

ついてです。 

        病院に行きたい、買物に行きたい、そのようなお声を私もこれまで伺ってまいりました。

今回の外出支援制度における補助の増額により、安心して外出できる環境を整えていくこ

とは、市民の暮らしの質を高め、社会参加を促す上で、大変意義のある施策であると思い

ます。高齢者や障がい者が住みなれたまちで、自らの意思で外出し、人とのつながり、生

きがいを持って暮らしていけるかどうかは、誰一人取り残さないまちであるかどうかを測

る指標になります。市民のニーズにしっかりと寄り添った本施策を評価し、今後もさらな

る充実を併せて期待するものであります。 

        一方で、跡地活用の進め方については、現状では、危機管理室や健やか部など複数の部

局にまたがる事業となっていることから、連携が求められ、調整が不可欠だと考えます。

一貫した方針が見えにくい印象があります。少し場当たり的とも受け取りかねない進め方

には、中長期的な視点からの整理が必要と考えます。事業債確保が主な目的とも見える整

備には、計画の連続性や整合性に課題があるように見受けられ、改善の余地があるかと考

えます。 

        本質は、単なる財源確保ではなく、地域住民の安心・安全をいかに高めるか、地域の将

来ビジョンをどのように描き、実現していくかという点にこそあると思います。学校跡地

は地域にとって思い出と歴史が刻まれた大切な場所です。活用に当たっては、十分な情報

公開と丁寧な説明、市民参加のプロセスが求められます。他部局がしっかりと連携し、単

なる事業債の活用には終わらない、実効性のある計画を練り上げていただきたいと思いま

す。 

        また、地域の特性や住民のニーズを的確に反映した地域活性化と安心・安全の向上につ

ながる整備をお願い申し上げます。 

        以上、本予算には、課題が残されている分野については、今後、事業の進め方や情報提
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供の在り方を改善し、さらに、市民の声に根差したまちづくりを進めていくことを期待し、

冒頭述べましたとおり、市民の皆様から寄せられた具体的なニーズに応える、多くの施策

が盛り込まれていくことを本予算案が交野市の誰一人取り残さない持続的なまちづくりに

資するものと判断し、賛成の意を表します。 

        以上をもちまして、令和８年度一般会計予算に対する賛成の討論といたします。 

１．委員（皿海ふみ）  令和８年度交野市一般会計予算について、日本共産党を代表し、賛成の立場で

討論を行いますが、率直に申し上げまして、評価できる点とともに、懸念が残る点もあり、

今後の予算執行に当たって幾つか意見と要望を申し述べます。 

        まず、新年度予算では、おりひめバスの東部・中部ルートの統合、朝夕の増便、市民の

ニーズを踏まえたルートの変更等、京阪バス廃止後の切れ目ない交通手段の確保のみなら

ず、利用しやすいバスへと改善充実を図られていることは大いに評価いたします。また、

小学校３年生までの３０人以下学級の拡充や小中学校の給食無償化、市役所本庁舎耐震改

修工事などが進められることも重要な前進だと考えます。 

        一方で、特に防災拠点の整備については、土地開発公社の負債の削減や市民の避難場所、

活動場所、備蓄の確保などを目指す趣旨は理解できるものの、進め方について懸念があり

ます。 

        一つは、令和８年度予算の債務負担行為で提案をされている防災拠点の整備工事費の根

拠が弱く、今後、事業費の大幅な増加も懸念されることです。 

        一中跡地の私部南３丁目避難所、分団車庫、防災公園などは、設計業務をこれから委託

する、または契約したばかりという段階にもかかわらず、業者の見積り程度で整備工事費

の提案がされており、同じく郡津５丁目、私市山手２丁目、私部城跡なども設計業務の途

中や始まったばかりで工事費の提案がされており、根拠が不明瞭です。本来であれば設計

業務での事業費の概算を踏まえて、工事費を提案されるべきものと考えます。 

        また、寺作業所跡地の寺１丁目防災公園は、昨年の基本設計での積算により工事費の提

案が行われていますが、今後詳細設計に入り、整備工事の入札は来年２月の予定となって

います。この間、公共工事の労務単価が毎年値上げされ、建設資材も生コン、セメントな

どの値段が大幅に上がっています。答弁では、これらの上昇分も含めて、工事費を算出し

ているとのことでしたが、今後、他の防災拠点も含め、詳細設計等の結果、仮に事業費が

債務負担限度額を上回るような場合には、防災拠点の事業全体について改めて優先順位や

規模、整備時期などの見直しが必要だと考えます。 

        次に、防災拠点の整備の進め方についてです。 

        一中跡地では避難所等が設計途中、子育て支援センターはまだ基本計画の策定中という

現段階で、敷地内の専用道路や前面道路の拡幅工事の入札が今年の９月頃に予定をされて

います。各施設の設計後に、敷地全体の配置や動線、土地の高さなど様々な調整改善が必

要になることも十分に予測され、道路の整備を見切り発車で進めるのではなく、敷地の計

画全体を踏まえた工程の組み直しが必要と考えます。 

        他の事業についても、緊急防災減災事業債の期限が延長されたことを踏まえ、拙速に進

めず、各防災拠点が市民に役立ち喜ばれる施設になるよう、計画全体を踏まえて事業を進

めること、あわせて、防災拠点の担当部署である危機管理室の体制強化、特に土木や建築

などの専門職の配置で体制を抜本的に強化することを求めます。 
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        その他の点につきまして、市の直営団体のうち、１団体のみを補助団体に移行する件に

つきましては、その必要性について納得できる説明ではなかったと考えます。これまで市

として後押ししてきた子供たちの活動の機会が損なわれることがないよう、改めて慎重な

検討を求めます。 

        最後に、職員によるハラスメント問題に関し、今進められている第三者調査委員会の調

査報告を受けた検証や改善を令和８年度確実に進めるとともに、全職員対象のハラスメン

ト実態調査アンケートを実施し、実態の把握とハラスメント根絶を目指す取組を真摯に進

めることを求めまして、賛成の討論といたします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって討論を終結します。 

        これより議案第１５号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

１．委員長（岡田伴昌）  挙手多数です。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        以上で本委員会に付託された議案の審査は終了しました。 

        なお、委員長報告の作成につきましては、私に一任ということでご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。 

        この際、理事者関係のその他として何かありましたらどうぞ。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ないようでしたら、これ以降は議会の案件となりますので、理事者の方は退

席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

（理事者退席） 

 

 

～これ以降は、別案件のため省略～ 
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会議の顚末を記載し、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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